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平 成 ２ ９ 年 第 １ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

２ ・１７ 金 本会議  
会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、一部表決、

一部委員会付託 

２ ・１８ 土 休 会   

２ ・１９ 日 〃   

２ ・２０ 月 〃   

２ ・２１ 火 〃  （質問通告期限：正午） 

２ ・２２ 水 〃 委員会 産業厚生委員会  （平成２８年度補正予算審査） 

２ ・２３ 木 〃 委員会 総務文教委員会  （平成２８年度補正予算審査） 

２ ・２４ 金 〃   

２ ・２５ 土 〃   

２ ・２６ 日 〃   

２ ・２７ 月 〃   

２ ・２８ 火 〃   

３ ・ １ 水 〃   

３ ・ ２ 木 本会議  

議案上程、説明、質疑、委員会付託、委員長報告、質疑、

討論、表決、 

平成29年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括

質疑・一般質問 

３ ・ ３ 金 本会議  
平成29年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括

質疑・一般質問、予算特別委員会付託 

３ ・ ４ 土 休 会   

３ ・ ５ 日 〃   

３ ・ ６ 月 〃 委員会 産業厚生委員会  （条例・その他議案等審査） 

３ ・ ７ 火 〃 委員会 総務文教委員会  （条例・その他議案等審査） 

３ ・ ８ 水 〃 委員会 予算特別委員会  （２９年度各会計予算案審査） 

３ ・ ９ 木 〃 委員会 予算特別委員会  （２９年度各会計予算案審査） 

３ ・１０ 金 〃  【予備日】 

３ ・１１ 土 〃   

３ ・１２ 日 〃   

３ ・１３ 月 〃 委員会 予算特別委員会  （２９年度各会計予算案総括質疑）

３ ・１４ 火 休 会   

３ ・１５ 水 〃   
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月 日 曜 種 別 内 容 

３ ・１６ 木 〃 委員会 議会運営委員会 

３ ・１７ 金 本会議  
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、 

質疑、討論、一部表決、一部委員会付託 

 

２．付議事件 

件            名 

 

報告第 １号 損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

議案第 １号 垂水市空家等対策協議会条例 案 

議案第 ２号 垂水市地域包括ケアセンター条例 案 

議案第 ３号 垂水市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ４号 垂水市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ５号 垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ６号 垂水市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ７号 垂水市情報公開条例等の一部を改正する条例 案 

議案第 ８号 垂水市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例 案 

議案第 ９号 垂水市税条例の一部を改正する条例 案 

議案第１０号 垂水市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 案 

議案第１１号 垂水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第１２号 人権擁護委員候補者推薦につき意見を求めることについて 

議案第１３号 平成２８年度垂水市一般会計補正予算（第８号）案 

議案第１４号 平成２８年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）案 

議案第１５号 平成２８年度垂水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案 

議案第１６号 平成２８年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２号）案 

議案第１７号 平成２８年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算（第３号）案 

議案第１８号 平成２８年度垂水市病院事業会計補正予算（第１号）案 

議案第１９号 平成２８年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）案 

議案第２０号 平成２８年度垂水市水道事業会計補正予算（第３号）案 

議案第２１号 平成２９年度垂水市一般会計予算 案 

議案第２２号 平成２９年度垂水市国民健康保険特別会計予算 案 

議案第２３号 平成２９年度垂水市後期高齢者医療特別会計予算 案 

議案第２４号 平成２９年度垂水市交通災害共済特別会計予算 案 

議案第２５号 平成２９年度垂水市介護保険特別会計予算 案 

議案第２６号 平成２９年度垂水市老人保健施設特別会計予算 案 

議案第２７号 平成２９年度垂水市病院事業会計予算 案 
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議案第２８号 平成２９年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計予算 案 

議案第２９号 平成２９年度垂水市地方卸売市場特別会計予算 案 

議案第３０号 平成２９年度垂水市簡易水道事業特別会計予算 案 

議案第３１号 平成２９年度垂水市水道事業会計予算 案 

議案第３２号 垂水市副市長の選任について 

議案第３３号 垂水市教育委員会教育長の任命について 

 

請 願 

請願第 ５号 就学援助制度の入学準備金の支払いの改善を求める請願書 



 



 

 

 

平 成 ２ ９ 年 第 １ 回 定 例 会  

 

会   議   録  

 

第 １ 日  平 成 ２ ９ 年 ２ 月 １ ７ 日  
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本会議第１号（２月１７日）（金曜） 

  出席議員  １４名 

       １番  村 山 芳 秀              ８番  持 留 良 一 

       ２番  梅 木   勇              ９番  池 山 節 夫 

       ３番  堀 内 貴 志             １０番  北 方 貞 明 

       ４番  川 越 信 男             １１番  森   正 勝 

       ５番  感王寺 耕 造             １２番  川 菷 達 志 

       ６番  堀 添 國 尚             １３番  篠 原 炳 則 

       ７番  池之上   誠             １４番  川 畑 三 郎 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  欠席議員   ０名  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  地方自治法第１２１条による出席者 

   市    長  尾 脇 雅 弥          生活環境課長  田之上   康 

   副  市  長  岩 元   明          農 林 課 長  森 山 博 之 

   総 務 課 長  中 谷 大 潤          併    任   

   併    任                   農業委員会   

   監査事務局長                   事 務 局 長   

   企画政策課長  角 野   毅          水 産 商 工  髙 田   総 

   財 政 課 長  野 妻 正 美          観 光 課 長   

   税 務 課 長  楠 木 雅 己          土 木 課 長  宮 迫 章 二 

   市 民 課 長  川 畑 千 歳          水 道 課 長  北 迫 一 信 

   併    任                   会 計 課 長  堀 内 昭 人 

   選 挙 管 理                   消 防 長  後 迫 浩一郎 

   委 員 会                   教 育 長  長 濱 重 光 

   事 務 局 長                   教育総務課長  池 松   烈 

   保 健 課 長  鹿 屋   勉          学校教育課長  下 江 嘉 誉 

   福 祉 課 長  保久上 光 昭          社会教育課長  野 嶋 正 人 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議会事務局出席者 

   事 務 局 長  篠 原 輝 義          書    記  野 村 宏 治 

                            書    記  瀬 脇 恵 寿 
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平成29年２月17日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから、平成29年第１回垂

水市議会定例会を開会いたします。 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  これより、本日の会議を

開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（池之上誠）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において川越信男議員、川菷達志議

員を指名いたします。 

   △会期の決定 

○議長（池之上誠）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る13日議会運営委員会が開催され、協議が

なされた結果、本定例会の会期をお手元の会期

日程表のとおり、本日から３月17日までの29日

間とすることに意見の一致を見ております。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から３月17日までの29

日間と決定いたしました。 

   △諸般の報告 

○議長（池之上誠）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、平成28年11月、12月分の出納

検査結果報告がありましたので、写しをお手元

に配付しておきましたから御了承願います。 

 次に、議会報告会についてであります。 

 台風16号の影響で延期になっていました平成

28年度の議会報告会を、去る１月23日から26日

までの４日間、市内４つの地区公民館において

実施いたしまして、48人の参加をいただいてお

ります。 

 今回いただきました議会への貴重な御意見、

御提言は、しっかりと検討を行い、取りまとめ

て議会だより等で報告いたしますとともに、今

後の議会活動に生かしてまいりたいと思います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござい

ます。 

 12月定例議会後の議会に報告すべき主な事項

について報告いたします。 

 初めに、防災関係について報告いたします。 

 桜島は、昨年７月26日を最後に爆発的噴火の

発生がなく、爆発ゼロの連続日数が続き、2006

年６月に昭和火口が活動を再開してからの最長

記録を更新しています。 

 火口直下までマグマが供給されていないため

ですが、供給源の姶良カルデラのマグマだまり

は膨張しているとみられ、依然として警戒が必

要とされています。 

 さて、大正３年の桜島大噴火が発生した１月

12日、松ヶ崎地区公民館において、牛根麓自主

防災組織、松ヶ崎小学校児童、和光保育園、江

ノ島幼稚園を中心に、防災関係機関協力のもと、

約250名の参加者で、桜島火山爆発総合防災訓

練を実施し、防災体制の実効性について検証、

確認を行いました。 

 また、爆破テロ発生時の国民保護のための措

置について、国、県、市、その他関係機関及び

地域住民が一体となった協働の実動訓練を中央

運動公園を中心とした会場で実施し、対策本部

の運営及び相互調整、けが人の救護や住民避難

誘導、爆発物処理など、国民の保護のための一

連の措置について、約500人が参加して検証確
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認を行いました。 

 次に、企画政策課所管事項について報告いた

します。 

 南の拠点整備事業でございますが、去る２月

３日に地方創生拠点整備交付金の対象事業とし

まして、道の駅展開エリア内における海洋ス

ポーツを活用した交流人口創出施設整備計画が

事業採択されましたところでございます。 

 これは、議会の皆様も御承知のとおり、現在、

本市の地方創生の重要な計画でございます、南

の拠点整備事業における本交付金を活用したマ

リンスポーツ施設整備計画となっております。 

 今後、鹿屋体育大学と連携しながら、魅力あ

る施設整備を進めることで、新たな交流人口の

拡大とともに、新たな観光振興や、雇用創出が

図られるよう取り組んでまいります。 

 また、地方創生関連事業としまして、２月６

日地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと

納税を活用しました地域若者就地拡大プロジェ

クト事業を実施するため、鹿児島国際大学との

協定を締結しております。 

 このことで、平成29年度同大学において本市

を研究対象とした経済関連の寄附口座を開設す

ることになっております。 

 さらに、学生が本市で現場実施をすることも

予定されており、本市での就業や移住へつなげ

られるよう目指してまいります。 

 合わせて、本事業を通じて地元である垂水高

校や県内大学との連携強化に努め、垂水市にあ

った地方創生の早期実現に向け、取り組みを進

化させてまいります。 

 昨年度より着手しておりました、垂水地区の

地域振興計画、６月より着手いたしました水之

上地区の計画の見直し計画について、策定作業

が行われておりましたが、垂水地区は11月15日、

水之上地区は12月16日の地区委員会において承

認決定されました。 

 両地区については、計画の実現のため、総務

省事業に申請する予定となっており、今後、よ

りよい垂水、よりよい水之上づくりに向け、計

画が実行されることになります。 

 また、本年度より、子育て世代の定住促進を

図る目的で子育て世代住宅取得費の助成を開始

いたしましたが、２月上旬までに14件の利用が

ございました。さらに３月末までに２件の申請

が予定されているところでございます。 

 今後も、移住定住対策の推進を図り、住んで

よかったと思っていただけるまちづくりに取り

組んでまいります。 

 ふるさと応援給付金でございますが、本年度

は、現在までに約２万6,600件、約５億6,620万

円の御寄附をいただいております。 

 本年度はふるさと納税返礼品取り扱い事業者

の拡充と、返礼品の充実を図ったことから、昨

年の同時期と比較し、件数が約8,500件増の

1.46倍、金額が約１億6,040万円増の1.39倍と

伸びております。 

 また、次年度も特産品の掘り起こしや開発、

全国へ向けたＰＲを行い、地場産業の振興やさ

らなるふるさと納税実績アップにつなげる方策

を検討してまいります。 

 次に、水産商工観光関係について報告をいた

します。 

 11月26日から12月11日にかけて、垂水千本イ

チョウ祭りが開催をされました。期間中は、降

灰の影響がなく、天候にも恵まれたことに加え

て、温泉キャンペーンの実施や、メディアを活

用した広報活動により、県内外から昨年より約

２万人多い、約５万2,000人の皆様に垂水市を

訪れていただきました。 

 12月４日には旧大野小中学校体育館で、大野

原いきいき祭りが開催され、つらさげ芋を中心

とした山の幸や、手打ちそばの振る舞いに加え

て、ニジマスの釣り体験など、多くの皆様に楽

しんでいただきました。 

 １月７日と８日には、商工会青年部主催の第
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23回Ｕ癩10サッカー大会が鹿児島実業サッカー

部の協力をいただきながら開催され、64チーム

の参加のもと、各会場は子供たちの元気な声や、

保護者の皆様の応援で大変にぎわったところで

ございます。 

 スポーツ合宿につきましては、12月から３月

の期間において、鹿児島実業サッカー部が３

クール、13日間、また桃山学院大学など４大学

の野球部が、合計で24日間合宿を行っていると

ころでございます。 

 今後も、引き続き交流人口の増加を目的とし

た地域活性化に向けた取り組みを積極的に進め

てまいります。 

 次に、農林関係について報告いたします。 

 去る11月23日に明治神宮で開催されました農

林水産祭におきまして、大野地区が村づくり部

門で内閣総理大臣賞を受賞しましたことは、第

４回定例会で報告いたしましたが、１月21日に

森山前農林水産大臣を初め、九州農政局長、鹿

児島県農政部長をお招きして記念式典、並びに

祝賀会が盛大に開催をされました。 

 また、今年度５月に策定されました第２次垂

水市食育地産地消推進計画に基づき、１月29日

に小学生の親子25名が参加し、みそづくりや、

おうちで簡単にできるふくれ菓子づくりを体験

する郷土料理体験教室を開催いたしました。 

 参加者からは、みそづくりは家ではやらない

ので、体験できてよかった、親子で同じ目的を

もって触れ合うことができましたと、大変好評

でした。 

 次に、学校教育関係について報告をいたしま

す。 

 12月17日土曜日にキララドーム及び市体育館

におきまして、第16回青少年のための科学の祭

典を開催いたしました。 

 今回は、市内各小、中、高等学校や、関係機

関の方々の御協力のもと、24のブースを出展し

ていただき、約600人の子供たちが実験や観察

などの体験を通じて、科学への興味、関心を高

めるよい機会となりました。 

 １月31日火曜日に市文化会館におきまして、

わくわくどきどき夢教室を開催いたしました。

今回は、３年後の国体を見据えて本市が開催地

となるフェンシング競技の教室としました。 

 オリンピック銀メダリスト、東京オリンピッ

クの招致活動にも貢献されたフェンシング競技

の太田雄貴氏、本県出身でオリンピックに出場

経験のある市ヶ谷廣輝氏、西田祥吾氏をお招き

し、本市の小学生や鹿児島南高校生の対戦を見

ながら、アドバイスやフェンシング競技の魅力

を紹介していただきました。 

 また、３氏によるトークショーでは、体験談

やスポーツに取り組む姿勢などをわかりやすく

話していただきました。 

 参加した児童生徒からは、フェンシングはお

もしろそうだ、自分もフェンシング選手となっ

て国体やオリンピックに出たい、何事であって

も具体的な夢や目標をしっかり持って、それに

向かって努力したいなど、夢を育むよい取り組

みとなりました。 

 また、多くの報道機関でも大きく取り上げて

いただきました。 

 次に、社会教育関係について報告いたします。 

 １月５日に文化会館におきまして新春恒例の

成人式が行われ、ことしは174名の対象者に対

しまして、約74％に該当いたします128名の出

席のもと、厳粛、かつ盛大のうちに終了をいた

しました。 

 また、第３回和田英作・和田香苗記念絵画コ

ンクールの一般部門とジュニア部門の展示が１

月９日から15日までの期間、市民館と文化会館

で行われました。 

 今回の一般部門は、県内はもとより、遠くは

茨木や東京都から85点、未就学児、小学校、中

学生からなるジュニア部門は合わせて385点の

応募があり、審査員の先生方からもレベルがす
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ごく向上してきているとの評価をいただきまし

た。 

 なお、入賞作品展示に合わせて、山下清画伯

の作品も特別展示いたしましたことから、市内

外より約500名の方に御来場いただきました。 

 次に、交通死亡事故の発生状況について報告

いたします。 

 平成28年中の交通事故発生件数は59件、死亡

者数１名、負傷者数73名となっております。 

 前年と比較しますと、発生件数で24件、死亡

者数４名、負傷者数41名、いずれも減少してお

りますが、先日２月３日午後６時ごろ新城地区

において、国道を横断中の89歳女性が、垂水市

の56歳女性の運転する軽自動車にはねられる交

通死亡事故が発生し、ことしに入りまして初め

ての死亡事故犠牲者となりました。亡くなられ

た方の御冥福をお祈りするとともに、次の犠牲

者を出さないために、鹿屋警察署交通安全協会

などの関係機関、並びに振興会の御協力を賜り

ながら交通安全対策を強化してまいります。 

 次に、火災発生状況について報告いたします。 

 建物火災２件、その他火災３件の火災が発生

しております。 

 建物火災は、12月４日大野地区において、倉

庫を半焼する火災が、また12月10日新城地区に

おいて、住宅１件、倉庫１棟を全焼する火災が

発生しております。 

 その他火災は、12月12日新城地区において、

田畑14平方メートルを焼失する火災が、また12

月21日中央地区において、空き地の枯れ草を消

失する火災が12月28日浜平地区において、空き

地の枯れ草を焼失する火災が発生しております。 

 次に、主な出張用務について報告いたします。 

 県外出張でございますが、１月10日に福岡に

て開催されました総務省主催の地方創生市町村

トップセミナーに参加し、地方創生における国

の動向などについて見識を深めてまいりました。 

 １月12日には、地方創生拠点整備交付金事業

申請に伴い状況いたしました。 

 ２月９日は、台風16号の被害現状及び特別交

付税の要望のために上京し、総務省を初め、地

元選出国会議員への要望活動を行ってまいりま

した。 

 ２月10日は、理事を務めます全国過疎地域自

立促進連盟理事会へ出席するため上京いたしま

した。 

 次に、県内の主な出張用務でございますが、

１月４日は大隅の商工関係者が一堂に会す、新

年賀詞交換会に出席し、１月26日には、国、県、

市関係機関で構成されております桜島以南４火

山合同火災防災協議会に出席いたしました。 

 ２月３日は、鹿児島県市長会定例会に出席し、

予算案等の議案審議及び意見交換を行ってまい

りました。 

 そのほか、理事を務めます県治山林道教会、

曽於・肝付地区保健医療圏、地域医療構想懇話

会、日本赤十字社鹿児島県支部評議委員会等に

出席してまいり、議案等の審議を行ってまいり

ました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  以上で、市長の報告を終

わります。 

 次に、議会運営委員長から、所管事項調査の

報告の申し出がありますので、これを許可いた

します。 

   ［議会運営委員長川畑三郎議員登壇］ 

○議会運営委員長（川畑三郎）  去る１月11日

から１月13日にかけて、議会運営委員会委員４

名と随行１名により、大阪府八尾市、滋賀県大

津市において所管事項調査を実施しましたので、

その結果を御報告申し上げます。 

 今回は、大規模自然災害発生時の市議会の対

応についてを中心に研修してまいりました。 

 初めに、八尾市議会について報告いたします。 

 八尾市議会ではさまざまな議会改革に取り組

んでおられます。 
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 まず、本市と若干違った所管事務調査を実施

しておられました。 

 各常任委員会が所管する事務事業について年

度ごとに主体的にテーマを絞った上で、集中的

に調査研修を行い、年度末に委員会としての調

査結果を取りまとめ、部長部局に政策提言や要

望を行っておられました。 

 これを受けて、市長部局は処理経過と結果報

告をなされております。 

 次に、市議会と大阪経済法科大学で地域連携

に関する覚書が締結されております。 

 地域資源を終結し、集積し、研究を進める大

学と市議会が連携することで、市議会の政策、

立案機能の強化、充実を図り、学生に対しては

実務経験の提供など双方の発展と充実に寄与す

ることが目的であります。 

 次に、大規模自然災害発生時の市議会や議員

の対応については、議会としての初動対応の高

度化、機能維持を図り、市民ニーズに的確に反

映した早期の復旧復興を目的として、平成26年

に八尾市議会における大規模支援災害発生時の

対応要領を作成されております。 

 また、対応要領策定に伴って、市議会対策会

議を市議会の公的な会議体として、会議規則の

中で規制されておりました。 

 まず、執行部において災害対策本部が設置さ

れた際は、各派代表者会議を開き、必要があれ

ば市議会災害対策会議が招集されます。 

 市議会対策会議は、議員の安否情報の収集、

各議員の災害対策本部からの災害情報の提供、

議員が把握している情報を収集、整備し、市災

害対策本部へ情報提供、市災害対策本部からの

依頼事項についての協議、対応、市災害対策会

議への要望及び提言等の役割を担っております。 

 また、執行機関による円滑な災害対応を支援

することを目的としており、市本部と市議会の

災害対策会議は互いに連携することとされてお

り、市本部への要望活動は議員個人からは行わ

ず、市議会災害対策会議を通じて行うこととさ

れております。 

 次に、大津市議会について報告いたします。 

 大津市議会では、地方議会として初めて制定

された議会ＢＣＰと災害対策基本条例を中心に

研修してまいりました。 

 議会ＢＣＰとは、大規模地震などの非常時に、

議会や議員の役割、行動方針などを定めた業務

継続計画のことです。 

 平成23年の東日本大震災時において、専決処

分が乱発されるなど、二元代表制の一躍である

議会の基本的な機能が果たせなかった経緯と、

教訓から、大規模災害などの非常時においても

二元代表制の指標にのっとり、議事、議決機関、

住民代表機関としての機会が、迅速な意思決定

と、多様な市民ニーズの反映に資するという議

会の機能を維持するため、必要となる組織体制

や議員の行動起因などを定める目的で作成され

たものです。 

 議会は、大規模災害が発生した非常時におい

ても、機能停止することなく、定足数に至る有

効な議決ができる会議の開催しなければなりま

せん。 

 加えて、復旧、復興において住民代表機関と

しての大きな責務と役割を担います。 

 災害時における議員の役割は、基本的には合

否制としての議会が機能を維持するための構成

員としての役割を担いますが、地域の構成員と

しての活動を果たすことが求められることも事

実であります。 

 このように議会の構成員と、地域の構成員の

二面性を有しますが、地域の構成員は代理で対

応できますが、議会の構成員としての議員には

代理は存在しないことから、議員としての業務

を優先すべきであると認識いたしました。 

 また、議会と執行部との関係性については、

災害対応に実質的、主体的に当たるのは行政で

あり、行政が初動及び応急対応に専念できるよ
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うに、我々議員は行動すべきであって、議会は

みずからの役割を踏まえ、災害情報の迅速な収

集と執行部との協力、連携体制を整え、災害対

応にあたる必要性を認識いたしました。 

 次に、議会ＢＣＰを踏まえて、大津市災害対

策基本条例を制定しておられました。これまで

の防災対策推進条例を発展改良し、災害復旧関

係を議決案件に追加するなどの議会としての責

務、役割を超えた形で抜本的に改正を行い、災

害に強く、安心して暮らせる町の実現を目指し

ておられました。 

 このように八尾市議会と大津市議会では要領

と条例の違いはあるものの、両市とも災害発生

時における市議会と各議員の対応、役割につい

て明確化されており、本市にはない取り組みを

されておりました。 

 本市では、梅雨災害、台風災害等に見られる

ように、広域、かつ大規模な災害が多く発生し

ていることから、市議会や議員の役割について

検討し、明確化する必要性と市災害対策本部と

市議会との情報の共有化の必要性を認識いたし

ました。 

 その他の議会改革としては、両市ともタブレ

ット端末の導入でペーパーレス化を推進されて

おり、災害時でも議員間で執行部との情報の共

有化が図られている点など、今後の参考になる

ところも見受けられました。 

 本市議会においても、これまでの議員定数の

削減や、議会基本条例の制定など、改革への努

力を重ねており、昨年の第３回定例市議会から

は一般質問回数の制限を撤廃するなど、議会改

革を進めております。 

 今回の研修を通じて、災害時における議会、

議員の対応の仕方を学んでまいりました。 

 また、先進地の取り組みに共感し、今後の検

討課題と位置つける委員もおられました。 

 運営委員会としては、今後とも改革の必要性

を認識しながら、行政規模の違いもあることか

ら現行制度の中で柔軟に対応しつつ、議会運営

の参考にしてまいりたいと考えております。 

 以上で、議会運営委員会所管事項調査の報告

を終わります。 

○議長（池之上誠）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △報告第１号上程 

○議長（池之上誠）  日程第４、報告第１号の

報告１件を議題とします。 

 件名の朗読を省略します。 

 ───────────── 

報告第１号 損害賠償の額を定めることについ

ての専決処分の報告について 

 ───────────── 

○議長（池之上誠）  報告を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  おはようございます。 

 地方自治法第180条第１項の規定及び市長専

決処分事項の規定によりまして、損害賠償の額

を定めることについて、専決処分いたしました

ので、同条第２項の規定により御報告いたしま

す。 

 本件につきましては、平成28年９月の第３回

定例会におきまして御審議いただきました、交

通事故に関わるものでございます。 

 ９月定例会では、対物分の損害賠償として、

54万9,720円の議決をいただき、相手方に支払

い済みでございますが、今回は人身に係る示談

が成立したことによるものでございます。 

 内容でございますが、平成28年８月５日、垂

水市柊原305番地１先、市道浜平柊原線を農林

課職員が裏道駐車中の公用車を市道にバックに

て侵入した際、鹿屋市方面からの相手方の走行

車両と衝突した交通事故でございます。 

 なお、９月定例会にて傷病名を腰の打撲と報

告しておりましたが、正しくは右足打撲でした。

申しわけございませんが訂正させていただきま

す。 

 今回の人身に関わる損害賠償額ですが、治療
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費として２万3,447円、慰謝料として8,400円、

合計３万1,847円を支払うものでございます。 

 損害賠償額は、全額市で加入しております全

国市有物件災害共済会の保険金で賄われます。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  以上で、報告第１号の報

告を終わります。 

   △議案第１号・議案第２号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第５、議案第１号及

び日程第６、議案第２号の議案２件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 ───────────── 

議案第１号 垂水市空き家等対策協議会条例 

案 

議案第２号 垂水市地域包括ケアセンター条

例 案 

 ───────────── 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

○市民課長（川畑千歳）  それでは、議案第１

号垂水市空き家等対策協議会条例案について御

説明いたします。 

 適切な管理が行われていない空き家等が、防

災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻

な影響を及ぼしていることから、空き家等に関

する施策を総合的、かつ計画的に推進すること

を目的に、空き家等対策の推進に関する特別措

置法が平成27年２月から施行されました。 

 その中で市町村は、空き家等対策計画の策定

と計画等について協議を行うための協議会を設

置することはできる旨、規定されています。 

 ついては、協議会の組織及び運営に関する事

項を定めるため、条例を制定しようとするもの

でございます。 

 それでは、条例案の内容を説明いたします。 

 第１条は、特別措置法に基づき、垂水市空き

家等対策協議会を設置することを規定し、第２

条は、空き家等対策計画の策定等の協議会、所

掌事務について規定をしております。 

 第３条は、協議会の組織について、委員数と

構成員について。 

 第４条は、委員の任期について規定をしてお

ります。 

 第５条は協議会の会長及び副会長について。 

 第６条は、会議に関すること。 

 第７条は、協議会の公開について。 

 第８条は、協議会の庶務は市民課において処

理すること。 

 第９条は、委任に関することを規定していま

す。 

 なお、附則といたしまして、第１項は、この

条例は平成29年４月１日から施行すること、第

２項では、垂水市報酬及び費用弁償条例の一部

改正を行い、空き家等対策協議会委員の報酬に

ついて、別表第２条関係で交通災害共済審査会

委員の甲の次に、区分の欄に、空き家等対策協

議会委員、報酬額の欄に日額4,000円、費用弁

償額の欄に旅費等条例に規定する一般職員の旅

費相当額と同様を追加しようとするものです。 

 以上で、説明を終わりますが、御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○保健課長（鹿屋 勉）  おはようございます。 

 議案第２号垂水市地域包括ケアセンター条例

案について御説明申し上げます。 

 平成28年度事業といたしまして、介護老人保

健施設コスモス苑の北側ホール部分を改修して

おりましたが、改修部分を垂水市地域包括ケア

センターとし、医療、介護、日常生活支援等が

包括的に確保される包括ケアシステムの推進拠

点として位置づけるため、本条例案を提出する

ものでございます。 

 条例案の内容でございますが、第１条で法律

に基づいた体制、推進の目的を持つセンターの

設置について規定し、第２条で名称及び位置に

ついて規定しております。 

 第３条はケアセンターを構成する機関を規定
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しております。 

 保健課地域包括ケア係、地域包括支援セン

ター及びその他市長が必要と認める機関として

おります。 

 第４条は、事業内容。 

 第５条は、開館時間。 

 第６条は、休館日を規定しております。 

 第７条は、利用の制限を、第８条は、損害賠

償に関すること。 

 第９条は、委任に関する事項を規定しており

ます。 

 なお、附則としまして、この条例を平成29年

４月１日から施行しようとするものでございま

す。 

 以上で、説明を終わりますが、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○感王寺耕造議員  議案１号につきまして、ち

ょっと質問いたします。 

 御承知のとおり、平成26年の特別措置法制定

によって、固税の活用、固税の利活用、また行

政において立ち入り調査権、また指導勧告、氏

名の公表、命令、強制代執行、こういう部分が

できるようになったっていうことですね。 

 ただ、行政代執行については、私どもは議会

の中でも委員会でいろいろ調査行くわけですけ

ども、なかなか財源がない、国からの財源がな

いということで進んでおりません。 

 強制代行執行は問題あるとは思うんですが、

でももろもろの権限っていう部分を管理行政は

与えられてるわけです。 

 この中で、今のこの条例をみたら、対策協議

会で立ち上げたはいいけども、どういうような

職の内容を持っているのか、どういう権限を持

ってるのか、全く絵に描いた餅なんですね。 

 その辺について、きちっと協議されたのか、

ものすごく疑問なんですけども、今の話と、こ

れからまたその中身については別な形で担保し

てるのか、その点について２点、ちょっと今の

時点で教えてください。 

○市民課長（川畑千歳）  ただいま、提案の中

で申し上げましたとおり、この協議会の設置の

目的でございますけれども、まず１つには、空

き家等対策計画の策定に当たりまして意見を求

めるということで計画書の作成に参画をしてい

ただくというふうに考えております。 

 もう１つは、空き家等の適切な管理に関する

協議ということで、計画の実行に対して専門家

の立場から意見を出していただくということで、

今、議員のおっしゃいました特措法の中に規定

されておりますこと等についても専門家の立場

から意見を出していただきまして、空き家等対

策を進めていくということで考えているところ

でございます。 

 なお、個別の案件といいますか、詳細な事項

につきましては、以前の議会でも担当課長が申

しておりますとおり、要綱とか、そういうのは

設けず、当面は特措法の中で対応できるという

ことで進めていきたいというふうに考えている

ところであります。 

○議長（池之上誠）  よろしいですか。ほかに

ありませんか。 

○持留良一議員  地域包括ケアのこの設置、セ

ンター条例設置に関してなんですけども、先ほ

ど言われた当初のケアシステムを推進していく

んだという立場での、ここ１つの大きなセン

ターになって、僕らもここがその点での今後大

きな役割、機能を果たしてくるのかなというふ

うに思うんですが、その事業内容とシステムの

推進との関係で、ここにも網羅されてるんだろ

うと思いますけれども、例えば介護とか、介護

予防とか、医療、これらは見えてくるんですが、

重要な問題の住まいとか、生活支援とか、この

あたりというのは単に事業内容という形で福祉

の当初目的とする事業というふうに網羅されて
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いくというふうに受け取っていいのか、それと

も今後、その辺りも含めて、今後そのあたりも

含めて、今後センターの役割機能として果たし

ていくのか、というのは、やはりここが次の大

きな事業だろうと思うんですね。地域でどう支

えていくのか、地域でどのような形でそれを具

現化していくのかという点が、ここにかかって

くるかと思う非常に重要な事業内容だと思うん

ですが、そういう内容では、この１、２という

簡単なくくり方をされてるんですが、センター

ができたということでそのあたりというのはど

んなふうに推進を図っていかれるのか、そのあ

たりの具体性というのが必要ではないかなと思

うんですが、その点についてはどうなのかな。 

○保健課長（鹿屋 勉）  議員の御質問でござ

いますけど、地域ケアセンター、先ほども御説

明申し上げましたとおり、医療、介護、日常生

活支援、これが包括的に確保されるために連携

がどうしても必要になってくるわけでございま

して、その推進拠点として位置づける、そのた

めの条例制定でございます。 

 これが、まちづくり等にいかに普及していく

かとのお尋ねでございますけれども、やはり地

域での生活というのが包括ケアシステムにはど

うしても根幹となりますので、そのような問題

についても今後協議を重ねていくものと認識し

ております。 

○持留良一議員  本市のケア体制整備庁内検討

委員会設置要綱っていうのはあるんですけれど

も、この中にもそういう中身に近いようなこと

がうたわれてはいるんですが、こことのセン

ターとの関係というのは、有益的に当然結んで

いくというふうに思うんですが、その辺りは、

この、例えばいろんな地域で推進云々というよ

うな形でそれを網羅したような形での体制もあ

るんですが、そのあたりの必要性というのはこ

の、今、掲げられている設置要綱との関係でも

新たにそういうことをつくる必要ないと、こう

いう機能をさらに充実させていくんだという視

点なのか、そのあたりどんなですか。 

○保健課長（鹿屋 勉）  議員、御指摘のとお

り既に協議のための協議会等は設置してござい

まして、国の法律に位置づけてありますのが、

地域ケア会議、そして市で設置しておりますの

が、垂水市健やかなまちづくり協議会、そして、

これに関連して庁内で協議を重ねるたびにとい

うもので、垂水市地域包括ケア体制整備庁内検

討委員会というのが設けてございます。 

 地域包括ケアシステムは、さまざまな要求が

出てまいりますので、そのような要求、答える

ためにも関係機関及び庁内各所でも連携を深め

てこういった問題に対処していきたいと考えて

おります。 

○議長（池之上誠）  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案２件については、いずれも所

管の各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査し

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については総務文教委員

会に、議案第２号については産業厚生委員会に

それぞれ付託の上、審査することに決定いたし

ました。 

   △議案第３号～議案第11号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第７、議案第３号か

ら日程第10、議案第11号までの議案９件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 ───────────── 

議案第３号 垂水市長等の給与に関する条例の
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一部を改正する条例 案 

議案第４号 垂水市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例 案 

議案第５号 垂水市企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正する条例 

案 

議案第６号 垂水市職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例 案 

議案第７号 垂水市情報公開条例等の一部を改

正する条例 案 

議案第８号 垂水市個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例 案 

議案第９号 垂水市税条例の一部を改正する条

例 案 

議案第10号 垂水市報酬及び費用弁償条例の一

部を改正する条例 案 

議案第11号 垂水市社会体育施設の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例 

案 

 ───────────── 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

○総務課長（中谷大潤）  議案第３号垂水市長

等の給与に関する条例の一部を改正する条例案

について、御説明申し上げます。 

 本議案は歳出削減方策の一環として、前年度

に引き続き、市長、副市長及び教育長の給料月

額を削減しようとするために条例を改正しよう

とするもので、平成29年４月１日から平成30年

３月31日までの１年間、給料月額を市長は５％、

副市長及び教育長は３％カットし、この給料の

減額は期末手当の算定には適用しない旨を規定

し、附則としましてこの条例は平成29年４月１

日から施行しようとするものでございます。 

 続きまして、議案第４号垂水市職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例案も、議案第

３号と同様、歳出削減策の一環として前年度に

引き続き、管理職手当の額を削減しようとする

ため、条例を改正するもので、平成29年４月１

日から平成30年３月31日までの１年間管理職手

当の額を30％減額し、附則としまして平成29年

４月１日から施行しようとするものでございま

す。 

 続きまして、議案第５号垂水市企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例案は、育児休業、介護休業と育児、また

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

一部改正に基づき、条例の一部を改正しようと

するもので、条例第14条第２項は部分休業、ま

たは介護休暇により、勤務しない場合は、勤務

しない１時間当たりの給与額を減額することに

ついて定めたものでございますが、ここに新た

に介護時間を加えようとするもので、附則とし

ましてこの条例は公布の日から施行しようとす

るものでございます。 

 続きまして、議案第６号垂水市職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例案は、

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改

正及び育児休業、介護休業と育児、または家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改

正に伴い、さきの12月議会において、関連する

部分を改正し、平成29年１月１日からの施行と

したところですが、この条例第２条の２は、育

児休業等にかかるこの範囲の拡大について、児

童福祉法の改正に伴い、条文中に定める児童福

祉法の引用乗降等改める必要が生じたため、文

言整理するもので、附則としまして、平成29年

４月１日から施行しようとするものでございま

す。 

 引き続き、議案第７号垂水市情報公開条例等

の一部を改正する条例案について御説明申し上

げます。 

 この議案は、個人情報の保護に関する法律及

び行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律、また行政機関の

保有する個人情報の保護に関する法律の一部改
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正に伴い、本市の関係条例に改正の必要が生じ

たため、その関連部分について改正をしようと

するものでございます。 

 それでは、改正の内容について添付しており

ます新旧対照表で御説明いたします。 

 改正は、垂水市情報公開条例、垂水市個人情

報保護条例、垂水市情報公開個人情報保護審査

会条例の３つの条例案を一括で第３条に条立て

て改正を行うものでございます。 

 まず、第１条の垂水市情報公開条例の一部改

正について御説明いたします。 

 条例第７条は実施期間の開示義務を定め、そ

の適用除外となるものを各号で定めております

が、第１号で定める個人に関する情報について、

今回、法改正により提議が明確化されましたの

で、新たに文言の追加を行ったものです。 

 ２ページをお開きください。 

 第２条の垂水市個人情報保護条例の一部改正

について説明します。 

 条例第２条は、用語の定義について定めたも

のでございますが、第１号は今回個人情報の定

義を明確化したもので、第２号は、個人識別符

号を、第３号は、要配慮個人情報について新た

に定義を定めたものでございます。 

 次に、条例第６条は、保有個人情報取り扱い

事務の届け出について定めたものでございます

が、新たに第７号として保有個人情報に要配慮

個人情報が含まれるときは、その旨の届け出を

要することを追加するものでございます。 

 条例第７条は、第２条第３号で定義として要

配慮個人情報を定めましたので、その文言整理

となります。 

 条例第20条第２項及び第３項の改正は、番号

利用法の一部改正に伴い、行ずれが生じました

ので引用しておりました番号利用法第28条を第

29条へ改め、条例第22条の２は、情報提供と記

録の提供先への通知について定めたもので、番

号利用法の改正に伴い、新たに市の条例で定め

る情報照会もしくは情報提供者を新たに加える

ものでございます。 

 続いて、６ページをお開きください。 

 第３条の垂水市情報公開個人情報保護審査会

条例の一部改正について御説明いたします。 

 条例第２条は、審査会の所掌事務について定

めており、第１項においては実施期間の諮問に

ついて定めておりますが、さきの垂水市個人情

報保護条例の改正により、新たな定義を追加し

たことに伴い、実施期間の定義を繰り下げ、号

ずれが生じましたので、第２条第２号を第２条

第４号へ改めるものです。 

 条例第２条第５号は、番号利用法の特定個人

情報保護評価に関する部分ですが、番号利用法

の改正に伴い、行ずれが生じましたので第27条

第１項を第28条第１項と改めるものでございま

す。 

 なお、附則としましてこの条例は国の法改正

の施行期日とあわせ、平成29年５月30日から施

行しようとするものでございます。 

 続きまして、議案第８号垂水市個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例案は、平成28年９月９日に交付

されました行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律の一部を

改正する法律におきまして、第19条第８号が新

設され、これに伴い改正前の第９号以下の号が

１号ずつ繰り下げられたことによる号ずれが生

じたことと、施行期日が平成29年５月30日とさ

れましたことから、当該条例の一部を改正しよ

うとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○税務課長（楠木雅己）  議案第９号垂水市税

条例の一部を改正する条例案につきまして御説

明申し上げます。 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交付
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税法の一部を改正する法律等の一部を改正する

法律等が、平成28年11月28日に公布され、原則

として公布の日から施行されることとなり、条

例改正の必要が生じたため、今回議案として上

程するものでございます。 

 それでは、新旧対照表で改正する箇所をアン

ダーラインでお示ししてありますので、順を追

って御説明を申し上げます。 

 １ページをごらんください。 

 附則第７条の３の２は、消費税率の10％への

引き上げ時期が、平成29年４月から平成31年10

月に変更されたことを受け、所得税における住

宅ローン減税制度の適用期限について、２年半

延長されることと合わせ、個人住民税における

住宅ローン減税制度の適用期限についても２年

半延長するものでございます。 

 附則第16条は、法律改正に合わせた軽自動車

税のグリーン化特例の１年延長にかかる規定の

整備でございます。 

 次に、改正、附則でございますが、条例の附

則をごらんください。 

 第１条に施行期日を規定しております。 

 第２条には、軽自動車税に関する経過措置を

規定しております。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○農林課長（森山博之）  議案第10号垂水市報

酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例案に

ついて御説明申し上げます。 

 本市では、鳥獣による農林水産業等の被害を

防止するため、鳥獣による農林水産業等にかか

る被害防止のための特別措置に関する法律第９

条の規定に基づき、垂水市鳥獣被害対策実施隊

を設置しております。 

 現在、実施隊は、市職員のみで構成され、巡

視活動や追い払い活動を実施しているところで

ございます。 

 実施隊は、農林水産業の被害防止や市民の生

命、身体等への被害防止を緊急に行うため、市

長の指示により、鳥獣の捕獲活動が可能ではあ

りますが、有資格者がいないことから本市では

実施できていないのが実情でございます。 

 このことから、今回、有害鳥獣の捕獲実績の

ある民間の方を実施隊員に任命することにより、

捕獲活動を可能にしようとするものでございま

す。 

 このことにより、迅速な捕獲活動、さらには

地域住民に対する防止対策の的確な助言、指導

ができるものと考えております。 

 また、実施隊の市職員以外の民間隊員につき

ましては、非常勤職員扱いとすることが特別措

置に関する法律の中で定められており、活動に

従事した場合には、報酬が生じますことから一

部改正しようとするものでございます。 

 なお、報酬額は、近隣市町を参考に、日額

4,000円としております。 

 それでは、今回の一部の改正の内容について

新旧対照表をごらんください。 

 別表におきまして、いじめ問題対策調査委員

会委員の項の次に、鳥獣被害対策実施隊員の報

酬を新たに加えるものでございます。 

 なお、附則としまして、この条例は平成29年

４月１日から施行しようとするものでございま

す。 

 以上で、説明を終わりますが、御審議のほど

よろしくお願いを申し上げます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  議案第11号垂水

市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例案について、御説明申し上

げます。 

 まず、今回の本条例の一部改正につきまして

は、従来の垂水中央運動公園陸上競技場が市民

の皆様に多目的な活動や競技に利用していただ

くための施設を目指して、現在、改修中であり、

本年秋のリニューアルオープンを目指して準備

を進めているところでございます。 
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 このような中、今後、大会等の開催を予定し

ている団体等におきましては、本施設の使用予

定日を年度当初に決定し、それぞれの団体の年

間計画を定める場合が多いこと、また新施設の

利用について広報に努め、周知を図る期間を十

分にとらせていただきたいことから、本議会に

おきまして新しい施設名称と使用料金表の改正

をお願いし、よって、利用者の便宜を図るため

に垂水市社会体育施設の設置及び管理に関する

条例の一部を改正しようとするものでございま

す。 

 それでは、改正内容につきまして添付してあ

りますお手元の新旧対照表で御説明申し上げま

す。 

 改正する箇所をアンダーラインでお示しして

ございます。 

 まず、第３条の表中、垂水中央運動公園陸上

競技場の名称、新しい名称、たるみずスポーツ

ランドに改正しようとするものでございます。 

 次に、別表において、たるみずスポーツラン

ドの使用料の表を新しく加えるものでございま

す。 

 内容といたしましては、まず、グラウンドに

関わる使用料につきましては、使用区分を使用

者が入場料等を徴収しない場合と、使用者が入

場料等を徴収する場合に区分し、それぞれの区

分ごとにさらにアマチュアスポーツに使用する

場合と、その他の場合に分けました上で１時間

ごとの使用料を３分の１使用の場合と、３分の

２使用及び全面使用に区分し、それぞれの使用

料を定めようとするものでございます。 

 また、あわせてメーンスタンド内にあります

会議室の使用料を定めようとするものでござい

ます。 

 次に、新しい使用料の費用を加えたことに伴

いまして、次ページに記載しておりますが、別

表において従来ありました垂水中央運動公園陸

上競技場の使用料の表を削除しようとするもの

でございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は公布

の日から施行しようとするものでございます。 

 以上で、議案第11号垂水市社会体育施設の設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

案につきまして説明を終わりますが、御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○持留良一議員  議案第10号についてなんです

けども、確かに、今、非常に鳥獣被害対策とい

うのは緊急的な課題でもあり、そういう意味の、

非常に重要な、今、取り組みだと思うんですが、

お聞きしたいのは計画的にただ単にこの隊員は

これだけですよということになるのか、それと

も実際、今後こういう現状を把握しながら計画

的にそういう隊員を養成していくというふうに

なっていくのか、その場合当然その保障、いわ

ゆるけが等の保障とかあると思うんですが、そ

のあたりはどんなふうになっていくものなのか、

その点について。 

○農林課長（森山博之）  持留議員御指摘のと

おりでございます。 

 必要が生じました際に、民間単位、現在のと

ころは１名を予定しておるところでございます。 

 確かに、そういった捕獲活動に従事した場合

のけが等についても、今後、対応策を今現在検

討中でございますので、必要性は感じておりま

すので、整備をしていきたいというふうに考え

ております。 

○持留良一議員  本市だけが今回か、スタート

すると、ほかのところも当然スタートすると思

うんですが、その国としても法の改正に伴って

云々というふうに言われたと思うんですが、や

っぱり現場から求める声というのは、具体的な

そういう対策、要請がもっと重要なんじゃない

か、実際には私も防護柵なんか見て回りました
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けども、そのまま放置されたりとか、無残な形

の状況もあると、やっぱりこれは限界があるん

だろうなと、そうしてやったら人的な体制とい

うのは、当然必要になってくるというふうに思

うんですが、そうなってきたときその効果とい

うんですかね、そのあたりどのように定めなが

ら、なおかつ推進を図っていくための方向性と

いうのも出さなきゃいけないと思うんですが、

これを取り組みながらこういうことも含めてさ

れる考えなのか。 

○農林課長（森山博之）  鳥獣捕獲につきまし

て、今、現状は議案の説明の中で説明をしたと

おり、現在は市の職員のみで捕獲を必要とする

場合があっても、追い払いしかできないのが現

状でございます。 

 緊急に捕獲をしなければならない案件もこれ

まで多数あります。 

 これまでの活動は一時的なものであり、抜本

的な解決には至っておりませんことから、今回、

民間の隊員の方を任命することによって、緊急

なそういった事案について対応できるように、

即、捕獲、必要があれば隊員を増員して対応す

るというようなことで考えております。 

○議長（池之上誠）  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○感王寺耕造議員  １点だけ、議案第11号につ

いて教えてください。 

 入っている委員会単位なものですから教えて

ください。 

 使用者が入場料等を徴収する、等、なんです

けど、例えば、グラウンドゴルフとか、会費、

コンペ費用とか取って、それで商品を出すとか

いうケースもあると思うんです。入場料等の等

の場合、ここの部分は入るのか、入らないのか、

ちょっと細かいですけど、ちょっと。 

○社会教育課長（野嶋正人）  ただいまの御質

問にお答えさせていただきます。 

 結論からいえば、今の例の場合は取りません。

参考までに一応、この入場料等を徴収する場合

とはどういうものかというのをちょっと説明さ

せていただきますと、使用者が入場者、または

観客から入場料とつまり入場料、観覧料との名

目の如何を問わず入場の対価、または負担とし

て入場者から金銭を徴収する場合がございまし

て（発言する者あり） 

 済みません、使用者が入場者または観客から

入場料と、つまり入場料、観覧料と名目の如何

を問わず、入場の対価または負担として、入場

者から金銭を徴する場合の意味でございます。 

 例えば、その催し物自体が、イベント自体が

そういうお金を徴収しながら開催していくとい

うような状況の部分を想定しておりますので、

例えばそういうグラウンドゴルフで、例えばこ

の運営のためのというものであるならば、今も

ですけども認めてる状況でございます。 

○議長（池之上誠）  ほかにありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第３号から議案第11号までの議案９件に

ついては、いずれも所管の各常任委員会にそれ

ぞれ付託の上、審査したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号から議案第11号までの議

案９件については、いずれも所管の各常任委員

会へそれぞれ付託の上、審査することに決定い

たしました。 

   △議案第12号上程 

○議長（池之上誠）  日程第16、議案第12号を

議題とします。 

 件名の朗読を省略します。 

 ───────────── 

議案第12号 人権擁護委員候補者の推薦につき
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意見を求めることについて 

 ───────────── 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  議案第12号人権擁護委員

候補者の推薦について御説明を申し上げます。 

 現在、人権擁護委員であります平野眞澄氏が、

平成29年６月30日をもって任期満了になります

ことに伴い、後任として推薦するため、人権擁

護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の

意見を求めるものでございます。 

 推薦しようとする川筋貴子氏の住所は、垂水

市牛根境1158番地、生年月日は昭和37年１月21

日でございます。 

 なお、人権擁護委員の任期は３年でございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ここで、暫時休憩します。

休憩時間中、全員協議会室におきまして、全員

協議会を開きますので、ただいまの議案をもっ

て御参集願います。 

     午前11時６分休憩 

 

     午前11時20分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど、議題としました議案に対し、これか

ら質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 まず、議案第12号について、適任とすること

に御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第12号については、適任とする

ことに決定しました。 

   △議案第13号上程 

○議長（池之上誠）  日程第17、議案第13号平

成28年度垂水市一般会計補正予算（第８号）案

を議題といたします。 

 ───────────── 

議案第13号 平成28年度垂水市一般会計補正予

算（第８号） 案 

 ───────────── 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  議案第13号平成28年

度垂水市一般会計補正予算（第８号）案を御説

明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由でございますが、事業

費の確定に伴う予算整理と特別会計への繰り出

し等の予算措置、並びに地方債に補正が必要に

なったものでございます。 

 また、昨年の台風16号による災害復旧費など

で、年度内に執行できないため、やむを得ず繰

り越す事業などについて、平成29年度への繰越

明許費を設定しようとするものでございます。 

 今回の補正は、歳入歳出とも８億6,292万

9,000円を減額しますので、これによる補正後

の歳入歳出予算総額は144億3,792万5,000円と

なります。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ペー

ジから５ページまでの第１表歳入歳出予算補正

に掲げてあるとおりでございます。 

 地方自治法により、翌年度に繰り越して使用

できる経費は６ページの第２表繰越明許費にお

示ししております。 

 繰り越し事業の主な内容でございますが、総

務費の１項総務管理費は国の補正予算に伴う地

方創生拠点整備交付金を活用し、南に拠点整備

事業としてマリンスポーツ施設を整備しようと

するものでございます。 
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 農林水産業費の１項農業費の畜産クラスター

事業補助金も同じく国の補正予算に伴うもので

ございます。 

 土木費の３項河川費は、台風16号災害に伴う、

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業として急傾

斜地崩壊対策をしようとするものでございます。 

 災害復旧費の１項農林水産施設災害復旧費及

び２項公共土木施設災害復旧費は、台風16号に

よる災害復旧費で、年度内に事業完了できない

箇所の災害復旧費について29年度へ繰り越しし

ようとするものでございます。 

 繰り越し明許費全体としては、12事業の総額

24億4,934万5,000円でございますが、繰り越し

に要する財源は国・県支出金、地方債、一般財

源でございます。 

 債務負担行為にも補正がありましたので７

ページの第３表債務負担行為をごらんください。 

 空き家バンク移住促進事業補助金は、本年度

交付決定した４件分につきまして、平成31年度

までの債務負担行為を追加するものでございま

す。 

 肉用牛繁殖業素牛導入預託事業は、利子補給

金として平成33年度までの債務負担行為を追加

するものでございます。 

 通学バス運行委託事業は、平成28年度に契約

した垂水中央中学校への通学バス運行委託事業

について、平成30年度までの債務負担行為を追

加するものでございます。 

 地方債にも補正がありましたので、８ページ

及び９ページの第４表地方債の補正をごらんく

ださい。 

 まず、追加でございますが、地方創生拠点整

備事業は、繰越明許費で御説明しました国の補

正予算に伴う南の拠点整備事業の補助裏に一般

補助施設整備債を充当しようとするものでござ

います。 

 治山事業は県の治山事業の市負担金へ、一般

単独事業債を充当しようとするものです。 

 港湾整備事業は県の防災安全交付金事業の市

負担金へ過疎債を充当しようとするものです。 

 ９ページの変更でございますが、事業費の確

定に伴う補正でございます。 

 それぞれの事業に伴う起債額を右の欄に示す

限度額に変更し、本年度の起債限度額を合計12

億6,375万7,000円にしようとするものでござい

ます。 

 18ページをお開きください。 

 歳出の事項別明細で主なものを御説明申し上

げますが、事務事業の確定に伴う予算整理にか

かるものは省略させていただきます。 

 総務費の１項総務管理費８目財産管理費の25

節積立金は、地方財政法第７条第１項の規定に

より、前年度繰越金の２分の１相当額を、財政

調整基金へ積み立てるものでございます。 

 次に、10目企画費の12節役務費から18節備品

購入費までは、先ほど御説明しました南の拠点

整備事業としてマリンスポーツ施設を整備する

ための経費でございます。 

 20ページをお開きください。 

 民生費の１項社会福祉費11目国民健康保険事

業費の繰出金は、国民健康保険特別会計の保険

基盤安定制度及び財政安定化支援事業に基づく

法定内繰出金と、今年度の国保特会決算見込み

に財源不足が見込まれたため、財源補痾のため

に繰出す法定外繰出金でございます。 

 21ページをごらんください。 

 13目介護老人保健施設費の繰出金は、老人保

健施設特別会計の繰出金でございますが、今年

度の決算見込みに財源不足が見込まれることか

ら、財源補痾のために繰り出すものでございま

す。 

 次に、民生費の２項児童福祉費２目児童措置

費の扶助費は、児童手当支給事業費の減額と保

育単価の改定に伴う事業措置費の増額補正でご

ざいます。 

 次に、４項災害救助費１目災害救助費は、台
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風16号災害に伴うボランティアセンター運営補

助金でございます。 

 22ページをお開きください。 

 衛生費の１項保健衛生費４目環境衛生費の負

担金補助及び交付金のうち、水道事業会計補助

金は、台風16号の災害復旧により水道事業会計

に不足が生じるため、水道事業会計の補助金を

増額補正するものです。 

 次に、２項清掃費３目塵芥処理費は、台風16

号災害に伴い旧協和中学校へ集積した災害廃棄

物の処理委託費になります。 

 次に、３項病院費は病院事業会計交付するも

のですが、地方交付税確定により、当初予算分

との差額を計上しております。 

 例年、地方交付税確定後の３月補正で計上し

ております。 

 23ページをごらんください。 

 農林水産業費の１項農業費９目畜産業費の負

担金補助及び交付金のうち、畜産クラスター事

業補助金は、先ほど御説明しました国の補正予

算に伴うものでございます。 

 25ページをお開きください。 

 商工費の４目観光施設整備費の使用料及び賃

借料は、宇喜田秀家記念碑の土砂除去と高峠公

園遊歩道の修復にかかる費用でございます。 

 次に、一番下の土木費の３項河川費２目休憩

傾斜地崩壊対策事業費は、台風16号により発生

したがけ崩れ箇所について、災害関連地域防災

がけ崩れ対策を実施するための費用です。 

 ページが飛びますが、28ページをお開きくだ

さい。 

 災害復旧費の１項農林水産施設災害復旧費２

目農業用施設補助災害復旧費のうち14節使用料

及び賃借料は、台風16号による災害復旧費等に

不足が見込めるため、増額補正を行うものです。 

 以上が、歳出の主なものでございますが、こ

れらに対する歳入は、前に戻っていただきまし

て10ページの事項別明細書の総括表及び12ペー

ジからの歳入明細にお示ししてありますように、

それぞれの事務事業に伴う国・県支出金、使用

料及び手数料、市債などの特定財源と市税、地

方交付税などを充てて収支の均衡を図るもので

ございます。 

 以上で、説明を終わりますが、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○持留良一議員  詳細の点については、委員会

でまた議論できると思いますので、１つの総論

的に１点だけお聞きをしたいと思うんですが、

この補正予算の中で企画政策課が出している南

の拠点事業のマリンスポーツ施設、今、議会も

この間さまざま説明等も受けて、なおかつさま

ざまな角度から議論もさせていただいて、何よ

りもよりよい施設をみんなでつくっていこうと

いう提案もしながら、そしてまた問題点があれ

ばその疑問点もただしながらきてるんですけど、

このマリンスポーツは単独事業でされるわけで

すけれども、南の拠点との、いわゆる全体との

関係で、この施設のあり方等をどう見たらいい

のかなというのがあって、というのは、来年度

の予算、ここで議論するのはおかしいんですけ

ど、今回、債務負担行為でＰＦＩ事業の云々と

いうのが15年間にわたっての債務負担行為が提

案をされてきてます。 

 そうするともう基本的にはＰＦＩありき、そ

ういう立場でこれがされていくというふうに私

たちは受けとめているというような認識なんで

す。そういう中で、私たちがこの問題見るとき、

やっぱり総体としてその問題を見ていかないと、

じゃあこのマリンスポーツがどんな役割を果た

し、そしてどういう目的を達成していくのか、

そして何よりも収支の問題が出てくるわけです。 

 いわゆる私たちが気にしなきゃいけないのは、

採算性と安定性の問題です。 
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 次に大きな課題として、１つは、この可否を

決めるＰＦＩの問題、これが本当にどうなるの

かという問題がまだ具体的に議論をされてませ

ん。 

 なおかつ、その採算性、安定性はどうなのか、

この２つの議題が私たち議会が最も重視しなけ

ればならない中身だというふうに思うんです。

そうなってきたときに、全国でもさまざまこの

点については問題点があるんです。というのは、

こういう施設やら、安定性、不安定性がどうし

ても出てくると、そうすると事業採択、事業の

提案前に辞退とか、なかなか応募者がなかった

りとかするわけなんですけども、私たちもこれ

を積極的にどう議論していくかとなってきたと

きに、やっぱり従来の公共事業でいくのか、そ

れともＰＦＩでいくのかという、その中で私た

ちもその一体となってその問題を捉えなきゃな

らない点があると思うんですよ。 

 ただ単にここだけ、この事業だけやるんです

よっていうんだったら、ここで議論わざわざし

なくてもいいんですけども、そういう問題があ

るもんだから、ではこの問題どんなふうに捉え

ていくのか、そうなってきたときに大事なのは

このＰＦＩの問題の絡みの中で、そのあたりは

どんなふうに認識していけばいいのかというの

があると思うんです。というのは、この前ちょ

っと担当の方とお話をしたんですけども、ＰＦ

Ｉ導入の場合の事業の流れということで、その

債務負担行為は議決事項として出ていくんです

けども、その実証方針とか特定指定業者の選定

公表とあった後にこの議会議決という問題は出

てくるわけなんですよね。 

 これが、先行していくと、私たち自身もじゃ

あもうその部分で当然ゴーサインが、今回補正

予算がみんなが採択されればゴーサインが出て

きます。そうなってくると、そこの議論という

のはある意味空洞化してしまうんじゃないかと、

そういう懸念を抱くもんですから。そういう意

味で、この問題をそのＰＦＩとの関係でどう捉

えたらいいのか、その点が非常にこの補正予算

が提案されたとき、私たち自身戸惑ったという

か、どんなふうにこの問題を考えればいいんだ

ろうかというふうになったんです。 

 私たち頭の中は、まずこの流れの中でいった

ときにそのことは確定したと、ＰＦＩ導入を決

めましたよと、それをもとに当然債務負担行為

をしなきゃいけませんので議会議決が出てくる

と、そしてその観点でもう１つはマリンスポー

ツも事業採択されたんで推進していきますよと

なると、議論の進め方がある意味じゃあそん中

の中に沿っていくんですけども、今回、こうい

う形でもうＰＦＩがもう確定したような形でき

てて、それでなおかつこの問題が出てくるとど

うもぎくしゃくした議論の後先がちょっと違う

んじゃないかと、こういう認識なんですけども、

どうなんでしょうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  まず、補正予算

に関わる事業のお話でございますけれども、こ

れにつきましては、平成29年１月20日の日に議

員の皆様方の要請で全協を開催させていただき

ました。その中でもお示しをいたしております

けれども、今回、実施いたしますこのマリンス

ポーツエリアにつきましては、ＰＦＩのエリア

ではないということを図式の中でお示ししてお

ります。 

 ですので、ＰＦＩエリアにつきましては、レ

ストラン、マルシェ、それからチャレンジショ

ップでありますとか、こういったようなテナン

トブースといったような部分が入るこの本体の

エリアでございますということで説明をしてお

りますので、まず初めに、今回のこの補正につ

きましては、通常の単独事業の、これまでの公

共施設事業の取り組みで行われるものであると

いうことを御理解いただきたいと思います。 

 それから、そのＰＦＩにつきましての話でご

ざいますが、新年度予算にかかる分なのでここ
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で説明をしてよろしいですか。（「それはもう

次の」と呼ぶ者あり） 

 はい、わかりました。 

 そこについては、また予算審議の中でお話が

できると思いますので、とりあえず今回の補正

につきましては、通常の一般予算の中で施設整

備交付金として交付された事業であるというこ

とでございます。 

○持留良一議員  まだ、この拠点整備事業のス

ケジュール表見てみると、事業スキームという

のが本当は早く11月には実施方針とも策定され

るということだったんです。 

 そうするとＰＦＩ事業者がＳＰＣがそこを含

めて管理運営をしていくわけですよね、マリン

スポーツも当然のごとく、単独でマリンスポー

ツが動くわけじゃないですよね。 

 一体となった形でＳＰＣが運営を管理運営を

していくというふうに私たちは認識をしてるん

で、だからこそその問題は提案したんですけれ

ども。 

○企画政策課長（角野 毅）  ＳＰＣに関して

は、あくまでもＰＦＩの指定施設のみの管理に

なります。 

 ですので、マリンスポーツ施設はＳＰＣの管

轄下にはならないということでございます。 

○持留良一議員  そうなってくると、この全体

の運営というのは、結果、そこだけがＳＰＣが

やって、そこはそれで単独でやると、いわゆる

６次産業からそれぞれ市内のさまざまん業者さ

んから温泉施設から、マリンスポーツ、これも

単独で市がそこのマリンスポーツ関係は市が単

独で運営管理をしていくんだという認識でいい

んですね。 

○企画政策課長（角野 毅）  全体エリアとし

て考えますと、指定管理といったような形の中

で事業者がトータル的には運営をされてまいり

ます。ただし、そのＰＦＩという事業仕法によ

りますＳＰＣの関係に関しては、この本体施設

のみが対象運営施設になるということで、全体

の民間の出します施設でありますとか、いろん

なものまでを含めた形の中で、ＳＰＣが管理す

るというわけではございません。 

○議長（池之上誠）  ほかにございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本案は、各書簡常任委員会に付託の上、審査

いたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第13号は、各所管常任委員会に

付託の上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第14号～議案第20号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第18、議案第14号か

ら日程第24、議案第20号までの議案７件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 ───────────── 

議案第14号 平成28年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第４号） 案 

議案第15号 平成28年度垂水市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第16号 平成28年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第２号） 案 

議案第17号 平成28年度垂水市老人保健施設特

別会計補正予算（第３号） 案 

議案第18号 平成28年度垂水市病院事業会計補

正予算（第１号） 案 

議案第19号 平成28年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第３号） 案 

議案第20号 平成28年度垂水市水道事業会計補

正予算（第３号） 案 

 ───────────── 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 
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○市民課長（川畑千歳）  議案第14号平成28年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）案について御説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は歳入歳出とも1,904万7,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を28億9,362万2,000円とす

るものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、今後の医療

費の見込みによる保険給付費の補正、平成27年

度療養給付費等負担金等の確定に伴う、国庫支

出金返還金の補正などでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。 

 なお、金額は、お示ししてありますので省略

させていただきます。 

 歳出から御説明いたします。 

 ９ページをお開きください。 

 ２款１項療養諸費及び２項高額療養費は、11

月までの医療費の実績から、今後の所要額を勘

案し、補正するものでございます。 

 10ページをお開きください。 

 ３款後期高齢者支援金等及び６款介護納付金

は、額の確定に伴う減額補正でございます。 

 ７款１項共同事業拠出金は、拠出金の額の確

定に伴う補正でございます。 

 11ページをごらんください。 

 11款１項償還金及び還付加算金は、平成27年

度療養給付費と負担金等の確定に伴う国庫支出

金返還金の補正でございます。 

 これに対する歳入でありますが、６ページ以

降にありますとおり、国保税、国庫支出金、社

会保険診療報酬支払基金からの交付金などを充

てております。 

 ８ページをお開きください。 

 多額の財源不足は生じることが予想されるこ

とから、その赤字分を補痾するために10款２項

４目その他繰入金として一般会計からの法定外

繰り入れを計上しております。 

 以上で、議案第14号補正予算案の説明を終わ

りますが、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 次に、議案第15号平成28年度垂水市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）案について

御説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は歳入歳出とも949万7,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額を２億1,950万3,000円とする

ものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、後期高齢者

医療、広域連合納付金の年間納付額を見込んだ

補正などでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。なお、金額はお示しして

ありますので省略させていただきます。 

 歳出から御説明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 １款１項後期高齢者医療広域連合納付金は、

被保険者保険料及び保健基盤安定分担金の年間

の所用額を見込んで補正するものでございます。 

 これに対する歳入でありますが、６ページに

ありますとおり保険料一般会計繰入金などを充

てて、収支の均衡を図っております。 

 以上で、議案第15号補正予算（第１号）案の

説明を終わりますが、御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○保健課長（鹿屋 勉）  議案第16号平成28年

度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２号）

案について、御説明申し上げます。１ページを

お開き下さい。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ、１億

3,501万8,000円を減額し、予算の総額を20億

4,762万2,000円とするものでございます。 

 補正の理由でございますが、保険給付費と地

域支援事業の平成28年度見込み額に過不足の発

生が見込まれる予算費目につきまして、補正を

行うものでございます。 
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 それでは、事項別明細書の歳出から御説明い

たします。８ページをお開き下さい。 

 ２款保険給付費１項サービス等諸費から、９

ページの６項高額医療合算介護サービス等費に

つきましては、介護保険サービス費に係る予算

費目でございますが、各目の説明欄に記載して

ございますサービス費につきまして、平成28年

度給付費見込み額により増減を行うものでござ

います。 

 次に、一番下の段の３款地域支援事業費２項

包括的支援事業費・任意事業費、１目介護予防

ケアマネジメント費は通信運搬費を増額し、４

目任意事業費の13節委託料は、訪問給食サービ

スに係る見込み額により増額を行うものです。 

 20節扶助費は、平成27年度の国の要綱変更に

より、介護予防任意事業で対応できなくなり、

全額一般財源対応となったことから、減額する

ものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。６

ページをお開きください。 

 １款保険料から、７ページ７款繰入金まで、

平成28年度給付費及び地域支援事業費の見込み

に基づき、減額を行うものでございますが、６

ページの３款国庫支出金１項国庫負担金１目介

護給付費負担金の過年度分と、５款県支出金１

項県負担金１目介護給付費県負担金の過年度分

につきましては、平成26年度介護給付費負担金

の再確定による追加交付分を補正するものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第17号平成28年度垂水市老

人保健施設特別会計補正予算（第３号）案につ

いて、御説明申し上げます。１ページをお開き

下さい。 

 今回の補正は、歳入歳出予算額に増減はなく、

現状の5億9,893万7,000円のままで、事業収益

の確定見込みに伴う歳入予算の組替えをするも

のでございます。 

 それでは、事項別明細書により、歳入を御説

明いたします。４ページをお開き下さい。 

 １款１項１目施設療養費収入１節老人保健施

設療養費収入及び５款諸収入２項雑入１目実費

弁償金１節諸弁償金、並びに２目雑入１節雑入

につきましては、事業収益の確定見込みに基づ

き、減額補正するものでございます。 

 最後に、６款繰入金２項一般会計繰入金は、

事業収益の減収に伴い、財源に不足を生じます

ことから、一般会計からの繰入れにより補填す

るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第18号平成28年度垂水市病

院事業会計補正予算（第１号）案について、御

説明申し上げます。 

 今回の補正理由でございますが、病院事業収

益及び病院事業費用の増額補正と、資本的収入

及び資本的支出の減額補正をしようとするもの

でございます。１ページをお開き下さい。 

 第２条の収益的収入及び支出の予定額の補正

でございますが、収入の第１款病院事業収益を

7,455万3,000円増額し、総額21億3,911万円と

し、支出の第１款病院事業費用を6,729万8,000

円増額し、総額20億9,005万3,000円とするもの

でございます。 

 第３条の資本的収入及び支出の予定額の補正

でございますが、収入の第１款企業債を4,450

万円減額し、総額１億9,770万円とし、支出の

第１款資本的支出を4,456万円減額し、総額2億

9,540万7,000円とするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○水道課長（北迫一信）  議案第19号と議案第

20号につきましては、水道課所管でございます

ので、一括して御説明いたします。 

 議案第19号平成28年度垂水市簡易水道事業特
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別会計補正予算（第３号）案について、御説明

申し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、年度末の決算を見

込み、不要額の整理を行うものでございます。 

 １ページに記載してありますように、今回の

補正額は、歳入歳出それぞれ2,508万1,000円を

減額し、歳入歳出予算の総額を3,460万9,000円

とするものでございます。 

 それでは、歳出から主な補正予算のみ説明を

いたします。６ページをお開き下さい。 

 １款総務費１項１目一般管理費の11節需要費

の修繕料は不要額を減額し、13節委託料15節工

事請負費は、上水道事業統合事業の実施が年度

内困難なため、減額補正するものです。27節公

課費は、消費税の確定に伴い整理するものでご

ざいます。 

 次に、歳入でございますが、５ページをお開

きください。 

 １款使用料及び手数料１項１目使用料の節の

簡易水道使用料は、当初計画した水道使用料を

下回ったことにより、使用料の減額を補正する

ものでございます。 

 ２款繰入金１項一般会計繰入金１目一般会計

繰入金は、一般会計からの繰入金を歳出の減額

に伴い減額補正するものです。 

 ５款国庫支出金１項１目１節国庫補助金の生

活基盤施設耐震化等交付金と６款市債１項市債

１目１節簡易水道事業債は、上水道統合事業と

して交付の予定でありましたが、年度内の事業

実施及び繰越が困難であることにより取り下げ

を行うため、減額補正するものです。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第20号平成28年度垂水市水

道事業会計補正予算（第３号）案について、御

説明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、年度末の決算を見

込み、予算の整理を行うものでございます。そ

れでは、詳細につきまして参考資料により御説

明いたします。 

 ７ページをお開き下さい。 

 まず、収益的収入及び支出の収入から御説明

いたします。 

 １款水道事業収益１項営業収益１目給水収益

の節水道料金は、当初見込みより収益がふえた

ことにより増額し、２項営業外収益３目雑収益

５目他会計補助金につきましては、台風災害復

旧に係る事業費が確定したことにより、それぞ

れ減額するものでございます。 

 次に収益的支出ですが、１款水道事業費用１

項営業費用１目原水及び浄水費の節修繕費は、

台風災害復旧に係る不要額を減額し、２目配水

及び給水費の節の給料から３目総係費の法定福

利費引当金繰入額までは、人事異動に伴う人件

費を整理するものでございます。 

 次に、８ページの資本的収入を御説明いたし

ます。 

 １款資本的収入１項１目工事負担金の節の工

事負担金は、予定していた市道改良工事による

水道管移設工事が実施されなかったことに伴い、

減額するものでございます。 

 ３項１目他会計補助金の節、他会計補助金は、

台風災害復旧費の確定に伴い、一般会計から受

ける補助金を増額補正するものでございます。 

 ４項１目国庫補助金の節国庫補助金は、中洲

橋に添架してある配水管の復旧費を計上してお

りましたが、補助対象とならなかったことによ

り、減額補正するものでございます。 

 １ページにお戻りください。 

 第２条の収益的収入は、水道事業収益を666

万4,000円増額し、２億9,445万2,000円、収益

的支出は水道事業費用を642万円減額し、2億

6,195万9,000円とするものでございます。 

 第３条の資本的収入は850万7,000円減額し、

5,299万3,000円とするものでございます。 

 ２ページをお開きください。 



－26－ 

 第４条の議会の議決を経なければ流用できな

い経費の職員給与費は342万円減額し、4,727万

1,000円とするものでございます。 

 第５条の他会計からの補助金は554万円増額

し、1,814万とするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  16号は非常に、この問題につ

いてはこの間、議論してきているんですけども、

17号の問題について、こちらはもう直接、施設

運営に響く問題で、当然、一般会計との関係も

出てくるわけなんですけども、今回6,000万円

というような中身なんですが、この間、その問

題点みたいなのは、相変わらず報酬の減とか、

利用者の問題とかいろいろあったかと思うんで

すが、この１年間も含めてそのあたりの対策、

そしてその結果がこんな結果になったというこ

となんですが、今後、一般会計あたり影響も出

てくるし、一方で、対策もとられた結果こうい

うふうになったということになると、やっぱり

根本問題何なのかということを明らかにしなき

ゃいけないと思うんですが、その点については

どのような認識なのか。 

○保健課長（鹿屋 勉）  根本問題は何かとい

う御質問でございます。 

 理由としましてはいろいろあるんでございま

すが、やはり最大の問題といたしまして、建設

費用、それに係る借入償還、この費用が年間

7,000万円以上、毎年お返ししなけないといけ

ない。その部分において負担が大きいというこ

とで、あと先ほど議員がおっしゃったように、

報酬が改定ごとに下がっている。その問題とあ

わせまして、一般会計から、今年度予算でいい

ますと6,000万円の補正を組ませていただくと

いうことになっております。 

 以上です。 

○持留良一議員  そういうるるの問題がある意

味では整理されてきているというふうに思うん

です。そうなったときに、その見通しというか、

例えばこの返済の問題等が解決したら、そうい

う根本問題も含めて構造的に解決できるんだよ

というようになるのか。それとも、今後の見通

しというのは不安定要素、そういうものがまだ

あるのか。そうして、あとはやっぱり市がそこ

をきっちと補痾をするという約束があるわけで

すけれども、そのあたりというのはやっぱりそ

ういう形をしなきゃいけないんですが、それを

排除する、そういう問題というのはできるのか

どうなのか。 

○保健課長（鹿屋 勉）  排除というわけには

いきませんで、やはりコスモス苑というのは垂

水市民にとって大事な介護保険施設でございま

すので、市として、責任を持って継続していく、

そういった方策でいきたいと思っております。 

○持留良一議員  その中で、一つ大事な点は、

結果的に、働く人たちへのしわ寄せという問題

も出てくると思うんです。いわゆるパート労働

者がふえるとか、当然経営上、そういう対策を

とるという問題が出てくると思うんです。 

 というのは、そのことによってサービスの劣

化とか、サービスの不徹底とか、職員の働く意

欲とかいうさまざまな問題も出てくるんですが、

そのあたりも含めて、そういうカバーを市がや

っていくというふうになっていくのか。その点

についても、やっぱり明確に打ち出していくべ

きだと思うんですが。 

○保健課長（鹿屋 勉）  職員の処遇につきま

しては、国の方針での平成29年度介護報酬改定

におりまして、処遇改善の策が講じられており

ますので、市としても、その方針に従って、処

遇改善に努めてまいりたいと存じております。 

○議長（池之上誠）  ほかに質疑ありませんか。 

   ［川菷達志議員登壇］ 
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○川萇達志議員  私も関連で、タイムリーな意

見、皆さんわかっているんでしょうけど垂水市

には労働力がないということです。働く人がい

ない。ここを全ての政策に入れてこないと、全

て空論になる。働く世代がいないんだというこ

とをしっかりわかってほしいんですけれど、副

市長、どうですか。 

○副市長（岩元 明）  突然私に振られたよう

でございますけれども、確かにこの分野に限ら

ず、若い人の雇用も含めて、雇用力というのは

今後の重要な課題にはなると思うんですけれど

も、何と申しましょうか、雇用を確保するいわ

ゆる業界という、雇用力を維持できる仕事とい

うものが、垂水市にはこれまで不足しておりま

して、そこの観点からの論議というのはこれま

でもあったわけでございますけれども、雇用を

する人が直接いないという観点からの論議とい

うのは、余りなかったように思います。 

 これは本市に限ったことではなくて、日本国

全体で考えていかなけりゃならない問題でござ

いまして、この雇用力を海外から求めるといっ

たようなこともされておるようでございますけ

れども、垂水市にとりましても、いかに雇用を

確保していくかということは、重要な課題であ

ろうかと思いますけれども、いまいち、そこの

どうやって確保していくかということにつきま

しては、私のほうもまだ、これだという御提案

といいますか、考え方は持っておりませんので、

この辺で失礼させていただきたいと思います。 

○川萇達志議員  いろいろな事業が今後来年度

予算でも上程されるのでしょうけれども、やは

りそこをしっかりとらえていかないと、一番だ

めなのは、民業圧迫になっちゃいかんというこ

とです。今ある企業からそっちに流れるという

こと。 

 いま持留さんがおっしゃったでしょうけれど

も、パートでやる。パートの人件費の話です。

新しい事業をするということは、ほかの企業と

の賃金格差の話です。賃金が安ければ来ない。

高くすると民業圧迫になる。ここらの兼ね合い

が大変重要だと思うんで、皆さん方でいい知恵

を出し合ってください。また、我々も出します

ので。多分出ないと思うけど。しっかりとやっ

てくださいということです。 

 以上です。 

○議長（池之上誠）  ほかに質疑ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案７件については、いずれも所

管の各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査し

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第14号から議案第20号までの議

案７件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託の上、審査することに決定い

たしました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 次は、13時10分から再開をいたします。 

     午後０時２分休憩 

 

     午後１時10分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

   △議案第21号～議案第31号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第25、議案第21号か

ら日程35、議案第31号までの議案11件を一括議

題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第21号 平成29年度垂水市一般会計予算 

案 

議案第22号 平成29年度垂水市国民健康保険特
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別会計予算 案 

議案第23号 平成29年度垂水市後期高齢者医療

特別会計予算 案 

議案第24号 平成29年度垂水市交通災害共済特

別会計予算 案 

議案第25号 平成29年度垂水市介護保険特別会

計予算 案 

議案第26号 平成29年度垂水市老人保健施設特

別会計予算 案 

議案第27号 平成29年度垂水市病院事業会計予

算 案 

議案第28号 平成29年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計予算 案 

議案第29号 平成29年度垂水市地方卸売市場特

別会計予算 案 

議案第30号 平成29年度垂水市簡易水道事業特

別会計予算 案 

議案第31号 平成29年度垂水市水道事業会計予

算 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  本日、平成29年第１回市

議会定例会が開会いたしました。議員各位の御

健勝を心からお喜び申し上げますとともに、市

政の推進に御尽力いただいておりますことに対

し、衷心より感謝申し上げます。 

 ここに平成29年度当初予算を初め重要案件の

御審議をお願いするに当たり、市政に取り組む

所信の一端を申し述べ、議員各位を初め、市民

の皆様の御理解と御支援を賜りたいと存じます。 

 昨年を振り返りますと、まず思い出されます

ことは、台風16号災害でございます。平成28年

９月20日未明、南大隅町付近に上陸した台風16

号は、午前２時ごろ垂水市に最接近し、市木地

区で時間雨量154ミリを記録する猛烈な雨風に

より、市内全域に深い爪跡を残しました。 

 道路や橋の一部崩壊を初めとする社会基盤、

家屋、農林水産物等に大きな被害を与え、その

被害総額は約37億円に上りました。改めて、被

災された皆様に対して、お見舞いを申し上げま

す。 

 これから本格的な復旧工事が始まりますが、

国の特段の御配慮をいただき、農林水産災害に

対しましては激甚災害、土木災害に対しまして

は局地激甚災害の指定を受け、昨年末までに災

害査定が終了いたしました。 

 災害復旧に当たっては、垂水市職員やボラン

ティアの方々を初め、関係者の皆様の御尽力に

感謝申し上げます。今後、早期復旧に向けて、

全力で対応してまいりたいと考えております。 

 今回の台風は、幸いに人的被害が発生しませ

んでした。このことについては、これまでの防

災対策と市民の皆様の御理解が深まり、行動さ

れたものと受けとめておりますが、やはり自然

災害の脅威を改めて認識したところでございま

す。さらに身を引き締め、私の政治理念、政治

姿勢でございます「安心安全で住んでよかった

まちづくり」と市民の皆様の幸福を実現できる

よう努めてまいります。 

 私は市長に就任し、２期目、３年目を迎えま

す。市政運営に当たっては、これまでと同様、

第一に多くの市民の皆様との対話を重視し、現

場を大事にしていく姿勢、第二に、さまざまな

情報の積極的発信と説明責任を果たしていく姿

勢、第三に、あらゆる場面で、私自身が率先し

て動き、さまざまな改革に勇気を持って取り組

む姿勢を示しながら、これまで培った国や県と

のパイプを生かし、市政運営に努めてまいりた

いと考えております。 

 私の２期目の公約は、「元気な垂水づくり、

経済・安心・未来からなる３つの挑戦」でござ

います。 

 まず、「経済への挑戦」でございますが、こ

の経済の挑戦については３つの大きな柱がござ

います。 
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 １つ目は、水産業、農業の６次産業化を図り、

雇用を生み出し、所得向上を図ります。２つ目

は、観光振興に取り組み、交流人口の増加によ

る雇用を生み出し、所得向上を図ります。３つ

目は、地域包括ケアシステムの推進により、医

療・介護・福祉の雇用を確保し、所得向上を図

ります。 

 次に、「安心への挑戦」でございますが、こ

の安心への挑戦についても、３つの大きな柱が

ございます。 

 １つ目は、防災対策に取り組み、安心安全で

災害に強いまちを目指します。２つ目は、地域

包括ケアシステムの推進により、いつまでも住

み続けられるまちを目指します。３つ目は、錦

江湾横断道路から大隅横断道路ネットワーク構

想の推進により、基盤の強化を目指します。 

 次に、「未来への挑戦」でございますが、こ

の未来への挑戦についても３つの大きな柱がご

ざいます。 

 １つ目は、情報発信に積極的に取り組み、県

内外に本市をＰＲしてまいります。２つ目は、

子供を育てやすい環境をつくり、子育て世代を

応援してまいります。３つ目は、定住人口対策

を進め、にぎわいや元気のあるまちづくりに努

力してまいります。 

 この公約を実現していくために、１期目の取

り組みを踏まえ、２期目となるこの４年間で目

に見える成果を出せるよう、意識して取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 次に、第４次垂水市総合計画や公約に基づく

行政分野ごとの主な取り組みやその考えについ

て、御説明をいたします。 

 初めに、総合計画行政でございます。 

 本年度計画期間の最終年度を迎える第４次垂

水市総合計画でございますが、新たな総合計画

づくりに向けて、検証作業を行ったところでご

ざいます。この検証作業は、外部評価として位

置づけた市民満足度調査と各政策の推進課によ

る内部評価を実施し、検証結果として３つのポ

イントを取りまとめました。 

 １点目は、地域振興計画によるまちづくりが

一定の成果を得ることができたこと。２点目は、

市民満足度調査の結果から、市民ニーズの高い

働く環境の充実や医療体制の充実、そして人口

減少対策といった政策に対して、思いきった施

策展開が必要なこと。３点目が、成果や課題が

市民に伝わるよう情報発信の工夫が必要なこと

でございます。 

 また、将来目標人口に対する検証も行ってお

り、平成27年国勢調査人口から１万5,520人と

なったことから、マイナス2,480人と目標は達

成することができませんでしたが、一方で、15

歳未満の年少人口が人口ビジョンの推計値と比

較するとプラス34になっていることから、子育

て支援対策等の効果があらわれているものと考

察いたしました。 

 新年度新たに策定される総合計画は、こうい

った検証結果を踏まえ、市民の皆様が政策の取

り組み成果を実感できるよう、行政の見える化

に配慮した計画となるよう策定作業を進めてま

いりたいと考えております。 

 次に、地方創生関連でございます。 

 国が進める地方創生の取り組みは、都会から

地方に人の流れをつくり、少子高齢化、人口減

少といった課題解決を図ることがテーマとなっ

ておりますが、この課題解決には、行政だけな

く、市民の皆様を初め民間の力を十分の取り入

れながら進めていく必要がございます。 

 このため本市では、平成27年度に垂水市ま

ち・ひと・しごと総合戦略を策定し、施策の確

実な実施に努めておりますが、この中でも、特

に経済対策であります南の拠点整備事業を中心

に取り組みを進めているところでございます。 

 南の拠点整備事業は現在、新たな道の駅整備

を基本とした官民連携によるエリア開発計画と

して、国や県、大学、民間企業等と調整を行い
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ながら進めているところでございます。 

 エリア開発については、垂水市総合戦略に交

流人口200万人の達成と、新たな雇用、創業の

創出を掲げておりますが、この目標達成のため、

市場を読む力と経験を持つ民間の経営感覚、そ

して知恵と行動力を取り入れてまいりたいと考

えております。 

 また、道の駅は、基本的な機能である道路利

用者の休憩、情報発信、地域交流に加え防災拠

点としての機能確保について、関係機関と協議

してまいります。 

 地域振興でございますが、第４次垂水市総合

計画基本構想に基づく地域振興計画の策定は、

平成28年12月に垂水地区の計画策定を受け、市

内９地区全てにおいて策定が完了いたしました。 

 これまで、地域振興計画に基づきまちづくり

を進めた結果、大野地区、水之上地区、新城地

区で国や県の表彰を受けたこともあり、第４次

垂水市総合計画検証結果におきましても、総合

計画期間内の最大の成果として総括されており

ます。 

 今後も地域づくりを自分たちの手で行うとい

う考えのもと、国の総務省事業や市のまちづく

り交付金を活用し、市内９地区それぞれのあり

たい姿の実現を図り、地域の特性を生かしたま

ちづくりを推進してまいります。 

 移住定住の促進及び転出の抑止につきまして

は、既存事業に加えまして、結婚により新たに

生活を開始する若年新婚世代について、住居費

及び引っ越し費用の補助、民間賃貸住宅に入居

する若年新婚世帯及び転入者を対象とした家賃

補助の２事業を新たに加えまして、さらなる移

住の促進及び定住人口の増加につなげてまいり

ます。 

 ふるさと納税につきましては、返礼品提供事

業者の御協力をいただき、返礼品ラインアップ

の強化充実を行ったところ、平成28年中の最終

実績は、寄附件数２万9,225件、寄附金額６億

1,067万3,187円でございました。 

 平成27年と比較しますと、件数で165％、寄

附金額で155％の増加となりました。引き続き、

返礼品提供事業者との連携を図り、魅力ある返

礼品の充実に取り組み、昨年以上の実績が残せ

るよう努めてまいります。 

 防災対策につきましては、活火山桜島と隣接

し、地形的にも急傾斜地など多くの危険個所を

抱える本市においては、市民の防災意識が高ま

る中、市民の生命、身体及び財産を守るため、

桜島の大爆発や記録的豪雨、台風による被害な

どに備えた垂水市総合防災訓練や防災点検等を

関係機関と実施して、防災体制の強化を図ると

ともに、検証結果を防災計画に反映させた見直

しを行ってまいります。 

 また、標高や桜島火山、本城川の洪水対策な

どを一冊にまとめた垂水市総合防災マップを各

世帯に配付して、家庭や地域の防災活動の活性

化を促し、あわせて自主防災組織率の向上を図

り、自助、共助、公助の視点で防災意識の醸成

に努めてまいります。 

 次に、災害情報等の取り扱いでございますが、

情報収集については、多彩な通話モードを備え

たＩＴ無線機を整備し、災害状況の把握及び情

報共有に努めます。 

 一方の情報発信でございます防災ラジオのＦ

Ｍ緊急割り込み放送については、市職員がＦＭ

緊急割り込み放送の技術を習得して、非難情報

等の確実かつ迅速な情報発信が行えるよう取り

組みを進めてまいります。 

 農林業の振興につきましては、農業従事者の

高齢化や後継者不足に対応するため、新規就農

者を目指す若い世代の確保のための支援が重要

であることから、就農給付金や設備等導入補助

など、ソフト、ハード両面から引き続き支援し

てまいります。 

 また、農家所得の向上を図るための新規作物

推進事業や子牛の商品性を向上させ、生産基盤
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の拡大維持を図る事業に引き続き取り組んでま

いります。 

 さらには、野生鳥獣による農作物被害を低減

させるために、駆除にかかわる民間隊員の設置

や電気柵など総合的な対策への取り組みに努め

てまいります。 

 農業における６次産業化については、加工用、

販売用機械、施設整備にかかわる補助金を拡充

し、引き続き推進するとともに、農業、農村の

多面的機能支援交付金や中山間地域等直接支払

交付金事業にも取り組んでまいります。 

 加えて、急務であります昨年の台風16号で被

害のあった農地、農業用施設、林道災害の早期

復旧に努め、また大隈森林組合との連携により

間伐作業を行い、森林保全を推進してまいりま

す。 

 水産業振興においては、６次産業化による新

たな商品開発や国内外に向けた販路拡大、並び

に水産施設整備や水産物の生産技術向上を目的

とした支援、さらには漁業体験、ブルーツーリ

ズムにおけるメニューの充実や学校給食等にお

ける魚食普及の推進を行ってまいります。 

 また、ふるさと納税にかかわる水産物の充実

を図るために、関係団体との連携に努めてまい

ります。 

 商工業振興においては、商店街の活性化に向

けたイベント等への支援の強化や新たなイベン

ト等について、商工会と連携して企画開催を進

めてまいります。 

 また、本市特産品の販路拡大事業においては、

流通システムの構築を目指すとともに、ふるさ

と納税返礼品への取り組みとして、市内事業者

並びに生産者と連携した新商品やコラボ商品の

開発により、新たな雇用の獲得と収益増を目指

し、特産品のＰＲなど、情報発信の充実に努め

てまいります。 

 観光振興においては、垂水市総合戦略の平成

31年度目標値である交流人口200万人を達成す

るため、さまざまな事業を展開するとともに、

スポーツ合宿、国内外の体験型教育旅行の誘致

活動も積極的に推進してまいります。 

 また、魅力ある観光地づくり事業等を活用し

た施設整備を進めると同時に、既存の拠点施設

の充実を図ります。さらに、広域観光の推進を

図るために、大隈広域観光開発会議や錦江湾奥

会議の動向を見極めながら、関係機関と連携を

深めてまいります。 

 また、今後もＷｅｂ媒体等でＰＲを積極的に

行いながら、テレビ、新聞、ラジオ等の報道機

関との連携を強化して、さらなる情報発信の充

実に努めてまいります。 

 福祉関係でございますが、子育て支援につい

ては、平成26年６月にリニューアルオープンし

た子育て支援センター利用者も着実にふえ、要

望が寄せられていた垂水小学校放課後児童クラ

ブについても、平成28年４月から増設し、利用

規模にこたえられるようにするなど取り組んで

おります。 

 今後も引き続き子ども子育て支援事業計画を

総合的かつ計画的に推進することに努め、子育

て支援センター機能の充実やファミリーサポー

ト事業のサービスを無料で利用できる子育て応

援券の発行、子ども医療費助成事業等、子育て

世帯の支援策の充実を図り、社会一体となり子

育てを支援する社会基盤の再構築に取り組み、

子育てしやすいまちづくりの実現を目指してま

いります。 

 保健介護及び医療関係でございますが、鹿児

島県は全国に比べ高齢化が進展し、後期高齢者

の割合も高くなっておりますが、その中でも、

本市は高齢化率が上位に位置する地域となって

おります。 

 医療及び介護保険制度の存続のため、国によ

る社会保障費の抑制施策が次々と打ち出されて

いる中で、地域包括ケアシステムの構築は、本

市にとって喫緊の課題であり、地域包括ケアシ
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ステムを推進していく上で、医療介護及び健康

施策の連携が不可欠でございます。 

 その拠点となる施設としてコスモス苑内に整

備しておりました垂水市地域包括ケアセンター

が、いよいよ本年４月から稼働いたします。施

設内には、垂水市の包括支援センターと肝属郡

医師会の訪問看護ステーションが設置され、会

議室等も備えておりますので、市内の介護サー

ビス事業者を初め関係するさまざまな機関との

連携調整機能が強化され、よりきめ細やかな対

応ができるものと期待をしております。 

 医療体制の充実でございますが、垂水徳州会

病院が３月末をもって閉鎖となるこがニュース

として取り上げられたことから、市民の皆様に

医療介護等への不安が生まれ、昨年実施しまし

た市民満足度調査においても、市民ニーズが高

く、思いきった取り組みが必要との結果が出て

おります。 

 このようなことから、鹿児島大学医学部や肝

属郡医師会とこれまで以上に連携を強化し、ま

ずは地域医療のあり方について、あわせて垂水

市立医療センター、垂水中央病院の機能充実に

ついて、方向性を示せるように検討を進めてま

いります。 

 また、何より一番大事なことは、市民の皆様

が健康について意識を高くしていただくことか

と存じます。乳幼児期から高齢期に至るまでの

継続した健康づくり事業の充実が、重要性を増

してきております。 

 これらの事業推進のためには、鹿児島大学、

鹿屋体育大学を初めとする各分野の専門機関と

の連携が不可欠となりますので、強固な協力体

制の構築を図ってまいります。 

 生活環境関係につきましては、河川や海の水

質保全に努め、豊かな水環境を次代に引き継い

でいくため、家庭からの生活排水浄化を目的と

した合併処理浄化槽への転換を進めております。

市単独による上乗せ助成効果も出てきておりま

すので、引き続き推進してまいります。 

 土木行政でございますが、まずは防災対策に

取り組み、安心安全で災害に強いまちづくりを

図るため、本年度は、特に昨年の台風16号災害

箇所の早期復旧を推進いたします。 

 また、一般世帯及び子育て世帯向けの住宅リ

フォーム事業、空き家解体撤去助成事業の継続

と新規事業として、耐震診断、耐震改修助成事

業や、定住水之上団地外壁改修工事を実施し、

市民の安心安全と良好な景観の確保、そして快

適な住環境整備の促進を図ってまいります。 

 教育環境の充実につきましては、子供たちの

夢をはぐくむ総合プラン、安全安心の教育プラ

ンとしまして、市内小学校教室の床張りかえ修

繕、環境整備に伴う機器の購入及び校庭の降灰

除去など、児童生徒の安心安全を確保できる教

育環境の整備を図ってまいります。 

 垂水高校振興対策につきましては、これまで

の支援や助成に加えて、垂水高校生の将来目標

の達成のため、東進ハイスクール通信講座受講

費用助成の推進。さらに、平成28年７月からは、

市外から入学し、垂水市内でアパートや下宿部

屋を借りている生徒に対し、家賃助成を開始い

たしましたので、今後も引き続き助成を行い、

垂水高校の振興に努めてまいります。 

 学校教育につきましては、本市の宝である子

供たちの夢をはぐくむ総合プランをさらに推進

してまいります。具体的には、子供たちに夢を

持たせ、チャレンジする意欲をはぐくむ視点か

ら開催しております「わくわくどきどき！夢教

室」や夏季休業中に小学生を対象に実施してお

ります「集まれわんぱく！夏の勉強会」、中学

生を対象に、土曜日の午後に実施しております

「夢の実現！学びの教室」を充実することによ

り、子供たちが目標と意欲を持って学習に取り

組み、確かな学力の定着を図ることができるよ

うにしてまいりたいと考えております。 

 また、ふるさと応援基金で整備いたしました
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垂水中央中学校や平成29年度整備予定の垂水小

学校の楽器を本市のさまざまな行事等において

活用していただくとともに、全ての小学校に整

備いたしました一輪車や竹馬を活用した子供た

ちの遊びの多様化や体力づくりの積極的な推進

を図ってまいります。 

 さらに奨学金制度につきましては、経済的理

由により高校や大学への進学が困難なものに対

する就学支援、並びに卒業後の本市への定住促

進のために、これまでの奨学金制度を「たるた

る奨学金」と銘打って、貸与月額の増額ととも

に返還免除制度の導入を平成29年度入学の貸与

者から実施してまいります。 

 次に、スポーツ振興でございます。スポーツ

によって得られる達成感や体力の向上、健康維

持増進といった観点から、スポーツの担う役割

は一層重要になってきております。市民一人一

人の目的に応じて、いつでも、どこでも、いつ

までも、生涯にわたってスポーツに楽しみ、市

民の皆様が安全で安心して楽しく利用いただけ

るよう、そしてスポーツ合宿誘致による交流人

口の増加が図れるよう取り組んでいる垂水中央

運動公園陸上競技場の多目的利用型へ改修され

た施設が本年10月にリニューアルオープンする

予定でございます。初期の目的が達成できるよ

う利用促進を図ってまいります。 

 また、2020年に開催されます第75回国民体育

大会に向け、フェンシング競技、綱引き競技、

スポーツチャンバラ競技の会場となります市体

育館の改修に取り組みます。あわせて鹿児島国

体垂水市実行委員会を設立し、国体開催に向け

た準備を本格化させ広く市民や関係団体等への

ＰＲを行ってまいります。 

 消防関係でございますが、市民の生命、身体

及び財産をあらゆる災害から守るために、消防

力の整備を初め、市民の防火、防災意識の高揚

に努めてまいります。消防職員、団員の資質の

向上につきましては、病院研修及び県消防学校

における供用訓練を実施いたします。 

 また、救急関係の取り組みでございますが、

救命率の向上を図ることはもちろんのこと、少

しでも早い処置が社会復帰につながることから

市民向けの普通救命講習や応急処置指導等の充

実に努めてまいります。 

 建設後五十数年が経過し早急な対策が求めら

れている本庁舎でございますが、平成28年度中

に庁内で組織されている垂水市庁舎建設等庁内

検討委員会から新庁舎建設の検討結果報告を受

ける予定でございます。この検討結果を議員の

皆様に報告した後、市民の代表や学識経験者等

で組織する外部検討組織を立ち上げ、基本構想、

基本計画づくりに着手したいと考えております。 

 行政改革及び職員の人材育成につきましては、

多様化、高度化する市民ニーズに柔軟かつ的確

に対応するため、市民にわかりやすい利便性の

高い組織機構を構築して、市民サービスの低下

を招くことのない限られた職員数で最大の行政

効果が発揮できるよう本市の実情に適した職員

数の検証に努めてまいります。 

 また、地方公務員法の改正に伴い、本市にお

いても平成28年度より人事評価制度の運用を開

始したところでございますが、引き続き人材育

成の視点に立った人事評価制度の運用を徹底し、

職員個々の能力及び業績の向上を図り、組織全

体の職務遂行能力の向上に努めてまいります。 

 財政運営においては、ふるさと応援寄附金等

による歳入確保、定員適正化計画等による人件

費の抑制、市債残高の縮減、財政調整基金の積

立金の増など改善を進め、財務諸表等の数値は

改善されてきました。平成27年度決算における

主な財務指標は、自治体の収入に対する負債返

済の割合をあらわす実質公債費比率が10.5％、

財政の健全化を図る指数であります将来負担比

率は15.6％となっており、市長就任時の平成22

年度末と比較しますと実質公債費比率が3.1％、

将来負担比率は77.8％の減となっており改善が
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進んでおります。 

 また、市の貯金である積立基金現在高は財政

調整基金など35億2,761万7,000円で就任時の平

成22年度末より21億972万5,000円の増額を行っ

ております。そして、借金である市債の現在高

は93億1,837万5,000円で、平成22年度末より９

億8,247万1,000円の減額となっております。し

かしながら、本市の財政状況は、地方交付税が

歳入総額の40％を占めるなど依存財源の割合が

大きく脆弱な財政構造から脱していないため、

今後も弾力的で足腰の強い財政構造を構築し、

将来にわたって持続可能な財政基盤の確立を図

ってまいります。 

 以上、私の平成29年度市政に対する所信と重

点施策について申し上げましたが、これからも

全力で市政運営に邁進してまいります。議員各

位を初め、市民の皆様の御支援と御協力を心よ

りお願いを申し上げます。 

 引き続きまして、平成29年度一般会計及び特

別会計予算の提案に当たりまして、予算の編成

とその概要について御説明いたします。 

 平成29年度の国の予算は、財政健全化への着

実な取り組みを進める一方、金融政策に成長志

向の財政政策をうまく組み合わせることにより

一億総活躍社会の実現のための子育て、介護の

成長戦略の鍵となる研究開発など重要な政策課

題について必要な予算措置を講じるとされてお

ります。 

 また、経済・財政再生計画の２年目に当たり、

歳出改革等を確実に実行するとの基本的考え方

に立ち、その取り組みを的確に予算に反映する

とされており、予算編成に当たっては我が国の

厳しい財政状況を踏まえ、引き続き歳出全般に

わたり聖域なき徹底した見直しを推進するとさ

れているようでございます。 

 次に、平成29年度の地方財政対策の概要です

が、地方が人口減少や少子高齢化など構造的課

題に対処するために安定的に財政運営を行うこ

とができるよう地方の一般財源総額は、平成28

年度を4,000億円上回る額が確保されたものの、

本市の主要財源であります地方交付税総額につ

いては、国の予算の中で前年度からの繰り越し

がなかったことなどにより平成28年度から

3,700億円程度抑制され、地方への配分額は減

少する見込みでございます。 

 以上のような国の予算の状況を踏まえ、本市

の平成29年度予算編成を行ったところでありま

す。 

 それでは、一般会計から御説明をいたします。 

 まず、歳入でございますが、市税は税収の増

加が見込まれることから対前年比5.4％増の13

億7,297万4,000円を計上しております。一方、

本市歳入の柱である地方交付税は、平成28年度

交付額等を参考に昨年と同等の37億8,000万円

を計上しております。 

 また、借金である市債については、昨年の災

害復旧が継続することなどにより、前年度比

55.6％増の13億6,000万円を借り入れる予定で

ございます。なお、財源につきましては十分検

討いたしましたが、それでも一般財源に不足を

生じることから、財成調整基金から繰入金を１

億2,000万円計上することで、歳入歳出の均衡

を図っております。 

 続きまして、歳出でございますが、元気な垂

水づくり３つの挑戦を重点施策として、それぞ

れ経済への挑戦、安心への挑戦、未来への挑戦

に基づいた事業を中心に南の拠点整備事業や

2020年鹿児島国体のフェンシング競技、綱引き

競技等の会場となります垂水中央運動公園体育

館の改修、農畜水産物にかかわる販路拡大及び

６次産業化支援事業、子育て支援事業、自然景

観を生かした観光振興事業、産業及び市民生活

を支える社会基盤となる道路の新設・改良事業

並びに昨年の台風16号被害による災害復旧費、

子供たちが安心して学べる環境整備を初めとし

た教育関連経費などを中心とした予算配分とし
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ました。 

 その結果、平成29年度の一般会計当初予算の

総額は、117億1,200万円で、前年比に比べ

22.0％程度の増となっております。 

 次に、特別会計につきまして御説明いたしま

す。 

 初めに、国民健康保険特別会計でございます。 

 我が国の国民皆保険制度の基礎である国民国

保制度は、脆弱な財政基盤などの構造的な問題

を抱え制度の維持が大変困難な状況となってお

り、平成30年度には都道府県が国保財政の責任

を持つなどの制度改革が行われ、新たな国保制

度がスタートすることとなっているところです。 

 このような状況を踏まえ、新たな国保制度へ

対応するための準備事業を進めるとともに、医

療費抑制策として生活習慣病の早期発見・早期

治療を促進するため特定健診の受診率向上を図

り、レセプトデータ等の分析に基づいた効果的

な医療費適正化事業を推進します。 

 歳入歳出予算の総額は、28億4,879万3,000円

を計上しております。 

 次に、後期高齢者医療特別会計でございます。 

 後期高齢者医療制度は、高齢化の進展に伴う

医療費の増大が見込まれる中で、高齢者の医療

費を安定的に支えることや、高齢者と現役世代

の負担の明確化を図ること等を目的に平成20年

度に導入されてから10年目を迎えます。平成29

年度も引き続き、後期高齢者医療制度の円滑な

運営に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は、２億2,331万7,000円

を計上しております。 

 次に、交通災害共済特別会計でございます。 

 交通事故で被災された市民の相互扶助を目的

に、昭和45年に設置されたこの共済事業は、市

民各位の御理解と御協力によりまして順調に運

営されてきております。今後も、関係機関や各

種団体の協力を得て、市民の交通安全に対する

意識の高揚に努めるとともに、事業の健全運営

を図るため、引き続き加入促進に努めてまいり

ます。 

 歳入歳出予算の総額は、546万9,000円を計上

しております。 

 次に、介護保険特別会計でございます。 

 介護保険制度は、年金、医療に次ぐ第３の社

会保障制度として創設され、介護が必要な高齢

者を支える仕組みとして17年が経過し大きな役

割を担っております。一方、介護保険制度を含

めた社会保障制度は、社会保障費は増加傾向で

あることから、持続可能な社会保障制度の確立

を図るため法改正も行われてきております。本

市としましても、平成29年度は第７期後期高齢

者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定年

度でありますことから、国の動向に注視しなが

ら介護保険制度の安定的な運営に努めてまいり

ます。 

 歳入歳出予算の総額は、21億1,905万6,000円

を計上しております。 

 次に、老人保健施設特別会計でございます。 

 垂水市介護老人保健施設コスモス苑は、要介

護状態となった方々の心身の自立を支援し、家

庭生活へ復帰を目指す施設として平成９年の開

設以来20年を迎えました。近年の施設運営は厳

しい状況が続き、平成22年度以降は介護老人保

健施設基金から財源を補痾してまいりましたが、

平成26年度からは一般会計から繰り入れを実施

しなければならない状況に至っております。 

 さらに、平成27年度介護報酬改定の影響によ

り今年度も赤字が見込まれておりますが、肝属

郡医師会との協力のもと、健全な施設運営が行

えるよう、できる限りの収入増を図るとともに、

さらなる経費の節減に努め介護保険法の理念に

のっとり、利用者の側に立ったサービス向上に

努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は、５億9,282万2,000円

を計上しております。 

 次に、漁業集落排水処理施設特別会計でござ
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います。 

 今後も牛根境地区の生活環境の改善と鹿児島

湾奥の水質保全の向上を図るために、引き続き

加入促進やコスト削減に努め、円滑な施設の運

営管理に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は、3,022万円を計上し

ております。 

 次に、地方卸売市場特別会計でございます。 

 本市の公設地方卸売市場は、市民に新鮮な野

菜等を安定的に流通させる拠点として、また、

地産地消の拠点としての役割を果たし、市民の

食生活の安心・安全と農業経営の安定化へ資す

るなど、市民生活や農業振興に寄与していると

ころであります。 

 今日、農業、流通業等については、消費人口

の減少やＴＰＰへの対応など多くの課題が浮上

しておりますが、今後も社会・経済情勢に対応

し利用者や消費者のニーズに応えられるよう機

能の充実を図るともに、本市の特徴を生かした

健全な市場運営に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は、409万2,000円を計上

をしております。 

 次に、簡易水道事業会計でございます。 

 上水道と同様に安全で安心して飲める水道水

を安定的に供給することを使命に、万全な体制

で維持管理に努めますとともに、コストの縮減

等事務事業の効率性の向上に努めます。 

 歳入歳出予算の総額は、3,652万3,000円を計

上しております。 

 次に、水道事業会計でございます。 

 安全で安心して飲める水道水を安定的に供給

するために、平成28年度は老朽化した国道本町

地区などの配水管布設がえ工事、市道中州線の

耐震管工事、第一水源地の改修工事などを実施

いたしました。平成29年度も排水管導入管など

の老朽化した管の布設がえ工事、流量計等の機

器の更新を行い、断水が生じないよう安定した

水道水の供給のため、適正な維持管理に努めま

す。 

 なお、年々給水人口の減少や市民・事業者の

節水意識の向上等による給水収益は減少する中

で、水道施設の老朽化による修繕費などの増加

で収支状況は厳しくなりますが、独立採算制を

さらに意識し、公営企業としての経営努力を行

い、水道事業の経営安定に努めてまいります。

予算の概要につきましては、業務予定量として

給水戸数約7,000戸、年間給水量156万9,500立

方メートルとして所要の経費を計上いたしてお

ります。 

 収益的収支につきましては、収益総額が２億

8,257万1,000円で、その主な財源は水道料金と

なっております。事業費用につきましては、総

額２億4,974万8,000円で対前年度比912万1,000

円の減となっております。 

 次に、資本的収支につきましては、収入総額

が4,880万円、支出総額が１億4,085万円で、支

出総額が対前年比788万3,000円の増となってお

ります。 

 なお、資本的収入が資本的支出に対し不足す

る額は、内部留保資金を充当してまいります。 

 特別会計最後になります病院事業会計でござ

います。 

 垂水中央病院は、昭和62年の開設以来、本年

３月をもって30年目の節目となります。これま

での健全な経営の維持や重大な医療過誤等が皆

無であったことなど、肝属郡医師会の御協力に

感謝申し上げるとともに、歴代の院長初めとす

る職員の皆様方やお支えいただきました市民の

皆様に改めて感謝を申し上げたいと存じます。

地域の中核医療機関としての役割を果たしてお

ります垂水中央病院にあっては、看護体制の見

直しや一般病床の一部を療養病床へ変更するな

ど、地域の状況に応じた体制の変更を実施し、

さらに本年３月末日をもって閉鎖される垂水徳

洲会病院の受け皿としての機能を担う必要が生

じたことから、今後の事業運営につきましては
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極めて厳しい状況が予想されるところですが、

肝属郡医師会との協力のもと経費削減を推進し、

経営健全化、信頼性、安全性の向上に努めてま

いります。 

 市民が住みなれた地域で安心して暮らせるま

ちづくりを目指して、病院の医療機能の充実を

図り、市内開業医との連携・協力のもと、さら

なる医療サービス提供に引き続き努めてまいり

ます。 

 平成29年度の業務予定量といたしまして、年

間患者数を入院３万9,000人、外来６万1,700人

の計10万700人と設定をいたしました。 

 収益的収支につきましては、収入総額が20億

6,572万2,000円、支出総額が20億6,527万1,000

円であります。 

 次に、資本的収支につきましては、収入総額

が１億5,970万円、支出総額が２億224万4,000

円を計上しております。 

 以上をもちまして、私の市政に対する所信と

予算案の説明終わりますが、詳細につきまして

は、審議の過程におきまして、私ほか、それぞ

れの担当課長から御説明申し上げますので、よ

ろしく御審議賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

 終わります。 

○議長（池之上誠）  ただいま、平成29年度の

施政方針並びに各会計予算案について説明があ

りましたが、これに対する総括質疑及び一般質

問のための本会議を３月２日及び３日の午前９

時30分から開きます。 

 質疑及び質問は通告制といたしますので、質

疑者及び質問者は、会議規則第51条第１項の規

定により、２月21日の正午までに質疑及び質問

事項を具体的に文書で議会事務局へ提出願いま

す。 

 なお、当日の質疑及び質問時間は、答弁時間

を含めて１時間以内といたします。また、質問

回数については制限なしといたします。また、

いずれも初回の発言時間を20分以内に制限いた

しますので、御協力をお願いいたします。 

   △請願第５号上程 

○議長（池之上誠）  日程第36、請願第５号就

学援助制度の入学準備金の支払いの改善を求め

る請願書を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの請願については、総務文教委員会

に付託の上、審査したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、請願第５号就学援助制度の入学準備

金の支払いの改善を求める請願書は、総務文教

委員会に付託することに決定いたしました。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（池之上誠）  明18日から３月１日まで

は、議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、３月２日及び３日に開きます。 

   △散  会 

○議長（池之上誠）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午後１時59分散会
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平成29年３月２日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △議案第13号～議案第20号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第１、議案第13号か

ら日程第８、議案第20号までの議案８件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第13号 平成28年度垂水市一般会計補正予

算（第８号） 案 

議案第14号 平成28年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第４号） 案 

議案第15号 平成28年度垂水市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第16号 平成28年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第２号） 案 

議案第17号 平成28年度垂水市老人保健施設特

別会計補正予算（第３号） 案 

議案第18号 平成28年度垂水市病院事業会計補

正予算（第１号） 案 

議案第19号 平成28年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第３号） 案 

議案第20号 平成28年度垂水市水道事業会計補

正予算（第３号） 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  ここで各委員長の審査報

告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長。 

   ［産業厚生委員長川越信男議員登壇］ 

○産業厚生委員長（川越信男）  おはようござ

います。去る２月17日の本会議において、産業

厚生常任委員会付託となりました各案件につい

て、２月22日に委員会を開き、審査いたしまし

たので、その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第13号平成28年度垂水市一般会

計補正予算（第８号）案中の所管費目について

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第16号平成28年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第２号）案、議案第17号平

成28年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算

（第３号）案、議案第18号平成28年度垂水市病

院事業会計補正予算（第１号）案、議案第19号

平成28年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予

算（第３号）案及び議案第20号平成28年度垂水

市水道事業会計補正予算（第３号）案について

は、いずれも原案のとおり可決されました。 

 また、審査終了後に１月23日から26日にかけ

て市内４カ所で開催しました議会報告会におい

て、参加された市民の皆さんから議会や理事者

への意見や要望がございました。 

 このうち、産業厚生委員会所管に関係するも

のについて協議を行い、報告すべき主な意見を

取りまとめましたので、この場にて報告させて

いただきます。 

 最初に、議会への意見として、今回の台風に

より離農者も出ているが、議会においても後継

者育成に取り組んでほしいとの意見がございま

した。 

 また、理事者への意見として、介護難民の増

加が予想されることに対する市の取り組みの充

実を行ってほしい。要望書を提出したが、担当

課より要望事項に対する経過や結果について連

絡がないために、適時連絡が欲しいとの意見が

ございました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、総務文教委員長。 

   ［総務文教委員長堀内貴志議員登壇］ 

○総務文教委員長（堀内貴志）  おはようござ

います。去る２月17日の本会議において、総務
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文教委員会付託となりました各案件については、

２月23日に委員会を開き、付託案件の審査をい

たしましたので、その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第13号平成28年度垂水市一般会

計補正予算（第８号）案中の所管費目及び歳入

全款につきましては、原案のとおり可決されま

した。 

 本補正予算案に関しては、所管課より南の拠

点整備事業において、地方創生拠点整備交付金

を活用し、同エリア内にマリンスポーツ施設を

整備するための事業経費であること、ただし、

国の追加補正に対応した予算計上であるため、

翌年度への繰越事業となることが説明され、各

委員からさまざまな質疑がされましたので、次

のとおり報告いたします。 

 まず、今回の施設は公の施設として今後条例

で整備されること、また、非常に重要な施設の

維持管理運営面に関し、南の拠点エリアは、エ

リア全体としては指定管理で整理する方向が示

されました。 

 この中で、今回の施設については、鹿屋体育

大学と連携し、マリンスポーツを軸とした具体

的なビジネスモデルの構築を目指し、丁寧な話

し合いを行っていくとの説明がありました。 

 さらに当面は、検討すべき法的な問題はない

ことが説明され、委員からは、今回の事業計画

については、垂水市漁協に対し再度の説明を行

うよう要請がありました。 

 次に、議案第14号平成28年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）案及び議案第

15号平成28年度垂水市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）案につきましては、いずれ

も原案のとおり可決されました。 

 また、同日、議案審査終了後に、１月23日か

ら26日にかけて開催いたしました議会報告会に

ついて、参加された市民の皆様から寄せられま

した意見や質問のうち、総務文教委員会所管の

全23項目について協議を行いましたので、次の

とおり報告いたします。 

 意見や質問の取り扱いについては、議会報告

会当日に了承を得られた回答を含め、整理した

形で議会だよりに掲載し、広く市民の皆様へ報

告するとともに、市行政に関連する幾つかの案

件もありましたので、協議の結果、これらにつ

いては後日内容に応じ、所管課へ文書で申し伝

え、これに対する回答は求めないものとすると

いうことで意見の一致を見ました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第13号から議案第20号までの議案８件を

各委員長の報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第13号から議案第20号までの議

案８件については、各委員長の報告のとおり決

定いたしました。 

   △平成29年度施政方針並びに各会計予算

案に対する総括質疑・一般質問 

○議長（池之上誠）  日程第９、ただいまから

平成29年度施政方針並びに各会計予算案に対す

る総括質疑及び一般質問を行います。 

 １回目の質疑及び質問は登壇して行い、再質

疑及び再質問は質問席からお願いいたします。 

 なお、本日の質疑及び質問時間は、答弁時間

を含めて１時間以内とします。また、質問回数
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については、制限なしといたします。また、い

ずれも初回の発言時間を20分以内に制限します

ので、御協力をお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして、順次質疑及び

質問を許可いたします。 

 最初に、４番、川越信男議員の質疑及び質問

を許可いたします。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  立春を迎え、春一番も吹き、

３月を迎えましたが、寒さと暖かさの繰り返し

で早い春の訪れが待ち遠しい時期であります。 

 また、昨年の台風16号の被災箇所も、職員の

皆様の素早い対応で大変であったかと思います。

12月の国の査定等を乗り切り、災害工事の発注

も進んでいるようで、災害箇所の工事が動き出

しているようですが、安全な復旧工事を望む次

第でございます。あわせて、職員の皆様の努力

に敬意を表するところであります。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました件について質問いた

します。市長並びに関係課長の明快な答弁をお

願いいたします。 

 まず１つ目は、子ども・子育て支援事業計画

として、子育てに立った児童広場のリニューア

ルについて伺います。 

 私は、平成27年９月議会において、中央運動

公園内の体育館北側にあります児童広場の木製

の遊具等について、使用禁止になっているもの

もあり、子供たちや子育て世代のお母さん方が

満足するような状況ではないことから質問しま

した。 

 また、子育て支援の観点から、この児童広場

を子供たちが集い、乳幼児を抱えたお母さんた

ちが安心して遊ばせる児童広場に、さらに幅広

い世代が利用し、世代間交流が行われる場所と

して、遊具施設等の整備を含め検討してほしい

旨の質問をいたしました。 

 この私の質問に対して、市長は、「安心して

安全に楽しんでいただける施設への改修に向け

た検討を進めたい」との答弁をされました。 

 そこで、この児童広場の所管は土木課であり

ますことから、土木課長にまず伺います。 

 今の児童広場の現状について、どのように感

じておられるのか、現状のままでよいとお考え

なのか、伺います。 

 次に、医療体制の充実について伺います。 

 先日、新聞を見ていましたら、鹿児島県の高

齢化率が30％を突破したとの記事がありました。

市町村別人口と高齢化率、そして年少人口率が

一覧表にまとめてありました。その中で、垂水

市の高齢化率は39.8％でした。特に順位は出て

おりませんでしたが、やはり順位が気になりま

す。他と比較してみましたが、垂水市は県下で

３位タイとなっていたようです。 

 ちなみに、１位南大隅町46％、２位錦江町

43.9％、３位に垂水市と湧水町で39.8％、５位

伊佐市39.7％となっていたようです。 

 御存じのとおり、高齢化率は65歳以上の老年

人口割合を示すものであります。本市において、

10人のうち４人の市民が65歳以上であるという

状況は、垂水市の年少人口率9.8％とあわせて

大きな問題ではないでしょうか。 

 そのような状況に加えて、３月には垂水徳洲

会病院が閉鎖するという事態になり、昨年夏に

実施された市民満足度調査において、医療体制

の充実が市民ニーズとして最も高くなったこと

は当然であると考えます。 

 先日の市長の施政方針では、保健、介護、医

療関係について時間をかけて述べられましたが、

その中でもあったように、鹿児島大学、鹿屋体

育大学を初めとする各分野の専門機関との連携

と強固な協力体制の構築を図っていくとのこと

ですが、どのようなビジョンをお持ちなのか、

市長に伺います。 

 次に、教育旅行の取り組みについて伺います。 

 この教育旅行については、テレビ・新聞等で
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にぎやかな時期があり、桜島の噴火のときに少

し心配しましたが、どうにか復活し、ここ数年

順調に推移し、教育旅行といえば垂水市と言わ

れるぐらいになってきたと思います。 

 あわせて、インドネシアからの教育旅行も取

り入れて、県内では垂水市だけと自慢できるも

のでありました。 

 しかしながら、昨年の４月の熊本地震の影響

を受けて、県内への教育旅行等がキャンセルさ

れるとの報道も聞きました。自然の力には勝て

ませんので仕方がないのかなと思いますが、私

は受け入れ家庭の方から相談があり、「教育旅

行が中止になったり、延期になったりしている

が、連絡はなく、今後のことやこれから先はも

うやめようかなと思っている」と言われており

ました。 

 今まで支えていただいた受け入れ家庭の方々

には、教育旅行の子供たちへの思いがあるから

だと思います。受け入れ家庭の方々は、市の連

携も非常に重要だとの認識を持っておられます。

受け入れの団体の運営はどこがされているのか、

また、どうなっているのか、あわせて指導・助

言を含めて市の役割、立ち位置はどのような認

識なのか、伺います。 

 最後に、南の拠点整備事業について伺います。 

 昨年12月議会後の全員協議会、本年１月20日

の全員協議会で、南の拠点整備事業に関し説明

をいただきました。今回は、施設整備に関して、

もう少し踏み込んでお尋ねしたいと思います。 

 ２月４日の南日本新聞に、地方創生交付金、

鹿児島県に12事業10億円の交付という記事が掲

載されました。これまでの説明の中では、この

地方創生施設整備交付金の事業申請を行ってい

るとのことでしたが、無事に交付されることに

なったということは、関係職員の努力とこの事

業に対する国の理解と期待があるものと思って

おります。 

 新聞報道によると、市町村分は８自治体９事

業で３億2,500万円余り配分されるとあり、垂

水市分はカヌーなどマリンスポーツができる交

流施設整備に5,892万円とあります。 

 そこで伺います。この交付金事業の事業目的、

事業内容、事業費及び財源について伺います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○土木課長（宮迫章二）  おはようございます。

児童広場の現状につきましてお答えいたします。 

 垂水中央運動公園の児童広場の遊具につきま

しては、昭和59年度に設置されまして本年度で

32年が経過しております。開設当初は子供たち

の遊びの場として頻繁に利用され、にぎやかだ

ったのではないかと思っております。 

 しかしながら、年数の経過とともに劣化し、

修繕を重ねながら利用していただいている現状

ですが、遊具による事故が発生しないように、

施設の設置状況等の確認や安全対策に万全を期

し、事故の未然防止に努めるよう県からも通知

があるため、危険と判断されました遊具につき

ましては、使用禁止や撤去をしたところでござ

います。 

 垂水中央運動公園の児童広場の遊具につきま

しては、平成26年度に長寿命化計画を作成しま

して、劣化度や損傷度を調査しており、特に木

製遊具につきましては、損傷が著しいため取り

かえが必要との結果が出ているところでござい

ます。 

 このため、現在は使用禁止としている遊具が

多数あり、子供たちには大変心苦しいし、申し

わけないと思っているところでございます。土

木課としましても、何とかして子供たちが集え

る児童広場に復元できるように整備しなければ

ならないと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  医療体制の充実について

ということでございますけれども、ビジョンを

ということでございますので、私のほうでお答

えをさせていただきます。 
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 私は、市政運営の基本理念として、安心安全

で住んでよかったまちづくりと、市民の皆様の

幸福を掲げさせていただいております。 

 そして、経済への挑戦、安心への挑戦、未来

への挑戦の３つの挑戦として事業を展開し、そ

の実現のために努力しているところでございま

すが、事業を進めていく上で、やはり各分野の

専門機関との連携が不可欠となっているわけで

ございます。 

 例を挙げますと、第４次総合計画の策定に際

して、平成21年に鹿児島大学と包括連携協定を

結んでおります。最近では、地方創生関連事業

として、地域若者「就地」拡大プロジェクト事

業を実施するため、先月、２月６日に鹿児島国

際大学との協定を締結したところでございます。 

 本市を研究対象にした経済関連の寄附講座の

開設、さらには学生が本市で現場研修すること

も予定しており、本市における就業や移住へつ

なげることを目指しております。 

 また、南の拠点整備事業関連では、地方創生

拠点整備交付金の対象事業の採択を受けました

マリンスポーツ施設整備計画の策定と施設の運

用につきまして、助言と協力をいただけるよう、

鹿屋体育大学との連携協定を締結する予定とし

ております。 

 このようにさまざまな連携の輪を拡大強化し

ているところでございますが、中でも市民ニー

ズの高い医療体制の充実を図るために、垂水市

立医療センター垂水中央病院の運営を通じて、

以前より御協力をいただいている鹿児島大学医

学部との連携をより一層深めて、市民の医療・

介護に対する不安を解消するとともに、健康長

寿のまちづくりを進めていきたいと考えている

ところでございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  おはようご

ざいます。川越議員の本市の教育旅行の取り組

みにおける市の役割についての質問にお答えい

たします。 

 本市の教育旅行は、垂水市ツーリズム推進協

議会が主体となり、国内の受け入れにつきまし

ては、平成22年度から体験型教育旅行として民

泊による受け入れを開始し、各家庭独自の体験

活動や垂水市漁協の餌やり体験等をメニューと

して、これまで多くの中高校生に垂水市を訪れ

ていただいているところでございます。 

 教育旅行における市の役割といたしまして、

まず、誘致活動につきましては、関西・中国地

区を重点的に中学校や高等学校、並びに旅行

エージェントに対して年２回程度行っており、

平成28年度におきましては、九州観光推進機構

が主催する教育旅行説明会・相談会に県と連携

のもと参加し、積極的に誘致活動を行ったとこ

ろでございます。 

 そのほかには、食品衛生及び安全対策講習の

実施や受け入れ家庭との情報共有、情報交換を

目的とした懇親会の開催、また、教育旅行の推

進に向けた情報発信に取り組んでいるところで

ございます。 

 川越議員に御指摘いただきました中止や延期

の連絡の不備につきましては、ツーリズム推進

協議会の推進委員に対して受け入れ家庭との連

携を密にし、再発することがないよう指導を行

うなど、改善に努めてまいります。 

 最後に、全国的な統計結果によりますと、教

育旅行において体験活動を実施する中学校や高

等学校はここ数年横ばいであり、ニューツーリ

ズム、新たな体験活動への多様化が広がってき

ているようでございます。 

 また、他の市町村におきましても、民泊への

取り組みを始めている状況のもと、受け入れ体

制の強化や質の向上に加えて、学校や旅行エー

ジェントが求める旅行商品の変化にも対応する

ことが必要になってくると考えております。 

 今後も受け入れ家庭や関係機関とさらなる連

携を行い、ツーリズムの推進に取り組んでまい

ります。 
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 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  おはようござい

ます。川越議員の御質問でございます、地方創

生拠点整備交付金の事業目的、内容、財源等に

ついてお答えをいたします。 

 今回、国の平成28年度補正予算で創設されま

した地方創生拠点整備交付金は、単なる箱物行

政ではなく、未来への投資という観点から、地

方公共団体が自主的、主体的に実施する地方版

総合戦略に位置づけられ、先導的な施設整備事

業を支援するものでございます。 

 こうした国の交付金の趣旨を踏まえ、今回、

本市の地方創生の重要な位置づけでございます

南の拠点整備基本構想に掲げられましたマリン

スポーツの施設整備に対して交付金申請に必要

な地域再生計画を策定し、交付金申請を行い、

無事に事業採択の決定をいただきました。 

 議員の御質問である本交付金事業の目的でご

ざいますが、南の拠点整備構想は、道の駅の基

本機能でございます休憩施設、情報発信施設、

食資源の６次化及び販路拡大支援機能を持つ地

域交流施設に加えまして、スポーツ・レクリ

エーション施設の整備構想がございました。 

 浜平地区におきましては、錦江湾に面し、桜

島や開聞岳が望めるなど景観にもすぐれ、錦江

湾の豊かな海洋資源を活用したマリンスポーツ

に触れ合う場所としては最適な環境でございま

す。こういったことから、海洋観光という新た

な観光モデルを構築することで、経済の活性化

と交流人口の増加に寄与していくことを目的と

いたしました。 

 事業内容でございますが、新聞報道にもあり

ましたとおり、南の拠点整備エリア内にマリン

スポーツ交流施設を整備いたします。具体的な

整備内容といたしましては、管理事務所や更衣

室、ボート等の貸し出し、倉庫等を想定してお

り、今後、海洋スポーツセンターを持つ鹿屋体

育大学と連携をして詳細を詰めてまいります。 

 最後に、事業費でございますが、総事業費は

１億1,785万7,000円、財源としては、地方創生

整備交付金が約２分の１の5,892万円、残りの

２分の１は補正予算債を充当いたします。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 それでは、一問一答方式でお願いいたします。 

 まず、１番目の子育てに立った児童広場整備

の考えですが、ただいま児童広場の現状に対す

る認識について土木課長から答弁をいただきま

した。 

 平成28年度の市民満足度調査の結果を見まし

たが、その中の一市民から、中央運動公園内の

壊れた遊具の撤去はいつになるのでしょうか。

市議会だよりで公園内の整備についての記事を

読みましたが、半年以上前のことと思います。

遊具は壊れてから何年もたっていますが、危な

いので早急な撤去をお願いしますとの要望がな

されています。 

 このような危険な遊具に対して、市民も憂慮

しておられます。事故が起こる前に対策を講じ

るべきであります。 

 さきの市長の答弁から１年５カ月余りが経過

いたしますが、この間、撤去やリニューアルに

向けてどのような検討がなされたのか、課長に

伺います。 

○土木課長（宮迫章二）  遊具の整備・撤去に

ついての御質問にお答えいたします。 

 遊具の撤去につきましては、市民満足度調査

の中でも要望が上げられており、土木課として

も何とか対応しなければならないと考えている

ところでございます。 

 土木課としましては、現在、使用禁止として

おります遊具につきましては、これまでも専門

業者に依頼をしているところでございますが、

なかなか対応してもらえない状況でございます。 

 都市公園事業での整備までは年数を要します

ことから、木製遊具の部材の交換や修繕工事、
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公園周辺の環境整備を環境整備班で対応し、安

全に使用できるように前向きに検討したいと考

えているところでございます。 

 本格的なリニューアルにつきましては、今進

めております都市公園事業で改修する計画でご

ざいます。 

 この中央運動公園全体の整備計画は、平成27

年度より都市公園事業の補助事業を活用しまし

て、平成28年度は陸上競技場を多目的グラウン

ドへの改修工事中でございまして、来年度で完

成する予定としております。 

 また、体育館につきましては、国体開催に向

けまして、平成29年度より整備してまいります。 

 児童広場の遊具の整備につきましても、この

都市公園事業により改修する計画でございます

が、時期につきましては現在調整中でございま

す。 

 改修内容でございますが、長寿命化計画で損

傷が著しいとの結果が出ておりますので、遊具

につきましては取りかえとなるようですので、

どのような遊具が望ましいのか、実施設計まで

にしっかりと調査検討したいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  今課長から、これまでの検討

内容について答弁がありました。 

 そこで市長に伺います。市長は、さきの私の

質問に対して、「少子化が急速に進んだことに

よりまして、人口減少対策並びに子育て支援対

策は急を要する施策であり、整備、改修は有効

な手段である」と答弁されました。 

 また、「児童広場の改修はもとより、体育館

正面にあります噴水等複合的な改修をすること

により、四季を通じて子供たちや親子が触れ合

い、夢中になって遊べる施設へ、また、安心し

て安全に楽しんでいただける施設への改修に向

けて検討を進める」との前向きな答弁をされて

おられます。 

 さらに、議会開催日の市長の施政方針でも、

未来への挑戦の中で、「子供を育てやすい環境

づくり、子育て世代を応援してまいります」と

述べておられます。 

 市長は、２期３年目に入りましたが、ハード

面ではこれまで陸上競技場の多目的利用型への

改修に取り組んでおられます。このことは、市

民の健康増進や生きがいづくりに役立つことで

しょう。 

 このようなことから、次に取り組むのはこの

児童広場の改修、整備ではないですか。整備さ

れるならば、多くの子供たちや親御さんたちが

喜ばれると思います。国の交付金等が厳しく満

足できる額が望めない中、幸いにふるさと応援

基金があります。思い切って基金を投入し、早

急に整備されるべきと考えますが、市長の考え、

決意を伺います。 

○市長（尾脇雅弥）  川越議員の御質問にお答

えをいたします。 

 私も子育て支援対策は、未来への挑戦として

しっかりとまちづくりを進めていく上で、施政

方針の大きな柱としても掲げているところでご

ざいます。 

 御質問の児童広場の整備につきましては、市

民満足度調査でも遊具の整備が強く望まれてい

ることは承知をしております。 

 先ほど土木課長が説明をいたしましたけれど

も、この中央運動公園は平成27年度から都市公

園事業として採択をされまして、児童広場を含

めた公園全体の施設のリニューアルを計画をし

ているところでございます。 

 この事業は、国の２分の１補助で、補助裏は

起債を活用して事業推進を図っているところで

ございます。 

 議員の交付金の割り当てが厳しいようであれ

ば、ふるさと応援基金を活用した早急に整備さ

れるのではないかという御質問でございますけ

れども、このふるさと応援基金を活用しまして、

平成27年度に幼児の遊具施設の要望がございま
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したので、市内の４カ所の公園、水之上団地公

園や中央公園、垂水鉄道記念公園、道の駅たる

みずに幼児でも安心して遊べる遊具の設置をし

たところでございます。 

 しかしながら、中央運動公園の児童広場につ

きましては、都市公園事業での整備計画がござ

いましたので、設置を見送った経緯がございま

す。 

 この基金で設置した遊具は１基当たり50万か

ら60万円ぐらいでございまして、現在、児童広

場に設置する遊具は大型のコンビネーション遊

具やブランコ、ベンチ、あずまやなどの整備を

想定をしておりますので、数千万円の費用がか

かるのではないかというふうに考えております。 

 このように高額な費用を必要といたしますの

で、現在、都市公園事業で実施することが決定

している事業に、市の単費であるふるさと応援

基金を全額つぎ込んで児童公園を整備するより

も、中央運動公園整備にはまだほかの施設もご

ざいますので、事業採択を受けているこの交付

金事業を活用して整備を図ることが有利である

というふうに考えております。 

 しかしながら、子育て支援に関する早急な投

資は、先ほど話がありましたように、垂水市の

現状を真剣に考えたときに私も必要であると考

えております。ただいまふるさと応援基金の活

用を提案していただきましたので、そのことを

十分前向きに検討して、市民に喜ばれ、安心し

て安全に楽しんでいただける施設の整備を図っ

てまいりたいと考えております。 

 川越議員を初め議員の皆様の御理解もよろし

くお願いを申し上げたいと思います。 

○川越信男議員  前向きな答弁をいただきまし

た。児童広場は、市内の幼稚園や保育園及び小

学校低学年の遠足の場所としても利用されてい

るようです。 

 また、本市の運動公園の施設を利用した大会

等がある際には、市内外からも多くの子供連れ

が訪れます。整備されるならば交流人口にもつ

ながり、相乗効果も大きいと思います。児童広

場の現状は決して満足できる状況ではありませ

ん。本市の人口減少対策並びに子育て世代の環

境整備については、市長の公約の一つであり、

本市にとりましても重要かつ早急に取り組むべ

き課題であると認識しております。 

 早期実現に向けて、実効性のある取り組みを

早急にお願いしまして、２番目の医療体制の充

実についての２回目に入ります。 

 先ほど市長のビジョンをお聞きしましたが、

やはり３月末をもって垂水徳洲会が閉院すると

いうことが、現実問題として市民の一番の不安

として残っているということでございます。 

 通院患者にすれば、他の開業医のところもあ

るでしょうが、市内の入院となりますと、垂水

中央病院の役割は大きくなってまいります。そ

こで、垂水中央病院の充実の一つとして、先ほ

ど垂水中央病院の運営を通じて、以前から協力

していただいている鹿児島大学から、今回の徳

洲会病院の閉院に対して何らかの具体的な協力

というのがあったのか、保健課長に伺います。 

○保健課長（鹿屋 勉）  おはようございます。

議員の鹿児島大学医学部の具体的な協力があっ

たのかとの質問にお答えいたします。 

 垂水徳洲会病院の閉院問題は、非常に大きな

問題でございまして、市としましては、市民に

よる存続を願う署名運動への協力、市長による

徳洲会本部への存続要請、関係各方面への存続

の働きかけなど、でき得る限りの対策を講じた

わけでございますが、地域内における過剰なベ

ッド数の調整という方向性を含む地域医療構想

への対応と、医師不足、施設の老朽化を理由と

して、垂水徳洲会病院を閉鎖し、大隅鹿屋病院

への集約を図るという徳洲会本部の強い経営方

針は覆らず、結果としては、昨年11月の理事会

決定により、本年３月末をもっての完全閉鎖と

なります。 
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 この事態を受けまして、何とか垂水中央病院

の機能充実をということで、病院運営の指定管

理者でございます肝属郡医師会にお願いしたと

ころ、医師の増員問題については、やはり鹿児

島大学医学部医局の協力が不可欠であるとの御

助言をいただきましたので、市長と私とで鹿児

島大学医学部の心臓血管・高血圧内科学、いわ

ゆる第一内科に数回にわたって足を運び、大石

教授に市の状況をお伝えし、協力をお願いして

きたところでございます。 

 また、教授にはもっと垂水を知っていただく、

実際に現場を見ていただくということで、垂水

市まで来ていただきまして、信頼関係の構築に

努めたところでございます。 

 その結果、徳洲会本部が垂水市からの撤退の

大きな理由として上げましたように、地方にお

ける医師確保が大変厳しい状況となっている中

で、鹿大第一内科医局から１名の増員をいただ

けることになりまして、現在派遣されている医

師５名に加えて、新たに本年４月に就任の予定

でございます。垂水徳洲会病院の閉院に伴い、

予想される患者数の増加に対応できるものと期

待しているところでございます。 

 また、垂水中央病院の体制といたしまして、

３月末をもって現在の安部院長が退任され、４

月には現在副院長でございます竹中俊宏氏が就

任されますので、現在の方向性を踏まえつつ、

より充実した体制になっていくものと期待して

おります。 

 以上です。 

○川越信男議員  ありがとうございます。鹿児

島大学の協力のあるなしが、垂水中央病院の運

営に大きく影響することがわかりました。私は、

昨年の３月の一般質問で健康寿命を延ばす政策

について質問いたしましたが、この連携は垂水

中央病院の存続のためだけでなく、健康寿命を

延ばすためにも、これからますます重要度を増

してくるものと考えますが、そこで鹿児島大学

との連携の考え、見通しについて市長に伺いま

す。 

○市長（尾脇雅弥）  鹿児島大学医学部との連

携の考え、見通しについてお答えをいたします。 

 現在、垂水市においては、健康長寿、医療、

介護、そして国保の保険者事業としてさまざま

な事業を行っているところでございます。 

 鹿児島大学医学部と大きく連携をして、保健

課の所管する事業にとどまらず、健康長寿、子

育て支援に関する課題解決のため、市役所全体

で取り組みたいと考えております。 

 先ほど保健課長から名前の上がった鹿児島大

学医学部の第一内科の大石教授でございますが、

教授は、大阪大学医学部から招かれて、平成25

年に鹿児島大学医学部の教授に就任をされてお

り、現在は鹿児島大学病院の副病院長という重

責も担っておられます。 

 日本老齢医学会では、理事というお立場でも

ございまして、幅広い人脈を持っておられます。 

 ４月には、鹿児島大学医学部の保健学科教授

に、大石教授を慕って全国の理学療法学会でも

有名な牧迫飛雄馬氏が就任されることにもなっ

ております。垂水市が行う事業にも協力をして

いただく予定です。 

 このような大きな影響力のある大石教授の指

導のもと、鹿児島大学医学部の人材や知見を生

かし、垂水市の地の利や温泉、食の宝を最大限

活用し、日本が抱える少子高齢化に対する新し

い取り組みを垂水市をフィールドにチャレンジ

したいと考えております。 

 また、そのことについて、大石副学長にも了

解をいただいております。 

 現在、多岐にわたるプロジェクトのため調整

中でございますが、５月のゴールデンウイーク

までには記者会見等を行い、中身を発表する予

定でございますので、詳細はもうしばらくお待

ちをいただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 
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○川越信男議員  ありがとうございました。市

民が安心していつまでも住み続けられるまちの

実現のため、いろいろと考え実行されるようで

す。今後の動きを見守らせていただきたいと思

います。 

 それでは、教育旅行の取り組みの２回目に入

ります。 

 １回目で聞きましたが、今まで築き上げてき

た教育旅行の取り組みは、やはり受け入れ家庭

の方々の思いとおもてなしではないかと思いま

す。今後も推進していく事業であるならば、市

も積極的に運営に助言を行っていただき、充実

させていくことが必要だと思います。 

 そこで伺います。熊本地震で激減したと聞き

ますが、平成28年度の実績はどのような状況に

なっているか、わかっていれば国内、国外の実

績はどうなったか、教えてください。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  川越議員の

本市の教育旅行の取り組みにおける平成28年度

の実績についての質問にお答えいたします。 

 まず、国内の教育旅行でございますが、３校

399人を受け入れたところでございます。例年

と比較いたしますと、昨年４月に発生した熊本

地震の影響で、８校がキャンセルとなったため、

大きく減少したことから、その対策といたしま

して、今年度は早目の誘致活動を行い、そのフ

ォローを行ったところでございます。 

 また、平成25年度から民泊による受け入れを

開始しておりますインドネシアの教育旅行でご

ざいますが、これまで４校153人を受け入れた

ところであり、今年度におきましては、３月に

１校を受け入れる予定でございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。私

は、教育旅行については、前もお聞きしました。

受け入れ家庭からの相談があったことから質問

しましたが、人口増が見込まれない状況で、交

流人口のフレーズが数年聞かれました。その先

駆者が教育旅行だったと思います。 

 北の道の駅たるみず、猿ケ城の森の駅たるみ

ず、南の拠点整備など交流人口の拠点は整備さ

れていきます。何とぞ受け入れ家庭を大切にし、

いま一度市主導のもと、受け入れの団体と連携

をしていただきたいと思います。 

 それでは、最後に南の拠点整備の２回目の質

問といたします。 

 １回目で地方創生交付金の垂水市の交流施設

整備の事業費及び財源等について聞きましたが、

財源について確認したいと思いますが、交付金

5,892万円に対して、残りを補正予算債という

ことですが、市の持ち出しはどうなるのですか。

お聞きいたします。 

○企画政策課長（角野 毅）  川越議員の質問

にお答えをいたします。 

 財源につきましては、全体事業費から地方創

生拠点整備交付金を差し引いた残り２分の１が

市の単独分でございます。単独分は、補正予算

債の対象となっており、100％地方債を充当で

きるものとなっており、かつ償還金について交

付税措置の対象となっておりますことから、実

質的に市の持ち出しはほぼ生じない有利な交付

金となっております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  このマリンスポーツ等ができ

るこの施設整備を鹿屋体育大学と連携していく

とのことですが、具体的にどのような形で連携

していくのか、伺います。 

○企画政策課長（角野 毅）  鹿屋体育大学と

はどのような形で連携をしていくのかという御

質問にお答えをいたします。 

 これまでも鹿屋体育大学とは健康づくりやス

ポーツ振興に対して連携をしてまいりました。

その中で、海洋スポーツ分野においては、大学

との協力者会議を通じまして、ＳＵＰの取り組

みについて情報をいただいております。 

 ＳＵＰ癩癩スタンドアップパドル・サーフィ
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ンと申しますけれども、これにつきましては、

サーフボードの上に立って、パドルでこいで前

に進む新しいマリンスポーツということでござ

います。 

 不安定なボードの上でバランスをとるために

体幹が鍛えられるなど、エクササイズ効果が非

常にあることから、子供さんから高齢者まで幅

広い年齢層で楽しむことができ、近年、日本各

地で人気が高まっております。 

 また、東京オリンピックや鹿児島国体に向け

て、さまざまなスポーツへの関心が高まってき

ておりますので、こういったＳＵＰを初めとす

る新しいマリンスポーツの紹介でございますと

か、スポーツ経営の観点を取り入れた施設整備

と管理運営のあり方について、鹿屋体育大学と

連携をして取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 私の生まれ育った浜平地区は、子供のころ貝

掘りをする人などで大変にぎわっていたことを

思い出します。 

 今回、ＳＵＰはサーフボードに立ち、パドル

でこいで進むという新しいマリンスポーツです

が、体幹も鍛えられるとなると、健康づくりに

も役立つ大変おもしろそうなスポーツという印

象を受けました。家族連れで遊ぶこともできそ

うなので、かつてのにぎわいが取り戻せるので

はないかと期待したいと思います。 

 最後に要望としますが、答弁にもあったとお

り、東京オリンピックや鹿児島国体を控え、ス

ポーツへの関心が高まっておりますから、ス

ポーツ振興、そして健康づくりという視点も加

えて、鹿屋体育大学としっかりとした連携、そ

して関係課との連携をしっかり図り、推進して

いただきたいと願い、私の質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、10時35分から再開いたします。 

     午前10時24分休憩 

 

     午前10時35分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ３番、堀内貴志議員の質問を許可いたします。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  本日２番手で登壇しました、

垂水の実り生む風の堀内貴志でございます。き

ょうの質問は、私にとって２期６年目、24回目

の一般質問になりますが、関係各課の皆様にお

かれましては、本日も積極的な御答弁をよろし

くお願いいたします。 

 さて、来年１月にスタートするＮＨＫ大河ド

ラマ、原作、林真理子さん、脚本、中園ミホさ

んの西郷隆盛を主人公とした「西郷どん」が決

定し、主役の西郷隆盛役には俳優の鈴木亮平さ

んが演じることが決まりました。 

 来年2018年のＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」

の放映は、明治維新150年の節目と重なること

から、その相乗効果も生み、鹿児島県の交流人

口増に大きな期待が持てると言われています。 

 そして、2019年には南九州を中心とした高校

総体、2020年には国民体育大会というように、

ここ数年は鹿児島県を舞台にしたイベントも連

続します。 

 さらに、東京オリンピックの開催という効果

も期待できることから、まさにこの数年は、鹿

児島県にとって最大のビジネスチャンスがやっ

てくると思っています。 

 我が垂水市においても、特に観光振興の関係

では、その波にしっかりと乗れるように取り組

んでいただきたいということを訴え、質問に入

らせていただきます。 

 まず、大きな１つ目は、垂水市の観光振興に

ついてお尋ねをいたします。 
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 県観光統計によると、県内を訪れる観光客も、

九州新幹線が全線開通した５年前に474万7,660

人だった県内宿泊者数も右肩上がりで推移し、

昨年は549万2,400人だったそうです。 

 冒頭でもお話ししましたが、来年はＮＨＫ大

河ドラマ「西郷どん」も始まります。鹿児島地

域経済研究所によると、過去の大河ドラマでは、

1990年の「翔ぶが如く」で183億円、2008年の

「篤姫」では262億円という経済効果をもたら

したと言われています。 

 放映開始にあわせて、鹿児島市は関係団体と

実行委員会をつくり、加治屋町の市立病院跡地

が有力候補とされていますが、大河ドラマ館の

建設予定を公表しました。 

 また、鹿児島県もポスター作成、ロケ地対応、

ツアー企画提案など、ドラマのキャンペーン事

業費として１億4,250万円の予算をつけました。 

 さらに、西郷隆盛に関するゆかりの地を管轄

する各自治体でも、観光誘致に向けた取り組み

をするなど、既に活動は始まっています。 

 市長は、平成29年度の施政方針の中で、市長

の２期目の公約は元気な垂水づくり、経済・安

心・未来からなる３つの挑戦ということを言わ

れ、その中で経済への挑戦の中では、観光振興

に取り組み、交流人口の増加による雇用を生み

出し、所得向上を図りますと話されましたが、

このＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」のことは一

言も触れておられませんでした。 

 私は、ことしから来年にかけて観光振興、観

光誘致の関係では、ＮＨＫ大河ドラマ「西郷ど

ん」の関係は重要なキーワードの一つになると

思っていますが、市長はどのように考えておら

れるのか、まずはその見解をお聞かせ願います。 

 大きな２つ目は、垂水市の観光協会の現状と

あり方についてお尋ねします。 

 去る２月26日に観光協会が主催する「春を呼

ぶ垂水土人形展」が開催されました。ことしで

５回目となり、昔の風情を再現した着物を着た

パレードをしたり、垂水土人形絵つけ体験をし

たり、年々工夫を凝らしたイベントを開催して

動員数をふやしています。 

 垂水市観光協会は、垂水土人形展以外にも、

「垂水千本イチョウ祭り」を開催したり、ＹＯ

ＳＡＫＯＩ祭りに協賛、後援して店を出店した

り、また、自転車のレンタルや毎月第１、第３

水曜日にうまかもん市を開催したりと、幅広く

活動されています。 

 また、市内外から訪れる方々や市内の小・

中・高校生の史跡めぐりのガイドを担当された

り、垂水市の史跡・歴史の情報発信にも貢献を

されております。 

 そんな中で、特に垂水市出身の先祖のルーツ

をたどりたいと県外から訪ねてこられた方々に

は、その方が知り得た情報をもとに先祖の史跡

やお墓を探し当てて、大変感謝されたこともあ

ると聞いています。 

 さらに、垂水市観光協会のホームページは、

この数年の間につくられ、垂水市の史跡やイベ

ントの開催を掲載するとともに、日々更新して

垂水市の情報発信をされていることは、皆様御

承知のとおりだと思います。まさに、垂水市の

観光振興に大きな役割を果たしているのが、垂

水市観光協会ではないでしょうか。 

 当然、行政当局も観光パンフレットを作成し

たり、県外の物産展やイベントに参加して、垂

水市を幅広く広報されていますが、まさに今は、

官と民の両輪がしっかりと動いている状況では

ないかと思っています。 

 ただ、観光協会の運営に関して、私個人とし

て心配な面がありますので、今回のテーマに入

れさせてもらいました。 

 まずは、現在の観光協会の現状、活動状況と

役割についてどのように認識されているのか、

お尋ねします。 

 大きな３つ目は、雇用の創出と定住対策の取

り組みについてお尋ねします。 
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 ２月２日の新聞に、平成28年10月１日現在の

市町村別の年齢別推計人口調査結果が掲載され

ていました。 

 その調査結果を見ますと、垂水市は高齢化率

39.8％、年少人口率9.8％で、高齢化率は県内

ワースト４位、年少人口率はワースト２位とな

っています。 

 鹿児島県全体でも、初めて高齢化率が30％を

超えたようでありますので、高齢化率がさらに

進んでいるという結果が出ています。 

 市長が就任した平成22年10月時点での高齢化

率は35.0％、年少人口率は10.3％で６年後の平

成28年10月との差は高齢化率で4.8ポイント上

昇、年少人口率は0.5ポイントマイナスとなっ

ています。市長が就任されて人口減少対策に真

摯に取り組まれていると思いますが、この結果

をどのように考えておられるのか、お尋ねいた

します。 

 大きな４つ目は、子育て相互援助活動につい

てお尋ねします。 

 この問題について、私は３年前、平成26年の

一般質問の中で２回にわたり質問し、回答を求

めていますが、その際に、検討する、先進地の

事例を踏まえて調査研究していくなどと答弁を

いただいていましたが、実施するという積極的

な答弁はいただいておりませんでした。 

 そのころ、私自身も子育て真っ最中であり、

子育て世代の代表として少しでも子育ての負担

を軽減するつもりで訴え続け、そして、立ち上

がった暁には利用するつもりでいました。 

 あれから時が経過し、下の子供もこの４月に

中学生になります。今では一人で料理して御飯

もつくれますし、親と一緒に出かけようと言っ

ても、友達と遊びにいってくると言って、親と

行動をともにせず、いい意味で自立できるよう

になりました。 

 このたびやっとこの子育て相互援助活動、フ

ァミリーサポート事業が予算化され、実現に向

けて動き出したということで、私の家庭では利

用できる旬の時期を過ぎたと思いますが、低学

年の子供さんがいる家庭にとっては、待ち望ん

でいた大変ありがたい事業が立ち上がるのでは

ないかと喜んでおります。 

 まず、このたび実施するまでの経緯と、その

事業内容について改めてお尋ねします。 

 また、子育て相互援助活動、ファミリーサ

ポート事業については、子育て支援センターが

窓口になって実施するということですが、子育

て支援センターの役割と業務の違いについて教

えてください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  堀内議員の質問にお答え

をいたします。 

 鹿児島の大きなイベントの一つとなります明

治維新150周年を迎え、大河ドラマ「西郷ど

ん」の放映が決まったことについては、本市の

観光振興と地域活性化の取り組みにおいて大き

なチャンスであると考えているところでござい

ます。 

 堀内議員が指摘をされましたように、平成29

年度施政方針においては、「西郷どん」という

具体的な文言については記述をしてありません

が、新年度予算要求等について関係各課に積極

的な対応を指示したところでございます。 

 また、私自身、脚本家の中園ミホさんを初め

関係者の皆様ともお会いをしたところでござい

ます。 

 具体的な取り組みの内容につきましては、担

当課が答弁いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  堀内議員の

本市の観光協会の現状とあり方並びに課題につ

いての質問にお答えいたします。 

 垂水市観光協会の現状でございますが、観光

部会と特産品部会を軸に、本市の観光地のＰＲ

や教育旅行、スポーツ合宿等の誘致や受け入れ
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体制の充実等を図るなど、交流人口の増加に向

けた取り組み、また、本市が誇る農林水産物を

中心に６次産業化を推進し、販路拡大を図るこ

とを基本方針として事業を実施しているところ

でございます。 

 これらの事業展開につきましては、市長が掲

げる公約の一つである経済への挑戦において、

柱となる６次産業化と観光振興に一致するもの

でございます。 

 具体的な事業といたしましては、先ほど堀内

議員が言われましたように、「高峠春のつつじ

祭り」や「千本イチョウ祭り」「垂水土人形

展」の開催や、まさかり海水浴場の開設、レン

タサイクル事業の実施など、また、ＰＲ活動と

いたしまして、関西かごしまファンデーへのイ

ベントの出展や、市役所で月２回定期的に開催

する「うまかもん市」など、さまざまな活動を

通じて本市の魅力ある観光資源の情報発信を行

っているところでございます。 

 課題でございますが、観光協会は、現在、そ

の運営費用のほとんどを会員の会費と市からの

補助金で賄っており、そのほかに大きな収入源

がないことから、新たな事業展開や人件費等の

捻出ができない状況であること、また、観光情

報の発信や観光案内において、後継者の育成が

必要であると考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  堀内議員の御質問でござ

います、人口減少対策に対してどう受けとめて

いるかについてお答えをいたします。 

 高齢化率と年少人口率でございますが、今議

員から御指摘があったとおり、数字上は非常に

厳しい状況だと受けとめております。 

 しかしながら、年少人口については、平成27

年度に策定された垂水市人口ビジョンに示され

た推計値と比較をいたしますと、プラス34人と

なっていることから、子育て支援策等について

は一定の効果があらわれていると考えておりま

す。 

 国も人口減少対策のため、地方創生の取り組

みを推進しており、本市も人口ビジョンとあわ

せた総合戦略を策定し、最重要課題として取り

組んでおります。特に地方創生の取り組みは、

ＰＤＣＡサイクルの徹底を求めているようでご

ざいますので、総合戦略に掲げた各種事業の検

証は、まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

の評価を確認しながら、引き続き、成果を意識

して取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、第４次垂水市総合計画の検証結果にお

きましては、市民満足度調査の結果から、市民

ニーズが高かった働く環境の充実、医療体制の

充実、人口減少対策といった政策に対して、思

い切った施策展開が必要であるとしていること

から、新年度予算においても、雇用創出や定住

対策、そして、子育て支援関連予算の充実を図

った予算編成になったと考えております。 

 年少人口割合がこれ以上低下することのない

よう、取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○福祉課長（保久上光昭）  それでは、子育て

相互援助活動についての御質問にお答えをいた

します。 

 三世代同居世帯の減少、核家族化の進展等と

いった家族形態の変化、過疎化などにより住民

同士の地縁関係が薄れることで、地域の結びつ

きが弱まり、地域社会とのかかわりの希薄化、

地域での子育てを支援する機能の低下等が問題

となっている今日、子供を地域の人たちが相互

に支え合うための仕組みの一つとして、平成29

年度から児童の預かり等の援助を受けることを

希望する保護者と、当該援助を行うことができ

る方との相互援助活動に関する連絡調整を行う

事業でありますファミリーサポート事業を実施

することといたしました。 

 まず、ファミリーサポート事業を実施するに

至った経緯についてでございますが、この事業
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に関しましては、先ほどありましたように、平

成26年３月の第１回定例会における堀内議員の

一般質問において、事業実施の要望が出され、

同年６月の第２回定例会の一般質問においても

質問をされ、今後先進地の事例を踏まえ、利用

したい方の意見を聞き、ニーズ調査の分析も行

い、調査研究をする旨の答弁をいたしておりま

した。 

 平成27年３月策定の垂水市子ども・子育て支

援事業計画策定作業において、平成25年11月か

ら12月に実施いたしました子ども・子育て支援

事業計画策定に伴うアンケート調査結果を見ま

すと、ファミリーサポート事業自体を知らない

保護者もある中での利用意向が12.4％あり、自

由記述の意見でも、ファミリーサポート事業実

施の要望が寄せられておりました。 

 また、子育て支援センターを利用する保護者

からも、子供の一時預かり事業の要望がありま

した。 

 そのようなことなどから、垂水市子ども・子

育て会議の審議で、現在事業はないが、利用意

向が高い事業として事業計画に盛り込まれ、平

成28年度までに実施体制の確保、事業創設に向

けての検討を行い、平成29年度からは事業実施

と位置づけられたところでございます。 

 その後、志布志市や出水市、鹿屋市、霧島市

等の先進地での研修視察や、平成28年９月に、

利用したい保護者や援助できる方の意見を聴取

するために開催をした事業説明会の結果などを

踏まえ、調査研究・検討を重ね、子育て支援セ

ンターで一体的に運営する形で、子育て支援の

事業実績と人材を有する垂水市社会福祉協議会

に業務委託して実施することといたしました。 

 次に、事業内容でございますが、保育園等の

開園前や閉園後、放課後児童クラブ終了後の児

童の預かり及び送迎、冠婚葬祭や通院、参観日

などの子供の預かり、育児・妊娠中の買い物等

の家事援助などといった援助を受けることを希

望する子育て中の保護者と、当該援助を行うこ

とができる方との相互援助活動に関する連絡調

整を行うこととなっております。 

 そして、利用までの手順といたしましては、

まず、子育て支援センターに設置をいたします、

ファミリーサポート事業を推進していくための

会員組織となりますファミリー・サポート・セ

ンターで、援助を受けることを希望する子育て

中の保護者には利用会員として、当該援助を行

うことができる方には提供会員として会員登録

をしていただきますと、利用会員にはサポート

センターが提供会員を紹介し、事前打ち合わせ

を実施、良好な関係のもとにサービス利用を開

始することとなります。 

 実際のサービス利用の依頼・提供等の調整に

ついては、会員同士で行っていただき、サポー

トセンターへは提供会員からの定期的な報告を

いただくこととなっております。 

 また、利用料につきましては、他市の状況を

勘案しまして、平日の１時間が600円、延長30

分ごとに300円、土日祝日等の休日は１時間が

700円で、延長30分ごとに350円という料金設定

にしており、支払いは利用会員が提供会員に直

接支払う仕組みとしてございます。 

 以上のような内容・手順で実施をしてまいり

ますが、本市の確実な子育て支援の充実につな

がるように、サービス利用の促進、登録会員の

拡大を図る目的で、利用会員登録時に平日の10

回10時間分、無料で利用できる子育て応援券を

配布することとしております。 

 あわせまして、保護者が出生届け出や転入届

け出等で来庁されたときに、案内パンフを配布

したり、地域の集まりで説明をさせていただい

たりと、広報周知、会員の掘り起こしに努めて

まいります。 

 また、子供を預ける、預かるという事業内容

でありますことから、顔の見える関係性を構築

する必要がありますので、会員相互が参加して
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の交流会等の開催も検討してまいりたいと存じ

ます。 

 続きまして、子育て支援センターの役割とフ

ァミリーサポート事業の業務の違いについてお

答えをいたします。 

 子育て支援センター事業につきましては、就

学前児童及びその保護者が、相互の交流を行う

場所を開設し、子育てについての相談、情報提

供、助言その他の援助を行うことを目的として

おり、また、ファミリーサポート事業の業務に

つきましては、先ほど答弁申し上げましたよう

に、児童の預かり等の援助を受けることを希望

する保護者と当該援助を受けることができる方

との相互援助活動に関する連絡調整を行うとい

う事業内容となっております。 

 このように、それぞれの事業内容は異なるわ

けでございますが、子育て支援センターが子育

て支援に関する相談や助言、情報提供等を行う

従来業務とあわせまして、ファミリーサポート

事業を推進していくだけの会員組織となります、

ファミリー・サポート・センターとしての機能

をあわせ持つことにより、両事業に相乗効果を

生み出すという新たな役割が求められておりま

すことから、今後、両事業の一体的な運営に取

り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  それでは、大きな質問の２回

目の質問から開始いたします。 

 市長、施政方針の中で答弁なかったけれども、

既に各課には指示してあるということで一安心

したところですが、せっかくの「西郷どん」

ブーム、来年起こると思います。もう既に活動

始まっている自治体もある。垂水市もこの恵み

を受けなければいけないと思っております。 

 県内でいきますと、奄美大島では、西郷さん

が潜居した跡だとか、南大隅町根占では、西郷

逗留の地、要は猟をした、宿泊した場所などあ

ります。 

 西郷さんというのは温泉が大好きということ

で、温泉で西郷さんのゆかりの地ということで

上げているところもたくさんある。有名なのは、

薩摩川内市の高城温泉、日当山、これは坂本龍

馬で有名ですけれども、坂本龍馬に紹介したの

は西郷隆盛と言われています。あと指宿の鰻温

泉、近くでいきますと、桜島の有村温泉もよく

来ていたという情報はあります。 

 そういった関係で、今回「西郷どん」が放映

されることによって、これを出すことによって

観光客を誘致する、これ大きな戦略の一つであ

ると思います。 

 県も各市町村にゆかりの地の洗い出しを要請

したというふうに聞いております。垂水市もこ

の恵みを受けるために、ゆかりの地とそうなる

ようなスポットがあるのかないのか、それをお

聞きしたいということと、あと西郷隆盛に関連

して、資料や史跡、存在しないのか、お尋ねし

たいと思います。 

 そして、これは社会教育課長にお願いしたい

と思いますが、観光課長に、この「西郷どん」

の放映されるこの機会、垂水市にとっても観光

で誘致する最大のチャンスになってくると思い

ますけど、このブームを生かした取り組み、何

か考えておられるのかどうか、それをお聞きし

たいと思います。 

○社会教育課長（野嶋正人）  おはようござい

ます。それでは、堀内議員の御質問にお答えい

たします。 

 まず、「西郷どん」に関連する場所として、

垂水市には資料や史跡は存在しないのかの御質

問についてでございますが、これまで垂水市教

育委員会では、新城大都の上田家跡に、西郷南

洲翁仮宿跡の文化財説明板を設置しております。 

 これは、西郷南洲翁が明治維新の中核を担っ

たにもかかわらず、明治６年の政変に敗れ、薩

摩に下野した後、明治７年ごろから県内各地に

狩りに出かけるようになり、新城にも狩りに来
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るようになりましたが、このとき南洲翁が定宿

としたのは大都の上田家でございました。 

 このとき新城村の住民が、戸長以下南洲翁を

歓待したことから、南洲翁と新城住民等の交流

に関するエピソードが数多く伝えられ、それら

の中には南洲翁の人間味あふれる人物像を伝え

る貴重な伝承も残っております。 

 また、西南の役の際には、南洲翁を慕い、本

市からも牛根村、垂水村、新城村から計四百数

名が従軍しております。これらの内容につきま

しては、垂水市資料集１西南の役従軍記や同資

料集10新城編及び本市の中島信夫さんが編さん

されました「ふるさとの歴史新城編」において

取りまとめられているところでございます。 

 なお、「西郷どん」の制作については、昨年

の11月にＮＨＫから正式に発表されましたが、

それを受けまして教育委員会の対応といたしま

しては、まずは、南洲翁と垂水との歴史上のつ

ながりをまとめましたパンフレットを作成する

ように計画し、その作成費用等を平成29年度当

初予算に計上しておりますので、議会の議決を

いただきましたならば、今後児童生徒を初め、

本市を訪れた方々に配布するなど、さまざまな

場面で活用してまいりたいと考えております。 

 なお、今回の「西郷どん」の原作者や演出家

の話によりますと、今までにない西郷像を描き

たいとコメントをされておりまして、南洲翁の

新たな面がクローズアップされていくことにな

りますが、それらを見きわめながら今後関係課

や歴史関係の団体等との連携を図り、教育委員

会としてできることを検討してまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

 済みません、続きまして、史跡の先ほど質問

の中にありました、南大隅町のような資料館の

ような話の御質問にお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、西郷南洲翁仮宿跡の現

況は説明板のみで、明治10年当時を再現するも

のや、南洲翁が残したと伝承されております小

刀や遺物につきましても、時代の経過や戦災等

で現存していないところであります。 

 同じような史跡といたしましては、先ほど議

員の質問の中にもありましたように、南大隅町

の根占に西郷南洲翁宿所跡があり、そこには今

でも当時のまま残されている母屋や手水鉢が残

されておりまして、歴史的な史実を裏づけるも

のとなっております。 

 議員御提案の件につきましては、まず、広報

誌等を通じて市民に情報提供をお願いいたしま

して、十分な資料が収集できましたら、それら

の活用について検討していきたいと考えており

ます。 

 また、社会教育課といたしましては、先ほど

も答弁いたしましたとおり、当面は南洲翁のパ

ンフレットの作成・活用を図るとともに、今後

関係課や歴史関係の団体等と連携をとりながら、

来期の大河ドラマを通じての垂水市の活性化の

一助になりますよう努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  堀内議員の

「西郷どん」効果に便乗した観光振興に係る取

り組みについての質問にお答えいたします。 

 先ほど市長が申し上げましたように、大河ド

ラマ「西郷どん」の放映決定は、本市の観光振

興において大きなチャンスであると考えている

ところでございます。 

 今回、「西郷どん」効果に便乗した取り組み

といたしまして、平成29年度予算において、明

治維新150周年カウントダウン垂水ツアー体験

交流型観光ビジネスモデル確立事業という事業

名で、市内の「西郷どん」にゆかりのある歴史

的資源、食、風景にスポットを当て、市内を周

遊する着地型ツアーを計画し、予算計上したと

ころでございます。 

 具体的には、ツアーの実施につきましては、
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旅行エージェントに委託する予定で、季節を体

感できるツアーを四、五本計画しているところ

でございます。 

 内容につきましては、企画案の段階でござい

ますが、「西郷どん」のロケ地候補や社会教育

課長から答弁がありました、ゆかりの場所をめ

ぐるコンセプト、「侍が愛した垂水食卓」と題

して、「西郷どん」が食した食事の再現など、

「西郷どん」にかかわるものに垂水島津等の史

跡、文化財めぐり、また薩摩ボタン等の工芸品

や農作物収穫の体験メニューを加えてツアー商

品として造成し、垂水の豊富な観光資源の情報

発信を行おうと計画しているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  今社会教育課長から古文書が

あったと、パンフレットをつくるということと、

あと史跡については、今後検討していくという

ことです。 

 まず、古文書の中に出てくるのが西南の役、

西南の役出発点は、垂水から四百数名の方が行

かれたということです。どうも聞くと、出発点

は垂水小学校のお長屋の跡、お長屋のあるとこ

ろ、あそこが出発点というところですから、そ

れも一つの史跡になるんではないかなというこ

とで、それを生かした取り組みが必要になって

くるんではないかなと思います。 

 それであと、新城癩癩パンフレットをつくる

のはいいです、新城については、私も行きまし

た。検討をするって課長は言われましたけども、

ただ看板が立っとるだけですよ。あれだけで観

光客は誘致できるのかなと思います。 

 だから、例えば今後検討していただきたいん

ですけど、模擬家屋を設置して、空き家を利用

して模擬家屋を設置して、そこで先ほど観光課

長が言われたように、垂水の食を食べさすとか、

あと当時のことは再現できないまでも、パネル

を空き家に展示するとか、見る場所をつくる必

要があるのではないかなと思います。すぐには

回答できないと思いますので、そういうことも

考えながら検討していただければなと思います。 

 あと観光課長、ツアーをされると言われまし

た。今社会教育課長にも言いましたけど、垂水

って食はいいです、食べる分は。食べる分はい

いんですけど、見る場所がどこなのと、具体的

な場所、まだ出てきていませんよね。 

 例えば新城に行っても看板が設置してあるだ

け、ロケ地ってまだロケ地も決まっていない、

どこを見るんでしょうか。それがちょっと不思

議だなと思いました。ツアーを組むのはいいん

だけど、来てくれるのかなという疑問点も残り

ます。そういうところも含めながら今後検討し

ていただければなと思います。 

 あと、多分来年以降、「西郷どん」が放映さ

れるということになると、鹿児島県には多くの

観光客がやってくると。 

 私つい先日、２月11日、鹿児島市で同窓会や

ったものですから、この際泊まっていこうと思

って宿を予約しようと思ったら、ないんですよ、

特に安い宿は。あったのは城山観光ホテル２万

幾らの宿、低価格の宿ほとんど、ほとんどあい

てなかったです、ネットで調べたら。そういう

状況もう発生しているんですよ。 

 ということは、ブームになったらもっともっ

と観光客が来るということは、宿泊所も不足す

るんではないかな。垂水市には今度ＡＺができ

るんですよね（発言する者あり）できる予定も

あるんですよね。 

 それで、新しく荒崎のあそこには宿もできて

います。そういった宿、あとこれまでにもある

アザレアホテルだとかいろんな宿泊箇所もあり

ます。宿泊地で誘致するということも考えなけ

ればいけないのかなと思います。 

 あとロケ地の立候補、ロケ地を案内するツ

アーの中に入っておるんですけど、ロケ地の立

候補として出とるのか出ていないのか、その点
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を踏まえてもう一言ちょっと答弁を求めたいと

思います。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  まず、ロケ

地候補、これにつきましては、上野台地、清掃

センター近くの山にＮＨＫが３回ほど視察に来

ております。これは、３月には決定をするとい

うことで、このツアーはカウントダウンツアー

ということで、ロケ地候補になりました、ロケ

地になればいいんですけど、そういうことでツ

アー商品として造成しております。 

 また、先ほども申し上げましたけど、いろい

ろ垂水の薩摩ボタン等工芸品、以前行いました

タマネギの収穫ツアーというのも大変好評でご

ざいましたので、そういうのも加えてたくさん

の人に来ていただけるように企画していきたい

と考えております。 

○堀内貴志議員  今上野台地がロケ地の場所と

して立候補して、３月末には結論が出るという

ことでありますので、ロケ地になるように皆さ

んで願わなければいけないと思います。 

 そして、ロケ地になった暁にはまたそこを活

用した取り組み、そのためにはロケ地のところ

の写真も撮らなきゃいけないだろうし、看板も

立てなければいけないだろうし、そういったと

ころで取り組みをしていただきたいなと思いま

す。 

 いずれにしましても、来年「西郷どん」の放

映が始まります。冒頭でも話しましたけども、

高校総体もある、その翌年には国体もある、い

ろんな意味でこれから鹿児島県が注目されるそ

の波に乗っかるのは、今から仕掛けをかけなけ

ればいけないと思います。ぜひとも、その仕掛

けに打ち勝つようによろしくお願いしたいと思

います。 

 ２つ目の質問に入ります。観光協会の現状と

あり方。 

 観光協会、課長からもお話がありましたとお

り、すごいいい活動をしている。多分この近年

だと私は思います。分離してからだと思います。

数年前に分離したと思いますけど、それから活

動すごい活発になってきたなと思っております。 

 今のメンバー、垂水市の観光振興を何とかし

ようという方々の集まり、ボランティア精神で

身銭を切ってすばらしい活動をして運営されて

いると。決して自分のためだけではない、垂水

市を何とか一生懸命何とかしようという方々が

集まっていられるということです。 

 しかし、その方々も時代とともに世代交代の

ときが必ずやってきます。そうした人に次の人

に確実にバトンを渡すことができるかというと、

私はそこに問題点があると思うのです。 

 解決しなければいけないのはたくさんあると

思いますけれども、まず、場所の問題、今現在、

観光協会の観光部が分離してＮＰＯ法人まちづ

くりたるみずの施設を借りている。その施設は

ＮＰＯ法人の理事が負担していると。ＮＰＯ法

人には予算がないんだと、要は市のために一生

懸命やっているにもかかわらず、ＮＰＯ法人民

間が資金を提供していると、そのところでやっ

ていると。 

 あと人の配置、人の配置についても調べてみ

たら、観光部については、１人分１カ月１万円、

年間で12万ですよ。そんなことで、今の人はや

っていただけます。今の人はやっていただけま

すけど、次の代に渡したときに、次の代がやっ

ていただけるか、これ大きな問題だと思います。

これを改善しなければいけない。 

 特に今、場所って言いましたけど、場所、そ

の場所については、資料館的な立場にもあるん

ですよ。 

 前回の議会で資料館建設については、請願書

が出されて採択されたといういきさつもありま

す。だから、資料館建設はいずれしなければい

けないということですけれども、今民間のそこ

で資料館的なこともやっている。その重要な役

割を持っとるところでもあるということだけ認
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識していただきたいと思います。 

 このまま触れずにそっとしておくのかという

と、私はそうは思わないと、一度で解決できな

くても、一つ一つ解決できるところから解決し

ていかなければ前には進まない。次世代にこの

観光協会、引き渡すために今から体制づくりが

必要だと思いますけれども、その点について観

光課長、どう思われますか。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  堀内議員の

観光協会運営における課題、まず、観光協会の

事務所の問題でございますが、現在、垂水市商

工会と連携した事業実施を考えております。空

き店舗活用等の取り組みを視野に入れながら、

観光協会の会長や役員の皆様と検討してまいり

たいと考えているところでございます。 

 また、人件費等の運営費等の問題でございま

すが、今後は垂水市観光協会として稼ぐ力を身

につけていただく取り組みを行うことが重要に

なってくると考えております。 

 新たな事業展開に向けて、関係者と協議をし

ながら検討してまいりたいと考えております。

そういうことで、人件費の問題等も解決される

んじゃないかと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  確かに稼ぐ力、身につけるこ

と大切だと思います。だけど、稼ぐ力をつける

ためにはある程度の資金もないといけないと思

います。先行投資ということもあります。ぜひ

とも、その点も市長を含めて、財政課も含めて

観光協会には支援をお願いしたいと思っており

ます。 

 これに関係して、南の拠点今度整備されます。

私は、一つの考えとして、今観光発信基地とい

うものが垂水市にあるのかと癩癩場所的な問題

ですよ、あるのかというと、私はないと思って

います。 

 垂水市は情報を発信する手段はあります。イ

ンターネットだとか、市報だとかあります。場

所的なやつはないと思うんですよ。そのために

言えることは、今度南の拠点整備されます。 

 まず、情報発信基地をつくる目的というのは、

情報発信基地に来て、多くの人に来ていただい

て、そこから情報発信して、垂水市のよさを広

める。そしてそこから次の場所へ行っていただ

く。いわゆる垂水に滞在する時間を長くするた

めの情報窓口でもあるわけですよ。 

 そうすることによって、お土産を買う、飲食

をしてもらう、結果的に経済効果に結びつくと、

そういう利点がある。だから、情報発信基地、

場所というのは重要になってくるんではないか

なと思います。 

 現在、南の拠点整備されております。南の拠

点、目的、観光振興の一環として情報発信基地

としての役割もあるというふうに聞いています。

そうですね、企画課長。はい。 

 当然、企画政策課が進めている南の拠点事業

の中に情報発信基地、観光振興としての情報発

信基地という事業が入っているわけですから、

水産商工観光課も入ってさまざまな提案をされ

ていると思います。 

 今先ほども言いました、観光協会、場所的な

問題で拠点がないという大きな問題点がある。

南の拠点これから整備する、目的の一つ情報発

信基地、観光協会の役割も観光振興と情報発信、

ともに一致すると思います。観光協会のブース

の設置を含めて、南の拠点に連携した取り組み

できないものか、企画課長と観光課長、それぞ

れの立場で御回答お願いします。 

○企画政策課長（角野 毅）  堀内議員の御質

問でございます。 

 南の拠点における情報発信機能のあり方とい

うことにつきまして、お答えをいたします。 

 情報発信機能につきましては、道の駅の機能

として設置が義務づけられており、南の拠点に

おける情報発信機能の必要性につきましては、

十分に理解をしているところでございます。 



－60－ 

 現在、この情報発信施設の整備につきまして、

国土交通省と協議を継続しているところでござ

います。協議の状況でございますけれども、昨

年８月29日、国土交通省九州地方整備局におき

まして、道の駅の整備における情報発信施設の

重要性及び利便性についてアドバイスをいただ

き、南の拠点の基本設計において、その内容を

反映いたしております。 

 この内容でございますけれども、南の拠点施

設は、国道220号と垂水フェリーの主要道路に

隣接する立地条件から、基幹道路としての道路

の交通情報、また大隅半島における観光と産業

の玄関口としての役割が期待されておりますこ

とから、垂水市や大隅半島の観光情報、さらに

豪雨・台風災害・桜島火災災害などによる防

災・気候の情報等も必要と考えております。 

 このような各種情報等を利用者のニーズにマ

ッチした形で情報発信できるよう計画している

ところでございます。 

 あわせて、多くの方に活用していただくため

に、情報発信施設から全室を経由してトイレを

利用していただくなど、利便性の高い動線にな

るように指導もいただいているところでござい

ます。 

 今後は、国土交通省との協議とあわせまして、

垂水市観光協会を初め関係機関と連携を深める

ことで、必要とされる情報の収集に努め、より

魅力ある情報発信の機能を整備するということ

について、注力していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  南の拠点へ

の観光協会の事務所設置につきましては、水産

商工観光課といたしまして、道の駅の機能を備

えた観光情報発信の拠点施設となる南の拠点に

観光協会の重要な役割である観光案内などのイ

ンフォメーションを含め、観光協会の事業運営

を目的とした体制づくりを行うことにつきまし

ては、本市の観光の推進において有効なことで

あると考えます。 

 そのためにも、今後の観光協会の運営や方針

等を含め、会長を初め役員の皆様とも意見交換

を行いながら、意向を確認する必要がございま

す。 

 あわせて、南の拠点の所管課であります企画

政策課を初め、国交省など関係機関と協議をさ

せていただきたいと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  観光課長、今道の駅たるみず、

国交省がつくった情報発信基地ですかね、施設

ありますよね、あの施設についてどう思われま

すか。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  道の駅は、

端末等は置いてあり機能は備えておりますが、

十分な役割はまだ今のところ果たしていないと

考えております。 

○堀内貴志議員  私もそう思うんです。あそこ

は確かにパンフレットは置いてある。端末を置

いてある。だけど、余り見る人はいないですよ

ね。私、あそこで年４回アンケート調査をした

ことがあります。それで、アンケート調査をす

ると、調査しとるところに聞きに来るんですよ。

ちょっと時間２時間あるんですけど、いい温泉

はありませんかとか、これからどこかに行きた

いんですけど、行く場所ありませんかとか、釣

りはどこでできますかとか、そういうのを聞き

に来るんです。 

 だけど、道の駅にはそういう聞けるところは

ないんですよ。何言いたいかって、やっぱり人

の配置、人の配置がどうも必要になってくるん

ではないかなと。道の駅の情報発信基地は、私

は機能を果たしていないと思うので、ああいう

機能じゃなくて、やっぱり人を配置することが

重要になってくるのではないかなと思います。 

 観光課長、これから国交省なんかと協議して

いくと言われましたけれども、これまでは検討
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していなかったのか、その点ちょっと聞きます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  これまでの

ところはまだ検討していないところでございま

す。まず、観光協会の意思を確認するというこ

とで、まずそれが最優先でありますので、それ

も確認しておりませんので、協議はしていない

ところでございます。 

○堀内貴志議員  私どもの説明のほうに、企画

政策課長からは、南の拠点については垂水市の

情報発信基地、観光振興の拠点ということは何

回も聞いているんですよ。その聞いているにも

かかわらず、担当する所属の課がそれについて

提案をしていないということ、これはちょっと

私は今不思議に思います。 

 来年７月ですか、８月ですかオープンする１

年前に、それがまだ今まで１回も検討されてい

ないということは、これは一つ大きな問題点で

はあるんではないかなと思います。 

 南の拠点、つくる目的、地方創生、指定地域

活性化、経済活性化、人口減対策、さまざまな

事業が取り組まれています。今観光課について

だけ言いましたけれども、各課においても主管

する業務の中で、その目的に達成するために道

の駅、南の拠点、生かした取り組みできるはず

なんですよ。今提案できるはずなんです。その

ことをしっかりとするべきではないかなと思い

ます。 

 今後、南の拠点、特に観光振興について観光

課、観光協会連携した取り組みをしっかりとし

ていただくということでよろしいかどうか、市

長でもいいし、課長でもいいです。最後に答弁

お願いします。 

○企画政策課長（角野 毅）  庁内の横の連携

ということでございますけれど、南の拠点整備

事業に関しましては、プロジェクトチーム癩癩

関係課長を主といたしますプロジェクトチーム

の発令等いたしております。 

 今、堀内議員のほうからございました、情報

発信機能ということにつきましても、我々もど

のようなあり方がより効果的な情報発信のあり

方になるのかということにつきましては、検討

を進めておりますけれども、そこに入る組織で

ございますとか、団体でありますとかいうこと

になりますと、それぞれの所管課の確認も必要

になってまいりますので、今後、再度さらなる

プロジェクトチームの協議を深めていきたいと

考えます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  大きなところで私のほう

で申し上げたいと思いますが、堀内議員お話が

ありました「西郷どん」との関連も含めて、お

っしゃるとおり、ここ数年、国体までの一つの

どうやってまちづくりを進めていくかというの

は、大きな課題だというふうに思っております。 

 従来申し上げておりますとおり、６次産業化

と観光振興というのを一つの柱にしてまちづく

りを進めていくんだと。その中で３つの拠点を

つくって、浜平のエリアにもう一つ拠点をつく

って、現在120万程度の交流人口を200万人にふ

やして、経済効果につなげていくということで

あります。 

 そのためには、今お話しありました具体的な

観光協会との連携等々も含めて大事なことだと

いうふうに理解をしております。 

 ここ数年、かなり活発に観光協会の皆さんも

活動を進められております。もちろん我々もま

ちづくりの中でいろんなことをやりながら、提

案もしなきゃいけないわけですけれども、一方

で、観光協会の皆さんとのさらなる連携を密に

とって、具体的なものをやっていけば、もっと

いいものになるというふうに思っております。 

 情報発信に関しては、道の駅の部分が少し外

れたところにありますので、スペースとしては

あるんだけれども、十分活用されていないとい

うのもそのとおりだと思います。そのことも踏

まえて、自主的には協議をしております。です
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ので、かなりそこの道の駅とはちょっと違う中

心的な情報発信のイメージもあるようでありま

すので、その辺も詳細詰めて、いいものができ

るように検討してまいりたいと考えております。 

○堀内貴志議員  ぜひとも、観光協会と連携し

て、人の配置が私は優先すると思います。人を

配置して情報発信する。どこかの窓口と兼ねて

もいいわけですよ。聞きに行ったときに、案内

してくれる人、配置する、これは重要ではない

かなと私個人は思います。そのことも踏まえて

検討していただきたいなということにします。 

 ３つ目の質問、雇用の創出と定住対策の取り

組みについて。 

 市長答弁の中で、人口ビジョンを比較してプ

ラス34名ということで、一定の効果が出ている

のだということを言われました。確かにそのと

おりかもしれません。 

 市長が就任されてからいろんな事業を展開さ

れている。空き家対策事業、家財道具の撤去費

用だとか解体費用、あと空き家リフォーム、で、

定住促進についても、住宅リフォーム、特に子

育て世帯については額を多くしている。空き家

バンクの賃貸住宅に対する助成、そのことが効

果を得てこの評価につながったと思います。も

し、しなけりゃもっと悪い結果が出たのではな

いかなと思います。 

 そして、今年度新規にまた事業を立ち上げま

す。地域若者「就地」拡大プロジェクト事業、

予算額1,000万、民間賃貸住宅家賃助成事業、

予算額3,000万、これも定住に結びつくいい事

業だと思いますが、その目的と内容についてち

ょっと教えていただきたいと思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  堀内議員の御質

問でございます、地域若者「就地」拡大プロジ

ェクト事業の目的、内容についてお答えをいた

します。 

 地域若者「就地」拡大プロジェクト事業は、

国の地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさ

と納税制度の認定を受けました事業でございま

す。 

 事業期間は、平成28年度から平成30年度まで

の３年間、28年度400万、29年度1,000万、30年

度1,000万、総事業費2,400万円、全額を企業の

寄附を充当する計画でございます。 

 事業概要でございますが、本事業は大学等の

教育機関と連携をし、学生が地域での実践的な

経営スキルを学び、仕事のやりがいを実感して

もらうことで、本市の企業が魅力ある雇用の場

との認識を持ってもらい、市内企業への就業へ

導き、定住へつなげる事業でございます。 

 平成28年度は鹿児島大学、鹿児島国際大学、

鹿屋体育大学、垂水高校と、平成29年度以降に

行う教育プログラムにつきまして協議を行い、

各学校の特性に応じた教育プログラムを作成し

たところでございます。 

 以上でございます。（「民間賃貸住宅」と呼

ぶ者あり） 

 続きまして、民間賃貸住宅家賃助成事業につ

いて、その目的と内容についての御質問にお答

えをいたします。 

 当事業は、平成29年４月１日以降に、垂水市

内で婚姻により民間賃貸住宅へ入居される若年

夫婦の世帯及び市外からの転入世帯に対し、家

賃補助を行うことにより、移住の促進及び定住

人口の増加を図ろうとするものでございます。 

 また、補助金額につきましては、婚姻により

民間住宅に入居される若年夫婦世帯及び市外か

らの転入でゼロ歳から中学卒業までの子供が２

人以上いる世帯につきましては月額１万5,000

円、市外からの転入世帯につきましては月額１

万円、単身者の転入につきましては月額5,000

円支給するもので、補助対象期間は３年間とな

っております。 

 対象となる民間賃貸住宅につきましては、家

賃から住宅手当等を差し引いた金額が月額４万

円以上の住宅で、単身者については３万円以上
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の住宅となっております。 

 なお、対象外となる物件につきましては、市

営住宅等の公営の賃貸住宅、社宅、官舎、また

は寮等の事業主から貸与を受けることのできる

住宅でございます。 

 本市の喫緊の課題でございます人口減少対策

については、現在、住宅取得費助成事業等さま

ざまな定住促進事業を実施しており、一定の成

果を上げてきておりますけれども、市民満足度

調査におき市民ニーズが高い結果が出ており、

さらに思い切った事業展開が必要なことから、

市長公約の一つでございます、未来への挑戦と

して御提案をさせていただいたものでございま

す。 

 この支援策により、市外からの転入促進や市

内からの転出抑制が図られ、交付税の確保につ

ながることや、定住促進による労働力の確保、

市内経済の活性化が期待されるものと考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  時間が余りないですので、一

つだけ要望しておきます。 

 これ東串良がやった定住促進の事業、垂水市

の新聞の折り込みチラシに入っていました。要

は何が言いたいかというと、せっかくいい事業

をやっても、市民が知り得ない。これは広く伝

わらないと効果は出ないと思うんです。やる以

上は効果を出さないといけない。そうすると、

周知徹底をしなければいけないということです。 

 東串良はこうしてチラシに入れとると、多分

大隅半島は全部配布されたんじゃないかな、だ

から周知は徹底されると、これは参考にしてい

ただいて、周知を図っていただきたいというこ

とをこれ要望にしておきます。 

 最後の質問、子育て相互支援、これについて

ですが、いい事業を展開して、これについても

やっぱり広報を徹底して、市民に広く広めて利

用してもらう、これがまず一番ではないかなと

思います。 

 活用することによって、保護者の方もより活

動的な、より多くの活動ができるということに

なります。 

 最後に一つ、この事故防止、いい事業をやっ

ても事故があってはなりません。事故防止につ

いてとあと事故発生時の責任の所在について、

この点だけ聞いて終わりにしたと思います。 

○議長（池之上誠）  福祉課長、答弁は簡潔に

お願いします。 

○福祉課長（保久上光昭）  事故対策と発生時

の責任の所在についてお答えいたします。 

 この事業を始めるに当たりまして、万が一の

事故を念頭に28年９月と12月に２回事前講習会

を開催いたしまして、事故防止対策の講座や子

供とのかかわり合い方に関する講座などを受講

していただきました。 

 事業開始後も同様の講座を続けてまいります

ので、引き続き、会員のほうには受講していた

だくような体制づくりに持っていきたいという

ふうに思っております。 

 また、事故発生時の責任の所在についてでご

ざいますが、サポートセンターでは安心安全に

活動していただけるよう、入院、通院、死亡等

の保証保険制度を設けましたが…… 

○議長（池之上誠）  時間が来ております。 

○福祉課長（保久上光昭）  活動中の事故につ

いて双方の理解のもとに活動できるように、今

後周知を図っていきたいと思います。 

○堀内貴志議員  終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、14番、川畑三郎議

員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  ３月に入り、春の便りが聞こ

えてくる時期になりました。昨日は、公立高校

の卒業式があり、公立高校の入試と続きます。

若かりしころの思いが頭をよぎります。 

 それでは、先日通告しておりました案件につ
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いて質問いたします。 

 運動公園改修事業についてお尋ねをいたしま

す。 

 垂水中央運動公園陸上競技場は、多目的利用

型へ改修され、本年度10月にリニューアルオー

プンの予定であります。あり方検討委員会で協

議され、提言され、改修事業が始まっておりま

す。現在の進捗状況をお知らせください。 

 次に、農林水産事業について。 

 昨年の９月20日未明、南大隅町付近に上陸し

た台風16号は、垂水市に再接近し、猛烈な風雨

により市内全域に深い爪跡を残しました。 

 道路や橋の一部崩落、家屋・農林水産物等に

甚大な被害を与えましたが、これから本格的な

復旧工事が始まろうといたしております。激甚

災害、局地激甚災害の指定を受けての現在の災

害復旧の状況をお知らせください。 

 新規事業として、農村地域防災減災事業とし

て1,000万円計上されております。ため池ハ

ザードマップの作成とあります。市内には幾つ

かのため池が水田に水を供給する重要な農業施

設であります。しかし、昨年の台風16号でも、

５カ所のため池で大量の土砂が流入し、機能を

完全に失っている状況であります。 

 幸いにため池本体に被災がなく、下流域の住

民の影響がなかったことはよかったと感じてお

ります。ただ、東北大震災や熊本地震のような

大規模な地震が発生した場合や、大雨による本

体が被災したことを考えたとき、大変心配であ

ります。 

 そこで、今回計上してありますため池ハザー

ドマップの作成の内容をお知らせください。 

 水産業におきましても、牛根漁協事務所棟に

土砂の流入がありましたが、垂水の基幹産業で

あります水産業への事業導入は大変大事であり

ます。今年度の水産業の事業の内容をお知らせ

ください。 

 南の拠点整備事業について。 

 ６次産業化と観光振興を実現するため、道の

駅と地域振興施設の整備を図るとして、２億

647万円の予算を計上されております。いよい

よ事業実施となります。補正予算ではマリンス

ポーツ整備について、実施設計委託、工事、関

連施設整備、備品購入費等に１億1,779万円の

予算が計上され、本日可決されました。用地交

渉も進められていると考えます。現在の状況を

お知らせください。 

 新庁舎建設関連事業について。 

 建設後五十数年が経過し、早急な対策が求め

られている本庁舎は、平成28年度中に庁内で組

織されている垂水市庁舎建設等検討委員会から、

新庁舎建設の検討結果報告を受け、外部検討組

織を立ち上げ、基本構想・基本計画づくりに着

手したいとのことであります。 

 新庁舎建設に向けての事業スケジュールをお

示しいただき、１回目の質問を終わります。 

○土木課長（宮迫章二）  運動公園改修事業に

ついてお答えいたします。 

 運動公園改修事業についての御質問は、平成

28年第１回定例会で改修計画について川畑議員

よりございました。 

 第２回定例会では、川越議員の御質問で平成

28年度の工事計画についてお答えしておりまし

て、ほぼ計画どおり進捗しているところでござ

います。 

 それでは、現在の陸上競技場の改修工事の状

況につきまして御説明いたします。 

 本年度より陸上競技場から多目的グラウンド

へと改修工事を実施しておりますが、現在の状

況といたしましては、グラウンド整備工事を２

工区、散水施設としましての給水管工事を３工

区、西側の防球フェンス設置工事を１工区発注

しており、ほぼ完成している状況でございます。 

 平成29年度は、南側階段式スタンドと北側土

盛りスタンドに観覧席の設置工事、周囲の防球

フェンス設置工事、グラウンド内外周のウオー
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キングコースの設置工事を実施する計画でござ

います。 

 また、メインスタンドの外壁改修工事や維持

管理機械の収納倉庫、トイレの設置工事もあわ

せまして実施する計画ですが、いずれも10月の

リニューアルオープンを目標に完成を予定して

いるところでございます。 

 続きまして、台風16号災害工事の現状につき

まして、公共土木施設災害について土木課でお

答えいたします。 

 台風16号災害の被災の状況や復旧計画につき

ましては、12月議会でお答えしたところでござ

いますが、災害査定が議会期間中に実施されま

したので、査定結果から御報告いたします。 

 査定は、10次査定が12月13日から16日まで18

件で査定率が98.2％、11次査定が12月19日から

22日まで11件で査定率が97.9％、全体で98％の

査定率で、ほぼ申請どおり認めていただいたと

ころでございます。 

 このうち、応急工事で実施した箇所もござい

ますが、現在の作業としましては、実施設計書

に組みかえ、県の審査を受け、順次発注してい

るところでございます。 

 これまで指名委員会を３回実施しました。今

後、入札が実施されますが、発注する工事は全

て29年度への繰越工事となります。災害現場に

よりましては、他の現場との関連で立ち入れな

い箇所もありますので、そのような箇所は29年

度の発注を考えております。 

 なお、中洲橋の橋梁災害復旧工事につきまし

ては、28年度に現在の橋梁の解体工事を発注し

ます。29年度に橋台や橋脚の下部工事、30年度

に上部工事を計画しております。これは、本城

川の河川内に立ち入っての工事となりますので、

梅雨や台風シーズン、また潮の干満の影響も受

けるため、１年を通しての作業が困難となるた

め、どうしても３年間の工事期間が必要になり

ます。 

 文化会館や運動公園を利用される市民の皆様

方や、近隣の企業関係者の皆様方には大変な御

不便をおかけしますが、御理解、御協力をよろ

しくお願いいたしたいと思っております。 

 また、災害関連地域防災崖崩れ対策事業の急

傾斜工事、下本城、上原田に井川地区でござい

ますが、これは２月10日に決定を受けましたの

で、年度内に実施設計業務委託の発注をしまし

て、できるだけ早く完成できるように工事発注

したいと考えております。 

 以上でございます。 

○農林課長（森山博之）  川畑議員の御質問に

お答えをいたします。 

 農林課所管の台風16号災害によります国庫補

助申請は、昨年12月22日までに耕地・林道災害

全て終了をいたしております。 

 その結果、農道及び水路などの農業用施設が

36件、約４億8,000万円、水田及び畑の農地は

約30ヘクタール、47件、約３億5,000万円、林

道災害につきましては、海潟麓線を含みます３

路線20工区、３億2,000万円を採択をしていた

だきました。 

 また、耕地災害の補助率につきましては、本

年１月６日に九州農政局で実施をされました補

助率増嵩申請審査におきまして、農業用施設

99.3％、農地96.6％と激甚災害の指定を受けた

こともありまして、大変高い補助率を受けるこ

とができました。 

 加えまして、林道災害におきましても、各路

線により補助率が異なりますが、97.2％から

99.7％の決定をいただいたところでございます。 

 なお、執行状況でございますが、現在、県農

政部から本年度復旧工事の施工実施にかかりま

す割り当てに基づき、被災規模及び緊急性など

を考慮し工事発注を行っており、２月24日まで

に農業用施設11件、農地30件が落札決定してお

ります。 

 今後は、３月10日までに農業用施設、農地、
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林道災害合わせて32件を執行する予定でござい

ますが、特に水田につきましては、可能な限り

本年の作付に間に合うよう受注業者とも連携を

図り、早期完成を目指してまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、農村地域防災減災事業のため池

ハザードマップの内容につきましては、全国の

ため池の多くは老朽化が進行し、近年、局地的

な大雨や東日本大震災、熊本地震などの発生に

より、ため池の被害が全国的に発生をいたして

おります。 

 加えまして、農村地域では過疎化や受益者の

高齢化が進み、適切な管理や緊急時の情報伝達

が的確に実施されていないことなどが懸念され

ております。 

 これらのことにより、ため池が被災を受けた

場合に迅速かつ安全に避難するための参考資料

としての活用や、防災減災意識の醸成を目的に、

平成25年２月に農林水産省が制度化した補助事

業を導入しようとするものでございます。 

 今年度、本市が予定をしております箇所につ

きましては、市内にあります10カ所のため池の

中から、貯水量及び下流域の人家戸数等採択要

件を満たしております感王寺上奥ため池、感王

寺下奥ため池の２カ所についてハザードマップ

の作成を行い、対象世帯の方々に配布するもの

でございます。 

 また、同時に、県農村整備課におきましても、

堤体のボーリングを実施し、耐震性能の調査を

行うこととしており、県と市が一体となって取

り組み、対象区域の防災機能の向上と住民の生

命、身体及び財産の保護を図ろうとするもので

ございます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  川畑議員の

水産業における平成29年度の事業についての質

問にお答えいたします。 

 水産業における平成29年度の事業でございま

すが、まず、継続的な事業といたしましては、

垂水市漁協が係留施設の更新、牛根漁協が水揚

げ荷さばき施設の改修を行う種子島周辺漁業対

策事業、両漁協が開催しているカンパチ祭とぶ

り大将祭り、並びに学校給食の食育支援を行う

水産振興支援事業、人工種苗購入助成事業、水

産業新商品開発専門人材雇用支援事業、柊原沖

に魚礁を設置する広域漁場整備事業、海面環境

保全事業、藻場や干潟の地域資源の維持回復を

図る水産多面的機能発揮対策事業等に対する補

助金等を予算計上し、水産業の活性化を図ろう

とするものでございます。 

 特に水産振興支援事業に係る補助金につきま

しては、イベント等のさらなる充実を図るため

に増額をお願いしているところでございます。 

 次に、平成29年度からの新たな事業でござい

ますが、地域振興推進事業補助金といたしまし

て、体験型教育旅行等のツーリズム事業の推進

において、漁業体験利用者の安心安全や情報発

信を目的として、垂水市漁協が行う事業に対す

る補助金、また６次産業化施設整備補助金とい

たしまして、水産業の６次産業化や漁業体験等

の推進を目的とした施設整備に対して支援を行

うもので、具体的に平成29年度は牛根漁協管内

の漁船漁業の活性化を目的として、新たな取り

組みでありますイワガキの養殖に対して支援を

行おうとするものでございます。 

 また、漁港整備につきましては、県が事業主

体となり、引き続き海潟漁港と牛根麓漁港の整

備を行う予定でございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  川畑議員の御質

問でございます、南の拠点整備事業における土

地売買の状況についてお答えをいたします。 

 南の拠点整備事業における用地取得につきま

しては、用地交渉を進めるため、用地取得に必

要な税務署への手続、金融機関からの借り入れ、

買い取り価格の決定など各種手続を並行して進
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めており、これらの手続完了予定の３月から用

地交渉を始めたいとの報告を受けているところ

でございます。 

 各種手続の進捗状況でございますが、まず、

税務署への手続は地権者の方々の土地売買に伴

う税負担の軽減を図るため、租税特別措置法に

よる租税控除適用の事前協議を行い、平成29年

１月26日、税控除適用可能であるとの通知があ

ったと報告を受けております。 

 次に、金融機関からの借り入れでございます

が、市内４金融機関を対象に借入先を決定する

ための入札を実施し、貸付条件として最も利率

の低かった金融機関へ借り入れ申し込みを行い、

平成29年２月の28日に金融実施決定の取引約定

書を取り交わしたとの報告を受けております。 

 次に、買い取り価格の決定でございますが、

買い取り予定地の不動産鑑定を終えたことから、

不動産価額評定委員会を開催し、買い取り価格

の決定を行うとの報告を受けております。 

 以上でございます。 

 続きまして、新庁舎建設事業のスケジュール

についてお答えをいたします。 

 新庁舎建設に関しては、防災拠点の確保、行

政機能の維持という観点から、非常に重要な課

題として現在検討を進めております。 

 新庁舎建設関連事業の進め方でございますが、

これまで議会で答弁をしてきておりますけれど

も、改めてお示しさせていただきます。 

 現在、副市長を委員長とした庁内職員で構成

された委員会を立ち上げ、新庁舎の建設に関す

る調査検討を行っておりますが、さきの施政方

針でもありましたとおり、年度内に新庁舎建設

の検討結果報告書を取りまとめ、市長に提出す

る予定となっております。 

 この調査検討報告書については、議員の皆様

に御説明した後、新年度予算にもありますとお

り、学識経験者や市民代表等で組織をいたしま

す（仮称）市庁舎等建設検討委員会を立ち上げ

る予定でございます。 

 その後、この委員会の意見を踏まえまして、

基本構想及び基本計画案の策定に入る予定でご

ざいます。この基本構想・基本計画には、庁舎

機能や整備位置、事業手法や事業費等が盛り込

まれておりますが、市民との合意形成に十分配

慮しながら計画案の策定を進めてまいりたいと

考えております。 

 この基本計画策定以降は、事業手法の選択で

変わってまいりますけれども、一般的に基本設

計、実施設計、建設工事という流れになるもの

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、午後１時10分から再開いたします。 

     午前11時57分休憩 

 

     午後１時10分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 14番、川畑三郎議員の質問を続行いたします。 

○川畑三郎議員  それでは、午前中に引き続き

まして、質問をいたしたいと思います。答弁を

いただきましたので、これから一問一答式で質

問をいたしますので、よろしくお願いいたしま

す。順を追っていきます。 

 運動公園の改修事業にということです。見違

えるように運動公園が改修されて、10月のリニ

ューアルオープンに向けて整備されているよう

で、私もあり方検討委員会の一員として提案し

た中で、今、改修されているということで、大

変うれしい限りであります。これが終わります

と、ことしの予算の中で、川越議員の質問にも

ありましたとおり、体育館の改修事業も入って

いるようですけれども、この体育館の改修事業

の状況をお知らせいただきたいと思います。 

○土木課長（宮迫章二）  体育館の改修工事の
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現状につきましてお答えいたします。 

 体育館は、昭和55年から56年にかけて建設さ

れました。鉄筋コンクリートづくりの２階建て、

延べ床面積約5,300平米の建物でございます。

今回の改修につきましては、垂水中央運動公園

の長寿命化計画をもとに、平成32年度に開催さ

れますかごしま国体を考慮し、建物の耐震補強、

外壁、屋根の改修及びアリーナの床や各室内の

内部改修と全体的な改修を行うこととしており

ます。 

 これまで平成26年度に耐震診断、業務の委託

を行い、耐震補強が必要と判明いたしましたの

で、同年度に耐震補強計画業務委託も行いまし

た。実施設計につきましては、平成28年度に耐

震補強を含めた改修工事の実施設計を行ったと

ころでございます。改修工事につきましては、

平成29年度から31年度の３カ年間で計画し、初

年度となります29年度は、耐震補強と外壁及び

屋根の改修を行う予定としております。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  今の説明で、体育館のほうは

今年度から31年度にかけて改修というようなこ

とであるようです。32年のかごしま国体に向け

ての改修だと思いますので、しっかりとした改

修をやっていただきたいということを要望して

いきたいと思います。 

 さらに、運動公園の陸上競技場ですけれども、

多目的の利用型への改修される施設ですけれど

も、これの利活用はどう考えていらっしゃるの

か、現在の状況とか、これ少しわかったらお願

いいたします。 

○社会教育課長（野嶋正人）  それでは、川畑

議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、現在の状況でございますが、平成28年

度の改修内容や進捗状況及び平成29年度の工事

内容につきましては、ただいま土木課長より答

弁がありましたとおりでございますが、平成28

年度末までに整備いたします芝生等の管理につ

きましては、この４月から教育委員会において

管理を行ってまいります。 

 また、この（仮称）垂水スポーツランドは本

年10月のリニューアルオープンを予定しており

ますが、完成後の施設全般につきましても、同

様に教育委員会において管理運営を行ってまい

ります。 

 リニューアルオープン後の活用につきまして

は、これまでも市民の皆様に多く利用されてお

りますグラウンドゴルフやサッカー、ソフト

ボールなどの競技や外周603メートルのウォー

キングコースも整備しますことから、利用者の

多目的な利用に対応できるように、また、市民

の皆様が目的に応じていつでもどこでもいつま

でも生涯にわたってスポーツに親しみ、体力の

向上と健康の保持増進を図るという目的が達成

されますように、かつ従来よりも多岐にわたり

利用促進が図れるようにしっかりと準備をし、

手だてを講じてまいりたいと考えております。 

 また、今後の管理や活用に当たりましては、

市民の皆様や利用団体の皆様がより安全で安心

して利用していただけるように、さらに、より

便利で快適に利用しやすい活動の場として、身

近で楽しい施設となりますように努めてまいり

ます。 

 あわせて、水産商工観光課ともタイアップし、

スポーツ団体等の誘致活動にも力を注いでまい

りますとともに、広域的な大会等によります交

流人口の増加が図れるように運営してまいりた

いと考えております。 

 なお、本議会におきまして、施設の新名称の

議決をいただきましたならば、より市民の皆様

や団体等に親しまれる施設となりますように、

広報たるみずや市のホームページを活用し、施

設の愛称の募集を行い、利用促進が図られるよ

う情報発信に努めるとともに、市民の皆様が気

軽に参加できるイベント等も企画してまいりた

いと考えております。 
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 以上でございます。 

○川畑三郎議員  今、利活用については、社会

教育課長のほうで説明がありました。どうか、

市民の皆さんが立派に利用できるような施設が

できていくようによろしくお願いいたしまして、

この分については終わりたいと思います。 

 次に、農林水産業について、３つありますけ

れども、まとめていきますので、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

 台風16号における災害復旧の状況、今、土木

課、耕地課ということで説明がありまして、今

度の災害復旧の準備で土木課、農林課の職員は

大変私は苦労したと思います。査定も終わりつ

つあるということで、これからが復旧の本番で

あると思います。 

 そこで、後は今説明があったとおり、仕事は

進むと思うんですけれども、一つ、土木課長に

お聞きいたしますが、前も、私は一般質問だっ

たかなと思うんですけれども、飛岡川の国道沿

いの近いところの擁壁が壊れておりまして、通

行止なんですけれども、市道の小森１号線とい

うことで、ここの状況はもう入札があったかど

うかわかりませんですけど、どうなっているの

かどうか。それと、飛岡川の復旧工事ですけれ

ども、これも、災害当時、すぐ業者が入ってい

ただきまして、土砂を流出して車が通れるよう

にしていただいて、大変ありがたく思っている

んですけれども、まだ、河川の堤防とかが何カ

所が壊れている部分がありますが、そういった

ところの復旧の状況はどうなのか、この２点を

お願いいたします。 

 それと、耕地の部分ですけれども、今課長か

らお話がありました。特に、僕が心配するのは

農地復旧なんですけれども、耕作者にとりまし

ては、ことしの水田に作付に間に合うのかどう

かというのが大変重要なことでありまして、み

んな心配をされていますけれども、これまでや

りたいという、いろいろ声を聞くんですけれど

も、県の土木関係、市の土木公共災害等もあり

まして、建設業者の皆さんにも大変御苦労をか

けることとなりますけれども、これは、ぜひ復

旧を早く完了させていただきたいという要望が

あります。 

 そこで、災害復旧について、被災状況は、大

量の土砂が堆積したのに加えて、流木も大変流

入している状況が多いんですよね。これ災害復

旧を願っていると同時に、それの負担金につい

ても心配するところですけれども、先ほど激甚

災害を受けたと、そして、局地激甚災害は土木

のほうで受けたということで、負担金も安くは

なると思うんですけれども、具体的なその負担

率の状況と、その流木の処理にかかる関係です

けれども、これあたりは、市はどんな見解をし

ているのか、ここを少し御答弁をお願いしたい

と思います。 

○土木課長（宮迫章二）  御質問の箇所は、市

道小森１号線でございまして、この路線の復旧

工事は３月３日の入札予定としておりまして、

復旧工法も申請どおり認められ、環境保全型の

ブロック積み工法での復旧となります。 

 飛岡川の復旧工事につきましては、河川内の

埋設土砂につきましては、被災直後、河川が完

全に埋まりまして、下流の人家や農地の被害拡

大を及ぼすおそれがあったため、応急本工事で

実施し、災害査定でも100％認められたところ

でございます。 

 堤防が部分的に崩れている箇所がありますが、

上流にあるため池災害の土砂搬出や農地災害復

旧工事の進捗を見て、平成29年度中には発注し

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○農林課長（森山博之）  川畑議員の２回目の

御質問にお答えをいたします。 

 議員から御指摘のありましたとおり、今回の

農地災害の特徴として、土砂の流入に加えまし

て、大量の流木が流入をしております。御承知
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のとおり、農地の復旧には負担金が伴いますこ

とから、流木が流入をしております農地につき

ましては、その処理にかかります費用について

も御負担をしていただくこととなります。 

 しかしながら、今回のような激甚災害の指定

を受ける甚大な被害であったこと等を踏まえ、

市としましては、被災を受けました所有者並び

に耕作者の負担軽減及び生産意欲の向上を支援

すべく流木処理にかかります費用につきまして

は、市で負担できればと考えております。 

 加えまして、負担金につきましても、昨年第

４回定例会におきまして、市長の答弁にありま

したとおり、補助残分の２分の１を市が負担す

ることで、負担率を1.7％とし、当初の予定か

ら大幅な軽減が図られたところでございます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ありごとうございます。土木

課の分についても、復旧が進むということです。 

 特に、農地災害の復旧の負担率ですけれど、

今お話がありました、大方流木についても、市

で検討するということで、農地復旧率は1.7％

という状況があります。大変これはありがたい

ことで、少額で済むんです。みんな大変心配さ

れておって、ことし、田んぼにすれば、対応が

できるのかどうかというのはやっぱり心配があ

る中で、この負担率もこれだけ市が半分援助を

するということは大変ありがたいことですので、

これもやっぱりそういう説明する状況があった

ら、こういうことで、市も援助をして、災害復

旧に協力して頑張っていますよということを皆

さんにお知らせするのも大事かと思いますので、

何かの寄り合いがあったら、そういうことも、

僕はみんなに言ったほうがいいのかなと思いま

す。 

 この農林、土木については一応終わります。 

 水産業についてもやろうかなと思った、ごめ

んなさい、水産業はこれからいきます。水産業

における今年度の事業です。いろいろな面で、

水産業においても、市はいろんな援助を僕はし

ていると思うんです。今回も、いろんな面で、

補助事業を導入してやっております。流木の処

理の件ですけれども、この分についても、前、

県の予算がつき次第、流木の処理をするという

ことでありました。我々の今度の牛根での議会

報告会でも、流木の処理の問題が出ました。だ

から、皆さんもやっぱりどうなっているのかな

という状況がありますので、この処理はどんな

状況に今現在なっているか、お願いいたしたい

と思います。 

 それと、今、種子島周辺漁業対策事業です。

牛根漁協の水揚げの荷さばき所、施設の改修、

それと、垂水市漁協の係留、カンパチの係留施

設の新設ということで、大きな補助事業なんで

すけれども、この状況をもう少し詳しく教えて

いただきたいと思います。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  川畑議員の

２回目の質問にお答えいたします。 

 まず、牛根地区の流木についての質問でござ

いますが、台風16号による山腹崩壊の影響で大

量の樹木が錦江湾奥へと流木として流れ込んだ

災害への対応といたしましては、牛根漁協の組

合を中心に、県と連携のもと、復旧作業を行い、

回収した流木につきましては、二川港と旧牛根

中学校のグラウンドに仮置きしているところで

ございます。 

 先ほども言われましたとおり、流木の処分費

用につきましては、県が12月補正で予算措置を

する旨の回答をいただいておりましたことから、

現在もグラウンド内に流木が仮置きされており、

地域住民の皆様には大変御迷惑をおかけしてい

るところでございます。 

 現状でございますが、撤去作業は、順調に進

んでおり、県の担当者から、３月14日で牛根港

及び旧牛根中学校グラウンドにある流木の撤去

を完了する予定であると本日連絡をいただいた

ところでございます。また、グラウンドにつき
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ましては、整地まで行う旨の確約をいただいて

おりますので、地域の運動場として活用できる

ものと考えております。 

 続きまして、種子島周辺漁業対策事業につい

ての質問でございますが、この事業は、種子島

のロケット打ち上げによる漁業者への影響を緩

和することを目的とした事業で、平成29年度は、

垂水市漁協が、平成元年に設置した中俣沖の第

３次沖出し分の生簀係留施設を244台更新する

もので、全体事業費は２億4,000万円でござい

ます。また、牛根漁協は、平成２年に整備した

荷さばき施設桟橋の鋼管を補強する工事を行う

もので、全体事業費は１億1,980万円でござい

ます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  水産振興については、補助事

業もうまく利用してやっているようです。特に、

この種子島周辺漁業対策事業については、何回

となく毎年じゃなくても結構利用されている事

業ですので、両漁協としては、大変いい事業が

導入されるんじゃないかと思います。今後も、

またその後もあると思いますので、この辺もう

まく利用しながら、水産業の振興に頑張ってい

ただきたいと思います。 

 一応水産業についてはありますけれども、こ

の（２）の農地地域防災減災事業については了

解をさせていただきます。 

 次に、南の拠点整備についてであります。初

めて、僕はこの拠点整備について質問するわけ

ですけれども、前も全協のときに用地交渉の売

買について尋ねたことがあるんですけれども、

今、企画課長のほうでお話がありました。３月

には、今も進めて、いろんな面がうまくいって

用地交渉に入るということのようですので、そ

れもしっかりとした契約をとりながら進めてい

かないと、どっかでちょっとずれてしまうと、

この計画自体が長引くということになるような

気がしますので、そこら辺はしっかりとして進

めていってもらいたいということを要望してお

きます。 

 それと、一つ、今、ホテルの建設が進んでい

ると思うんですけれども、これが、僕の感じは、

もと持ち主が大福コンサルトいうとこが取得さ

れて、それを、垂水市の交換でされたというこ

とを聞いています。仕事は進んでいるようです

けれども、この状況を少しお話していただけれ

ばと思います。 

○財政課長（野妻正美）  御質問の市有地は、

平成28年９月の第３回定例会で土地開発基金財

産から普通財産として買い戻しを御承認いただ

きました旧垂水絹糸跡地のことと思います。こ

の土地は、９月議会でも御説明申し上げました

が、南の拠点整備事業を進めていく中で、計画

地の近隣にあることから、未利用であるため、

今後を見据え、売却も含めた利活用など、あら

ゆる方面に対応できるよう普通財産に変更した

ものでございます。その中、企画政策課が南の

拠点整備事業の計画地内の土地所有者を調べて

いる中で、ビジネスホテルを建設するため、農

地転用の５条申請を農業委員会へ提出されてい

る土地を確認しました。計画地内にホテルが建

設されると、国道から南の拠点計画地への出入

り口付近の通行の安全性確保が難しい問題が生

じることや、計画許可をいただいた国へ、再度

計画変更申請し許可をいただくまでの時間を要

し、計画がおくれるおそれがあることから、関

係課と協議を行いました。 

 その結果、市の方針決定を受け、財政課とし

ては、相手方所有地との交換及び売却の交渉を

行ったところです。交渉を数回重ねた結果、平

成29年１月31日に売買契約を締結しました。相

手方は大福コンサルタント株式会社です。契約

の内容は、大福コンサルタント様の土地４筆、

総地積2,317平方メートルと旧垂水絹糸跡地

3,992.19平米のうち、等積分を交換し、残りの

1,675.19平米を2,173万1,000円で売却したもの
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です。平成29年２月６日に相手方から代金の支

払いがあり、現在、双方登記名義を変更するた

めの必要書類を送付し手続中でございます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  土地の交換については、説明

を聞いて、一応私は了解します。この南の拠点

の整備とホテルとはまた別個だと思うんですけ

れども、そういうことで進んでいるということ

で、また、これについては、後で議員の方がま

たお尋ねになっているようですので、私はここ

で、この点については終わりたいと思います。 

 次に、新庁舎関連事業についてですけれども、

今まで何人かの議員の中で新庁舎の建設につい

て質問をされております。東日本震災、それと、

熊本震災において、庁舎が大きな打撃を受けた

というようなところもありまして、私たちも総

務委員会のほうで、庁舎の件について研修した

りいたしました。この庁舎も、垂水市の庁舎も

50年も経過しているということで、それがなく

ても、時期的には新庁舎の建設を考えていかな

ければならなかったのではないかという中での、

今、市有施設整備基金ということで少し準備を

しているような状況ですけれども、この状況下、

私の考えとしてはやっぱりいい時期に、これは

もう新庁舎を早く建設にかかるべきだとは思う

んですけれども、この整備基金の状況、今後の

見込みと積立金についてどうなっているのか、

説明をお願いいたしたいと思います。 

○財政課長（野妻正美）  市有施設整備基金の

残高と今後の積み立て予定についての御質問に

お答えいたします。 

 庁舎建設の財源といたしましては、今まで有

利な起債がないということで、市有施設整備基

金を優先的に積み立てますという説明をしてき

ております。平成29年度より熊本地震等を受け

て公共施設等適正管理推進事業債が、仮称では

ありますが新たに創設されました。この起債は、

事業費に対して90％充当可能で交付税措置もあ

るため、交付税措置がない一般単独債を借り入

れるよりも有利となります。しかしながら、交

付税措置は20％程度と低く、措置される期間も

平成29年度から平成32年度の４年間と短め目に

設定されているため、有利な起債とは言いがた

く、負担を大きく軽減するものではないと考え

ております。現在、市有施設整備基金の残高は、

平成29年１月末現在で10億81万円程度となって

おります。 

 今後の積み立て予定につきましては、事業費

が見込めない現状では具体的な額はお示しでき

ませんが、可能な限り積み立てを行い、後年度

への負担を減らしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  今説明がありました。今年度

の資料の中には、一、二年の積立金が何十万と

いうような状況をされているようですけれども、

庁舎のこの市有財産のほうについても、庁舎だ

けに使えるお金じゃないということですので、

何らかのやっぱり形をとりながら、今、財政課

長がおっしゃったように、やっぱり資金は、基

金を積み立ていくという状況を努力していかな

ければ、私はなかなか難しいかなと思いますの

で、これについても、今年その検討委員会の状

況が提案されておるというようなことですので、

一つこれにも時間がかかると思いますけれども、

前向きにひとつ取り組んでいってもらいたいと

いうことをお願いいたしまして、私のきょうの

質問をこれで終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

○議長（池之上誠）  次に、２番、梅木勇議員

の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［梅木 勇議員登壇］ 

○梅木 勇議員  午後の眠たい時間帯となりま

したが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 昨年７月26日を最後に、桜島の爆発的噴火が

とまり、冬になると、これまで北西の風により

降り注いでいた降灰がなく、寒さの中にも埃の
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ない澄んだ自然環境となり、灰まみれのない生

活や農作業などの日々が過ごせています。 

 そんな中、三寒四温を繰り返しながら、もう

じき春がそこまで来ているころとなりましたが、

先月19日、道の駅たるみず湯っ足り館で来館者

900万人達成記念式典及びイベントが開催され

出席しました。平成17年４月開設より11年10カ

月での達成となり、900万人目は岡山市の御夫

婦でありました。年間約80万人が訪れて、昨年

９月には口コミで選んだ、行ってよかった道の

駅で全国13位にランクインしており、垂水市及

び大隅を代表する観光施設となっていると新聞

記事にあります。昨年、一昨年と風水害により

国道の通行止や桜島の警戒レベルアップにより、

来館者が激減した時期もあったものの、最近で

は、土日や祝祭日などの駐車場をみますと、客

足が戻りつつあるのではと感じるところです。 

 また、先月26日の日曜日は、ことしで第５回

目となる春を呼ぶ垂水土人形展が開催されまし

た。当日は、着物姿で本町商店街から下宮神社

まで練り歩くパレードも行われましたが、オー

プンセレモニーに参りました。会場の本町商店

街旧川畑秀夫宅では、かなり古いものから近年

の明るい色彩の土人形が展示され、展示品には、

出展者の所持するに至った説明等が記され、時

代を感じることでした。 

 関係者はもちろん市長を初め、来賓の方々も

着物姿で望まれており、土人形が広く親しまれ

流通していたころの雰囲気が醸し出される中、

３名の女性による琴の演奏で始まり、あと垂水

出身の長崎大学准教授井手弘人氏の明治維新本

町の豪商川畑市兵衛、川井田善衛門の功績を語

る講演を聞き、明治の初期から中期の垂水の主

な産業を学びました。今回で第５回目となる春

を呼ぶ垂水土人形展の取り組みが拡大されまし

たが、関係者の御尽力のもと、ますます発展し、

認知度が高まることを期待したいと思います。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました質問に入らせていた

だきますので、御答弁よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、１点目、農村地域防災減災事業につい

て質問いたしますが、この事業については、た

だいま川畑議員が質問されましたので、重複す

るところ、あるいは割愛する点もあるかと思い

ますが、御了承願います。 

 平成29年度当初予算参考資料に新規事業とし

て、農村地域防災減災事業、ため池ハザードマ

ップの作成と説明がありますが、ただいま川畑

議員から台風16号で５カ所のため池に土砂流入

があったとありましたが、市内におけるため池

の地域ごとの地域ごとの所在とため池の管理状

況をお伺いいたします。 

 ２問目に新規作物についてでございます。昨

年12月、平成28年第４回定例会で新規作物につ

いて質問いたしましたが、これまで大隅地域振

興局や公設市場関係者、若手農家などの意見を

聞きながら慎重に検討を行っており、現在３品

目を候補として上げております。今後はさらに

検討を重ね、作付に向けて取り組んでまいりた

いと考えておりますと答弁されましたが、最終

的な選定作物を決定されたかお伺いいたします。 

 ３問目として、集落水道について質問いたし

ます。 

 水道には、呼称的表現として、上水道や簡易

水道等がありますが、今回の質問では、市が直

接管理、運営する上水道と簡易水道以外の、い

わゆる地域ごとに飲料水としている施設を集落

水道と表現することを御了承願います。 

 まず、地域ごとの集落水道の箇所数と衛生安

全等の維持管理状況と指導等をお聞かせくださ

い。 

 ４問目に、浄化槽設置整備事業について質問

いたします。 

 毎年継続事業として取り組まれて、ことしも

5,000万円を超える予算が計上されていますが、
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改めてこの事業の目的とこれまでの新規と単独

浄化槽等からの切りかえ実積を伺います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○農林課長（森山博之）  梅木議員の御質問に

お答えをいたします。 

 農村地域防災減災事業の実施につきましては、

２カ所を予定をしております。台帳によります

と、感王寺下奥ため池は、新城3957番地１に位

置し、大正２年に築造され、堤体の高さが4.5

メートル、長さ45メートルで1万8,000立方メー

トルの貯水量を有しております。平成９年には、

老朽ため池整備事業により、斜樋及び底樋の改

修を行っております。また、感王寺上奥ため池

は、新城3274番地に位置し、同じく大正２年に

築造され、堤体の高さが7.3メートル、長さ36

メートルで４万6,000立方メートルの貯水量を

有し、平成５年には災害復旧により土砂除去を

行っております。管理につきましては、垂水市

土地改良区におきまして、不定期ではあります

が、漏水や施設点検のほか、大隅地域振興局と

本市合同で毎年安全点検を実施しているところ

でございます。 

 続きまして、新規作物推進事業につきまして

の御質問にお答えをいたします。 

 議員から昨年の第４回定例会におきまして御

質問をいただき、３品目を候補として今後検討

を重ねる旨の答弁をさせていただきました。そ

の後、大隅地域振興局及び公設市場関係者、若

手農家と意見交換を行い、慎重に検討をしてま

いりました。関係機関、若手農家からは、近年、

鳥獣の被害が相次ぎ、営農に大きな支障を来し

ていることから、鳥獣被害に遭わない作物はな

いのか、また、本市は桜島の降灰があり、その

影響を受けない作物はないのかなどの意見がご

ざいました。 

 御承知のとおり、当初、この事業は、降灰の

影響を受けない夏場の農閑期に栽培できる作物

をという視点で野菜の３品目を候補として上げ

ておりました。しかしながら、協議を重ねる中

で、こうした意見があったことなどを踏まえ、

鳥獣や降灰の被害が少なく、将来性の見込める

薬用作物でありますミシマサイコを選定いたし

たところでございます。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（田之上康）  集落水道の現状

と衛生安全等についてお答えいたします。 

 梅木議員の質問中にもございましたが、改め

まして、簡易水道、集落水道の違いについて簡

単に御説明いたしますと、形態は両方とも同じ

でありますが、給水人口により呼称が異なりま

す。給水人口101人以上の場合が簡易水道であ

り、100人以下が集落水道というふうなことに

なっております。市内には、上水道によらない

給水施設を整備している地区が合わせて22カ所

ございます。地域別に申し上げますと、牛根地

区が９カ所、協和地区が１カ所、中央地区が８

カ所、大野地区が２カ所、新城地区が２カ所と

なっております。水道施設の衛生安全等につき

ましては、各水道組合で管理を行っていただい

ておりますので、給水タンクへの動物等の侵入

による水質事故がないよう管理対策と、あわせ

まして、水の殺菌用薬剤の適量投入を行うよう

お願いしております。 

 また、各施設とも地区住民の飲料水に使用し

ておりますので、何より水質の確保と安全性が

求められますことから、水質検査につきまして

は、市のほうで予算化いたしまして支援を行っ

ております。また、給水施設周り、施設までの

管理道路の維持管理作業につきましても、同様

に予算化して支援しております。 

 以上でございます。 

 次に、合併処理浄化槽設置のこれまでの実績

と、その設置の目的について、答弁いたします。 

 合併処理浄化槽の設置促進の目的についてで

ありますが、それは、河川や海など、公共用水

域の水質改善にあります。水質悪化の原因とな
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っているのが、工場等からの排水、農水産業の

廃棄物や家庭からの排水等でございます。高度

経済成長期の生き物が住めない死の川、死の海

と呼ばれた河川の状況に比べれば、現在の河川

は法律の規制や住民の環境問題に対する意識の

高まりなどにより、水環境は著しく改善されて

きております。そのような中、依然として生活

排水の環境への付加は大きいわけでありまして、

本市におきましても、生活排水の浄化を推進す

るため、国の助成事業を活用いたしまして、生

活排水を浄化できる合併処理浄化槽の普及に力

を注いでいるところであります。 

 本市の過去３カ年の実績数でありますが、平

成26年度の新規が31件、切りかえが67件、平成

27年度が新規37件、切りかえ81件、平成28年度

が新規26件、切りかえ61件となっております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  それでは、一問一答方式でお

願いいたします。 

 まず、農村地域防災減災事業についてのハ

ザードマップについて、さきの答弁でため池の

管理状況をお聞かせいただきましたが、ハザー

ドマップは、自然災害を予測し、その被害範囲

等を地図化されたものですが、ハザードマップ

を利用することにより、災害発生時に住民など

は迅速、的確に避難を行うことができ、また、

２次災害発生予想箇所を避けることができるた

め、災害による被害の低減に有効であると言わ

れています。新城感王寺のため池の２カ所にマ

ップを作成するということですが、２カ所のマ

ップをつくる条件、必要性、状況をお聞かせく

ださい。 

○農林課長（森山博之）  それでは、梅木議員

の２回目の御質問にお答えをいたします。 

 ハザードマップの内容につきましては、先ほ

ど川畑議員の御質問にもお答えをさせていただ

きましたので、多少重複するところもございま

すが、御了承を願いたいと存じます。 

 農林水産省の調べによりますと、全国にはお

およそ21万カ所のため池がございます。その中

で受益面積が２ヘクタール以上のものは６万

5,000カ所にも上り、そのうちの約75％が江戸

時代以前に築造をされたものであるという調査

結果が出ております。このため、どのような地

番にどのような材料を使い、どのような構造で

築造されていたのかがわかっていないため池が

多いのが現状でございます。こうした現状を踏

まえまして、ため池の構造を調査し、実態を把

握することが求められており、老朽化による堤

体の沈下や漏水が発生する事例や大雨、地震な

どにより、堤体が決壊し、尊い人命が奪われる

被害が発生をしているとの報告もなされており

ます。これらのことから、ハザードマップを作

成し、活用することにより、防災意識の向上を

図るとともに、災害時に的確な避難を行うこと

が可能になるものと考えております。加えまし

て、危険箇所を示すことによりまして、２次災

害の発生を防止し、被害の低減に努めることを

目的とするものでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。マッ

プには被害の拡大範囲、避難場所など、いろん

な情報が掲載されなければなりませんが、どの

ような情報が掲載されるのでしょうか。また、

マップの周知については、さきの答弁で対象地

域の世帯に配布するということで理解いたしま

した。どんな情報を掲載されるのかお聞かせく

ださい。 

○農林課長（森山博之）  梅木議員の３回目の

御質問にお答えをいたします。 

 ハザードマップには、大雨や地震などの自然

災害による被害を予測し、その被害範囲を地図

上で示すものでございます。情報の内容につき

ましては、被害があった場合の想定範囲や浸水

の深さ、避難経路、避難場所等を掲載し、災害

発生時には、対象住民の迅速かつ的確な避難誘
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導が可能になるものと考えております。 

 先ほども梅木議員がおっしゃったとおり、こ

のハザードマップの配布につきましては、対象

区域の方々に配布することとしております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  情報掲載には、これまでもい

ろんなハザードマップが策定されておりますけ

れども、従来どおりの避難場所とか、そういう

ことを掲載します、ということですけれども、

まず、住民の皆さんは、このマップを見られた

とき、避難場所とか避難経路とか、そういうの

はもう今までは載せてありますけれども、わか

ると思うんですけれども、常に家庭の中の、ど

っかでか見やすいところ、テレビの横とかそん

なところに張っておくのが望ましいのかなと、

こういうようなふうに思うところです。 

 そこで、災害が予想されるという状況になっ

たとき、皆さん更にマップを見られるだろうと

思います。そうしたときに、関係する災害ある

いは避難、あるいは救急等の連絡先、そういう

公共機関名を列記して、それの電話番号等も記

載するのも一つこのハザードマップの利用の向

上につながるのではないだろうかと思いますけ

れども、その辺も考慮してもらっているとは思

いますけど、そういう点を申し上げたいと、こ

ういうようなふうに思っております。また、マ

ップは、業者に委託されるようですが、見やす

くわかりやすいように、また、地域を十分に知

っている対象地域の声も聞いて作成され、事前

にマップを見て、災害避難の状況を得ていたの

で、大いに役立ったと言われる、いざというと

きに生かされるマップを作成していただきたい

と思います。 

 この事業については、質問をするまでは、自

分勝手に市内全部のため池のハザードマップだ

ろうと思っておりましたけれども、今回このマ

ップの対象にならなかった他のため池について

の計画はあるのかないのかお聞きして、この件

については終わりたいと思います。 

○農林課長（森山博之）  このため池のハザー

ドマップの作成につきましては、川畑議員の御

質問でも答弁をさせていただいたんですが、被

災があった場合の公共施設であるとか、あるい

は人家等の戸数、それから、ため池が持ってお

ります貯水量、こういったことが基準になって

おり、市内に10カ所のため池がございますが、

本採択要件を満たしておるため池が２カ所であ

ったということで、感王寺の２カ所のため池の

ハザードマップを作成をしたということでござ

います。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございました。続

いて、次に、新規農作物についてお願いいたし

ます。 

 さきの答弁で、新規作物はミシマサイコに決

定したということでございますけれども、ミシ

マサイコとはどんな作物なのか、収益性、消費

動向、市場性などをお聞かせください。 

○農林課長（森山博之）  梅木議員の２回目の

御質問にお答えをいたします。 

 薬用作物ミシマサイコは資料によりますと、

本来、火山灰土壌が適地ということもあり、鹿

児島県で古くから生産をされ、その昔は、サツ

マサイコと呼ばれ、その後に静岡県の三島のも

のが良質であったことから、現在はこの名前で

呼ばれているようでございます。また、一般漢

方製剤210漢方処方中、このミシマサイコの根

の部分を使い、風邪や解熱、胃炎など32処方に

含まれており、比較的多く使用をされておりま

す。大隅半島では、鹿屋市で栽培され、県内で

は日置市が最も生産量が多く、平成26年度から

取り組んでおり、１反当たりの収入は平均で50

万円から80万円程度と伺っております。薬用作

物全般では、約8割が中国産で占めており、需

要量の増加や乱獲による減少、輸出制限などか

ら、中国産製薬の市場価格が上昇している状況
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でございます。また、漢方製剤は、医療現場に

おけるニーズが高まっており、その生産額は平

成20年から24年までの５年間のデータでは、

20％増加し、その原料となります生薬は今後も

需要が見込まれるのではないかと考えておりま

す。 

 一方、国の動向でございますが、農林水産省

では、薬用作物の試験栽培等を通じて新たな産

地を創出し、国内生産量を２倍に拡大する政策

目標を掲げております。 

 また、厚生労働省においても、薬用作物に関

する情報交換会の開催や栽培技術の研究など、

薬用作物の国内生産拡大に向けての取り組みを

行っております。 

 これらのことから、薬用作物については、需

要の拡大及び６次産業化に取り組むことなどに

よる生産量の増加を見込んでおり、本市の鳥獣

被害対策や耕作放棄地対策などにも貢献できる

のではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。薬草

栽培ということで、反収が50万から80万と、そ

れでまた今後もますます需要が見込まれると、

国も支援をしていくというふうなことで、非常

に有望かなということを感じるところです。 

 それで、これからいよいよミシマサイコの栽

培を初め、成果を出し、予想どおりの収益が得

られ、推進し、定着させるためには、最初が肝

心であります。最初の作付対象農家をどのよう

な観点から検討依頼されていかれるのか、また、

作付育成管理作業等の指導についてお聞かせく

ださい。 

○農林課長（森山博之）  梅木議員の３回目の

御質問にお答えをいたします。 

 作付対象農家につきましては、新たな作物の

取り組みに意欲のある若手農家に加え、今年度

が初めての試みでありますことから、作付に係

る圃場面積の制限等により３名を選定をいたし

ました。なお、作付は３月上旬にいたします。 

 また、育成管理作業等の指導につきましては、

県内において栽培事例はあるものの、育成管理

に係る詳細の情報が少ないことから、農業指導

を行うそれぞれの自治体職員や農家が研究しな

がら栽培を行っているのが現状でございます。 

 よりよい品質のものを栽培するのは、先進地

での視察や研修を行い、技術の向上を図るとと

もに、さまざまな調査情報を共有することによ

り、作物の品質安定を図ってまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。指導

については、まだこれが多くの面積が県内にお

いてもあるものの少ないというようなことで、

市の技術員でもって指導していきたいというこ

とですけれども、しっかりと指導し頑張ってい

ただきたいと、こういうようなふうに思います。 

 それで、新規作物については、各自治体でも

取り組みが行われ、近年では、各地で高齢にあ

っても対応できるとして、オリーブの植栽や湧

水町ではアーモンドを植えて地域活性化を図る

など報道記事を見たりしますが、垂水でも数年

前にオリーブを高峠と道の駅、多目的広場に植

えられたと聞いていますが、その後音沙汰が聞

かれません。私は12月議会で、作物の選定には、

機械力による農作業が可能な作物、また、鳥獣

被害を受けない作物が望ましいと意見を申しま

したが、今回のミシマサイコの栽培取り組み方

針は、これに沿った作物のようであります。ぜ

ひしっかりと育成管理指導に努め、成果を出し

て推進できるよう頑張っていただきたいと思い

ます。垂水では、主要作物のサヤインゲン、キ

ヌサヤエンドウのほかに、新城地区を主体にタ

マネギの栽培もありますが、もっと多種多様な

作物を模索し、推進してほしいものです。 

 私は少々のミカンを栽培していますが、繰り

返しイノシシや猿などの被害に遭っています。
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被害は果樹だけではなく、野菜も同じことです。

このような体験や状況を見て、何か鳥獣の被害

を受けない作物はと考えます。 

 今回、たまたま市ではミシマサイコを推進す

るということでございます。そんな中、姶良市

蒲生町の鹿児島県森林技術総合センターで、枝

物生産養成講座があり受講しました。内容は、

シキミ、サカキ、ヒサカキの栽培講座で、昨年

６月からことしの１月までの４回でありました。

鹿児島県の枝物の生産の状況、苗木の生産、仕

立て方、優良生産者の視察研修、経営について

などを学びました。 

 つい先日の２月27日の南日本新聞に枝物栽培

急速に拡大という見出しで、シキミ、サカキ、

ヒサカキについての記事が掲載されましたけれ

ども、それがここに、今私がお示しする記事で

ございます。国産志向が高まり、価格が安定し

ている上、他の作物と比べて手入れがしやすい

利点もある。休耕地解消を目的に栽培を始めた

地域もあり、産地化への期待が高まっていると

あります。講座では、新聞の写真の方の生産状

況を視察し、畑に苗木を植える実習もありまし

た。最後の１月の講座では、記事にあります花

屋の社長の話もありました。昨年12月の県議会

第４回定例会では、鹿屋や垂水地区選出の議員

が特用新産物枝物の生産振興に関して質問され

ています。また、志布志市では、平成29年度の

地域おこし協力隊員の募集にサカキ、シキミ生

産の後継者を募集しておりました。垂水でも栽

培されている方があり、面積を２ヘクタールほ

どまでに拡大されています。枝物栽培について

述べてみましたが、このような手入れのしやす

い耕作放棄地の解消にもつながる作物も推進に

値する一つではないかと思うところでございま

す。 

 次に、集落水道について質問してまいります。 

 平成29年度の予算に集落水道の点検業務委託、

水質検査業務委託料800万円ほどが継続予算と

して計上されておりますが、点検業務、水質検

査業務委託の内容をお聞かせください。 

○生活環境課長（田之上康）  点検管理業務及

び水質業務委託の内容について回答いたします。 

 点検管理業務委託でございますが、地域住民

の高齢化に伴い、管理が年々困難になってきて

いる状況がございますので、市内管工事組合に

先ほど申し上げました給水施設の点検、施設周

りと施設までの管理道路の維持管理作業につき

まして委託しております。回数につきましては、

半年に３回、年６回ですので、１月おきに実施

しているという状況でございます。 

 また、水質検査業務委託でありますが、こち

らは、給水タンクの水と原水の検査を実施して

おります。内訳は、給水タンクが９項目検査を

年２回、51項目検査を年１回、原水が39項目検

査を年１回それぞれ実施いたしまして、安心安

全な飲料水の供給に努めております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ただいま点検業務については、

施設の周りの草払いとか、施設までの道路の管

理をしていると、それと、また水質検査につい

ては年に４回、９項目を２回、51項目を１回、

39項目を１回というようなことであります。 

 私の地域も集落水道でありますが、以前、役

員をしたこともありましたが、当時は、施設の

メンテナンス、水質検査等も全て集落水道組合

で運営をしていましたが、ただいまの答弁で、

集落水道に対する市の対策が進んでいることが

理解できたところでございます。 

 集落水道は、施設ごとに各地域で維持管理が

なされておりますが、高齢化と人口減少の進行

による人手不足等で、これからの維持管理に不

安の声が聞かれる昨今となりました。このよう

な状況は各集落全ての悩み、課題であろうと思

いますが、集落水道のこれからのあり方の考え

をお聞かせいただいたらと思います。 

○生活環境課長（田之上康）  将来、多くの地
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域で御指摘の状況となってくると思われます。

地域によっては、取水溝の管理を要するために、

昼夜を問わず作業に出向くということもあると

聞いております。今後は、既存の事業とあわせ

まして管理組合の役員さんだけが負担がかかる

ようなことがないよう、少しずつでも管理のし

やすい施設の改善ができればと考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  今後のあり方については、現

在行っている施策等を継続しながら、地域の役

員さん方と協議をしながら、できるだけ役員、

地域が負担のかからないように考えていきたい

というふうなことでございました。ありがとう

ございます。 

 そこで、この問題は、喫緊に解決できるよう

な問題ではございませんが、この課題が解決で

きる、あるいは対応できる施策を検討いただい

たらと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、浄化槽設置事業について質問いたしま

す。 

 最初に、目的とこれまでの実績をお聞きしま

したが、今年度から合併処理浄化槽設置を市内

の業者に依頼した場合、１件につき５万円の追

加補助が予算化されました。この追加補助の予

算を見て、私の体験事でまことに恐縮でござい

ますが、３年ぐらい前に、私の自宅に水道関係

の仕事をしている営業の方が来られ、お宅は、

浄化槽のシールが張ってあるがどんな浄化槽で

すかと尋ねられ、合併処理ですよと答えたら、

実は、この地域を合併処理浄化槽設置の営業で

回っているところです。既に誰々さんには契約

をいただき、近々工事をしますということでし

た。どこの業者さんですかと聞いたら、市外の

業者で、垂水は補助があるので営業がしやすい

と言われたことを思い出しております。この新

規事業の効果はどうだったでしょうかお聞かせ

ください。 

○生活環境課長（田之上康）  今年度からの市

内業者に対します上乗せ補助の件、効果という

ことでございますが、市内業者に設置工事を依

頼した場合、設置者に対し５万円の上乗せ助成

を行い、設置に向けた住民の方の動機づけと合

わせて、市内業者の受注確保を図っておるとこ

ろでございます。 

 効果の有無を昨年度の市内と市外の業者の受

注者数とで比較してみますと、平成27年度が市

内業者51基、市外業者が67基、本年度は、市内

業者62基、市外業者が25基となっておりますこ

とから、市内業者の受注割合が７割と、昨年か

ら大きく伸びておりますので、市内業者育成と

いう観点からみれば、大変効果を上げているも

のと考えております。 

 なお、本年の設置基数が少ないことにつきま

しては、年度途中ということもございますし、

昨年の台風16号災害の応急工事に業者が追われ

まして、浄化槽設置工事に取り組めなかったと

いうこともございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  今年度から新しく始まりまし

た５万円の、市内業者が設置した場合、昨年と

比べて、大分効果があったような数字でござい

ます。望ましいことかなと、こういうようなふ

うに思います。 

 それで、最後に普及率をお聞きいたします。

合併処理浄化槽の現在の普及率はどのぐらいな

のか、お聞かせください。 

○生活環境課長（田之上康）  普及率でござい

ますけれども、本市の合併処理浄化槽の普及率

は52.1％でございます。境地区の漁業集落排水

施設の加入者数を合算いたました汚水処理人口

普及率で申し上げますと56.3％ということでご

ざいます。 

 このようなことから、担当課といたしまして

は、合併処理浄化槽に関する啓発活動と、先ほ
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どの上乗せ補助を引き続き行いまして、普及率

アップにつなげていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございました。最

初に目的をお聞きしましたが、これからも取り

組みを継続し、市内業者育成にも配慮され、目

的に向けて、さらに普及率の向上に努めていた

だきたいと思います。 

 これで質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は２時30分から再開いたします。 

     午後２時19分休憩 

 

     午後２時30分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 11番、森正勝議員の質問を許可いたします。 

   ［森 正勝議員登壇］ 

○森 正勝議員  皆さん、お疲れさんです。久

しぶりの登壇です。よろしくお願いします。 

 最近、オルタナティブ・ファクトという言葉

を耳にします。もう一つの事実という意味だそ

うです。トランプ大統領の就任式で、ショー

ン・スパイサー大統領報道官が就任式に集まっ

た人数は史上最大だったと発言したことについ

て、事実と違うという指摘が相次いでおります。

うそで本当を上書きするオルタナティブ・ファ

クトというトランプ政治の戦略で、米政治に事

実を重視しない、脱事実が存在するようでござ

います。事実とデータに基づいた政治を行って

ほしいものです。 

 それでは、質問に入ります。まず、市長の政

治理念と政治姿勢についてですが、市政運営に

当たっては、これまで培った国や県とのパイプ

を生かし市政運営に努めるとありますが、これ

は具体的にはどういうことなのかをお答えくだ

さい。 

 次に、台風16号の牛根地区の災害復旧につい

てでございますけれども、施政方針の中に、災

害復旧に当たっては、今後早期復旧に向け全力

に対応してまいりますとあります。そこで、牛

根地区の災害復旧についてお聞きいたします。

まず、土木課対応分についてでございますけれ

ども、松崎川の復旧工事は何カ所あっていつご

ろになるのか、深港川の左岸堤防の復旧計画は

どうなっているのか、深港橋の撤去はしないか、

なぜしないのか住民の声があります。浮津集落

の排水溝の復旧工事はどうなっているのか、高

野線の災害復旧はしないのか、二川の砂防堰堤

内の土砂の除去はどうなっているのか。 

 次に、農林課対応についてお聞きいたします。 

 上ノ原集落の山手斜面が４カ所ほど被害を受

けているが、今後の対応についてお聞きいたし

ます。４カ所のうち一番南側にある水路の上流

に設置してある堰堤に流木が多く堆積している。

少量の雨で集落に流れ込むおそれがあるが、今

後の対応と斜面の浸食防止をお願いしたい。 

 上ノ原幸男さん宅山手側斜面に設置してある

治山施設から排水溝が整備されていないため、

道路を水が流れてくる、側溝の整備はできない

のか。 

 旧牛根中学校山手側の治山施設が台風の豪雨

により雨水が越流し、集落まで水が流れ込んで

きた。再被災防止のため、水が集落方面に流れ

込まないようにする方法はないか。 

 台風16号により被災した上ノ原寺下地区治山

工事について、上ノ原にある墓地の裏側斜面が

被災を受けているが、今後の対応を伺いたい。 

 ５番目に、浮津集落村上宅山手側の斜面が崩

壊しているが、今後の対応は。 

 大きな３つ目として、平成29年の一般会計予

算についてでございますが、平成27年度決算に

おける財務諸表等の数値は改善されており、そ

の努力には敬意を表したいと思います。平成29

年度は台風災害復旧費が10億7,974万円となっ
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ております。その財源と平成29年度の財務諸表

の数値がどのような影響があるのか教えていた

だきたい。 

 これで最初の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  森議員の市長の政治理念

と政治姿勢についての御質問にお答えをいたし

ます。 

 施政方針でも御説明いたしましたが、安心安

全で住んでよかったまちづくりと市民の皆様の

幸福を実現できるよう努めていきたいと考えて

おります。市民が住みなれた地域で安心して暮

らせるまちづくりを目指すためにも、さまざま

な事業を展開していく必要がございます。これ

までも災害復旧事業や農林水産、観光事業等を

県や国において多くの事業支援をいただいてき

ました。特に、昨年の台風16号関連の激甚局激

指定と復旧予算の確保、対応等はわかりやすい

成果の１つと言えると思います。本市のような

脆弱な自治体においては、これらを有効に活用

し、地域の特性を最大限に生かすことが必要だ

と考えております。 

 また、現在、国が進める地方創生においても、

さまざまな事業展開を進めておりますが、事業

を実施するに当たり、国、県の事業を取り入れ

ることにより財源を確保することが重要な課題

でもあります。そのためにも、県や国に出向い

たり、地元国会議員や県会議員に市の現状を説

明し、お力を借りることが必要不可欠であると

考えております。継続は力であります。これま

で培った国や県とのパイプを生かすためにも、

足しげく通い、さらなるパイプを太くして、市

政運営につなげていきたいというふうに考えて

おります。 

○土木課長（宮迫章二）  牛根地区の災害復旧

につきまして、土木課所管分についてお答えい

たします。 

 まず、松崎川は県が管理する二級河川であり

ますので、振興局河川港湾課に確認しましたと

ころ、災害箇所の復旧工事につきましては、３

月中には工事発注をする予定とのことでござい

ます。 

 次に、深港川の復旧でございますが、河川内

の土砂につきましては、地域住民の安心安全の

確保と住宅への被害を防止するため、被災直後、

応急工事で土砂除去を実施し、国道下の左岸堤

防決壊箇所につきましては、大型土のう積み工

法で仮復旧したところでございます。本復旧に

つきましては、現場発生の石積みで復旧します

が、３月中には発注しまして、29年度への繰り

越し工事となります。 

 次に、国道の深港橋についてでございますが、

国土交通省大隅河川国道事務所へ問い合わせし

ましたところ、上流部の県で実施します砂防事

業の進捗やその効果を見据えながら、対応内容

を検討中であるとのことでございます。 

 浮津地区の水路災害の復旧工事につきまして

は、埋塞した土砂につきましては、重機借り上

げで緊急に除去しました。側壁の壊れている箇

所につきましては、応急的に土のうで復旧して

おりますが、公共災害にかからないため単独災

害で復旧したいと考えております。 

 高野線の災害ですが、この路線は、国道から

高野へ通ずる路線であり、高低差があるため、

急勾配で隣接する法面も切り立った崖となって

いるため、災害を受けやすい地形であります。

御質問の箇所も、災害調査で現地を確認にいき

ましたが、この地区一帯、山腹が崩れ、道路に

も土砂や倒木が覆いかぶさり、大規模な災害で

ありました。しかし、道路施設のブロック積み

には影響がなく、市道に隣接する民有地の裏山

からの崩れであったため、道路内の流出土砂は

除去しましたが、道路施設の復旧工事としては

申請できませんでした。今回の災害復旧工事で

は、採択要件に該当しないため申請できません

でしたが、この路線は全体的に切り立った地形

になっているため、社会資本総合整備交付金事
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業の防災工事で申請できるのではないかと考え

ております。ただし、その事業も採択要件がご

ざいまして、工事の対象となる土地の所有権移

転が必要となりますので、土地所有者の承諾、

相続が発生しておれば、関係者全員の承諾が必

要となりますので、その際には、地域の御協力

をお願いしたいと思います。また、議員のほう

にもお力添えをよろしくお願いいたしたいと思

います。 

 次に、二川小川の砂防堰堤内の土砂除去につ

いてでございますが、今回の台風16号の豪雨に

より、市内各地では山腹崩壊により土石流が発

生し、これに伴い大量の土砂や流木等が流下し

ましたが、砂防堰堤が設置されていた箇所は、

その土石の多くを細くし、下流の保全対象への

土砂流出を低減することができたのではないで

しょうか。この二川小川の砂防堰堤も土砂流出

の低減が図られた一つではないかと思っており

ます。 

 今回御質問の砂防堰堤内の土砂除去について

県に問い合わせましたところ、この砂防堰堤内

の土砂につきましては、議員からの要望もござ

いまして、被災後10月ごろには、堰堤内に重機

を入れて通水部の確保を県の指示で実施してい

ただいているようでございます。今後は、災害

箇所の決定を受けたところの第１中浜川、境松

崎川、平野川、平野川支流を災害復旧工事とし

て発注等を行っていくとのことでございます。

市としましては、二川小川の堤体内の土砂や流

木などの除去につきましては、他の砂防施設も

含めまして、県に要望していきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○農林課長（森山博之）  森議員の御質問にお

答えをいたします。 

 上ノ原集落で被災のありました４カ所につき

まして現地を確認しましたところ、１カ所目の

被災箇所は幅1.4メートル、高さ1.2メートルの

汚水路終点部の山腹が崩壊したことにより、６

メーター四方の巨石が落石をし、また、その周

辺には倒木が散在している状況でございました。

この巨石につきましては、現在のところ、擁壁

の役目を果たしているのではないかと推測をさ

れ、除去することにより、上流の堆積物が一挙

に流れ込むおそれがございます。このようなこ

とから、現状を保存し、今後の状況を見守りた

いと考えております。 

 また、倒木の処理につきましては、市内全域

で同様な箇所が多数ありますことから、緊急性

や被災域を考慮しながら、順次除去してまいり

たいと考えております。 

 ２カ所目の治山施設から集落内にかけての排

水路でございますが、本治山施設は昭和51年度

から52年度にかけて整備されたものでございま

す。治山施設整備事業の中には、末端までの流

路溝が設置されていない箇所もあり、本施設は

その一つでございます。 

 議員御提案の側溝整備につきましては、現況

にあります道路排水溝への接続を検討をいたし

ましたが、断面が不足しておりますことから、

先ほど御説明をいたしました南側への水路に接

続ができないか、現地を再調査し、今後、関係

課と協議してまいりたいと考えております。 

 ３カ所目の牛根中学校山手側にあります治山

施設も同じく昭和51年度から52年度にかけて整

備されたものでございます。本施設は流路溝が

設置してありますが、上部の山腹が崩壊し、多

量の土砂が流入したことにより、断面不足が生

じ、越水したことが原因で被災したものと推測

いたします。被災は農地だけではなく、人家ま

で及んでおり、議員御指摘の対策につきまして

は、その必要性は感じているところでございま

す。治山堰堤を新たに１基上流側に設置する案

を検討をいたしましたが、現地の状況から判断

いたしますと、構造上困難であると思われます。

喫緊の対応として、現在、埋塞しております堰
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堤内の土砂を除去していることにより、有効断

面を確保し、集落内まで及ばない抜本的な対策

につきましては、今後検討をしてまいります。 

 ４カ所目の寺下地区につきましては、平成３

年度災害関連緊急治山事業において整備された

施設も含め、３カ所が被災を受けております。

県林務水産課でも現地調査を行い、被災状況は

把握しているところでございます。本箇所につ

きましては、一般公共治山事業で行うこととし

ておりますが、保全対象が農地のみであること

などから、平成29年度以降になるとのことでご

ざいます。実施に向けて今後も引き続き要望を

続けてまいります。 

 続きまして、浮津集落山手側斜面の崩落につ

きましては、高さ40メートル、幅40メートルに

わたり山腹が崩壊し、その保全対象区域は0.25

ヘクタールに及んでおります。県林務水産課長

宛に治山事業の申請を行い事業採択をいただき、

現在測量設計委託中でございます。なお、４月

中旬には完了するとのことでございます。なお、

事業実施に伴います用地の同意もいただいてお

りますので、本年７月には工事発注する予定と

伺っております。 

 以上でございます。 

○財政課長（野妻正美）  平成29年度当初予算

に計上してある災害復旧費の財源についての御

質問についてお答えいたします。平成29年度当

初予算の災害復旧費におきましては、台風16号

関連が８億8,687万8,000円を占め、残りの１億

9,286万9,000円は、平成29年度中の災害に備え

るものでございます。既に御承知のことと思い

ますが、台風16号災害は激甚等の指定を受けま

したので、農業施設は95％程度、公共土木は

84％程度が国、県から補助されます。残りの

５％から16％程度については、災害復旧債を充

当することで、歳出との均衡を図っております。

なお、農地につきましては、個人財産であるこ

とから、県補助金の補助裏を市と所有者で２分

の１ずつ負担するものでございます。 

 次に、災害復旧費の財務諸表に与える影響に

ついてですが、当初予算に計上してある災害復

旧費は、激甚等の指定を受けた台風16号関係が

主なものでありますので、国、県からの補助が

大きく一般財源から支出する費用は、台風16号

に関する災害復旧費に関するもので、平成28年

度と平成29年度を合わせた予算額は、４億

5,361万円ほどでございます。本市の財政状況

としましては、大きな額でありますが、災害復

旧費全体額と比較すると極端に大きくはなって

いないため、急激に財務諸表の数値が悪化する

ことはないと見込んでおります。しかし、補助

裏の起債につきましては、予定外の起債借り入

れとなりますので、交付税算入率が95％と大き

く、将来負担比率への影響は低いものの、起債

残高は増加する見込みでございます。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  一問一答方式で質問いたしま

す。 

 市長の政治理念と政治姿勢についてでござい

ますけれども、市長のどういう人脈、パイプと

いいますか、どういう人脈があるか聞きたかっ

たんですけれども、ちょっと答えにくいだろう

と思いますので、別の視点からお聞きいたしま

す。 

 地方創生においては、国や県とのパイプだけ

ではなく、官民連携での取り組みで重視されて

おりますが、どのような取り組みをされている

のかお聞きいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  官民連携の取り組みにつ

いての御質問にお答えをいたします。 

 現在、国が進める地方創生の取り組みは、都

会から地方に人の流れをつくり、少子高齢化、

人口減少といった課題解決を図ることがテーマ

となっておりますがこの課題解決には行政だけ

でなく、産官学金労言といった民間のお力を十

分に取り入れながら進めていく必要がございま
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す。本市では、平成27年度に垂水市まち・ひ

ち・しごと総合戦略を策定し、施策の確実な実

施に努めているところでございます。 

 さまざまな事業を実施するに当たり、大学や

民間企業等の活力を最大限に活用していくこと

が重要だと考えております。また、垂水市総合

戦略に、交流人口200万人の達成と新たな雇用、

創業の創出を掲げておりますが、この目標を達

成するため、市場を読む力と経験を持つ民間の

経営感覚、そして、知恵と行動力を取り入れて

本市発展へ向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○森 正勝議員  ３回目になりますけれども、

情報の公開という点で、南の拠点の情報の開示

はどのようにされているのかお聞きいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  南の拠点の情報開示とい

うことについての御質問にお答えをいたします。

公約で掲げております経済の挑戦の中でも大き

な柱であります南の拠点整備事業の情報開示で

ありますが、市民の皆様や議会の皆様に情報の

開示をすることは必要なことであると考えてお

ります。市議会や市民の皆様方への情報開示に

つきましては、所管課であります企画政策課へ

できる限りわかりやすく説明するように指示を

しているところでございます。 

○森 正勝議員  市長が指示されているそうで

すので、企画課長、どういうふうな指導を受け

ているのかお聞きします。 

○企画政策課長（角野 毅）  森議員の南の拠

点の情報開示についての御質問にお答えをいた

します。 

 基本構想を作成するに当たり、昨年６月に地

元住民の方々に説明会を行い、垂水市商工会や

垂水市観光協会の皆様には、事業概要の説明を

行っております。市議会の皆様には、９月、12

月、１月に、全員協議会の中で進捗状況に対し

まして説明できる情報を全てを説明したところ

でございます。また、市民の皆様には、市報11

月号において、イメージ写真や概要図を組み込

んでわかりやすくお知らせをしており、市ホー

ムページ上でもあわせて掲載をしているところ

でございます。南の拠点の基本方針でもござい

ます。年齢、性別を問わず、地域住民、観光客、

みんなが楽しめる公園をつくるために、今後も、

市民の皆様や市議会の皆様方に進捗状況をお知

らせしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  説明責任を果たしていただき

たいというふうに思います。 

 政治理念と政治姿勢についてはこれで終わり

ます。 

 災害復旧についてでございますけれども、土

木課の対応についてお聞きいたします。松崎川

は一括で発注するということでございますが、

川の決壊部分が多いんで、６月ぐらいまでに完

成するのかどうか、その辺のところをお聞きい

たします。 

 それから、また新しい項目でございますけれ

ども、深港川の砂防については、いつごろ工事

着工するのかお聞きいたします。それから、深

港橋については、既設の橋の撤去を早くしても

らえないかという住民の声があるんですが、こ

れについてはどう考えられますか。 

 それから、高野線については、集落の排水溝

につながっておりまして、大雨のとき山腹崩壊

があれば、また土砂が流れ込んでくるというお

それがあります。社会資本整備総合交付金事業

で整備したいということでございますので、ぜ

ひその事業で集落の中央部でございますので、

その交付金事業でぜひ整備していただきたいと

いうふうに、これは要望いたしておきます。 

 二川の砂防の堰堤内の土砂撤去についてでご

ざいますけれども、今のところ、大雨が降れば、

流木とか土砂がまた大量に流れ込むというよう

な状況にございます。恐らくオーバーフローす

れば、人家に影響があると思うんですが、これ
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については土木課のほうはどういうふうに考え

ておられるのかお聞きいたします。 

○土木課長（宮迫章二）  森議員の２回目の御

質問にお答えいたします。 

 まず、松崎川は６月までに完了するのかとの

御質問ですが、工事の規模からしまして、３月

に発注しますので、６月までは難しいのではな

いかと思います。ただし、工事を発注してあり

ますので、工事期間中の出水に対しての対応に

つきましては、請負業者のほうで対応していた

だけるのではないかと考えております。 

 次に、深港川砂防の事業の計画でございます

が、深港砂防工事は、平成27年６月の梅雨前線

による豪雨に伴い土石流が発生したため、災害

関連緊急砂防事業として採択され、県において

緊急的に対策工事が推進されているところでご

ざいます。昨年度は、斜面崩壊の要因となって

おりました、地下水を低下させるため、斜面上

部に取水井戸のボーリング工事を行っておりま

したが、ほぼ完了し、砂防堰堤箇所の用地承諾

も得られ、年度内に契約を行い、29年度から本

格的な砂防堰堤工事に着手されるとのことでご

ざいます。 

 次に、国道の深港橋についてでございますが、

地域住民の方々が大雨のたびに御心配されてい

ることは重々認識しているところでございます。

しかし、深港橋は、国の管理する施設でござい

ますので、先ほどもお答えしましたように、国

土交通省大隅河川国道事務所としましては、上

流部の県で実施します砂防事業の進捗やその効

果を見据えながら対応内容を検討中であるとの

ことでございます。 

 次に、二川小川の砂防堰堤内の土砂除去につ

いてでございますが、土木課でも現場を確認し

まして、現状の写真を県へ送信し、地域からの

要望があることもお伝えしているところでござ

います。県におきましても、県管理の河川や県

道、砂防施設なども甚大な被害を受けましたの

で、緊急を要する本城川や境川の埋塞土砂の除

去や県道の通行どめになっている路線の応急工

事など、早急な対応をしていただき、市民生活

の安心安全を図っていただきました。現在、１

回目でもお答えいたしましたが、災害採択を受

けた箇所の早期復旧を目的に工事発注事務を推

進していただいているところでございます。 

 また、本市は、局地激甚災害の指定を受けま

したので、通常では採択されない災害関連で、

磯脇川の緊急砂防工事や急傾斜地崩壊対策事業

で、二川、中俣、高城に採択をいただいたとこ

ろでございます。県では、その事業の発注に向

け、復旧計画の地元説明会を開催されておりま

すが、土地所有者の承諾が得られなければ工事

発注ができないため、地元住民の御理解と御協

力や土地所有者の承諾が得られますように、議

員の御支援もよろしくお願いいたしたいと思っ

ております。 

 そのほかの砂防施設も、特に緊急を要する砂

防堰堤箇所につきましては、災害復旧工事によ

り対策予定とのことですので、この二川の砂防

堰堤内の土砂除去も含め、県に強く要望してい

きたいと考えております。 

 なお、この砂防の流末の海岸部の土砂除去に

ついても要望が出されておりましたので、環境

整備班ですぐに対応いたしました。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  土木課の２回目の質問が終わ

ったんですが、続けて、土木課のほうに３回目

を答えてもらってよろしいですか。それが終わ

ってから農林課のほうに２回目を聞きますので。

（「オーケーです」と呼ぶ者あり）土木課、３

回目をちょっとお聞きします。松崎川は、やは

り梅雨時の時期までには完了しないと、小学校

の校庭に川が流れ込んでしまうというふうな状

況にございます。ぜひ梅雨時期のころまでには

完了するように、これは要望でございますので、

よろしくお願いいたします。 



－86－ 

 それから、深港橋についてでございますけれ

ども、大雨のたびに避難されている住民の方は

大変なんですが、できるだけ早い既設の橋の撤

去ということをお願いしたいと思います。これ

も早く結論を出して、国土交通省のほうで早く

完了してもらうように、よろしくお願いをして

おきたいと思います。 

 二川の砂防の土砂の撤去でございますけれど

も、これも、やはり住民の皆さんが心配されて

おります。市長はどのように考えておられるの

か、市長、ちょっと。 

○市長（尾脇雅弥）  今、私も何度も現場に行

っておりますし、森議員とともにもいろいろと

視察もしておりますので、現場の状況はよく理

解をしております。ただ、御案内のとおり、大

変大きな災害でございましたので、例えば、深

港川の橋の撤去等に関しましては、国としても、

数回国道の橋が崩壊するような危険もあるとい

うことも踏まえて、今後の状況をどういう方法

で対応していくのかというのを安全管理をしな

がら検討して、次、新しく新設をするものは間

違いのないような対応をしたいという意向でご

ざいますので、要望はしておりますので、その

旨をさらにまた強く要望しながら、一日でも早

く問題解決に資するようにお話をしていきたい

というふうに思っております。 

○森 正勝議員  土木課については終わります。 

 次に、農林課の２回目の質問をいたします。 

 上ノ原の南側の水路については、これは倒木

を撤去していただくということで検討するとい

うことですか、それとも、撤去するということ

ですか。流木の撤去です。撤去していただくと

いうことですか。 

○農林課長（森山博之）  撤去をいたします。 

○森 正勝議員  撤去していただくということ

で理解いたします。よろしくお願いをいたしま

す。 

 それから、上ノ原幸男宅の山手側斜面の排水

溝についても、南側水路への流れをつくってい

ただいて、これも検討していただくようによろ

しくお願いをいたします。 

 それから、牛根中学校山手側の治山施設につ

いてでございますけれども、今土のうが積んで

あるんですが、この土のうだけではちょっとも

たないと思うんですが、何か対策が必要だと思

うんですが、課長、何かございましたらよろし

くお願いします。 

○農林課長（森山博之）  森議員の質問にお答

えをいたします。 

 牛根中学校裏の被災箇所につきましては、先

ほど答弁をさせていただきましたとおり、新た

に治山堰堤を設けることを検討をいたしました

が、排水路の髙さや、背後の山の状況から設置

をすることは困難ではないかと思われます。し

かしながら、今後、降雨等による土砂流出を防

ぎ、安全の確保を図るための土留め工の役割を

果たす施設が必要でありますことから、応急的

ではありますが、現在大型土のうを設置してお

ります。 

 ただし、議員が御指摘のありましたとおり、

あくまでも応急対策であり、抜本的な解決には

至りません。こうした状況につきまして、県林

務水産課も被災状況を確認し、一般公共治山事

業の採択に適合をしておるという判断もしてお

りますので、今後も事業採択に向けて要望を続

けてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  よろしくお願いをいたします。

農林課についても市長の見解をお願いいたしま

す。 

○市長（尾脇雅弥）  今、森議員が御指摘をい

ただいた被災箇所につきましては、私のほうに

も直接声も届いておりますし、繰り返しになり

ますが、何度もお互いに現場を見ているわけで

ございますけれども、基本的には、ただいま農

林課長の答弁したとおりということであろうか
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と思います。現地調査の結果等につきましては

報告を受けましたけれども、いずれの箇所にし

ましても、地域の方々にとりましては、生命と

財産を守らなければならないという観点から、

重要なことであると認識をしております。 

 しかしながら、御承知のとおり、今回の台風

16号災害は、大変甚大な被害を市内広範囲に及

ぼしておりまして、各関係省庁の所管により現

在復旧を進めておりますけれども、被災の状況

によりましては、制度上の問題で実施できない

箇所や被災規模が小さく、補助の適用を受ける

ことができない箇所もあるようでございますの

で、私といたしましては、関係機関にさらに働

きかけて、可能な限り復旧できるよう努めてま

いりたいと考えております。 

○森 正勝議員  災害復旧については、これで

質問を終わります。 

 29年度当初予算についてでございますけれど

も、財務諸表への影響は余りないということで

ございますので、安心いたしました。 

 起債の残高は当然ふえるものと思います。

101億ぐらいになるんじゃないかということで

したので理解いたしたいと思います。 

 ２回目の質問になりますけれども、昨年の９

月の台風16号は垂水市に大きな爪痕を残してお

りますが、台風16号災害による費用の総額はど

のぐらいになったのかお聞きいたします。 

○財政課長（野妻正美）  台風16号災害にかか

わる費用の総額はの御質問にお答えいたします。 

 台風16号にかかわる災害復旧事業は、現在も

まだ継続中のため、平成28年度補正予算第８号

までと、平成29年度当初予算の中で計上してお

ります予算の中でお答えさせていただきますが、

総額は34億5,797万9,000円となっております。

内訳としまして、農林水産業施設単独災害復旧

費9,830万円、農林用施設補助災害復旧費14億

9,565万円、林業用施設補助災害復旧費５億

2,472万4,000円、公共土木施設単独災害復旧費

１億1,011万6,000円、道路橋梁河川補助災害復

旧費12億2,918万9,000円となっております。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  ぜひ災害復旧によろしくお願

いを申し上げたいと思います。 

 ３回目でございますけれども、台風16号につ

いては、災害については国の激甚指定を受けま

したが、それによる本市への影響額はどのぐら

いになるのかお聞きいたします。 

○財政課長（野妻正美）  激甚指定の影響額に

ついてお答えいたします。 

 まず、当初予算編成時には、補助率は確定し

ておりませんでしたので、その時点の補助率の

見込みの平均値で算出しておりますので、御了

承ください。予算上の計算となりますが、通常

の災害復旧事業となった場合、補助率は農業・

林業施設補助災害復旧費が65％程度、公共土木

施設補助災害復旧費が66％程度となり、補助額

は18億5,184万円程度になります。次に、激甚

指定を受けた場合ですが、補助率は、農業用施

設補助災害復旧費が98％程度、林業用施設補助

災害復旧費が97％程度、公共土木施設補助災害

復旧費が85％程度となり、補助額は26億4,000

万程度となります。結果、その差額７億8,800

万円程度の補助金が激甚指定を受けたことで増

額されたものと考えております。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  質問はこれで終わります。今

後も、行財政改革に努めていただきたいという

ふうに思います。質問を終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、５番、感王寺耕造

議員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［感王寺耕造議員登壇］ 

○感王寺耕造議員  皆さん、お疲れさまです。

午前中のトップバッター堀内議員の一般質問の

折には、お着物姿の御婦人方を初め、多数の傍

聴者で埋まったんですが、３名ということです

けども、一生懸命務めさせていただきますので、
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最後までよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

早速質問に入らせていただきます。今議会に上

程されております垂水市空き家等対策協議会条

例について、市民課長に質問いたします。 

 協議会の委員に、総務、財政、税務、市民、

生活環境、土木課長、消防長は入っているのか、

また、地域住民を委員に参加させると、所有権、

相続権者の特定等秘密保護上問題があるのでは

ないのか、また、協議会の所掌事務の一つであ

る空き家等の適切な管理に関する協議について

は、法的知識が必要であると考えますが、地域

住民が議論に参加できるのか疑問に思います。

見解を求めます。 

 また、対策協議会で実態調査、立ち入り調査、

特定空き家の認定、助言、指導、勧告、命令、

代執行についても協議するのかあわせてお答え

ください。 

 次に、垂水高校振興策について教育長に伺い

ます。 

 本年度の出願者数は、出願変更後、普通科13

名、生活デザイン科30人、倍率0.33.075倍とな

っております。本年度も垂水高等学校振興対策

協議会補助金1,150万円が計上されております

が、これまでの事業実施の検証と定員確保の今

後の対応をどうするのか、また、今後も年少人

口は加速度的に減少してまいりますが、いつま

で事業を実施するのか、あわせて御答弁くださ

い。 

 次に、新規事業として予算計上されておりま

す。小中学校機械警備委託費291万6,000円につ

いて教育総務課長に伺います。 

 法的根拠、また文科省の省令等に基づいた事

業実施なのか、また、事業内容についてお示し

ください。 

 次に、平成32年開催されますかごしま国体に

ついて、社会教育課長に質問いたします。 

 垂水市実行委員会運営補助金43万3,000円が

予算計上されておりますが、実行委員会の委員

の構成と所掌事務の内容について、また、予算

額が少ないように感じますが、予算に不足はな

いのか御答弁ください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○市民課長（川畑千歳）  感王寺議員の質問に

お答えをいたします。まず、協議会の委員に関

係課長は参加させないのかの御質問についてで

ございますけれども、空き家等対策協議会の委

員につきましては、空き家等対策の推進に関す

る特別措置法第７条第２項に、協議会は市町村

長のほか地域住民、市町村の議会の議員、法務、

不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験

者、その他市町村長が必要を認める者をもって

構成をすると定められていることから、市関係

課長の参加はございません。 

 一方で、昨年12月に垂水市空き家等対策委員

会設置要綱を施行し、副市長を委員長に空き家

対策に関係のある市民、総務、企画政策、税務、

土木、生活環境の各課長と消防長で組織をする

垂水市空き家等対策委員会を設置し、空き家対

策を進めることにいたしました。 

 次に、地域住民を委員に参加させると、所有

権、相続権者の特定等秘密保護上問題があるの

ではないかとの御質問でございますけれども、

協議に当たっては、個人情報等が含まれる場合

も想定されますが、委員は特別職の公務員に該

当すること、また、委員委嘱時及び会議時に個

人情報の取り扱いには十分に注意するよう説明

することにより、個人情報は守られるものと考

えております。 

 協議会の所掌事務の一つである空き家等の適

正な管理に関する協議については、法的知識が

必要だと思うが、地域住民で議論に参加できな

いのではとの御質問ですけれども、振興会の委

員につきましては、地域住民として、振興連の

代表に参加を依頼する予定であり、ほかには、

司法書士、不動産業者、建築士等の各専門家に
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も参加を依頼する予定にしているところでござ

います。 

 次の対策協議会で実態調査、立ち入り調査、

特定空き家等の認定、助言、指導、勧告、命令、

代執行についても協議をするのかの御質問でご

ざいますけれども、特措法第７条に、市町村は

空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に

関する協議を行うための協議会を組織すること

ができるとされており、まずは、空き家等対策

計画の策定についての協議をお願いすることに

なります。 

 計画策定後は、計画の実施段階において発生

する諸課題について、各専門家の立場から意見

を出していただき協議を進めたいと考えており

ます。その際は、関係課長で構成する垂水市空

き家等対策委員会で案件を調査整理して、空き

家等対策協議会に諮問する予定でございます。 

 以上です。 

○教育長（長濱重光）  垂水高校学校振興対策

における事業実施の成果の検証についてお答え

いたします。 

 垂水高校の振興支援につきましては、垂水高

等学校振興支援計画書に基づき、平成24年度か

らたるたまを中心とした広報支援や部活動活性

化のための費用及び検定試験費用の補助などを

導入し、平成25年度からは通学費補助の支援策

を講じているところでございます。さらに、平

成27年度からは、東進ハイスクール講座受講費

用の補助も加え、さらに、28年度からは、新た

に市外から入学した生徒に対し家賃の一部を助

成しております。 

 これらの取り組みによります成果についてで

ありますが、まず、広報支援補助金では、広報

紙の発行により垂水高校のイメージアップが図

られ、中学生や保護者にも、垂水高校のよさや

活動内容をより多く知っていただき、進路を考

える上からも有効に活用されているところでご

ざいます。部活動等活性化補助金では、外部か

らの指導者の指導を受けることにより、競技の

レベルアップが図られ、生徒が活躍することで

進路選択の幅が広がるなど、評価を得ていると

ころでございます。次に、検定試験等補助金で

は、検定を受験しやすくなり、より難関な検定

への挑戦意欲や一つでも多くの資格を取得する

ことにより、進学や就職試験の際にも、有利と

なり強みとなっております。通学費補助金では、

バスやフェリーを利用する際の経済的負担が少

なくなり、特に市外からの入学者の増加につな

がっております。また、東進ハイスクールの通

信講座受講料補助金では、大学進学について大

きな実績を有します予備校の通信教育を受ける

ことにより、大学等への進路選択の幅が広がっ

ているところでございます。この支援は、他の

高校では実施されていない取り組みであります

ことから、垂水高校を選ぶ際の大きな魅力の一

つになっております。さらに、家賃補助金では、

通学費補助金と同じく市外からの入学者の増加

につながっていくものと考えております。 

 以上、申し上げました成果につきましては、

在校生や卒業生及び保護者並びに学校関係者か

ら成果として報告がなされたものでありますし、

私どもといたしましても、同様のことを成果と

して捉えているところでございます。 

 次に、垂水高校の定員確保の今後の対応につ

いてお答えいたします。 

 これまで垂水高校への支援事業の実施につき

ましては、市内唯一の高校であります垂水高校

がなくなりますと、市外の高校へ通学せざるを

得なくなりますことから、保護者に大きな経済

的な負担がかかるとともに、本市にとりまして

も、高校がなくなることで地域の活力が失われ、

過疎化が一層進む一因になると考えております。 

 このようなことから、垂水高校を存続させる

ことが重要であると考え、さまざまな振興支援

策の充実に取り組んでいるところでございます。 

 ことしの垂水高校の出願者数は、確かに昨年
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よりは減少しておりますが、平成26年度の入学

者は80名の定員に対して54名、27年度が46名、

そして、昨年度が65名であり、これまでの支援

策により効果が少しずつ見えてきてはおります

が、年少人口の減少や今回の出願状況を勘案し

ますと、決して楽観視できるような状況ではな

く、支援がなければ状況はさらに悪化すること

も懸念されますことから、今後も支援の継続が

必要であると考えております。 

 定員確保のための今後の対応につきましては、

市といたしましても、振興支援策の検証をその

都度行うとともに、支援策を継続してまいりた

いと考えております。 

 それから、定員確保につきましては、垂水高

校自体の取り組みが非常に重要になってくると

考えております。今回の１回目の出願状況の発

表後、垂水高校の校長先生がおいでになり、数

回にわたり今後の対応について話し合いを行っ

たところでありますけれども、私のほうから申

し上げましたことは、受験生である中学生及び

保護者が志望校を検討する際には、国公立大学

への合格や就職先などの高校卒業時の出口部分

の実績に特に注目していること、また、学校に

おける特色ある教育活動や部活動などの地域社

会や県下に誇れるような実積を残すことも大切

であることなどをお話ししたところでございま

す。 

 垂水高校側もいろいろな対策を考えておられ

ます。その一つは、今後、普通科活性化委員会

を立ち上げられ、１年時から進学と情報のコー

ス制をとることや、週３日間７時限目に授業を

行うこと、さらには、情報コースにおきまして

は、朝の課題授業の実施及び大学受験希望者に

は全員通信講座を受講させるなどの検討を進め

ておられるということでございます。 

 また、生徒募集検討委員会におきましては、

これまで11月から12月にかけて実施しておりま

した夜間高校説明会を夏休み前から実施するこ

ととし、対象者も受験生や保護者だけに限らず、

一般の方々にも垂水高校のよさや活動内容を知

ってもらえるような取り組みを行いたいとのこ

とであります。 

 このほか、先月には、英語科、数学科の先生

２名が東進ハイスクールを訪れ、生徒への指導

に当たって疑問に思っておられることや通信講

座の進め方等について学び、早速指導に生かし

ておられるとのことであります。 

 また、先週の24日から25日には、昨年同様、

東進ハイスクールから３名おいでいただき、通

信講座の受験生を対象に森の駅で夕方から夜明

けまでの徹夜の合宿が行われたところでござい

ます。 

 このような垂水高校の取り組みや垂水市の振

興支援など、双方ができることを有機的に関連

づけながら取り組んでいくことが今後の定員確

保につながるものと考えております。 

 今後とも、垂水高校や垂水中央中学校、そし

て、あしなが100人委員会を立ち上げ、垂水高

校の入学生に祝い金を贈呈されております民間

団体などとも連携を図りながら、また、今後の

定員確保につながる支援策を講じ、一人でも多

くの生徒が垂水高校で学び、自己実現が図られ、

地域に愛される高校となるよう取り組んでいく

所存でございます。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（池松 烈）  感王寺議員の新

規事業でございます小中学校機械警備委託は、

法的根拠での事業実施であるのか、また、事業

の内容等につきましてお答えいたします。 

 御存じのとおり、平成11年12月に京都市内の

小学校で、平成13年６月に大阪教育大学附属小

学校で起きた事件は、学校施設の安全管理、中

でも防犯対策のあり方を問うものになりました。

このことから、文部科学省では、平成12年１月

７日付で幼児、児童、生徒の安全確保及び学校

の安全管理についての通知を初め、幾つかの通



－91－ 

知を発出後、平成14年11月に学校施設の安全管

理に関する調査研究協力者会議から学校施設の

防犯対策についての内容が公表されております。

その公表された中には、学校施設の防犯対策に

係る計画設計上の留意点や防犯監視システムの

導入及び夜間休日の機械警備の重要性が記載さ

れているところでございます。 

 次に、委託の導入に至った経緯や委託の内容

等についてでございますが、学校にはマイナン

バーや個人情報記載の重要書類及び薬品類等取

り扱いに慎重を期すもの、そして、今年度導入

しましたタブレットＰＣなどの情報機器が置い

てあります。市内の学校では、今まで学校側に

よる施錠のみでありましたが、全国的にも犯罪

が多発する昨今、盗難等の犯罪から守るため、

機械警備委託の必要性を考え導入しようとする

ものであります。個人情報の流出、薬品の犯罪

利用等、さらに被害の拡大が想定されるものも

あり、犯罪を事前に抑制する意味から、そして、

何かがあったときに、市の管理責任が問われる

可能性もあるため、危機回避の点から見まして

必要であると考えております。 

 先ほど述べましたが、文部科学省の学校施設

の安全管理に関する調査研究協力者会議による

報告書、学校施設の防犯対策についてでも、警

備会社と連携した防犯監視システムを導入し、

夜間や休日における建物内への侵入犯罪等の発

生を把握し、適切に対応することで防犯対策を

より確実なものとすることも有効であるとあり、

その重要性が記載されており、県内でも19市の

うち14市が機械警備委託を導入しているところ

でございます。 

 次に、委託業務の方法及び内容等についてで

ございますが、機械監視をする項目は、防犯、

不法侵入と火災の監視、機器設置場所は校長室、

職員室、事務室、パソコン室、理科室、準備室

などの出入り口、機械警備の方法は、業者は、

防犯、火災を監視できる機器を設置し、双方向

通信システムにより業者の監視所に接続して監

視します。学校から機械警備開始の信号を受信

した時点から監視体制に入り、機械警備解除の

信号の受信により監視体制を解除します。また、

火災警備は、学校の無人、有人にかかわらず、

24時間実施します。業者は設置した機器が常に

正常に作動するようにしておかなければなりま

せん。非常事態受信時の処置は、防犯表示の場

合は、警報機器、出入り口や窓の開閉センサー、

体温を感知する空間センサー等により、異常事

態の探知を受け、緊急要員を直ちに派遣し、事

態の確認に努め、必要と認めたときは警察に通

報するなど必要な措置をとります。また、緊急

連絡先、校長等に電話連絡をし、現場確認の出

動を要請します。 

 火災表示の場合は、火災報知器による異常事

態の探知を受け、消防機関に通報、緊急要員を

派遣し、事態の確認をし、火災を発見したとき

は、消防機関に通報するとともに必要な措置を

とります。また、緊急連絡先、校長等に電話連

絡をするとともに現場確認の出動を要請します。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  それでは、感王

寺議員の国体に向けて、垂水市実行委員会運営

補助金43万3,000円が計上されているが、実行

委員会の委員の構成と所掌の内容は、予算は十

分なのかについてお答えさせていただきます。 

 まず、垂水市実行委員会の設置につきまして

は、国民体育大会開催要綱において開催県及び

会場市町村は大会運営のためにそれぞれの実行

委員会を設置することとなっておりますことか

ら、本市におきましても、平成29年度に設置し

たいと考えております。 

 それでは、委員構成についてでございますが、

実行委員会の委員構成の考え方のもとになる設

立趣旨につきましては、これまで開催された他

県の実行委員会を参考にいたしますと、大会を

成功させるために関係機関団体及び市民が一丸
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となって開催準備に取り組み、市民総参加のも

と、心からのおもてなしで魅力ある心温まる大

会になるよう、各界、各階層の代表者の参画を

得て設立するとなっております。これを踏まえ

まして、本市では、鹿児島県において、かごし

ま国体の開催日程が正式決定されます本年７月

以降に、垂水市実行委員会の設立を予定いたし

ておりますが、その際の委員構成につきまして

は、先ほどの設立趣旨にもございましたように、

垂水市、垂水市議会、スポーツ団体、産業経済

団体、医療、官公署、学校など、幅広い分野に

わたる関係機関、団体の代表の方を網羅したい

と考えておりまして、約70名の方を委員にお願

いする予定でございます。 

 次に、実行委員の所掌事務につきましては、

主に７項目を考えております。１番目が協議会

の開催に必要な方針及び計画の決定に関するこ

と、２番目が準備に関すること、３番目が施設

及び設備の整備に関すること、４番目が経費に

関すること、５番目が関係競技団体、関係団体

及び関係機関との連携調整に関すること、６番

目が市民のスポーツ意識の高揚に関すること、

７番目がその他実行委員会の目的達成に必要な

事項に関することであります。 

 以上のことを実行委員会の場で審議決定いた

だくことになりますが、実際の事業の遂行や立

案等につきましては、事務局及び大会実施本部

のほうで行うこととなります。 

 次に、予算でございますが、平成29年度設立

後の実行委員会は年２回程度の会議の開催を予

定しており、本年度の予算43万3,000円としま

しては、会議開催にかかわる資料作成代や通信

運搬費及び啓発用看板の作成経費などを予算計

上させていただいております。 

 このことに関しましては、他市においても同

様な方向となっておりますことから、議員御質

問の予算は十分なのかについてでございますが、

本年度はまずは実行委員会として必要な分の経

費を計上し、国体開催に向けて本格的に始動し

たいと考えております。 

 なお、フェンシング競技普及や国体視察研修

に関する費用等につきましては、別途社会教育

課所管の一般会計予算の中で計上させていただ

いております。また、今後、準備や開催にかか

わる経費が出てまいりますが、これにつきまし

ては、国民体育大会の件及び会場地市町村の業

務分担基本方針及び業務分担細目の中で、会場

地市町村が分担する業務がこと細かく分類列挙

されておりまして、その会場地市町村が分担す

る業務にかかわる経費は、会場地市町村単独で

負担することになっておりますことから、これ

らの経費につきましては、翌年度以降に関係課

と協議の上、予算計上をさせていただきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  それでは、一問一答方式で

お願いいたします。 

 この空き家の問題については、もう議会でも、

私、再三再四、質問させていただいております。

空き家の問題については、まず空き家を出さな

い、有効活用をするという方策と、また特定空

き家等に対してどうやって方策を立てていくの

かと、二面の部分があるわけですけども。 

 空き家の有効活用については、私も提言して

きました何度も。市長のほうでも、人口増の部

分、子育て支援策の部分で、空き家のリフォー

ム事業とか家賃補助、それとまた取得費の部分

では、中古物件でも500万円以上の物件は助成

が出るということで、その他、もろもろがある

わけですけども、大変感謝しております。また、

利用者も結構ふえているということで、この分

については問題ないと思うんです。 

 ただ、空き家の問題ですね。特定空き家、特

にこの分については、まだ何らかの行動も、ア

クションを起こしてないというのが現状ですよ

ね。 
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 市民課長から答弁をいただいたんですけど、

確かに、特別措置法に基づいて今回の条例を出

されたということ、また計画、あと方向性の部

分をこの分で協議するということですね。それ

で、あと28年にできた空き家対策委員会設置要

綱、この部分で、市民課、総務課、企画政策課、

税務課、土木課、そういう部分で煮詰めていく

ということですよね。 

 ただ、具体的な部分が、今回の条例について

も、垂水市空き家対策委員会設置要綱について

も、先ほど、冒頭で申し上げました抜本的な対

策、これがとられてないと思うんです。 

 今回の条例については、一応、特別措置法を

受けて、それにのっとって、法にのっとってつ

くられたということですね。この点については

申し分ないんです。これでいいと思います。 

 ただ、具体的にどうして、どうやって解決し

ていくのか。もう実際、議会報告会、１月に私

ども行いましたけども、牛根の住民の方々から

も御指摘いただきました。もう空き家が崩れそ

うなんだと、危ないんだと。どこが対策とるの

といったら、これはもう行政が主体となってや

らなきゃいけないと思うんです。 

 だから、これからなんでしょうけども、今後、

実態調査、立ち入り調査、助言・指導、勧告・

命令、代執行、この辺の部分を、これから協議

してなんでしょうけど、その辺のめどはどうな

っているのか。今のは市民課長にお願いします。 

 それと、あと土木課長については、以前、質

問したとき、そのときは特別措置法ができてお

りませんから、敷地内に入らない外からの目視

の部分で実態調査をやっているんです。その地

図のマップに写すという部分は言われたんです

けども、それはどうなっているのか。それ以上

の動きが土木課としてとっているのか。とりあ

えず、それだけお願いします。 

○市民課長（川畑千歳）  お答えします。 

 本市の現状につきましては、振興会長などか

ら提供される適正管理されていない空き家等の

情報をもとに、土木課、生活環境課、そして市

民課で、実態調査と所有者調査を実施しており

ます。 

 その結果を受けまして、建物であれば、土木

課が建物の早急な安全対策の実施、または建物

の解体のお願いと空き家解体助成制度の周知を

行っております。草木繁茂であれば、生活環境

課が、管理のお願いと森林組合等の代行者の紹

介を管理者に通知をしているところでございま

す。 

 一方、空き家バンク制度による地域活性化と

ともに、新たな空き家の発生防止にも取り組ん

でいるところでございます。 

 今後、空き家等対策計画策定の中で、特別措

置法に基づく各措置についても、整理、適切な

対応ができるよう体制を整備してまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○土木課長（宮迫章二）  感王寺議員の御質問

の空き家調査のその後の進捗状況についてお答

えをいたします。 

 空き家調査は、平成24年11月に、職員を中心

に振興会長さん方の御協力をいただき、基礎調

査を実施いたしました。その調査方法は、敷地

外からの目視による外観調査で、建物の外から

調査員がその主観で判断しております。その調

査結果は、空き家総数が1,061戸で、そのうち

廃屋が214戸ございました。 

 調査内容は、調査票と空き家の位置を住宅地

図に表示し、製本して土木課で保管していると

ころでございます。今後は、詳細調査で宅地内

に立ち入り、そのうち特に倒壊の危険性が高い

とか、廃屋の所有者の調査もしていかなければ

ならないと考えております。 

 現在、土木課としての空き家対策は、平成28

年度から空き家解体撤去事業を新設しまして、

市民の安心安全と、住環境及び良好な景観の促
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進や、地元建設業者に依頼することで、地域経

済の活性化を図っているところでございます。 

 この目的は、現在、全国的にも社会問題とな

っております空き家対策について、本市でも、

地域から空き家についての苦情が来ております

ので、管理者等への連絡はしているところです

が、根本的な対策は取られていないのが現状で

ございます。 

 そのため、今後、危険空き家をふやさないた

めにも、空き家の所有者への連絡がとれるうち

に、少しでも空き家の解体ができるのではない

かとこの事業を導入したところでございます。

28年度は33件申請がありまして、解体完了後、

現地確認をし、補助金を交付しております。 

 また、空き家の苦情は14件で、連絡先を調べ、

近隣住民から苦情が来ているため、建物の適正

管理の必要性と、本市では空き家解体に対して

補助事業があると通知してありますが、宛先不

明が２件、連絡があったのが４件、無反応が８

件で、現在のところ対応していただいた箇所は

ございません。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  また質問を続けてさせてい

ただきますけども、特別措置法ができるまでは、

なかなかこれの利用とかもできなかったし、な

かなか対策が進まないということで、各行政と

単独で条例をつくっていったわけですね。本市

の場合はつくってなかったんですけども、特別

措置法に基づいて、今回、こういう形ってこと

は理解できるんです、さっきも言いましたけど。 

 ただ、参考までにちょっと、私ども蒲郡市の

産業厚生委員会で所管事項調査をしてまいりま

したので、市民課長にも情報は流してあります

けども、ここの部分について、ちょっと肝にな

る部分になるんで御紹介したいと思うんです。 

 ここの部分では、蒲郡市空き家等適正管理条

例っていうことで、特措法のできる前、平成25

年６月24日、条例を制定されております。この

部分で、この条例の中身という部分が、まず市

の責務という部分をうたっているんです。 

 「市は、市民及び所有者等に対して、空き家

等の適正な管理に関する知識の普及及び意識の

向上について必要な措置を講ずる」と。「市は、

空き家等が管理不全な状態となることを未然に

防止するために必要な施策を実施すること」と

きちっと市の責務をうたっている。 

 あと、市民の責務として、「市民は、市内に

管理不全な状態の空き家等がふえることにより、

倒壊や火災等の事故、犯罪等、または環境上、

多くの社会的問題癩癩いわゆる特定空き家です

ね癩癩こういう特定空き家がふえ、市内の活気

が失われることを認識し、空き家等の適切な管

理を推進しなければならない」。 

 また、所有者等の責務です、「所有者は、き

ちんと適正に管理しなきゃいけない」というこ

ともうたっている。それで、情報提供というこ

とで、「市民は、管理不全な状態と思われる空

き家等を発見したときは、市にその情報を提供

するよう努めるものとする」と。 

 その他は、また実態調査、立ち入り調査等続

いていくわけですね。具体的に示してあるわけ

です。それで、先ほど市民課長が申されたんで

す。これからなんでしょうけども、今は、現状、

横の部分で各担当課で分担しているんですけど

も、やっぱり市民の意識向上を、協力を求める

ためにも、もうちょっと魂のこもった部分、こ

の条例、それでまた28年につくったやつ、ほか

にもそういったような検証というか、そういう

部分が私は必要だと思うんです。この点につい

てどう考えられるのか、もう一回答弁を求めま

す。 

 あと、特定空き家の解体の部分では、空き家

解体については補助金をつくっていただいて、

足りないところは、鹿屋市は、当初予算しか認

めないということなんですけども、本市は、補

正予算を組んで対応していただいているとあり
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がたいことなんですが。 

 ただ、傍らでは、固定資産税の問題がありま

すよね。これは、税務課長に質問になりますけ

ども、固定資産税、住宅が建つ敷地の固定資産

税は、住宅１戸につき、もう皆さん御承知でし

ょうけど200平方メートルまでが６分の１なん

ですよね、200平方メートルを超えると３分の

１に軽減されるという措置がとられております。 

 ただ、空き家解体の助成金があったとしても、

多額のお金を払って、しかも壊したら税金が上

がっちゃうわけです。３倍、６倍になっちゃう。

この部分も一つネックになっていると思うんで

す。特定空き家が解体されないという部分が。 

 東京の不燃化特区では、老朽住宅を20年末ま

でに解体する。解体撤去して更地にした場合は、

最初の５年間、この固定資産税の減免措置を継

続するという部分があるんです。ほかの市町で

も取り組んでいるところがあります。 

 この部分も、私は必要だと思うんですけども、

税務課長、その辺の検討をなさっているのか、

またこの問題については、市長、大事な問題で

すから、そういう考えをきちっとやっていくの

か。今は、市長のお話は、固定資産税の部分だ

けで結構ですから、一応、それだけ教えてくだ

さい。 

○市民課長（川畑千歳）  感王寺議員の御質問

にお答えをします。 

 御質問の内容は、実効性ある取り組みをして

いかないといけないというようなことではない

かと考えております。 

 今の、産業厚生委員会の行政視察の御紹介を

いただきましたけれども、本県におきましても、

空き家対策協議会の設置とあわせて空き家の適

正管理条例を定めている市町もございます。 

 今後、これらの取り組みを参考にしながら、

今後、計画策定をするわけですので、その中で、

他市の先進的な取り組みを参考にしながら、実

効性あるものにしていきたいという思いでござ

います。 

 計画策定の中で、先ほど申し上げました関係

課の役割分担、そしてどのような具体的な取り

組みができるのか。そして、現状分析、検証で

すね、その辺もしっかりやりながら、計画がで

きましたら、市民に周知をして、さらなる協力

のお願い、意識の向上をお願いをしていきたい

というふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○税務課長（楠木雅己）  感王寺議員の空き家

対策につきまして、税務課としまして御質問に

お答えをさせていただきます。 

 先ほどの固定資産税の件につきましては、今

後、庁内の空き家等対策委員会等におきまして、

税の軽減等できないか、地域の実情に応じた対

策を策定できないか等、さまざまな検討・協議

を重ねながら関係課との連携を図るとともに、

税務課といたしましても、適切な処理・処置が

行えるような対応を図ってまいりたいというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  空き家の問題に関しては、

感王寺議員のほうで、これまでも何度も積極的

に御提案いただいて、我々もできる限り対応を

してきたつもりであります。 

 そういった意味では、環境は整ってきたんだ

というふうに思いますが、あとは実効性のある

施策ということだと思います。今、２つほど事

例を挙げていただいて御提案をいただきました

ので、この場で、できるできないは申し上げら

れませんけれども、基本的に、空き家の問題を

なんとかしなきゃいけないというのは共通認識

でありますから、それぞれ中身をよく検討して、

どういう方法で問題解決につながっていくのか

ということを検討していきたいというふうに思

っております。 

○感王寺耕造議員  今度は、条例できちんとす

るわけですから、そのほかに、きちんと本当、
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実効性のあるような形でお願いしたいと思いま

すので、固定資産税の分については、市長、や

っぱり、その税務を知ってる人間はやっぱり賢

いですから。そういう人もいるんですよ実際、

市民の中で、「うっくじってんえたっどん税が

上がっでや」て。だから、この辺は検討をして

くださいね。 

 それとあと、この問題については、やっぱり

蒲郡市も、実際は、空き家解体の委員会までつ

くって、そういう部分をつくってんですけれど

も、行政代執行できないんですね。いつも話し

てんですけれども、財源がないっていうことで

す。 

 蒲郡市でも、こんだけ立派な中身でも、やっ

ぱり所有権者の意向、それでまたお金の問題、

こういう部分で、特定空き家、明らかに危険な

空き家を２件相談に行ったら、たまたまお金を

持ってる人だったので、わかりましたというこ

とで素直に会っていただいたということなんで

す。 

 財源の問題についてなんですけども、これは、

やっぱり一般財源、国が示すべきだと思うんで

すけども、市長会等でそういう話は出てないん

ですかね。それでまたこれから、市長も若い市

長ですから、どしどし、県もですし、全国の部

分で、この部分を協議していただきたいんです

けど。ちょこっとでいいですから話してくださ

い。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどもお答えいたしま

したけれども、空き家の対策というのは、地域

活性化や防災、安全対策の面からも、本当に重

要な課題だというふうに認識をしております。 

 垂水市においては、空き家バンクや空き家リ

フォーム事業の取り組みなどをしておりますけ

れども、市長会ということでありますけれども、

市長会におきましては、地域住民の安全確保等

の観点から、管理放棄された空き家等の解体除

去事業にかかる財政措置を拡充するとともに、

当市自治体の空き家等の有効活用に資する施策

を積極的に支援すること、また土地の家屋の所

有者を明確にするため、引き続き対策を検討す

ることということで、国へは要望をしていると

ころでございます。 

○感王寺耕造議員  空き家は、もうこれで終わ

ります。 

 あと、垂水高校です。最初、出願変更後、普

通科が１名ふえて、減らなくてよかったなと、

１名ふえてよかったなと安堵したところなんで

すが、教育長、生徒諸君を初め、教職員の皆さ

んに一生懸命頑張っていただいているのは理解

はできるんです。 

 ただ、やはり、費用対効果という部分があり

ますから、今まではよかったんだけど、今年は

こんだけ低かった。たまたまだったらいいんで

すけど、来年また減ったらどうすんだよって話

にもなってくると思うんです。 

 それは、私も垂水高校は母校でありますし、

それでまた先ほど、教育長もおっしゃったよう

に、この地域に高校がなくなるのは、文化的に

も、また地域の活性化が損なわれていくと、そ

れで経済的な部分でも、やっぱりしぼんでしま

うという部分で、頑張っていただきたいという

趣旨で質問しておりますので。 

 ただ、問題点は、今、28年度ですか、１年生

から３年生まで147人の生徒諸君がおります。

そのうち市外から74人、半分は市外からなんで

す。半分は市外から、鹿児島市から38人ですか、

鹿屋から33人、根占と重富が１人ずつ、それで

屋久島も１人おられるんです、１人ね。屋久島

からも、ネットを見て、いい高校だと思って入

ったっていうことで、事業成果は出ているのか

なとも思ったりもするんですけども。 

 ただ、やっぱり、特に、今、市内の生徒が極

端に少ないということ、この部分を無理矢理入

りなさいということは強制できないんですけど

も、でも聞くところによりますと、東進ハイス
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クールが決まってから、なかなか今の１、２年

生、今度の２、３年生ですか、高い目標設定値

を、医学部とかを目指しているっていう子たち

もいるみたいなんです。そうしますと、生活デ

ザイン科はある程度いいですけども、普通科が

極端に少ないわけです。そうすると、優秀な生

徒を集めるためにも、垂水市出身の、中央中か

ら進学すると。 

 そういう部分について、今度、給付金型の奨

学金をつくられているわけですけども、それを

もう一歩進めて、国立級一級の有名大学に入っ

たら、ちょっと報奨金をやるだとか、それで、

奨学金とかそういう方向性は考えてもいい時期

ではないかと思うんですけども、この分につい

ては、市長のほうにお願いいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  垂水高校の現状につきま

しては、感王寺議員のおっしゃるような状況だ

と思います。ただ、全体として、子供の数が、

対象者が減っておりますので、どこも高校もそ

ういう状況が続いておりますけれども、垂水高

校の今年度の現状を、少し、私なりに分析をし

ましたところ、垂水中央中学校の全体の３年生

の総数が、少し減っております。 

 ですので、垂水中央中学校から垂水高校へ、

普通科あるいは生活デザイン科へ行った子供た

ちの％、割合というのはほとんど変わりません。

ようするに、市外から垂水高校へ来た方の数が

減ったという結果だろうと思います。 

 昨年は、生活デザイン科を中心に、何十年か

ぶりに８名、結果、受からなかったというぐら

い集まりました。それは、一定の効果だと思い

ますけれども、やはり、普通科をどうしていく

のかということで、これまで東進ハイスクール

との御縁があって、そういうことで、かなり現

状としては、生徒は頑張っているんですが、ま

だ結果を出すところまでは行っておりませんの

で、数年たちますと、国立大学とかそういった

ところへ進学をしていける子供たちが出てくる

と思いますので、そこの実績をもって、上がっ

てくるとは思いますが、来年、じゃどうするの

かという課題もございますので、この間も、先

ほど、教育長が話をされましたように、東進ス

クールさんも含めて、垂高の先生方、生徒も、

これまで以上に頑張っております。 

 そのことを、まずはしっかり伝えながら、１

年を通じて計画を立てた行動をやっていくとと

もに、先ほど、新たに御提案がありましたけれ

ども、さらにもう一歩、垂水高校、例えば普通

科に来ていただきやすいような施策というのが

必要だというふうに思っておりますので、その

辺のところは、今、いろいろ検討している部分

もありますので、その辺をちょっと制度を上げ

てお示しできるように検討していきたいという

ふうに思っているところでございます。 

○感王寺耕造議員  中央中、大体、例年100人

前後は卒業していますよね。それで、お金で子

供の進路先をつるというのもおかしいですけど

も。実際上は、でも、この今までやっている補

助金も、お金で市外からの導入を図るわけです

から、市の優秀な子供たちが入ってくれて、さ

っき、教育長も言われましたよね、出口の部分

です。進学先、それで就職先、それで生徒も、

それでまた保護者も、ああこんな、癩癩まあ医

学部でも受かったらすごいんですけどね癩癩そ

ういう形で、結果を出していただきたいと思う

んです。 

 ただ、本当は、県内151学科はあるんですけ

ど、99の学科で定員割れなんです。いつかは再

編・統廃合の道が来ます。そのためにも、生き

残りをかけた戦いだと思いますんで、教育長、

昨年９月、議会同意を得て、また教育長を再任

されたわけですけど、これから任期いっぱい努

めていただかなきゃ、頑張っていただかなきゃ

ならないわけですから、決意のほどをお願い申

し上げます。 

○教育長（長濱重光）  垂水高校が、その唯一
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の垂水高校が、本市からなくなりましたときの

影響等につきましては、先ほどから答弁をいた

しておりました。 

 私としましては、垂水高校というのは、一高

校の問題ではなくて、やはり市全体にかかわる

大きな問題だというふうに考えております。そ

のような中で、19市の中で、県立高校がなくな

るような市にはなりたくないという強い気持ち

がございます。 

 私も、垂水高校の卒業生でございます。先ほ

ど市長からございましたけれども、昨年度は中

央中108名の卒業生の中で26名が垂水高校に入

ってくれました。ことしは98名の卒業予定の中

で、24名が垂水高校を、今、受験しようとして

おります。 

 何を言いたいかといいますと、やはり垂水高

校でないと。行きたい。そして垂水高校がなく

なると、鹿屋市であるとか鹿児島市であるとか、

そういう高校に行けない子供たちがいるんです。

現状として、経済的に恵まれてない。 

 だから、そういう視点でも、やはり垂水高校

を残していかないといけないということを強く

感じております。新しい提案もいただきました

ので、それらも含めて、さらに支援策を講じる

ように取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  今、教育長の強い決意を聞

きましたんで、来年度、これから、こんだけや

っぱり少なくなると、結局、その先生の配置と

か、やっぱり問題が出てくると思うんです。 

 それで、２年生、３年生になりゃ、進路ごと

に別れると思うんです。クラスも組めないよう

な状況になりますから、来年度は、今、強い教

育長のあれをもとに、１人でも２人でも志願者

がふえるように頑張っていただきたいとエール

を送りまして、この問題は終わります。 

 あと、小中学校の機械警備委託ということで

す。文科省の研究結果というか、そういう報告

に基づいて、また学校を巡る悲しい事件も多い

ですから、また個人情報の部分、この分につい

ても理解しました。 

 ただ、１点だけ、ちょっと聞きたい部分が。

この契約の部分、やっぱりお金だけではないと

思うんです。サービスの中身についてもだと思

うんです。例えば、侵入等があって、それで、

警備員が到達するまでの、異常を察知してから

の、そういう実績等も必要だと思うんですけど

も。その点について、現状でいいですから、簡

単にお答えください。 

○教育総務課長（池松 烈）  先ほど、その警

報機器の際に説明いたしました。例えば、出入

り口や窓の開閉センサー、それから、体温を感

知する空間センサー、ですから、窓を、例えば、

開けてばっかりで去っていく場合、窓を開けて

ここへ潜伏した場合でも、そっから入ってきた

場合は、今度は天井等に設置している体温で感

知すると。 

 それで、監視所のほうに通報が行きます。そ

れで、監視所のほうでは、垂水に駐在する担当

の方に通報をします。その間、25分以内に到達

して処理をするようになっているんですが、そ

の間に、例えば、こちらの空間センサーが感知

して、こちらのまた空間センサーに、今度は感

知をされるようなことが、まあ２度目ですね、

２度感知、１回、２回、３回です。 

 ２回以上あった場合は、もう一回監視所のほ

うから担当の方が移動中に行きますので、その

時点ではもう警察なり、あるいは火災関係であ

ると消防のほうに通知をするようにということ

で、時間の短縮化は図っているというようなこ

とでございました。 

 それと、あと先ほどしましたけれども、実際

のところ、緊急連絡先、校長先生等は学校の近

くにお住まいですので、その時点での通報とい

うことで、連携の強化も図っていらっしゃると

いうようなことであります。 
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○感王寺耕造議員  そうですね、学校の安心安

全のため必要なお金ですから、でもまあ、いい

契約先と恵まれることを願っておりますので。 

 最後に、鹿児島国体についてですけども、私

がまだ小学校のとき、前の国体があったんです

よね。そうすると、そのとき、ウエートリフテ

ィングでしたよね、垂水市でもウエートリフテ

ィングがありまして、そのときの方々は優秀な

成績を残しておられたんですよね。 

 今は、県内でも樟南高校ぐらいしかないんじ

ゃないかな。それが、垂水高校にウエートリフ

ティングの歴史があれば、また志願者もふえた

ような気もするんですけど。そういう観点も踏

まえて、国体開催前のプレ大会、一応、フェン

シング、綱引き、スポーツチャンバラですか、

一応、今のところ内定しているのが。やっぱり、

プレ大会の実施ですよね。 

 それで、先ほど、社会教育課長の中で、市民

のスポーツ意識の向上っていう部分が出たんで

すけども、プレ大会が終わっても、この分がず

っと続くような本大会の中身になってほしいん

です。 

 スポーツチャンバラについては、今でも、強

い方々が、強い指導者、強い方々、少年たちが

います、少年少女が。それで、フェンシング、

綱引き、フェンシングはちょっとあれなんでし

ょうけど、綱引きなんかはある程度奥の深いス

ポーツらしいんですけども、プレ大会で市民も

参加して、そういうような垂水市長杯っていう

形で、プレ大会をやるとか、そういう部分も必

要だし、今後、どうするのかって部分も必要な

んですけども。この部分について、社会教育課

長お願いします。 

 あと、開催競技の部分の負担金ですね、開催

市が持つということで、フェンシングについて

は、特に、やっぱりお金がかかるような気がす

るんです。今後の見積もりなんでしょうけども、

方向性だけでいいですから、ちょっとそれだけ。 

○社会教育課長（野嶋正人）  ただいま御質問

をいただきました国体開催へのプレ大会の実施

につきまして、まず国体開催前年の平成31年に

おきましては、正式競技のフェンシングが全日

本選手権大会を、公開競技の綱引きは九州大会

規模の大会を予定しております。 

 それと、今、感王寺議員よりいただきました

いろんな市長名等を冠した大会等については、

今後、またいろいろ検討をしてまいりたいと考

えています。 

 次に、競技が本市の財産となるような取り組

みが必要ではないかという質問についてでござ

いますが、私どもといたしましても、垂水市に

おいて、国体期間時及び終了後もフェンシング、

綱引き、スポーツチャンバラの各競技が、本市

の財産となるような取り組みが必要と考えてお

ります。 

 そのために、まずは競技の普及や広報が必要

でありますことから、フェンシング教室を開催

することによる児童・生徒の育成や先日の市内

全小中学生を対象にしましたオリンピック銀メ

ダリストの太田雄貴さんを初め、３名のオリン

ピック選手をお招きしてのわくわくどきどき！

夢教室の開催も行っておりまして、市報３月号

においても詳しく御紹介させていただいており

ます。 

 特に、フェンシング競技につきましては、平

成29年度におきましても、フェンシング教室の

開催回数をふやしたり、また広報用看板など加

速度的に競技の広報普及に努めたいと考えてお

ります。 

 また、昨年の12月に開催されました市子供会

大会の際には、綱引きの実業団のプロチームに

おいでいただいて、模範演技や参加した子供た

ちとの対戦などを通して交流を図っていただく

機会を設けまして、綱引きの魅力や競技の普及

に努めているところでございます。 

 また、これまで各競技団体や関係者とも協力
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関係の構築に努めており、今後の垂水市での競

技普及や大会等の誘致につながるように努めて

まいります。今後は、九州や全国におきまして、

フェンシング部員も多く、大活躍している高校

や大学等もありますことから、水産商工観光課

とも連携を図り、本市のスポーツ合宿等の誘致

に努め、今後も各競技が本市の財産となり、ま

た交流人口の増加につながるような取り組みを

推進してまいりたいと考えております。 

 なお、負担金等の歳出については、今、資料

等を取り寄せて積算中でありますので、もうし

ばらくかかります。よろしくお願いします。 

○感王寺耕造議員  懇切丁寧に述べていただき

まして、ありがとうございます。 

 市長は、まず、プレ大会で雰囲気を盛り上げ

ると。本大会で市民総出のおもてなしの心で楽

しく競技していただくと。その後、大会が終わ

っても、こういう競技が本市に根づくように。 

 本市に根づいて、それでまた競技に来ていた

だいた方から、今度はＡＺもできるみたいです

から、泊まるところもできました。そういう部

分で、大会終了後も競技関係者が来ていただけ

るような関係をつくっていただきたいと思って

おります。 

 あと、宿泊についても、ちょっと危惧してい

る部分があるんですけども。全国、各県下であ

るわけですよね。ＡＺができたら、そしたらも

う足りるのって話もありますので、その辺の部

分の対策についても、皆さん、プロでしょうか

ら、盛り上がるような大会になることを祈りま

して、私の今回の一般質問を終わります。あり

がとうございました。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、４時18分から行います。 

      午後４時10分休憩 

 

      午後４時18分再開 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ここで、申し上げます。本日の会議は議事の

都合により、あらかじめ、これを延長します。 

 10番、北方貞明議員の質問を許可いたします。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  多分、私で終わると思います

ので、もうしばらくおつき合いください。 

 市長の政治姿勢について。 

 市長は市政方針の中で、私の政治理念、政治

姿勢は安心安全、住んでよかったまちづくりと、

市民の皆様の幸福を実現するよう努めてまいり

ますと述べられました。大変、すばらしい政治

理念、政治姿勢であると私も思っています。実

現できるよう頑張っていただきたいと思ってお

ります。 

 そういう中で、垂水市を運営する市政運営に

対する考え方をお聞かせください。 

 弱者対策、買い物弱者について質問いたしま

す。 

 過疎化・高齢化の進展や、小売店の廃業によ

り、日常の食料品等の買い物が困難な状況にお

かれている人を買い物弱者というそうです。私

たち議員は、１月に４会場で議会報告会を開催

しました。意見交換の中で、多数の要望が出た

中で、その中で、買い物弱者に対して、市のほ

うで手を差し伸べていただきたいという意見も

出ました。 

 また、浜平公民館での森山先生の国政報告会

での意見交換の場でも同様の意見が出ました。

本市でも、高齢化が続き、お年寄りが日常生活

で大変苦労されているようです。 

 他の市町村では、民間業者との協力で、買い

物弱者に対するサービスも実施されていると聞

いておりますが、本市の取り組み状況はどのよ

うになっているかお聞かせください。 

 垂水絹糸跡について。 

 今朝ほどの、川畑議員ともダブるかもしれま
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せんけど、よろしくお願いいたします。財政課

長は、９月議会におきまして、一般補正予算

（第５号）案中の参考資料の一部の訂正をされ

ました。総務所管の財政管理の財産購入費の説

明で、土地開発基金所有の垂水絹糸跡の土地を、

市が購入する費用として説明しましたが、参考

資料の中で、南の拠点整備という記載をしてお

りました。垂水絹糸跡の活用については、未確

定であり、南の拠点事業関連の記載については、

削除をお願いしますと述べられました。 

 ところが、現在、垂水絹糸跡には工事が実施

されています。使用目的は未確定と述べておき

ながら、議会に、市民に対し、何の説明もなく

工事が進んでいますが、どのような経緯で工事

が進んでいるかお聞かせください。 

 南の拠点整備について。 

 南の拠点整備事業のうち、垂水市が整備する

部分は、ＰＦＩ整備手法でするとのことですが、

通常の一般公共事業での整備手法との違いを、

まず教えてください。 

 また、垂水市が整備するＰＦＩ施設に、総額

７億4,494万ほどのうち、ＳＰＣ、これＳＰＣ

は企業合同体とか、特別目的会社だとか、二つ

のほうに、私は説明で聞きましたけど、ＳＰＣ

に15年間で５億977万円ほど支払うとのことで

すが、垂水市にはどのようなメリットがあるか

教えてください。 

 瀬戸口藤吉翁生誕150年について。 

 私は、これまで瀬戸口藤吉翁の記念行事につ

いて質問してまいりました。来年の５月が生誕

150年を迎えると思いますが、あと１年数カ月

になってきました。記念行事をするには時間が

ないような気がいたします。 

 本年度は、予算も計上されていないようです

が、どのような計画か、瀬戸口藤吉翁は垂水市

の宝であり、これからも功績を代々たたえ伝え

ていかなければならないと思っています。その

ためにも、来年は生誕150年にふさわしい、形

あるものを後世に残るようなものを実現してほ

しいと願っております。教育長の考えをお聞か

せください。 

 これで、１回目の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  北方議員の市長の政治姿

勢についての御質問にお答えをいたします。 

 市政方針でも御説明いたしましたが、私の政

治理念、政治姿勢でございますが、安心安全で

住んでよかったまちづくりと、市民の皆様の幸

福を実現できるよう努めております。 

 市長に就任しましてからは、２期目、３年目

を迎えることとなり、２期目となりますこの４

年間で、目に見える成果を出せるよう意識して

取り組んでまいりたいと考えております。 

 市政運営に当たりましては、これまでと同様、

第１に多くの市民の皆様との対話を重視し、現

場を大事にしていく姿勢、第２にさまざまな情

報の積極的な発信と説明責任を果たしていく姿

勢、第３にあらゆる場面で、私自身が率先して

動き、さまざまな改革に勇気をもって取り組む

姿勢を示しながら、これまで培った国や県との

パイプを活かし、市政運営を努めていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  北方議員の買い

物弱者について。 

 買い物弱者についての本市の取り組み状況に

ついて御質問にお答えをいたします。 

 買い物弱者とは、経済産業省より公表されて

おります、買い物弱者応援マニュアルにおきま

して、流通機能や交通網の弱体化とともに、食

料品等の日常の買い物が困難な状態に置かれて

いる人々と説明をされております。 

 当マニュアルには、買い物弱者への支援策と

して、家まで商品を届ける、近くに店をつくる、

家から出かけやすくするといった取り組みのほ

か、会食などコミュニティーの形式、物流の改

善、効率化の取り組みが支援策とされておりま
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す。 

 現在、本市の買い物弱者への支援の取り組み

につきましては、出かけやすくするといった取

り組みとして、路線バスの運行のない大野地区、

水之上地区、市木地区において、平成21年度よ

り、国の補助金を活用し、事前予約型乗り合い

タクシーを運行しております。 

 当制度により、地区に居住されている方々の

買い物の足として、利用をしていただいている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○財政課長（野妻正美）  御質問の９月議会で

の参考資料の訂正についてですが、そこの記載

につきましては、実際、議案で参考資料とお示

しする前に、課長査定、市長査定がございます。 

 そこでの、内部資料の中での査定資料を、そ

のまま訂正せずに出したという経緯がございま

す。そこで誤解を招く恐れもありましたし、確

定したものではないと。その内部の資料を、財

政課としては、済みませんが、訂正しないで出

してしまった。そのために、訂正をお願いした

ということです。 

 理由としましては、そのときも申し上げまし

たが、南の拠点整備事業を進めていく中で、計

画地の近隣にありますことから、今後、これま

で未利用地であったため、今後を見据え、売却

も含めた利活用など、あらゆる方面に対応でき

るよう、普通財産として買い戻しをしたという

ことであります。この時点で、明確なものはあ

りませんでした。 

 今回、御質問のこの交渉過程についてお答え

させていただきます。 

 御指摘の旧垂水絹糸跡地につきましては、川

畑議員の御質問で交渉に至った経緯はお答えし

ましたので割愛させていただきますが、財政課

としましては、市としての方針決定を受け、12

月20日、交渉に当たるための売買提示価格を審

議してもらうため、庁内に設置してあります不

動産価額評定委員会を開催いたしました。 

 そして、この評定委員会の審議結果をもって、

昨年、12月26日に第１回目の売買交渉として売

買価格の提示を行い、相手方に持ち帰っていた

だきました。 

 年が明けた本年１月16日に、第２回目の交渉

として提示額に対しての回答をいただいたとこ

ろですが、折り合いがつかなかったため、再提

示及び提案をお互いにし、双方を持ち帰ったと

ころです。 

 翌17日に３回目の交渉を行い、提案について

了承とのことであったため、売買代金について

内諾を得たところです。１月27日には売買契約

書案について第４回目の交渉を行い、了承を得

たため、平成29年１月31日に売買契約の締結に

至ったところでございます。この売買契約に至

った後、工事が着手されたということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  北方議員の御質

問でございます。ＰＦＩの方式による市のメリ

ットにつきましてお答えをいたします。 

 ＰＦＩ方式は、公共事業を実施するための手

法の一つであり、民間事業者の資金と経営能力、

技術力を活用して、公共施設等の設計、建設、

維持管理、運営等を実施するものでございます。 

 市のメリットといたしましては、大きく２つ

考えられます。 

 １つ目は、市の財政収支が平準化されること

であります。従来の方式では、一般財源や国等

の補助金、地方債等を活用して、工事終了後に

建設費をまとめてお支払いする形式でございま

すけれども、ＰＦＩ方式の場合は、施設の供用

開始後から、事業期間中にわたって支払いを行

うこととなります。 

 今回の場合は、15年間の事業期間を想定して

おり、その期間内で平準化した形式で、建設費

を支払うこととなりますので、単年度における
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財政負担を軽減した上で事業実施できることに

なります。 

 ２つ目は、低廉かつ良質な公共サービスの提

供が期待できることであります。ＰＦＩ方式は、

設計、建設、運営等を一括発注いたします。ま

た、詳細な仕様は定めず、求める施設の機能や

サービス内容の水準を規定した性能発注を行い

ます。 

 このことで、包括的な事業推進が可能となり、

コストの削減が期待できることに加えまして、

民間事業者のノウハウや技術的能力を最大限に

発揮できる環境が整うことから、良質な公共

サービスの提供につながるものと期待しており

ます。 

 以上でございます。 

 次に、特別目的会社ＳＰＣの利点につきまし

てお答えをいたします。 

 ＰＦＩ事業における特別目的会社ＳＰＣは、

ＰＦＩ事業のみを実施する会社法人ということ

になります。現在、公表しております実施方針

におきましても、応募者の参加要件に事業実施

段階において、ＳＰＣ等の事業法人を設立する

ことを妨げないと定めております。 

 ＳＰＣで事業を行う利点でございますけれど

も、１つ目に、事業費をＳＰＣが金融機関から

資金調達することで、市にとって施設整備費の

初期投資が不要となり財政支出の平準化が図ら

れること。２つ目に、仮にＳＰＣの構成企業が

倒産した場合も、ＳＰＣ自体は別法人でありま

すことから、ＰＦＩ事業に影響を与えることな

く行政サービスの継続かつ安定的な提供が確保

できること。３つ目に、融資した金融機関によ

る事業推進のモニタリングが実施されますこと

から、第三者のチェック機能が充実することが

考えられます。 

 以上でございます。 

○教育長（長濱重光）  瀬戸口藤吉翁生誕150

年関連の御質問にお答えいたします。 

 議員の御質問にありますように、平成30年度

は、瀬戸口藤吉翁の生誕150周年を迎えますと

同時に、瀬戸口藤吉翁記念行進曲コンクール並

びに瀬戸口藤吉翁のふるさとコンサートにつき

ましても節目の第20回目を迎えます。 

 そこで、瀬戸口藤吉翁のふるさとコンサート

につきましては、平成30年10月１日に、本市施

行60周年を迎えますことから、同時期に記念事

業として開催したいと考えております。 

 そのために、平成29年度においては、関係機

関と協議の上、事業計画を策定するなど、準備

を整え、平成30年度の当初予算に計上したいと

考えております。また、先月開催いたしました

瀬戸口藤吉翁記念行進曲コンクール実行委員会

におきまして、委員の皆様方にも記念事業の開

催に御賛同をいただいたところでございます。 

 あわせて本年１月には、本実行員会の委員を

お願いしております海上自衛隊音楽隊や表敬飛

行など、自衛隊の各種派遣の窓口であります鹿

児島地方協力本部長様を訪問し、海上自衛隊東

京音楽隊や歌姫並びに海上自衛隊掃海管制艇等

の派遣について、お力添えを賜りますように、

市長自ら依頼文書を持参し、お願いしていただ

き、御理解をいただいたところでございます。

今後、本部において、御検討をいただくことと

なっております。 

 また、鹿児島神社境内に設置されております

顕彰碑につきまして、鹿児島神社様から管理が

困難であることなどから、顕彰碑を公共施設へ

移転してほしいとの要望書が28年10月18日付で

提出されておりますが、今後、生誕150周年に

向けまして、関係課及び関係機関と十分に協議

を行ってまいりたいと考えております。 

 今後とも郷土の偉人であります瀬戸口藤吉翁

の伝承事業の推進に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  それでは、２回目の質問をさ
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せていただきます。 

 市長の、市政に取り組みの考え方をお聞きし

ました。市長が、その市政運営に大きく３つを

掲げられたわけなんですが、私は、２番目の、

さまざまな情報の積極的な発信と、責任責務を

果たす市政、これどうしても引っかかるんです

よね。本当に、さまざまな情報を積極的に発信

されておるんだろうかと。 

 これらに対して伺いますけども、前に、今、

この絹糸跡のことでお聞きしますけども、９月

に、そういうような未確認だからちゅうことで、

財政課長が言われた中で、先ほども言いました

ように、絹糸跡は工事が進んどるわけですよね。

その間に、恐らく、交渉もあったと思うんです

けども、私たちは何も知らないうちにも工事は

進んでます。説明も聞いておりません。 

 そうして、何回かこの道の駅の中の説明会の

中で、ことしになってから１月20日に全協で説

明を受けたわけですけども、その以前にも、既

にこの交渉問題が始まっておりますよね。 

 今聞けば、昨年の12月24日に売買交渉が始ま

ったと。この第１回で、昨年の12月26日に売買

交渉の、それも第１回の交渉で金額も指定をさ

れたと。その以前の交渉もあるはずと思うんで

すよね。その上でどちらから、その以前に、こ

の話を持ちかけられたのか。 

 そのＡＺ側から、恐らくこれは、恐らくです

が、垂水から話しかけられたのか、その辺を１

点と、だから１月20に全協があったにもかかわ

らず、こういう過程で、今、進んでおりますと

か、一言でも市民、議会、いや全協じゃない議

会に、今、こういう方向で進んでおりますと、

市のほうから途中経過の説明もあってしかるべ

きと思いますけども、ただ、この２番目の積極

的な情報発信は本当にされているとは思えんか

ら、そう聞いてる。 

○市長（尾脇雅弥）  表現を少し変えてお話を

させていただければ。 

 私の思いというのは、垂水市が発展するよう

に、または市民の皆さんが幸福になるように、

そのために、主には３つの挑戦というのを基本

にしながら、まずこれを進めているということ

は御承知のとおりだと思います。 

 その中で、経済の挑戦の中で、６次産業化と

観光振興という中に、観光振興では３つの拠点

をつくりますよと。人口減少社会の中で、交流

人口200万人を目指して、垂水のパイをふやし

て経済を回していこうということで、詳細はい

ろいろ、今、やりとりをしているとおりであり

ます。 

 先ほど、堀内議員のお話の中で、観光の中で、

西郷どんの表現もないじゃないかということも

ございましたけれども、決してそのことに取り

組んでないわけではないんですが、やはりその

情報発信というのは、何をもって情報を十分発

信しているのかという難しいものもありますの

で、決して隠しているという現状ではありませ

ん。 

 その辺の経過に関しては、少し、企画課長の

ほうでお話をさせていただきます。 

○企画政策課長（角野 毅）  当該用地につき

ましての話でございますけれども、当該用地は、

南の拠点の建設用地、予定地内でございまして、

ホテルが建設をされますと、南の拠点敷地内で

の国道への出入り口付近での安全性の確保でご

ざいますとか、非常に難しい面が発生するとい

うことが想定され、また、国へ申請をしており

ました事業計画に変更が生じかねないことから、

今回の対応ということで、ホテル側に対しまし

ては、市のほうから用地に関する相談を申し上

げました。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  私が言いたいのは、市のほう

から話をされたということですけど、ただ、そ

れを、だったら先ほども言いましたように、何

回かそういう議会の全協なんかで話し合う場が
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あったわけです。説明する場があったにもかか

わらず、市長が言われる垂水に取り組む姿勢、

本当に積極的には反応、発信されておるわけで、

自分も思いますから、あの場で、じゃ、これを

聞いとるわけです。 

 私は、積極的な発信、説明責任、発信という

ことを、市長はされていないと、私は私なりに

解釈します。それはもう、これはそれでいいで

す。 

 それじゃ、買い物弱者についてですけども、

先ほども言いましたように、議会報告で言った

ときは、その質問を要望された方、国道筋の

方々だったんです。説明のほうで、浜平は特に、

国道に面しておりながら買い物がちょっと困難

だというふうに述べられましたので、あっとし

て、僕も驚いたわけなんですけども、今、そう

いうふうにして、山間部はもちろん、そういう

多くの年寄りの方々が、買い物に不自由をされ

ております。 

 だから、垂水市も他の市町村では、既に取り

組んでおられるところもありますので、積極的

に、この問題に取り組んでいただきたいと思っ

ております。 

 そして、皆様方も、昨夜のニュースなんかで、

ニュースを見られたと思うんですけども、私も、

びっくりして見たんですけども、昨日のニュー

スの中で、ＪＡさんが周っておられるというこ

とで、きのう、テレビでの放映では、境地区が

そのちょうどテレビ放送で映っておりました。 

 そういう中で、このＪＡさんは、そのように

無心で取り組んでおられますけど、ＪＡさんが

回るのは、国道筋のところだけです。ここに予

定表がありますから言いますけども、境公民館、

農協の牛根の出張所跡、牛根麓の公民館、協和

地区の公民館、新城地区の出張所跡、こういう

ところは水曜日に回れるわけですけども、これ

も国道筋だけですよね。 

 我が垂水市では、山間部も抱えておりますけ

ど、今、買い物難民の方々は、大概が山間部に

お住まいの方々が多いと思います。私が住んで

いるここからわずかな城山団地でも、お年寄り

が、「買い物が大変じゃがよ、何とかならんか

ね」と私も相談を受けたことがあります。 

 そういうように、今は至るところで、買い物

に不自由されておるお客さんがおります。そう

いうところを、垂水市のこの庁舎の担当課だけ

でなく、全課で取り組んでいただけないかな。 

 まず、全課で取り組んでいって、今の問題点

を洗い出して、そういう対策をとっていただき

たいと思います。こういうのは、やはりお年寄

りの声なき声を吸い上げるところは、私は、役

所だと思っております。 

 市長の政治理念、政治姿勢でも、安心安全で

住んでよかったまちづくり、市民の皆様の幸福

の実現に努めますという施政方針を述べておら

れます。そういう中で、この買い物難民に対し

て、市長の、ちょっと考えをお聞かせください。 

○市長（尾脇雅弥）  高齢化社会の中で、今、

おっしゃるような課題というのは、当然、出て

くると思いますし、そのことを何とかしたいと

いう思いはございます。私も実際に、その車を

ここで見まして、非常にありがたいサービスだ

なと思います。 

 これまでもほかに、例えば、コープさんとか

いろんな形で、それぞれの地域に車が行ってと、

買い物弱者の皆さんにサービスをしていくとい

うことがございました。今回のＪＡさんの、こ

の車両の特徴というのは、お金の出し入れもで

きるということでありますので、まずそれを１

台目、２台目でしょうか、今のところは国道沿

いをということでありますけれども、１回来ら

れたときに、やはりその、今、北方さんがおっ

しゃったようなことも提案をさせていただきま

した。 

 今後の課題だと思いますし、これが一歩進ん

だことは、大変、垂水市にとってはありがたい
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ことでありますし、一方で屋形を構えるお店の

方々もいらっしゃいますから、その辺のところ

とも、いろいろどういう方法がいいのか考えな

がら、今、おっしゃったような足がない、買い

物を必要とされる方々の対応というのを、さら

に検討していきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

○北方貞明議員  確かに、この写真ですけど、

３トン車らしいですね。見ましたけど。確かに

現金も下ろされるというようなことで、今、市

のほうから、我が垂水市も走っとるわけですけ

ども、先ほど言いましたように、国道筋だけで

すよ、今の。 

 だから、山間部の人たちも、今、市長がちょ

っと不適切な発言をされたと思うんですけど、

足のないちゅうことを、足のない方と言いやっ

たけど、これはちょっと後で訂正されたらいい

と思いますけども、そういうふうに、交通手段

のない方々がおられます。 

 そしてまた、免許証を返納されて、またはそ

の買い物に行けない人もおりますので、ぜひ、

これを先ほども言いましたように、全課で取り

組んでいただければなと思います。 

 もう既に、川内地区なんかも五、六年前から

こういうのを実施されておりますよね。そうし

て、我が垂水市は、本当、その買い物に不自由

されておる方に、ちょっと利用サービスが出遅

れておるんじゃないかと思っておりますので、

市長、リーダーシップを発揮されて、前へ進む

ようによろしくお願いいたします。 

 次に、絹糸跡ですが、第１回12月26日から１

月30日にも売買の契約が済んだと。大変、早い

締結だったなと思っております。それで、この

交換された土地は、コンサルタントですか、こ

の方々がホテルを建設するということで農地を

求められ、そして農地転用をされております。 

 転用許可は、県が正式にやったのは、昨年の

11月15日に、県の許可が出たわけですけれども、

それからとんとん拍子に進んでおるところで、

本当にびっくりしております。これで、この転

用許可は、その交換したけれどもホテルを建設

するちゅうて、県が許可したわけなんですけど、

そういうところに、今度交換しましたけども、

問題はないのかな、そこ、ホテルは建たないわ

けですよね。そこんとこを教えてください。 

○市長（尾脇雅弥）  その前に、先ほどの足の

ないということで、不適切な表現をいたしまし

た。交通手段のないということで訂正させてい

ただきたいと思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  ホテル側がとら

れました農転の申請につきましては、今後我々

が実施を計画しております南の拠点につきまし

ては、改めて農転の手続に入りますので、特に

問題は発生しないものでございます。 

○北方貞明議員  今度は、どっちへ戻されるわ

けですか。今、建つわけでしょ。それを農転と

言えば、またほとんど返すということですか。

ちょっとそこだけ、ちょっと意味がわからなか

った。 

○企画政策課長（角野 毅）  改めて、南の拠

点整備事業計画ということでの、農地転用の申

請をするということでございます。 

○北方貞明議員  その土地交換に対しては、私

は、勉強不足かもしれませんけれども、土地売

買のときは2,000万円以上、そして面積が5,000

平米以上のときは、今回、売買された土地は金

額が2,100万円でしたか、確か2,000万円を超え

とると思うんですけども、それは議会の議決は

必要でなかったんですかね。 

○財政課長（野妻正美）  今回の土地の価格は

2,173万1,000円でございます。議員御指摘のと

おり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例第３条に、議会の議

決に付さなければならない財産の取得または処

分は予定価格2,000万円以上の不動産もしくは

動産の買い入れ、もしくは売り払い、または不
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動産の信託の受益権の買い入れ、若しくは売り

払いとするとなっております。 

 しかし、誤解されやすい部分ではございます

が、その中で、土地につきましては、一件、

5,000平方メートル以上のものに限るという規

定がございます。今回、売却価格は2,000万円

を超えてはおりますが、売却地の面積は

1,675.19平米であり、また交換部分を含めまし

ても3,992.19平米であることから、一件、

5,000平方メートル以上のものという要件を満

たしていないため、議会の議決を要しないこと

となります。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  ということは、5,000平米以

内の中で、そして2,000万円以上を超えても、

それはいいということですか。今さら、１件に

2,000万円以上のときだと区切られたりして、

合わせてのことでそういう解釈をしているんで

すか。 

○財政課長（野妻正美）  要は、この土地につ

いてだけです。土地についてだけ、この5,000

平米という規定がございます。ですので、

2,000万を超えていたとしても、土地について

のみについては金額ではなくて、平米で要件指

定がされているということでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  わかりました。ちょっと待っ

てください。考えますから。（「気張れよ」

「引っ張んなここで」「５分もたったぞ」と呼

ぶ者あり）ええ、まあ、それじゃ、その土地交

換のところは、わかりました、はい。（笑声） 

 それで、くどいようですけど、もう一遍、そ

の経緯について伺いますけども、私は、この問

題は、皆さん、売買は済んでからしか、私たち

には報告はされないわけなんですけども、１月

31日にも最後のあれは詰まっておりますので、

そのなかで、市内の業者さんに、絹糸跡整備を

されるとき、１月中に、とにかく整備を終わら

せてくれというふうなことも、もう、その工事

の前に言われとるわけですよね、この契約をす

る前に。 

 ということは、常に皆さん方の中では、その

ダイフク産業ですか、そういうコンサルタント、

内々でも話が進んでたとしか、私らが考えにく

いんですけども、もう内々にその計画を進めて

おられたんでしょうか。そうでないと、このよ

うに早く進む、行くはずがないと思います。 

○財政課長（野妻正美）  １月中に済ませると

いうのを、意味がちょっとわからないんですけ

ど。 

○議長（池之上誠）  じゃ、もう一回質問。 

○北方貞明議員  もうこの交渉が始まってから、

12月24日に売買交渉が始まっとるわけですよね。

それで、そのとき第１回目の交渉で、既に、売

買の価格表示がなされておると、ですよね。 

 だから、その前から進んでいるこの交渉がな

ければ、ここへ第１回の12月26日に、売買交渉

が始まるわけじゃないと思うんです。そして、

だからもう１月までには、全部終わってくれと、

整地を更地にしてくれと、そういうような指示

も、どの課がされたか知りませんけども、そう

いうふうに指示されておると思いますから、だ

から僕らに、１月20日にも何も説明はなかった

わけですけど、だからそういう中で、もう水面

下だとか、裏といいますか、交渉が進んでおっ

たんじゃないかなと思って、僕は、本当そう思

うんですが、そういうことはなかったんでしょ

うか。 

○財政課長（野妻正美）  先ほども申しました

が、財政課としましては、市の方針決定を受け

て、12月20日に不動産価額の評定委員会をして

おります。ここで、適正な額は幾らかというと

ころを、市として決定したところです。それを

受けまして、第１回目、12月26日に、私が、そ

の金額を提示したところでございます。 

 ですので、何らそこのところは方針決定を受
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けてから、財政課としては、手順を踏んで最短

で交渉してきたということです。そして、１月

末までに、契約は１月31日ですが、そこまでの

交渉経過もあるわけなんですが、そこについて

は、売買するには原則更地なんですよね。あそ

こには、擁壁や土間コンや井戸やら立ち木やら

あったんです。 

 まだ、ここは期間が、そこを更地とすればか

かります。そのために、公共工事の単価でそこ

を積算をし、その工事価格を差し引いた金額で

2,173万1,000円で売買したということでござい

ます。 

 ですので、ここにつきましては、そこの交渉

が早いではなくて、工事についても、そこのと

ころを、まだ擁壁等もこちらのほうで除去をし

て、本当は売買契約ちゅうことやったんですが、

そういうところの交渉も、交換、売買について

は４回ほどやってきたちゅうことなんです。で

すので、そこについて、それ以前から財政課が

交渉してきたという経緯は全くありません。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  わかりました。とにかく、こ

れからよく、情報を速やかに、私たちのほうに

も教えてください。それはもう要望しておきま

す。 

 次は、南の拠点ですが、ＰＦＩで事業を仕組

めばコスト削減ができるというと、ＳＰＣです

か、これであれば、15年間で財務負担が平均化

されて、計算したら3,400万円ぐらいですか、

１年間で払っていけばいいというようなことで、

大変、有利なんだというような説明を受けまし

た。 

 その15年で終われば、確かにそういう三千幾

らとかが有利ということはわかりますけど、果

たして、この3,400万円は出しっぱなしですよ

ね、市側からは。そして、出しっぱなしで、全

然その金額的にはメリットはないわけですが、

もう一遍、そのＳＰＣでやるわけを教えてくだ

さい、メリット。 

○企画政策課長（角野 毅）  ＳＰＣを活用す

るときの利点につきまして、再度ということで

ございますので、同じ答弁をさせていただきま

す。 

 ＰＦＩ事業における特別目的会社ＳＰＣは、

ＰＦＩ事業のみを実施する会社法人ということ

になります。現在、公表をしております実施方

針におきましても、応募者の参加要件に事業実

施段階において、ＳＰＣ等の事業法人を設立す

ることを妨げないと定めております。 

 ＳＰＣで事業を行う利点でございますが、１

つ目に、事業費をＳＰＣが金融機関から資金調

達することで、市にとって、施設整備費の初期

投資が不要となり、財政支出の平準化が図れま

す。 

 ２つ目に、仮にＳＰＣの構成企業が倒産した

場合も、ＳＰＣ自体は、別法人であることから、

ＰＦＩ事業に影響を与えることなく、行政サー

ビスの継続、かつ安定的な提供が確保できると

いうこと。 

 ３つ目に、融資した金融機関による事業推進

のモニタリングが実施されることから、第三者

のチェック機能が充実するということをお答え

をいたしました。議員御指摘の財政の平準化は

図れるんだがということでございますけれども、

ＰＦＩという事業候補につきましては、公共事

業の１つのあり方でございます。事業手法の１

つでございます。 

 これまでの事業手法で実施するとすれば、ま

ず、工事を行う前に、債務負担行為で準備をい

たします５億相当額の金額を、当初予算の中で

組み込む必要がございます。これをＰＦＩを実

施することによりまして、当初で５億円の予算

財源を準備する必要がなくなるということでご

ざいます。これが平準化ということでございま

す。 

 以上です。 
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○北方貞明議員  平準化ということはわかっと

ったんですけども、あえて聞きました。 

 もう一遍、議員の皆さんもわかっておられる

んでしょうけども、私はちょっと、今、ようや

くわかったわけで、ＳＰＣというのは、この特

別目的会社というふうに訳したらいいわけです

か。（「英語は、あんまり使わんでおっくれん

や」と呼ぶ者あり） 

 そして、それと、僕は、（発言する者あり）

企業合同体というふうにも聞いたもんですから、

どっちかに統一をしてください。それでないと、

何を言おうと、僕らはつかみどころがないんで

す。済みません、それはどっちを統一しますか。

（発言する者あり） 

○企画政策課長（角野 毅）  説明の中で申し

てきましたけれども、特別目的会社ということ

で、お話をさせていただきます。 

○北方貞明議員  皆さん、ＳＰＣは特別目的会

社ということで、言うのも意思統一をしましょ

う。 

 そういうことで、その特別目的会社、今わか

ったのは垂水市も参入をしております垂水未来

創造商社ですか、これは、今、どこを、ポジシ

ョンを狙ってるちゅうのはおかしいかもしれん

けども、どこの位置にあるんですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  御質問の意味が

間違っていたら御指摘ください。 

 垂水未来創造商社につきましては、現段階で、

ＳＰＣの中で、南の拠点の中でどの位置かと言

われると、どの位置でもございません。 

 ただ、未来創造商社の取締役会長である大薗

会長におかれましては、この特別目的会社への

参加を宣誓されているということでございます。 

○北方貞明議員  そしたら、大薗さんという固

有名詞がありましたけども、その方が特別目的

会社のところに、垂水市が公募をしたら手を挙

げられるということとして、解釈したらよろし

いんですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  本年度の賀詞交

歓会の席でも、そのように宣言を、皆様の前で

されましたので、そういうことだと我々は認識

しております。 

○北方貞明議員  だから、今さっき言われまし

た賀詞交歓会で、ああいう発言をされた、私た

ちもそれで、「えっ」とびっくりしたわけなん

ですけど。 

 うすうすは皆さん方も感じておられたと思い

ますけども、多分、ここだろうなとは私も思っ

ておりました。そういうことで、特別目的会社

に垂水市が入っている、参加された垂水未来創

造商社は、この特別会社のところに来るという

ことですね。 

 そしたら、ここに来るには、恐らく公募とい

う形が、当然、発生すると思いますけども、そ

れで今、公募はもう既にされておるのか。どう

いう形で、この辺は、もう１社はここには目的

はありましたけど、それで公募は、数社が来れ

ば、そこでまた宣伝されるとは思いますけども、

公募という形をまずされておるか。 

○企画政策課長（角野 毅）  今現在、本市と

いたしましては、ＰＦＩ事業の方式で実施をし

たいということで、公表をしているところでご

ざいます。事業意思の公表をしているところで

ございます。 

 今後、この公表に対しまして、参入を希望さ

れる事業所が、設計でありますとか建築であり

ますとかいろいろな業種の方々が、どういう形

の事業内容になるのかといったような御質問を

されて来られます。 

 こういう提案ができるといいですねとか、い

うような提案を含めた質問状が、これから届い

ていただきたいと我々は思っているんですけれ

ども、今、公表をしたことで、その手順に入り

ます。 

 そして、その質問等にお答えをすることで、

手を挙げられた企業が、じゃ、我々も参加した
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いというような形を申されるように、今度は、

こういう形で、こういう要件で、こういう機能

を備えたものをつくりますよという、細かな要

件を定めたものを公表して、それで募集がかか

るということになります。 

 ですので、今は、ＰＦＩ事業を実施するため

の第１段階でございます。実施方針の公表とい

う段階を行っているということでございます。 

○北方貞明議員  公表をする段階ということで

すけども、それで公表をされて、それで参入者

が数社あったとき、その公募を選定するのはど

こがするのか、誰がするのか、その選定方法を。 

○企画政策課長（角野 毅）  それにつきまし

ては、前回もお話をしましたけれども、立ち上

げました民間の、そういう事業をする選定委員

会を立ち上げて、鹿児島大学の法学部の先生等

に入っていただきました会を組織しております。 

 そこで、選定をしていくことになります。 

○北方貞明議員  そしたら、民間ということで

すので、役所側には誰も入らないということで

理解はよろしいんでしょうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  構成委員につい

てもお話をしましたが、市役所の職員も入って

おります。副市長を委員長としました組織でご

ざいます。 

○北方貞明議員  そういう選定委員の中で、副

市長を中心に役所も入っているということは、

既に、垂水未来創造商社は垂水も入っておるわ

けですよね、会社には。その入っとる垂水市の

人たちが選定されるわけだけど、それは公正さ

が保たれるんでしょうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  先ほど言いまし

た南の拠点整備事業に係る民間事業者等選定委

員会の設置要綱、それから、そこで選定をして

いくけれども、そこで公平性が保たれるかとい

うことでございますけれども、当然、選定をす

るためには、項目別に採点方式になりますので、

こういう提案をされたというような形で採点を

していきますので、公平性は十分保たれるもの

だと認識しております。 

○北方貞明議員  １項目ずつ選定されたような

項目でそれをされるというふうに受け取ったん

ですけども、まず、私が言いたいのは、垂水が、

その未来創造商社には入っていますよね。入っ

ていたらどうしても、身内でするような気がす

るもんだから、そのような聞き方をしたんです

けれども、よろしいんですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  このこともお話

をしておりますけれども、垂水未来創造商社に

対しまして、垂水市は出資者ではありますけれ

ども、経営、運営の中にはタッチしておりませ

んので、そこは別。出資をして、必要なものは

発言をさせていただきますけれども、その中の

自主的な運営、経営の中にはタッチしていない

ということでございます。 

○北方貞明議員  課長、またかみ合わんように

なりましたね。（「もうしっかりとして、３人

で勉強会しなさい」と呼ぶ者あり）（笑声）ま

あ、そういうことで。まあ、いいですわ。いい

ですわって言ったら、もう時間が、まだあっと

か。 

 この南の拠点は、実は、私も、そこの自分の

持っている土地があるもんだから、もう私は、

この南の拠点づくりには協力はしております。

しかし、一議員として、仮に納得はいかなけれ

ば、いかがなもんですか、こういう質問をする

わけですけれども。 

 垂水市が発展することに対しては協力をいた

します。そういうことで、今度、予算委員会等

がありますので、そこで、皆さんと、また議論

をしていきたいと思っております。私は、そう

いうことで、執行部が将来のために寄与するこ

とに提言された、この案件ですから、南の整備

を目指す執行部と、議会に、議員も議論をし、

協力していきたいと思っています。 

 同じ目的の中で、単純にお互いが溶け込んで、
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一つになることを最もよいと思ってはおります。

しかし、自分を殺してまでは同意をすることは、

決していたしたくないと思っております。 

 大義とすれば、双方とも目的を失うことにな

りますけれども、先ほども言いましたように、

予算委員会の中で、お互い、このゆがみや疑問

を十分議論していきたいと思いますので。じゃ、

終わります。 

 まだ少し時間がありますけど、きょうは教育

長のほうからも答弁をいただきました。そして、

次の瀬戸口藤吉翁150年と明治維新、西郷どん

もあります。そういう大きな節目のときで、藤

吉翁の生誕記念でできることは、垂水市民、そ

して教育界にも、大変、いい事業じゃないかと

思っておりますので、前向きに、そして市民が

喜ぶような施設をつくるんでしたら、よろしく

お願いいたします。 

 これで終わります。 

○議長（池之上誠）  本日は、以上で終了いた

します。 

   △日程報告 

○議長（池之上誠）  次は、明日、午前９時30

分から本会議を開き、総括質疑及び一般質問を

続行いたします。 

   △散  会 

○議長（池之上誠）  本日はこれをもちまして

散会いたします。 

     午後５時14分散会 
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平成29年３月３日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △平成29年度施政方針並びに各会計予算

案に対する総括質疑・一般質問 

○議長（池之上誠）  日程第１、昨日に引き続

き、平成29年度施政方針並びに各会計予算案に

対する総括質疑及び一般質問を続行いたします。 

 それでは、通告に従って順次質疑及び質問を

許可いたします。 

 最初に、８番、持留良一議員の質疑及び質問

を許可いたします。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  おはようございます。それで

は、総括質疑、一般質問に入っていきたいとい

うふうに思います。 

 今議会の中心は、当初予算案の審議です。さ

まざまな視点を持って予算案の判断をしていく

ことが求められています。特に、総合計画との

関係、編成方針や重点施策、財政運営の影響、

政策による経済効果、これらをどのように検討

しているのか、考えていく必要があります。 

 さて、国民生活を左右する国の予算案では、

経済政策の行き詰まりのしわ寄せを国民に押し

つける内容であり、特に、医療、介護など社会

保障の自然増分が削減され、一方、老齢年金等

の削減、後期高齢者医療保険の引き上げなど、

保険料の負担などがさらに引き上げられようと

しています。 

 これらは、家計を苦しめ、不安を増大させ、

生活の安定と消費の喚起にも大きな障害となる

ものです。 

 こんなときだからこそ、自治体の役割と責任

をしっかり果たし、市民生活を応援する予算が

求められています。そこで下記の点について質

疑をいたします。 

 最初は、政治姿勢についてです。 

 施政方針では、安心・安全で住んでよかった

まちづくりと、市民の幸福を実現できるように

努めていくと語られていました。このような中、

何をもって安心・安全、住んでよかったまちづ

くりになるのか、見解をまず伺います。 

 それでは、総括質疑に入ります。 

 予算の考え方について伺います。 

 私は国の施策によって社会保障等の切り捨て

や負担増が進むもとで、本市の当初予算は、市

民生活を守る対策が打ち出されているのかと疑

問を感じています。 

 そこで、下記の点についてお聞かせください。 

 １点目は、調和と均衡のとれた予算かどうか

という点です。 

 ２点目は、市民生活を支える予算になってい

るのかという点です。 

 ３点目は、高齢者の生活を支援できる内容か、

どのような支援が必要かと考えるか、今後の方

針はあるのか、お聞かせください。 

 ４点目は、子どもの貧困対策です。この間、

貧困と格差という視点で、子育て支援など、施

策の前進があったことは評価しますが、それで

子どもの貧困対策は十分なのかという認識を問

いたいと思います。課題と今後の方針はどのよ

うに検討されているのか、お聞かせください。 

 次に、特別会計での介護保険特別会計につい

ては、介護保険制度の改定により給付が削減さ

れ、新たな負担が予想される中、必要なとき必

要なサービスの提供、安心して介護が受けられ

るという介護保険の目的の保障はあるのか伺い

ます。それに対応する市の対策はあるのか。こ

の点についての見解を伺います。 

 次に、一般質問に入ります。 
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 １つは、南の拠点事業について伺います。 

 １点目は、債務負担行為を取り下げる場合の

ケースはどのようなときか。 

 ２点目は、ＰＦＩ事業導入の可否を決める大

きな要素となるＶＦＭについて伺います。 

 １つは、この事業に関して、中間報告書が出

されたようですが、ＰＦＩ事業でＶＦＭが達成

されていることが必要です。ＰＦＩは、金利の

高い民間資金を導入しても、なお総コストが削

減されている。このことが条件としているため、

建設費や維持管理費が削減されなければ成立し

ないと言われています。実際に建設費や維持費

はどの程度削減されているのか、その合理性は

あるのか伺います。 

 次は、割引率は、合理性があるのかという問

題です。財政負担の見込み額は、将来負担の費

用と見込まれる財政負担の総額を算出し、これ

を割引率で現在価値に換算することに評価され

ると言われています。この割引が、合理性があ

るのか伺います。 

 ３点目は、ＰＦＩ事業導入の場合、基本方針

である５原則・３主義に立った運営が求められ

てきますが、チェックシステムを規則で設定す

ることが必要と考えます。このことについての

見解を伺います。 

 ２点目の一般質問では、森の駅の指定管理者

のあり方について、公共施設と管理と経営は問

題ないのか、伺います。 

 公の施設には、法令、条例、自治体の総合計

画などの政策的目的の実現という公共的使命が

あります。そして、指定管理者制度には、経費

の削減と施設のミッションの実現の目的がある

のは周知の事実です。 

 そこで、これらがどうなっているのか、下記

の点について伺います。 

 １つは、住民の平等の利用確保はできている

のか。公共的使命の実現はどうか。運営に当た

っての管理費削減という効率性の実現はどうな

のか。活性化施設の利用状況と影響、どのよう

な問題意識を持っているのか、伺います。 

 次に、地元雇用対策への取り組みはできてい

るのか。環境づくりの必要性はないのか、伺い

ます。市内の従業員の皆さんに話を聞く機会が

あります。そのときよく話題になるのが、長時

間労働の問題や、サービス残業の問題です。社

会でも昨年大きな社会的な問題になったのは、

記憶に新しいところです。人間らしく働ける

ルールを確立するため、国や県もそうですが、

市も労働行政の強化は大事な取り組みになって

います。 

 県は来年度予算で、働き方改革の推進事業を

展開する方針を掲げています。さまざまな問題

対策のために経営者向けセミナー等を実施する

となっています。 

 本来の働き方改革は、長時間労働の是正や

サービス残業の根絶などへの取り組み、人間ら

しく働けるルールの確立は健全な経済成長への

好循環をつくり出すことです。それは、地元の

雇用対策の環境づくりにもつながると考えます。

働く環境づくりの推進など労働行政の取り組み

が必要と考えますが、見解を伺います。 

 最後に、給食費無償化についての質問です。 

 鹿児島県では、既に給食費無償化は、宇検村

に続いて来年度より南さつま市と阿久根市が事

業を開始する方針です。全国では417自治体で、

内訳は、無償化が55自治体、一部補助が362自

治体、平成17年現在ですけれども、取り組みに

なっています。この取り組みについての見解を

伺います。 

 子どもの貧困問題は、御存じのとおり、1990

年代以来の労働法の改悪により、若い世代の雇

用、賃金の破壊により急増しました。また、支

援制度の貧弱さや、教育や医療に係る自己負担

が重過ぎることも貧困に拍車をかける重大な要

因になっています。暮らしと子育てを支援する

総合的な対策が求められています。本市でも努
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力されていることは大いに評価できます。 

 そこで、２点目は、貧困と格差が広がる中、

若い世代の定住対策としても期待が高いと考え

ますが、検討の必要性はないのか伺います。 

 以上で質問を終ります。 

 総括質疑等については、予算委員会で詳しく

取り組んでいきたいと思います。 

 また、一般質問においては、不十分な点につ

いては再質問を行っていきます。 

 以上です。 

○市長（尾脇雅弥）  持留議員の御質問でござ

います私の政治姿勢についてお答えをしたいと

思います。 

 私は、平成15年の垂水市議会議員に初当選を

し、政治家としての道を歩み始めました。その

とき以来、市民の幸福と安心・安全で住んでよ

かったまちづくりという政治家としての基本理

念を心に刻み込んで、未来の垂水市づくりの先

頭に立ち、市政運営に全力を注いでいるところ

でございます。 

 このような中、前水迫市長の勇退を受け、平

成23年垂水市長選に挑戦をし、多くの市民の皆

様の御支援をいただき、垂水市長に就任をいた

しました。 

 そして、平成27年、さらなる市勢の発展を願

い、３つの公約を掲げ、再選させていただきま

した。 

 政治家としての基本理念として掲げた市民の

幸福、安心・安全なまちづくりとは、市民の生

命、財産はもちろん、市民の日々の暮らしを守

っていくことでございます。 

 そのために、２期目の公約は、安心への挑戦、

経済への挑戦、未来への挑戦を掲げ、それぞれ

３本の柱を設定し、公約の実現に向け取り組ん

でいる最中でございます。 

 しかしながら、人口減少対策を初め、医療体

制の不安、地域経済対策、社会基盤の整備など、

多くの課題がある中、私の使命は、市民ニーズ

を的確に捉え、思い切った施策展開につなげて

いくことだというふうに思います。 

 そうすることで、公約の実現、ひいては私の

政治理念であります市民の幸福と安心・安全で

住んでよかったまちづくりを一人でも多くの市

民の皆様が実感していただけるよう取り組んで

まいりたいと考えております。 

 さて、お尋ねの何をもって安心・安全で住ん

でよかったまちづくりなのかの御質問でござい

ますけれども、市長就任直後、東日本大震災が

発生をして、多くの人命が失われたことを目の

当たりにし、また、本市においてもたび重なる

大雨対策等により、自然災害の犠牲ということ

を前に、自然災害が発生しても人災を出さない

ように最善を尽くすというのが安心・安全のま

ちづくりに対する外すことのできない大きな考

え方であります。 

 その上で、今回の御質問はそれ以外というこ

とでございますので、あえて一つ申し上げるな

らば、多くの市民の皆様の願いであります、い

つまでも地域で安心して住み続けられる体制づ

くり、具体的に１つ考え方として申し上げます

と、４月の１日から稼動いたします地域包括ケ

アセンターの推進を中心としたまちづくりとい

うことをひとつ進めていきたいと考えておりま

す。 

 まずは、身の安全、そして、心の安心と考え

ておりますけれども、そのためにも今回御提案

をさせていただいている全ての議案は必要不可

欠なものばかりでありますので、慎重、審議を

いただきました上で御理解を賜ればというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○財政課長（野妻正美）  予算の考え方の調和

と均衡のとれた予算と、市民の暮らしを支える

予算についての御質問にお答えいたします。 

 平成29年度当初予算は、市長の掲げる公約を

重点的に予算化しておりますが、各課の優先事
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業、必要性が高い事業については、政策ミーテ

ィングの中で協議され、その中で重要視された

事業については、優先的に予算化しております

ので、結果、効果が出せるものと考えておりま

す。 

 平成27年度から平成28年度への繰越金につき

ましては、３億9,487万円と想定より多く繰り

越しとなりました。大きな要因としては、地方

消費税交付金が見込みより増額となったこと、

国民健康保険特別会計、老人保健施設特別会計

への繰出金が３月末時点に比べ、それぞれ

3,000万円程度少なくなったこと等によります。 

 今回の繰越金につきましては、歳出を絞った

ことが主な原因ではなく、歳入見込みの誤差が

大きかったことによるものと考えております。 

 次に、スクラップ・アンド・ビルドにつきま

しては、毎年予算を編成する上でも重要視し、

事業のスクラップの検討も各課の要求時点で依

頼いたしておりますが、一部でも必要あるいは

利用があれば、なかなか事業廃止ができないと

いう事情もあり、実現できていないのが現状で

ございます。 

 また、優先度評価を行う方式の検討につきま

しては、優先度、必要性を重視して各課ヒアリ

ングを行っており、各課の優先される事業につ

きましては、政策ミーティグの中で検討されて

いるものと考えておりますので、現状のままで

も十分に優先度評価を行う方式となっていると

考えております。 

 なお、各課職員は、直接住民の声を聞き、優

先度が高い事業、必要性が高い事業、政策ミー

ティングに提出し、その中で、重要視されるも

のについて予算化しているため、市民の暮らし

を支える予算となっているものと考えておりま

す。 

 財政課といたしましては、市民のための大切

な予算として、今後も有効かつ適正に活用して

いく所存でございます。 

 以上でございます。 

○市民課長（川畑千歳）  持留議員の老齢年金

の平均受給額はという通告がございますので答

弁をいたします。 

 垂水市の老齢基礎年金の１人当たり受給額は

１月、５万6,732円でございます。 

 以上でございます。 

○福祉課長（保久上光昭）  おはようございま

す。それでは、高齢者の生活支援についての御

質問にお答えをいたします。 

 高齢者を取り巻く環境、特に、経済的環境が

年々厳しくなっておりますことは、消費税の増

税や医療介護などの負担増の一方で、平成29年

度も老齢基礎年金額が0.1％引き下げとなる状

況を見ても明らかでございます。 

 なお、消費税の増税に関しましては、国にお

いて平成26度以降、消費税率の引き上げによる

影響を緩和するため、高齢者を含む所得の低い

方々に対して軽減税制等の制度的な対応を行う

までの間の臨時的措置として、臨時福祉給付金

の支給の措置がとられているところであります。 

 本市の状況につきましては、平成26年度実施

の高齢者実態調査における65歳以上の高齢者の

回答を見ても、現在の経済的な暮らしの状況の

問いに対して、「やや苦しい」が46.7％、「苦

しい」が12.6％、それを加えますと６割近くの

方が生活状況が厳しくなってきているとの回答

結果でございました。 

 また、高齢社会対策への取り組みにつきまし

ては、８割を超える高齢者が在宅での生活を希

望される中で、在宅での生活を続けられるよう

な多様な福祉サービスや介護サービスの整備に

力を入れて取り組むべきとの回答が最も多くな

っておりました。 

 このような現状を踏まえまして、福祉課にお

きましては、在宅福祉の増進を図る目的で、所

得に応じた経済的負担軽減策を講じ、65歳以上

の日常生活を営むに支障のある在宅高齢者を対
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象とした食事支援としての訪問給食事業、65歳

以上の在宅高齢者で常時紙おむつが必要な方を

対象に毎月無料で紙おむつを配付する紙おむつ

給付事業、在宅高齢者に緊急通報装置を貸与し、

急病等の緊急時に適切な対応がとれるようにす

る在宅高齢者等緊急連絡体制整備事業、買い物

等の軽易な生活援助サービスを提供し、要支援、

要介護状態になることの予防を図る生活支援型

ホームヘルプ事業などといった施策を実施して

おります。 

 このほか、10月、２月の基準日において、過

去９カ月間の間に在宅で６カ月以上高齢者を介

護している介護家族の方には、介護手当支給事

業も実施しております。 

 これらの事業につきましては、重要な支援策

と考えており、29年度も引き続き実施予定とい

たしております。 

 なお、住民税非課税等の原則65歳以上の生活

困難者にあって、養護老人ホームへの入所を希

望する方につきましては、即座に入所できるわ

けではございませんけれども、希望に応じた入

所措置も行っているところでございます。 

 今後も所管課としまして、高齢者の皆さんの

声を聞くのはもちろんのこと、他自治体の先進

情報の収集などにも努め、また、民生委員の皆

様を初め、地域の保健福祉に関連する方々に現

在の支援策の活用に関する支援をお願いします

とともに、地域住民から寄せられるさまざまな

相談業務を通じて得られる高齢者生活支援施策

の課題等の把握にも御協力をお願いしてまいり

たいと思います。 

 高齢者の生活支援の重要性、必要性について

の認識は持っておりますので、自主財源が乏し

い地方自治体である本市としましては、把握し

た情報を生かしつつ、国や県と連携した施策に

取り組むこととし、総合的に可能な限りの対応

をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、子どもの貧困対策は十分か、課

題と今後の方針はについての御質問にお答えを

いたします。 

 子どもの貧困に関しましては、平成28年３月

に山形大学戸室准教授が発表された子どもの貧

困についての調査を見ても、特定の地域に限っ

たことではない。全国的な子どもの貧困の進展

を示す結果となっており、鹿児島県はもちろん

のこと、国を挙げて取り組むべき問題となって

きております。 

 このような社会的背景のもと、国においても

平成26年１月17日に子供の将来がその生まれ育

った環境によって左右されることのないよう、

貧困の状況にある子供が健やかに育成される環

境を整備するとともに、教育の機会均等を図る

ための基本理念を定め、国等の責務を明らかに

し、子どもの貧困対策等の施策を総合的に推進

することを目的とした子どもの貧困対策の推進

に関する法律が施行となり、この法の中で、地

方公共団体は、当該地域の状況に応じた施策を

実施する責務を有すると規定されたところであ

ります。 

 そのような状況の中、本市の子どもの貧困対

策につきましては、家庭の経済的理由で生活状

況にできる限り差異の生じることのないように

するための経済的支援策といたしまして、児童

手当の支給、（発言する者あり）中学校卒業ま

での医療費の完全無料化、所得に応じた保育料

の負担軽減等を実施しております。加えてひと

り親世帯に対する経済支援策等も行っていると

ころであります。 

 また、経済的な支援ばかりでなく、子育て家

庭の就労支援対策であり、ひいては貧困対策に

もつながります。放課後児童健全育成事業では、

平成28年度から垂水小学校が１教室増設をいた

しましたし、昨日、堀内議員の御質問にもお答

えしましたように、29年度からは児童の預かり

等の援助を受けたい保護者と援助を行うことが

できる方との相互援助活動に関する連絡調整を



－119－ 

行うファミリーサポート事業も実施するなど、

新たな対策も講じているところであります。 

 あわせて子どもの貧困は、経済的な理由によ

る精神的な影響も否めないことから、不登校や

いじめにつながることもあるため、家庭児童相

談員を配置し、児童相談所との連携を図って対

応しているところであります。これらの事業に

ついては、重要な支援策と考えており、平成29

年度も引き続き実施予定としております。 

 このような取り組みを進めている本市の子ど

もの貧困対策に対する評価と課題についてでご

ざいますが、子どもの貧困対策に特化した調査

を行っておりませんので、大きく捉えた形とな

りますが、子育て環境の整備、支援等に関する

平成28年度市民満足度調査結果を見てみますと、

前回の平成26年度実施分との比較で、重要度、

満足度ともに上がってきており、成果が見られ

るが、ニーズ値も高く、さらなる改善に取り組

む必要があるとの評価結果が出ております。 

 本市の子どもの貧困対策を含めた子育て支援

については、一定の評価をいただいている一方、

課題があり満足いただけていない部分の一層の

取り組みが求められている内容でございました。 

 今後の方針につきましては、本市としまして

も子どもの貧困対策の重要性、必要性、地方公

共団体の責務についての認識を持っております

ので、自主財源が乏しい地方自治体である本市

としましては、今後も国、県と連携した施策に

取り組むこととし、総合的かつ計画的に可能な

限りの対応をしてまいりたいと考えております。 

 なお、その前提となります貧困実態の把握の

ための調査につきましては、子どもの貧困対策

法にも貧困対策を適正に実施するため、調査及

び研究その他必要な施策を講ずるものと規定さ

れておりますように、課題や新たな支援策への

ニーズを把握して、地域の状況に応じた施策を

検討していく上からも欠かせないものと考えて

おります。 

 今年度中に、鹿児島県が県内で初めて子供の

生活実態を把握するアンケート調査を実施し、

取りまとめられる予定で、また、平成29年度に

は鹿児島市が子供の貧困の実態把握のための調

査を実施されるようでございますので、その実

施方法や結果等を参考に、実効性を伴い施策に

反映させ得るアンケート調査とするため、アン

ケート実施に向け、調査研究を進めてまいりた

いと存じます。 

 以上でございます。（「現状はわかっている。

そこは聞いてないんです」と呼ぶ者あり） 

○議長（池之上誠）  以後、答弁は、そのよう

に考えて簡潔にお願いいたします。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  持留議員の子ど

もの貧困対策は十分か、課題と今後の方針はの

御質問についてお答えいたします。 

 子どもの貧困対策は、次世代への貧困の連鎖

の防止のために、非常に重要な課題であり、教

育委員会といたしましては、必要な環境整備と

教育の機会均等を図ることが大事であると認識

しております。 

 このような考え方に基づき、学校教育課にお

きましては、保護者への負担軽減を目的に、未

就学児につきましては、幼児教育の振興を図る

という観点から、保護者の所得に応じた負担軽

減のための就園奨励費補助金や、第３子以降の

子を就園させる場合の多子世帯保育料軽減事業

を実施しております。 

 次に、小中学校につきましては、就学援助制

度を実施しておりまして、平成28年度より給食

費の補助率を70％から80％へ10％引き上げると

ともに、平成29年度からは就学援助認定に係る

認定基準額の倍率を1.1倍から1.2倍に引き上げ

たいと考えております。 

 また、学用品費や校外活動費等の支給額につ

きましては、文部科学省から示される支給基準

額の変更にあわせて、新年度に変更することも

検討しております。 
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 なお、この就学援助制度につきましては、保

護者からの申請漏れが起こらないように、各学

校で行われる入学説明会で説明することに加え

て、全児童生徒の保護者向けに文書を配付する

とともに、市のホームページや市報等でも周知

を図っていくこととしております。 

 さらに、貧困の連鎖を防止するための学習支

援も大事であると考えており、一流のものを見

る機会が少ない児童生徒に、本物を見てもらう

ことで、夢や希望を育てる「わくわくどきど

き！夢教室」、夏休みに小学校４年生から６年

生を対象とした「あつまれわんぱく！夏の勉強

会」、土曜日に中学生に学びの場を提供する

「夢の実現！学びの教室」等も実施しておりま

す。 

 これらの授業につきましては、来年度以降も

充実を図っていくこととし、本市の小中学生が

無償で豊かな学びができる環境づくりに努めて

まいります。 

 高校生、大学生につきましては、能力がある

にもかかわらず、経済的理由により、就学が困

難な状況にある場合、学ぶ機会を保障し、有用

な人材育成をするために、奨学資金制度を充実

していくこととしております。 

 具体的には、たるたる奨学金と銘打ち、貸与

月額を高校生で１万円から１万5,000円に、大

学生を２万5,000円から３万円と5,000円ずつ引

き上げるとともに、返還時に市内に居住するこ

とで返還を免除する制度を平成29年度入学生か

ら実施することとしております。 

 このようなさまざまな方法で貧困対策を充実

してきておりますが、本市におきましても、就

学援助を受ける児童生徒の割合は増加の傾向に

ありますことから、支援を必要とする児童生徒

を中心に据えて、切れ目のない支援を行い、教

育費負担の軽減を図っていくことは、大変重要

な課題であると認識しております。 

 今後も学校や福祉課を初めとする関係機関と

の連携をこれまで以上に深めるとともに、他市

町村の動向も注視しながら、課題解決に努めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○保健課長（鹿屋 勉）  持留議員の予算の考

え方についての御質問中、介護保険事業に関す

る質問にお答えいたします。 

 介護サービスを必要とされる方が、必要な

サービスを安心して受けるため介護保険料や介

護サービス利用料の負担軽減のために市独自の

対策を講じるべきではないかとの質問と理解し、

お答えいたします。 

 低所得者に対する保険料の負担軽減につきま

しては、これまでにも申し上げてまいりました

が、介護保険制度において低所得者については

２分の１以上の軽減が行われていること。本市

のように財源、財政力に乏しい自治体では、一

般財源の投入は厳しいことから、独自の減免策

につきましては、現在のところ考えておりませ

ん。 

 利用料につきましての負担の軽減は、介護保

険条例施行規則による軽減を実施しているとこ

ろでございまして、先ほど述べました保険料の

負担軽減と同様の理由により低所得者に特化し

た軽減は難しいと考えております。 

 なお、参考までに申し上げますと、昨年９月

に発生した台風災害や火災等による災害減免等

は行っているところでございます。 

 低所得者施策の重要性は十分認識しておりま

すが、本市といたしましては、介護保険サービ

ス提供事業所が潤沢とは言えない状況に加えて、

３月末には、垂水徳洲会病院の介護関連事業所

も閉鎖となりますことから、介護保険サービス

を提供するための体制づくりが最優先と考えて

おります。 

 全国的に介護サービス従事者不足が問題とな

っておりますが、この問題は介護サービス事業

所の運営に直結しており、事業者の存続は本市
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の介護保険サービスの提供体制に大きな影響を

及ぼすことから、安心して介護が受けられるた

めにも、平成29年度の介護報酬の増額改定が少

しでも介護従事者の処遇改善となり、介護従事

者不足を解消する足がかりになればと考えてい

るところでございます。 

 また、国の施策として、自助、互助、共助、

公助による地域包括システムの構築を進めてお

りますが、地域の見守り等による生活支援や介

護予防、健康増進事業を推進することによって、

要介護状態や病気にならないようにすることが

結果として負担軽減になると考えます。 

 本市としましては、４月から運用開始を予定

しております地域包括ケアセンターを中心に、

医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日

常生活の支援が包括的に確保できる地域包括ケ

アシステムの構築を目指してまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○企画政策課長（角野 毅）  おはようござい

ます。持留議員の御質問でございます。債務負

担行為を取り下げる場合のケースはにつきまし

てお答えをいたします。 

 債務負担行為を取り下げるケースとして考え

られる状況は、ＰＦＩ事業への応募事業者がい

ない場合と想定されます。市がＰＦＩ整備手法

の導入について検討している背景には、２つの

メリットがあるためでございます。それは、財

政支出の平準化と民間事業者の経営能力、資金、

技術力を活用した魅力ある施設の建設を行うた

めでございます。 

 現在、民間資金の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律、いわゆるＰＦＩ法第

５条に基づき、実施計画、実施方針を公表して

おりますが、これは、本事業について、垂水市

がＰＦＩ整備手法を検討していることを周知す

るとともに、事業内容等について、具体的に示

すことで、民間事業者の事業参入のための検討

を容易にし、それに対する意見等を聴取するこ

とにより、より効率性、実効性の高い事業実施

条件を検討するものでございます。 

 よって、この実施方針の公表後、民間事業者

等の意見を反映いたしました募集要綱等が作成

されますので、現実的にはＰＦＩへの応募事業

者がいない場合が発生する可能性は低いと考え

ております。 

 なお、ＰＦＩ事業への応募事業者がなく、Ｐ

ＦＩによる事業を行えないとした場合、事業資

金の調達方法を初め、事業方針の大きな変更が

生じると考えております。 

 続きまして、ＰＦＩで実施した場合の総コス

トが説得力をもって算定されているか、そして、

それに合理性があるかにつきましてお答えをい

たします。 

 現在、調査を継続しております民間資金等の

活用による南の拠点整備事業アドバイザリー業

務委託、いわゆるＰＦＩ可能性調査でございま

すが、平成29年１月11日に委託事業者から中間

報告が示されました。 

 この中でＰＦＩ導入の判断基準となりますＶ

ＦＭが9.0％あるという結果が出ました。ＶＦ

Ｍ癩癩ｖａｌｕｅ ｆｏｒ ｍｏｎｅｙの略で

ございますが、一般的な公共事業として整備し

た場合の事業費の推計値と、ＰＦＩ事業で行っ

た場合の事業費の推計値を比較した際の削減率

でございます。このＶＦＭの効果が認められる

ことがＰＦＩ事業導入への要件となります。 

 このＶＦＭの算定でございますが、施設整備

費と運営費について、従来手法に対してＰＦＩ

手法を実施した場合のコスト比率である削減率

を設定する必要がございます。今回、この削減

率は、これまでＰＦＩ整備事業の蓄積事例を参

考にして、施設整備費で20％、運営費で10％を

設定して算定しております。 

 また、従来手法とＰＦＩ手法の施設整備費を

比較する場合、将来にわたって、事業期間中に
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毎年度発生する費用を現在価値に換算して比較

することが定められており、この換算率を割引

率と申します。今回は、長期国債の応募者利回

りの過去10年の平均値でございます0.96％を設

定して算定をしております。 

 この数値の根拠について、内閣府が示すＶＦ

Ｍに関するガイドラインにある現在価値への換

算に基づくものでございます。このようなこと

からＶＦＭの算定については、国が定めるＶＦ

Ｍに関するガイドラインに基づき算定をしてお

りますので、合理性があると考えております。 

 引き続きまして、ＰＦＩ事業導入の場合、基

本方針である５原則・３主義に立って運営が求

められるそのチェックシステムの必要性も高い

のではないかにつきましてお答えをいたします。 

 ＰＦＩ事業の５原則・３主義は、ＰＦＩの基

本理念や期待される成果を実現するためのもの

で、その重要性は、よく理解しているところで

ございます。 

 ＰＦＩ事業のチェックシステムにつきまして

は、事業者選定の段階から実行すべきものであ

ると考えております。 

 このため、市では事業者選定における透明性

と客観性を確保し、チェック体制の強化を図る

ため、本年１月31日に垂水市南の拠点整備事業

に係る民間事業者等選定委員会設置要綱を施行

いたしました。この選定委員会では、学識経験

者として、鹿児島大学法文学部の教員に委員を

委嘱しております。 

 先日、実施方針を公表いたしましたが、この

内容を審議した第１回選定委員会では、応募者

の参加要件等に御指摘をいただくなど活発な議

論を交わされました。 

 このように、市独自のチェックシステムに加

え、内閣府が示すＰＦＩ事業実施プロセスに関

するガイドライン等に基づき、チェック機能を

高めてまいりたいと考えております。 

 また、契約や事業実施の段階においても、内

閣府が示す契約に関するガイドラインやモニタ

リングに関するガイドライン等に基づきチェッ

ク体制の強化を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○農林課長（森山博之）  森の駅活性化施設内

にあります加工施設の利用状況について、まず

お答えをいたします。 

 毎年12月に翌年度の利用予約を農林課で受け

付け、同月に予約重複の解消を図るため、抽選

会を開催し、利用の調整を行っております。利

用状況につきましては、平成26年度が66回、

310名、平成27年度は90回、340名、28年度は３

月までの見込みで78回、333名でございます。

なお、３年間の平均では72.5回、328名となっ

ております。 

 以上のことから、年度によって多少の増減は

あるものの、利用回数及び利用者につきまして

は、平均的な利用状況となっており、森の駅活

性化施設の指定管理による加工施設の影響はな

いものと考えております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  持留議員の

森の駅の指定管理者制度において、公共施設と

管理と経営について問題はないかの質問にお答

えいたします。 

 多様化する住民のニーズに対して、より効果

的、効率的に対応するため、公の施設の管理に

民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上

を図るとともに、経費の削減を図ることを目的

として、平成28年４月から森の駅に指定管理者

制度を導入し、１年が経過しようとしていると

ころでございます。 

 まず、活性化施設内の体験実習室や会議室等

の利用の状況でございますが、指定管理者の誘

客を目的とした新たな取り組みにより、体験実

習室の利用に多少の影響があったことは事実で

ございます。しかし、その場合には、指定管理
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者や利用者と協議を行い、施設内の加工室等他

の施設の利用をお願いするなどの調整を行って

きたところでございます。 

 次に、住民の平等利用の確保でございますが、

指定管理者制度においては、公の施設の目的で

ある地域住民に対するサービスの提供、民間企

業が求める利益の追及と、それぞれの立場にお

いて相互の目的があると考えております。 

 そのような状況において、お互いのバランス

を保つための調整が重要と考えますことから、

市の役割といたしまして、先ほども申し上げま

したように、指定管理者と定期的にコミュニ

ケーションをとりながら、それぞれの立場や役

割を理解できるような関係を築くことに努めて

いるところでございます。 

 次に、公共的使命、行政の政策的目的の実現

でございますが、指定管理者の積極的かつス

ピーディーな取り組みにより、平成28年度の森

の駅の来館者数は昨年度より６万人多い約10万

人となる見込みで、また、猿ケ城渓谷全体で見

ますと、約23万人と多くの皆様が訪れていただ

く見込みでございます。 

 このことから、市長が掲げる経済への挑戦の

柱の一つであります観光振興に取り組み、交流

人口の増加を図るという政策的な目標は実現の

方向に向かっていると考えているところでござ

います。 

 次に、運営に当たっての管理費削減という効

率性の実現でございますが、平成27年度までの

市の運営においては、毎年300万円程度の赤字

が発生しており、光熱水費等を基金から充当し

ていた状況が解消されたことが上げられます。 

 現在、指定管理者においては、猿ケ城渓谷を

観光資源として付加価値を高めるため、設備投

資等に取り組んでいただいており、質の高い

サービス等の提供を目的とした事業展開を進め

ていると考えているところでございます。 

 今後のさまざまな取り組みによる地域活性化

に期待するとともに、指定管理者制度の適正な

管理運営が図られるよう、さらなる連携に努め

てまいりたいと考えているところでございます。 

 続きまして、雇用・労働行政のあり方におい

て、地元雇用対策への取り組みや環境づくりの

必要性についての質問にお答えいたします。 

 現在、働く現場においては、深刻な労働力不

足に陥っており、企業説明会や就職セミナー等

を開催するものの、新卒者や県内の転職希望の

若者などの参加者が極端に減少しているため、

企業が希望している求人数を確保できないこと

など、マスコミ等で報道されていることは認識

しているところでございます。 

 また、垂水市内の製造業や建設業、サービス

業においても、ハローワークに通年で求人募集

をいたしているにもかかわらず、面接希望者が

ないなどという声も聞こえており、以前よく言

われておりました地元で就職したいが、仕事が

ないという状況が変わりつつあるように感じて

いるところでございます。 

 また、これから企業が求める安定した雇用の

確保や、地元採用等の課題の解決の一端として、

経営者側が働く側のニーズを理解した上で、働

く環境づくりに取り組んでいけるように行政が

どのような支援を行っていくべきかということ

は重要であると認識しております。しかしなが

ら、現状においては、その支援策についてはお

くれをとっておると感じているところでござい

ます。 

 現在、政府により長時間労働の改善の法案な

どが整備されてきており、厚生労働省や中小企

業庁、また、県においても労働環境の改善に取

り組む企業に対してさまざまな助成金制度を策

定しているようでございます。 

 持留議員が言われます働く環境づくりの推進

のための取り組みといたしまして、商工会等が

開催する企業経営者の皆様が参集するさまざま

な会合において情報交換やリーフレット等の配
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付、また、商工会の経営指導員と連携した相談

しやすい環境づくりを行うなど、地道な取り組

みを継続することで、少しでも働く環境づくり

の改善となれば、企業が抱えている課題であり

ます雇用の確保、後継者の育成、収益の拡大な

どの解消につながっていくと思っておりますの

で、商工会や関係機関の皆様と連携して取り組

んでまいりたいと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  学校給食の無償

化・助成についての考え方についての御質問に

お答えいたします。 

 本市の学校給食につきましては、地産地消に

力を入れるとともに、児童生徒がおいしく食べ

ることのできる給食づくりに努めているところ

でございます。児童生徒の保護者から徴収する

給食費につきましては、小学校では１人当たり

月額4,000円、その11カ月分で年間４万4,000円、

中学校では月額4,750円で、年間５万2,250円で

ございます。これを１食分に換算しますと、小

学校で約230円、中学校で約280円となります。

そして、この児童生徒の保護者から徴収いたし

ます給食費は、全額食材費に充てているところ

でございます。 

 近年、児童生徒の貧困化が進んでいることが

指摘されており、本市におきましても、貧困率

と同様、就学援助費の受給者の割合が増加する

傾向にございます。そこで、本市におきまして

は、平成28年度から就学援助制度における給食

費の補助率を70％から80％に10％引き上げたと

ころでございます。 

 議員御質問の貧困と格差拡大を懸念し、子育

て世代の定住促進という、子育て支援の観点か

らの給食費の無償化、助成につきましては、実

施あるいは実施を予定している市町村があると

承知しておりますが、完全無償化や一部補助等、

そのあり方や方法はさまざまあるようでござい

ます。 

 仮に、本市におきまして、完全無償化を導入

いたしますと、毎年約4,200万円の予算が必要

となってまいります。完全無償化、または一部

補助等につきましては、予算措置を含め、さま

ざまな課題もありますことから、先行的に取り

組んでいる市町村について、補助率や具体的な

取り組みの状況等に関する調査を行い、本市に

おける実施の可能性について研究を進めてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  私は、現状というのはわかっ

た上でさまざまな質問もしています。その上で

の課題は何なのか、方針は何なのかということ、

ぜひこのあたり御理解をしていただきたいとい

うふうに思います。そのことで大変な時間がと

られてしまうという、いわゆる私の発言の保証

がされないという問題が、そちらには時間の制

限はありません。しかし、こちらには時間の制

限、１時間という時間の制限があります。その

こともぜひ御理解していただきたいと思います。 

 それでは、一問一答方式で不十分な点につい

て質問を行っていきたいと思います。 

 安全の問題、確かに市長の言うとおりだとい

うふうに思います。 

 一つ私が考えなきゃいけないというのは、そ

の地域包括ケア、これは本当高齢者のこのニー

ズにおいても大変高くなってきているというの

も本当読んでとれるというふうに思います。 

 その中で安心て何なのかということ、やはり

将来に希望を持って不安がない、そのことが市

長が言うとおり、地域包括ケア、本当に重要な

施策であり、これを進めていかなけりゃならな

いと。しかし、さまざまな課題もあろうと思う

んです。 

 その中で特に今、寄せられている中では、高

齢者が特別養護老人ホーム、これが少ない。待

機者がもう100人近くいらっしゃる。それを待
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つ家族、本人を含めて本当一体いつどうなって

いくんだろうというところがあって、やはりこ

の点についての課題もあろうと思うんですよ。 

 だから、包括ケアも大事だけれれども、一方

でのその介護施設等の充実というのもやってい

かないと、本当に不安は解消できないんじゃな

いかなと。そのことが一つの事例ですけれども、

そのことがあるんではないかなというふうに思

います。これはもう指摘だけしておきたいとい

うふうに思います。 

 そういうニーズもあるし、声もある。ある方

は、その南の拠点よりも特別養護老人ホームを

つくることが先じゃないかと、そんな声もある

ぐらいありますので、これはやはり重要な施策、

お金が伴う問題でもあると思います。 

 埼玉県の蕨市では、もうこの間４つ特老をつ

くったという。ことしも来年度の予算でつくる

ということがあり、その市長の施政方針の中に

あったのは、介護で将来への安心につなげてい

きたいと癩癩将来への安心につなげていきたい

と。だから、そういうきちんとした受け皿をつ

くっていきたいということでしたので、ぜひま

た機会があれば、このあたりも参考にしながら

取り組んでいただきたいというふうに思います。

回答はよろしいです。そういう考え方もあるん

だということの一つの安心ということですね。 

 それと、あとの問題点については、子どもの

貧困問題、それから、高齢者問題については、

予算特別委員会で今総括的な提案を討論があり

ましたので、回答がありましたので、それに基

づき展開をしていきたいというふうに思います。 

 それから、南の拠点はちょっと後で前後しま

すけれども、その前に森の駅の問題、ちょっと

いきたいと思うんですが、先ほど指定管理者の

問題でいろいろ言われた中で、私も確かに非常

に交流が盛んだなというのが一方ではあります。

確かにそれはそうだろうというふうに思います。 

 一方では、こんな写真もあります。森の駅た

るみず、一方では、指定管理者、財宝というふ

うに書いてあります。じゃその奥には何がある

かというと、財宝パーク猿ケ城第１次チケット

販売所とあります。そしてこれは、加工施設、

作業するところです。ここは、もう倉庫がわり

に使われていると。前ここにあったもう商品な

んかもほとんど片隅のほうに片づけられていま

したけれども、こういうのもあります。連絡帳

というのもあります。果たしてこれは何なんだ

ろう。じゃ牛根の道の駅はそんなふうになって

いるか。そうはなっていないですよね。芙蓉商

事の受付ですよ。掃除なんかありましたらぜひ

お願いしますとはなっていないんですよね。 

 だから、やはりこういうところもきちんと私

はしていかないと、公の施設が、その本当条例

の目的に沿った形なのかどうなのかというのは、

やはり検証していく必要があるんじゃないかな

というふうに思います。ぜひこれも再度検証し

ていただきたいなというふうに思います。 

 ちょっともう問題点を絞って南の拠点だけ、

あとの雇用問題だとか、それから、学校給食費

の問題については、その方向でぜひ取り組んで

いただきたいというふうに思います。 

 ちょっともう南の拠点に論点を絞っていきた

いと思いますけれども、先ほど合理性はあるん

だということも言われましたし、さまざま言わ

れて、私のほうも議員の皆さんよりも早く中間

報告書をいただいています。 

 この中で先ほど言われた、そのＶＦＭの達成

率がどうなのかということで９％と書いてあり

ます。もう一つのほうがあります。２％という

のもあります。じゃこの差は何だろうと見てみ

たら、初期支払い額、これがあるなしによって

全然違ってくるというのが私の認識なんです。

このあたりも大きな違いになってくるんじゃな

いかなというふうに思いました。 

 なぜここで初期支払いが出てくるんだろうか。

これは要するにＶＦＭで将来的に支払っている
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利息が軽減されるから、このことがやはり大き

く中身だったのかなというふうに認識をしたん

ですけれども、この初期支払い、これは過疎債

だというふうに認識をしているんですけれども、

このような認識で、このことによって９％にな

ったのかなというふうな理解をしているんです

が、そこで一つ先ほど言われました、その10％

から20％という問題を、要は削減率の問題で言

われたというふうに思うんですが、これは、内

閣府も非常に危惧をしているんです。建設費や

維持管理費の算定に当たっては、それぞれの費

用を厳格に積み上げた方式が必要だと。20％前

後の削減率、包括的に適用する方法が多いため、

ＶＦＭを適切に評価できるか否かは不明だとい

うようなことも言っています。 

 そして、私はこれに関して、さまざま素人で

すけれども、勉強も少しさせてもらったんです

けれども、一橋大学の公共政策科というのがあ

るんですが、ここもそのようなやはり指摘をし

ています。明確な根拠のない削減率の採用や高

い削減率の採用は、ＰＦＩの非効率性を浮かび

上がらせるだけだと。事業の評価に伴う風潮も

あり、真実性のある削減率が持ち上げられる可

能性が高いと。 

 だから、20％としても、私はこの問題につい

ては、どこがどんなふうに削減されていくのか

ということを明確に教えてほしいと。その積み

上げがこうだから20％ですよというのであれば

理解ができたんですけれども、この問題につい

ては、１月の全員協議会でもその前もお話をし

たんですけど、これは全然出ていないと。 

 だからこそ、やはり内閣府も、そして、一橋

大学のこういう方々もそこの問題に疑念を抱い

ていると。じゃなぜ20％なんだということを明

確にないという問題が非常にこの問題で混乱を

させているというのが一つはあると思います。 

 それから、割引率を言われました。先ほど長

期公債の比率で、当初は皆さんは４％と言われ

ました。その後0.96に直されました。確かに

0.96でされているということが先ほど出てきま

したけれども、ここの問題、私が独自に試算し

たのは0.64だったんですけれども、この差は一

体何なのか、ちょっと資料をいただかないとわ

からないんですけれども、こういう正確な問題

点というのも指摘されるんじゃないかなという

ふうに思います。 

 それともう一つは、この資料の客観性、今後

いろいろされていくと思いますけれども、特に、

市独自で、例えば、土木課等が含めて、そうい

う自分たちが公共事業、この出たデータで、じ

ゃこのコスト比率とか含めて、本来の公共事業

だった場合の試算と、ＰＦＩが出したこの試算

と、この評価を、検証をきちんとやらないと、

私はその客観性がないんじゃないかなと、資料

の客観性がないんじゃないかなというふうに思

うんですよ。このまま私たちも、その資料をい

ただいて、じゃそれが妥当なのかどうなのか、

そういう点でやはり市自身がさまざまな検証を

していくことが必要じゃないかなと思います。 

 そこで、これが主体の市川市の庁舎建設に関

する検討委員会です。ＰＦＩ検討、報告書を出

しています。これでは、結果としてＰＦＩは採

用しないというような形で出しています。それ

は市独自で建設課、土木課は含みませんけれど

も、そういうところが建設費のちゃんとそれが

妥当なのかどうなのかも出しているんです。そ

の結果、ＶＦＭが９％以下だったということで、

これは採用できないということで従来の方法で

やったというふうな報告書です。 

 だから、私自身がこの問題で大事なのは、３

つの疑義があるというのは、その先ほど言った

削減率の合理性の問題、それから、妥当性の問

題。なおかつこの報告書等も含めた平等性の問

題、このことが非常に私たち自身が本当に議会

が責任を持って判断できるかというのでさまざ

まな問題点が、課題が一方では見えてきたんじ
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ゃないかなというふうなふうに思います。 

 だから、そういう意味ではこの問題を本当に

このまま推進していいのかどうなのか、拙速な

議論になっているんじゃないかなという疑念が

あるんです、課題があるんです。問題意識があ

るんですよ。 

 そういうことを考えると、やはり議会がそれ

に対応できるような資料、または、検証できる

ような内容をいただいて、初めて議会が判断で

きる材料を持つというふうになってくると思う

んですよ。 

 そうでなければ、このＰＦＩというのは、非

常に問題点も数多く自治体からも指摘をされて

います。事業のコントロールが難しいだとか、

地元の産業が参加できない、企業は参加できな

い、そういう問題点もあるということ。 

 最大の問題は、何かというと、2013年に法の

一部改正がありました。交付金措置をするだと

か、補助金を出しますよとか、ファンドを設立

します、国が。銀行と一緒になって。そして、

人材も派遣していますよと。もうとにかく国一

体となってこのＰＦＩを推進しようとする。こ

れはまさに丸抱えですよ。 

 うちも今度の中身というのは、ほとんどがも

う基盤は公的に保証された安定的な収入がまず

あって運用していく。そうすると、もう一般的

に言われているＳＰＣ、この参加企業にとって

は、こんな魅力的な経営対象はないと。そのこ

とが私は言えるんじゃないかなというふうに改

めて、この点に立って、この問題を受けとめて

いるところです。 

 だから、本当にこのままこの議論を進めてい

っていいのか。一旦きちんととどまって、何が

問題なのか、本当にそれが妥当なのか、合理性

があるのか、平等性があるのか、客観性がある

のか、そういう立場に立ってこの問題を考えて

いかないと、私たちは、当初、ＰＦＩ何だった

のか。民間資金を活用して、民間ノウハウを活

用していけば、これは進むんだよ。新たな公共

事業の手法だよと言ったけれども、全国ではそ

んなに進まないし、さっき言ったみたいに、こ

ういう市川市でも庁舎は見直しをするというよ

うな問題も出てくるわけなんですよね。 

 だから、そういう意味でも、改めて私は要望

をしたいのは、我々が本当に納得できるような

その資料、そして、第三者的な客観性のある分

析をした資料、検証、そのことがなければ、や

はり私たちがＰＦＩを本当にいいねというふう

にならないというふうに思うんです。 

 先ほど債務負担行為を下げるときは、その応

募がなかったときだと言われましたけれども、

私は実際上、この結果を見てみると、初期支払

い額、これをやらないと２％になるんですよね。

これはもうＰＦＩ、ＶＦＭがこんな形だと、Ｐ

ＦＩは導入はできないということを物語ってい

る現状だというふうに思うんですよ。 

 だから、当初言った、思った以上に削減率も

ないというようなことですので、改めて議長に

も含めて要求したいのは、そういう資料も含め

て徹底して提案を要望していただきたいという

ふうに思います。問題を指摘して、私は質問を

終ります。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、10時45分から再開いたします。 

     午前10時33分休憩 

 

     午前10時45分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ９番、池山節夫議員の質問を許可いたします。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  それでは、議長に発言を許可

をいただきましたので、さきの通告順に質問を

してまいります。市長並びに関係課長の御答弁

をよろしくお願いいたします。 

 施政方針と予算案について。 
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 新庁舎建設関連事業については、昨日の川畑

議員の質問で理解をいたしましたので割愛をい

たします。 

 地域若者「就地」拡大プロジェクト事業につ

いても、昨日の堀内議員の質問で理解をいたし

ましたので割愛をいたします。 

 南の拠点整備事業についても、昨日の川越議

員、北方議員の質問である程度は理解をいたし

ましたが、質問をさせていただきます。 

 まず、平成30年夏オープンについて。新城地

区での議会報告会を行いましたときに、まだ、

実施計画もできていないのに、平成30年夏に本

当にオープンが間に合うのかという質問があり

ました。ＰＦＩでやれば間に合うのか。なぜ実

施方針を公表したのか。オープンまでのスケジ

ュールなどについて伺います。 

 ＳＰＣ癩癩特別目的会社と株式会社垂水未来

創造商社の、この２つの役割とその範囲、そし

て、関係性について伺います。 

 民間整備活力エリアについて。この整備エリ

アには、どのような業種がどれくらいの規模で

展開をできるのか。それはどこが決めていくの

かを伺います。 

 垂水中央病院の機能充実については、昨日の

川越議員の質問で理解をいたしましたので割愛

をいたします。 

 健康づくり事業の充実について詳しく教えて

ください。 

 中央運動公園のリニューアルオープンについ

て。現在、公社によって管理運営がされており

ますが、リニューアルオープン後の管理運営は

どうなっていくのか。指定管理制度の導入など

も検討をされているのか、伺います。 

 公共施設等総合管理計画（案）を読ませてい

ただきましたが、公共施設等全体の更新費用は、

40年間で931億9,000万円、平成25年度から平成

27年度の３年間で公共施設等の整備に投資した

額は１年当たり約18億5,000万円、この水準で

今後も投資をする場合、１年当たり４億8,000

万円の不足が見込まれ、この不足分については、

建物系公共施設の保有量削減による更新費用の

削減、長寿命化や維持管理の見直しによるコス

ト削減といった対策が今後の課題となると記載

をされております。 

 施設の統廃合を10年間で5.9％削減すること

で10年間で27億2,000万円、これによる将来更

新負担額の削減が15.3％のコスト削減となりま

す。 

 また、新庁舎建設にあわせて電灯のＬＥＤ化

を図ることで６％の維持管理コストの削減、10

年間では１億8,000万円削減効果が見込まれる

とあります。 

 そこで、質問ですが、施設管理の効率化と施

設の統廃合という観点からも、教育委員会、消

防本部など一体となった新庁舎建設を急ぐべき

と考えますが、見解を伺います。 

 子育て支援について。給食費の無償化につい

ては、先ほど持留議員の質問がありましたが、

再度同じ質問としてお伺いをいたします。 

 以上で１回目の質問を終ります。 

○企画政策課長（角野 毅）  池山議員の御質

問でございます。 

 平成30年夏オープンに向けたスケジュールに

ついてお答えをいたします。 

 南の拠点オープン時期につきましては、池山

議員の御質問のとおり、平成30年夏を目標に準

備進行を行っているところでございます。 

 議員の皆様に対しましては、平成28年第３回

定例会終了後の全員協議会におきまして、ＰＦ

Ｉ手法による整備を想定したスケジュールを御

説明をさせていただきました。 

 現時点におきまして、そのスケジュールの

オープン時期に変更はございませんので、順調

にいけば平成30年夏のオープンに間に合う予定

でございますが、若干内容に変更がございまし

たので、改めて御説明をいたします。 
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 整備を進める上で、民間資金等の活用による

公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわ

ゆるＰＦＩ法に基づきまして、実施方針の公表、

特定事業の選定、事業者募集の開始、事業者選

定、基本協定の締結、仮契約の締結、本契約の

締結、実施設計図の作成、工事着手完成という

大きな手続がございます。それぞれの手続ごと

の状況と見通しでございますが、実施方針の公

表につきましては、２月24日にウエブと市内事

業者向けに公表をいたしました。 

 実施方針の公表は、ＰＦＩ法第５条により民

間事業者がＰＦＩに参加するか否かを判断する

ために行政が最初に公表する情報でございます。 

 実施方針の公表後は、民間事業者からの質問

等に対応しながら、次の手続でございますＰＦ

Ｉ法第７条に基づく特定事業の選定を４月に行

う予定でございます。その後同じく４月に事業

者の募集を開始、８月に事業者を選定、基本協

定の締結、９月に仮契約、本契約の締結、10月

に実施設計図の完成、11月に工事着手、来年７

月に竣工し、８月に施設オープンというスケジ

ュールを想定しているところでございます。 

 スケジュールの変更点でございますが、昨年

９月議会終了後の全員協議会で、本契約に係る

議決案件を本年６月議会の予定としておりまし

たけれども、ＰＦＩ整備手法の特性でございま

す民間経営のノウハウを事業内容へ色濃く反映

させるために、質問等の受け付け期間を提案書

の作成期間を確保するため、今年９月議会で御

審議をいただきたいと考えております。 

 実施設計等に先ほど触れられましたけれども、

工事を実施するために必要な実施設計図の作成

期間が約２カ月と短く感じられると思われます

けれども、審査書類の中に構想を具体化した基

本設計図が含まれていることや、基本協定の締

結後から実施設計の作成に着手するなど、工夫

を重ねることでスケジュールに支障がないよう

に対応できるものと考えているところでござい

ます。 

 以上のようなことで、事業についての工期は

満たされているものと考えております。 

 それから、実施方針の公表をした理由という

ことでございますけれども、可能性調査の中間

報告結果が出ました。先ほど持留議員のほうか

ら質問もございましたけれども、ＶＦＭの可能

性調査結果9.0％、持留議員がおっしゃいまし

たけれども、前金なしでは2.0％のＶＦＭの効

果があらわれているということでございます。 

 方針におきましては、過疎債の充当枠の確保

ができたということ、あわせまして、その充当

を行うＰＦＩ事業が可能になったということで

本市としても前金を行った状態で2.0％の実質

的にはｖａｌｕｅ ｆｏｒ ｍｏｎｅｙを上げ

ることになっておりますけれども、ただし、Ｖ

ＦＭの算定の基準の中では、プラスになるかマ

イナスになるかが非常に重要な問題でございま

す。要するにｖａｌｕｅ ｆｏｒ ｍｏｎｅｙ

がプラス、効果があるという数字になるのか、

マイナスになるかということでございますので、

我々としては少しでも財源の確保ができる、財

源の削減ができるという意味で事業実施方針の

公表を行ったところでございます。 

 御指摘がございました施設整備における削減

率等の問題につきましても、実施整備における

削減率の確定を行う数値の確定につきましては、

従来方式における実施設計、それから、入札等

における最終的な工期の確定という作業を経な

ければ具体的な数値の比較というものはできま

せんので、現実問題としてどちらかの事業設定

をする場合には、その両方の数字を具体的な数

字として比較することは非常に困難であると認

識しておりますので、現在の市の方向性として

は財源確保を行う上、それから、民間活力の推

進を図りたいという推進の立場から公表に踏み

切りましたということでございます。以上でご

ざいます。 
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 それから、南の拠点事業におけますＳＰＣの

概要につきましての御質問でございます。 

 ＳＰＣとは、御質問もございましたけれども、

ある特定の事業を行うためだけに設立する会社

法人のことでございまして、ＰＦＩ事業では、

ＰＦＩ事業のみを実施する会社法人ということ

になります。このことから、ＰＦＩ事業を実施

するＳＰＣは、設計、建築、管理運営等の業務

を行う会社でございます。 

 ＳＰＣで業務を行う利点でございますけれど

も、１つ目が、事業上ＳＰＣが金融機関から資

金調達することで、市にとって施設整備費の初

期投資が不要になり、財政支出の平準化が図ら

れること。２つ目に、仮にＳＰＣの構成企業が

倒産した場合でも、ＳＰＣ自体は別法人であり

ますことから、ＰＦＩ事業に影響を与えること

がなく、行政サービスの継続的かつ安定的な提

供が確保できること。３つ目に、融資した金融

機関による事業推進のモニタリングが実施され

ますことから、第三者のチェック機能が充実す

ることが考えられます。 

 ということでＳＰＣの概要と、次に、（株）

垂水未来創造商社につきましてお答えをいたし

ます。 

 まず、設立の経緯でございますけれども、

（株）垂水未来創造商社の代表取締役でござい

ます大薗氏に、関東垂水会の席で垂水市の地方

創生のお話をいたしましたところ、新潟県妙高

市の道の駅あらいの開発運営に携わっている経

験を生かして、地元垂水に貢献したいとの強い

意思をお持ちでありました。 

 このような中、地方創生の目的で、官民連携

の一つの形でございます地域商社の機能を持つ

（株）垂水未来創造商社を垂水市を初め市内の

企業、本市にゆかりのある企業合計７社が出資

して平成28年４月１日に設立をされております。 

 地方商社とは、国が示しましたまち・ひと・

しごと創生基本方針2016におきまして、地方の

仕事をつくり、安心して働けるようにするため

の政策として、ふるさと名品市場の開発と、そ

の市場開拓の司令塔としての役割が記されてお

ります。 

 国もその普及に力を入れているところでござ

います。同社の目的には、地域産品の商品開発

や販売、販売促進に関する情報媒体の企画、人

材育成等が盛り込まれており、まさに国が示す

地域商社としての役割を担っているものと考え

ているところでございます。 

 同社は、垂水市の地方創生関連事業でありま

す垂水市地域若者周知拡大プロジェクト事業を

受諾しており、２月28日、垂水高校で同校卒業

生によるパネルディスカッションや地域発展に

向けた高校生との意見交換会を実施しているよ

うでございます。 

 このようなことから、今後、（株）垂水未来

創造商社には、地域が持つ資源、人材、知恵等

の魅力を最大限に引き出し、地域創生の基本的

な発展を推進する役割が期待されるところでご

ざいます。 

 先ほどありましたＳＰＣと垂水未来創造商社

の違いでございますけれども、ＳＰＣは、ＰＦ

Ｉ事業を行う特定の目的会社、法人であるとい

うことです。（株）垂水未来創造商社は、地方

創生における地域商社、まちづくり会社として

の機能を持つ法人であるということでございま

す。 

 次に、民間整備活力エリアにおける出店ルー

ルづくりと出店者の決定方法につきましてお答

えをいたします。 

 民間整備活力エリアは、垂水市土地開発公社

が買収、造成しましたエリアにおいて、民間事

業者の活力を導入して、エリア全体の魅力向上

と集客力、ブランド力の強化を図ろうとするも

のでございます。 

 市は、地域住民からのヒアリングに基づきま

して、豪華なバーベキュー施設であるグランピ
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ング施設でありますとか、温泉、加工施設、各

種店舗出店を民間エリアの方向性としまして、

基本構想でお示しをしたところでございます。 

 現在、この民間エリアの開発計画につきまし

ては、（株）垂水未来創造商社において調査を

実施されております。同社の代表取締役である

大薗氏は、新潟県妙高市の道の駅あらいにおい

て、開発運営に携わっている経験を生かし、エ

リア開発に向けて調査を実施されております。 

 市としましては、地元の浜平地区の事業所へ

の配慮や、エリア内での出店業者が競合しない

などのルールづくりについて、大薗氏や土地所

有者である垂水市土地開発公社と協議を行いな

がら、今後、提案される開発計画の確認を行い、

基本構想で示された目的と成果を達成するよう

努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○保健課長（鹿屋 勉）  健康づくり事業の充

実についてでございますが、健康づくり事業に

つきましては、健康増進法第８条第２項に基づ

く国の推進計画、健康日本21及び鹿児島県の計

画、健康かごしま21との整合性を図って策定し

ております本市の健康増進計画、健康たるみず

21に基づき進めているものでございます。 

 健康づくりには、さまざまな分野の組み合わ

せ、取り組みが必要となっています。生活習慣

病の予防のためには、食生活の改善、食育の推

進、あわせて適切な運動も不可欠でございます。

歯と口の健康も重要でございます。飲酒やたば

この問題もございます。がんの発症予防、早期

発見、重症化予防も重要でございます。 

 疾病の予防や早期発見のため、健康づくり事

業への参加、各種検診の受診などお願いしてお

りますが、実際には、事業への参加率や受診率

が低く、認識度や関心度が低い状況がございま

すので、広報や各種団体への呼びかけを強化し、

あわせて生活習慣の改善、介護予防を目的とし

た健康、運動教室の機会をふやしています。 

 検診事業におきまして例を挙げますと、平成

28年度から婦人がん検診等に係る費用の一部助

成により、検診率の向上を図っており、平成29

年度からは若年者にも対象を広げた骨粗鬆症検

診の費用を一部助成することにより、検診率の

向上を図ることとしております。 

 また、市民一人一人で見ていきますと、その

人の生涯を通じた健康づくりが重要となってま

いります。お母さんのお腹にいる胎児期から乳

幼児期、青少年期、壮年期、そして、高齢期に

至るまで連続性と連動性を持った取り組みを進

めていくことで生活習慣病の予防、壮年期死亡

の減少、健康寿命の延伸、生活の質の向上がよ

り効率的に実現できることになります。 

 その一つの試みとして、ライフコースデータ

の活用がございます。これは、鹿児島大学医学

部の大石教授と親交のある京都大学大学院医学

研究科の川上教授が指導する一般社団法人、健

康・医療・教育情報推進機構による学校健診、

母子保健情報のデータベース化事業に協力し、

そのデータの活用により、将来における健康づ

くり施策の推進を図るものでございます。 

 このように、今後とも鹿児島大学、鹿児島国

際大学、鹿屋体育大学など、各種専門機関との

連携を強化し、専門的な知見の活用により、健

康づくり事業の充実を進めていくものでござい

ます。 

 なお、大石教授には、垂水市のスーパーバイ

ザーとして、健康長寿、子育て支援についての

データ分析や方針決定の御助言、さらにライフ

ステージに応じた効果的な事業展開への御助言

をいただくことでお話を進めているところでご

ざいますが、詳細につきましては、昨日の川越

議員のときの市長答弁にもございましたとおり、

５月の連休前後に改めてお示しできるかと存じ

ております。 

 以上です。 

○社会教育課長（野嶋正人）  池山議員の垂水
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中央運動公園の施設について、指定管理者制度

の導入の考えはないのか、また、今後の管理運

営についてはの御質問でございますが、まず、

指定管理の導入に当たりましては、内容として

施設管理と施設運営の２つの面での委託が考え

られます。 

 まず、中央運動公園内の施設の管理につきま

しては、現在垂水市の管理公社に委託し、公社

職員により管理作業を行っていただいておりま

す。 

 この施設管理を指定管理にした場合、作業の

機動性や公社職員の雇用の課題が発生いたしま

す。特に昨年の台風災害時などにおいて、業者

の方にお願いしようにも、市民生活にかかわる

災害復旧を優先して対応されていましたことか

ら、中央運動公園や関連施設の倒木等の処理に

当たりましては、被害が広範囲に及んでおり、

復旧に困難をきわめた状態でありましたが、公

社職員の皆さんが懸命に処理に当たっていただ

いたところであり、改めて管理公社に委託して

いることの有効性を再認識いたしました。 

 次に、中央運動公園全体の施設運営の面でご

ざいますが、鹿児島国体を間近に控えておりま

すことや、国体に向けた準備や大会開催時のス

ムーズな運営に努めることの重要性などを考え

ますと、当面は市が運営したほうがよいと考え

ております。 

 以上のことから、中央運動公園の指定管理者

制度の導入は、現時点では考えていないところ

であり、御質問いただきました今後の管理運営

につきましては、当分は現行のままで管理運営

を行ってまいりたいと考えております。 

 なお、池山議員の指定管理者導入の御質問の

趣旨や、この間お話をさせていただいたお考え

の中にもありますように、管理運営の効率化や

柔軟な対応及び行政改革の視点からの経費削減

や改善の考えなど、民間の発想によります利用

率の向上と参考にすべき点がございますので、

今後の管理と運営のあり方に生かしてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○財政課長（野妻正美）  公共施設等総合管理

計画の御質問にお答えいたします。 

 公共施設等総合管理計画は、昭和29年ごろか

ら始まった高度経済成長期の急激な人口増加と

社会変化により、公共施設の整備が進められて

きましたが、その当時建設された公共施設の多

くが老朽化しており、大規模改修や修繕、建て

かえが必要になってきております。 

 今後は、働く世代の人口減に伴う税収の減少

や、高齢者の増による社会保障費の増加など財

政状況はさらに厳しくなると予想されます。 

 その中、国は平成25年11月にインフラ長寿命

化基本計画を策定し、それにあわせ、地方公共

団体へも公共施設等の総合的かつ計画的な管理

を推進するための計画を策定するよう要請され

ています。 

 そのため、この管理計画は、個別の公共施設

の管理計画ではなく、公共施設全体の管理を方

針づけるものでございます。 

 また、本計画は、第４次垂水市総合計画の基

本目標である「市民を大切にするまちをつく

る」の取り組みの一つであり、第６次垂水市行

政改革大綱の次に位置づけられる上位計画とな

ることから、現在、策定されている公営住宅等

長寿命化計画などの個別計画については、見直

しの時期に本計画の基本方針を反映したものに、

また、今後新たに策定する個別計画についても、

基本方針を反映させることになります。 

 しかし、庁舎につきましては、行政サービス

や防災機能の拠点と、市民生活に大きく寄与す

ることから、市民、関係者の意見を聴取するた

め、有識者を初め各種団体の代表等で組織する

外部検討委員会を設置する予定のようです。 

 具体的には、その中で本管理計画を踏まえ、

照明のＬＥＤ化、再生可能エネルギーを利用し
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た新電力など、コスト削減や庁舎機能等の御提

案をいただけるものと考えているところです。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  池山議員の給食

費無償化についての御質問にお答えいたします。 

 先ほど持留議員の御質問にもお答えしました

とおり、本市の学校給食につきましては、地産

地消に力を入れるとともに、児童生徒がおいし

く食べることのできる給食づくりに努めており、

児童生徒からは大変おいしいなど好意的な感想

が寄せられております。 

 また、１人当たりの給食費につきましては、

小学生が年間４万4,000円、中学生が５万2,250

円を徴収し、これを全て食材費に充てておりま

す。 

 近年、社会における児童生徒の貧困化の進行

と同様に、本市における就学援助費の受給者の

割合も増加する傾向にございます。 

 そこで、本市におきましては、平成28年度か

ら就学援助制度における給食費の補助率を70％

から80％に10％引き上げたところでございます。 

 議員御質問の子育て支援の観点からの給食費

無償化につきましては、実施あるいは実施を予

定している市町村があると承知しておりますが、

完全無償化や一部補助など、そのあり方や方法

はさまざまあるようでございます。 

 完全無償化、または一部補助等につきまして

は、予算措置を含めさまざまな課題もあります

ことから、先行的に取り組んでいる市町村につ

いて調査を行い、本市における実施の可能性に

ついて研究を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  それでは、一括でお願いしま

す。 

 この南の拠点事業については、漠然としてわ

かりにくいなちゅうところがあって、このＳＰ

Ｃ特定目的会社と垂水未来創造商社、どんなふ

うな役割の違いがあるのかなと今回一般質問で

同僚議員がいろいろ質問されて大分わかっては

きたんですけど、もう一度聞きます。 

 まず、ＰＦＩでつくるところをまず特定目的

会社を公募してやると。それで、全体のこの道

の駅の民間活力エリアだけではなくて、全体の

部分にこの運営ちゅうか、そのことに関しては、

また、公募によってその指定管理制度を導入し

ていくちゅう、そういう理解でいいのかなとい

うのがまず１つ。 

 それと、そのＳＰＣと未来創造商社が同一に

なるという可能性もあるのかなという聞き方か

な。そういうことですね。そのほうが運営とし

てうまくいくのかな、それとも、どう考えてい

るのかなちゅう聞き方です。その質問がもう一

つですね。 

 あと、民間整備の活力エリアについて、例え

ば、区画割をして、この下の区画で使ってくだ

さいちゅう入り方になるのか、それとも、俺は

特別にちょっと10区画分くれないかちゅうたら、

それが可能になり得るのかという質問。それは、

その決める人が、これから決めるんだろうけど、

そういうこともあり得るのかなという質問、そ

の質問。それと、そのまず南の拠点については、

その３つをまず伺います。 

 あと、さっき６月議会から９月議会に、この

あれがちょっとずれましたちゅう説明があって

よくわからなかったんだけど、その点について

もう一回答弁ください。 

 それと、もう一つ、先ほど持留議員が言われ

た、そのＶＦＭの９％から２％になって、その

２％ではＰＦＩは難しいんじゃないかちゅうよ

うなことを言われたんだけど、その９％になる

のは、その過疎債の２億円があるからだという。 

 企画政策課長に聞きたいのは、そうですよと。

垂水は過疎債が使えるからこそ９％になったん

ですよということなのかな。そのほかの地域は、

過疎債が使えなければ、９％にならないから
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２％ですよと。そうだとしたら、そのＰＦＩに

ついては、考え方も変わるかもしれないけど、

垂水市は過疎債を導入できたからこそのという

ことですよちゅうことなのかなという、そのこ

とをまず伺いますね。南の拠点についてはそれ

ぐらいですかね。１回それでいいわな。 

 それで、中央運動公園のリニューアルオープ

ンについてなんですけど、その指定管理はしな

い。今考えていない。それはそれでいいかな。

今後は、だんだんとそういう方向へ行くのかも

しれないけど。 

 もう一つ、例えば、宝山ホールみたいに、こ

れからやはりリニューアルオープンして多目的

になって、そのランニングコストちゅうんかな、

運営コストも要ると。そういうときにネーミン

グライツで、例えば募集をかけて、その年間幾

らぐらいでどのぐらいの価値があるのかわから

んけど、そんなら300万か500万か年間1,000万

かと。そういうふうにして、その募集をかけて、

例えば500万なり1,000万でする、そういうネー

ミングを売ると。それでその運営費に充ててい

く。そういうネーミングライツを募集するよう

な考え方はないのか。その点について伺います。

私は、そういうことをしたほうがいいのかなと

は思うけど、課長の答弁をお願いします。 

 それから、この公共施設の、これ読んだんで

すけど、これ読むと、案なんだけど、読むと、

本当に今後40年間大変ですよね。これ施設を統

合しないと無理だっちゅう。これずっと読んで

いくと、もう公民館なんかは垂水市で１つにせ

んといかんのじゃないかちゅうぐらいの迫力が

あるんだわ。それで、このままでは垂水市の財

政もたないなちゅうのがよくわかるんですよ。 

 私がさっきなぜその市役所庁舎に限定して質

問をしたのかというと、これから検討委員会つ

くるちゅう話ですけど、やはりそれで集約化し

て、複合施設みたいにしてつくって、早くした

ほうがよっぽどいいんじゃないかと思うんです

よ。 

 私は、以前も太陽光発電の話をしたことあり

ますけど、8．何キロで、大体年間二十四、五

万いきますよ、売電が、自分ちで使った上で。

だから、相当な太陽光発電ちゅうのは思った以

上に発電するんですよ。 

 だから、前倒しして、市役所の庁舎ちゅうの

を、その職員の駐車場で来客用の駐車場、そう

いうようなものを場所的に変えて、一つの中に

つくって、教育委員会、消防、全部入れて、そ

れで、上のほうには太陽光を送るようにやった

りしたら、相当な経費削減にはなると思うんで

すよ。 

 そういうことから、早くしてやったほうが、

さっき何だっけ。財政課長が何か安全な何かち

ゅうたよね。ああここだ。市民を大切にする。

この庁舎で市民は大切にできんよ。本当、死ぬ

んだから、ここ。震度３、４、５が来たら。 

 だから、私は前も言ったですけど、震度４か

５ぐらいの地震が来たら、１階に来客あったら

死にますよ、その人。職員もだけど。だから、

早くしたほうがいいんじゃないかちゅうことを

言ってるんで、それで、さっき答弁の中に市民

を大切にする、総合計画の中にそういうのを入

れるち言われたけど、財政課長。本当に市民を

大切にして、早くこういう計画を推し進めると。

その上で経費も削減すると。 

 この点については、財政課長に聞いてもしよ

うがないから、市長、この点についてそんなき

ゅうきゅうに早くはできないだろうけど、私が

今言ったことに対してどんな思いがあるか、答

えられたら答えてください。 

 以上で２回目。 

○市長（尾脇雅弥）  今の池山議員の質問にお

答えをしたいと思います。 

 一つの時代というのもありますが、きょうは

たまたま私の地元の先輩であります枝本市長の

息子さんも来ておられます。４期務めていただ
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きまして、非常にまちも活気があって、いわば

こういう右肩上がりの時代だったと思います。 

 今、時代が重なって、どちらかというと、人

口減少も含めて、こういう時代の中にあると。

建てたものは古くなって、維持管理というもの

が大変課題となっていると。また、一方で、少

子高齢化という課題がありまして、先ほどから

話があるように、そのことをどうするかという

問題もあります。非常に難しい、複雑な連立方

程式といいますか、それをどうやって導き出し

ていくかというのが大きな課題です。いわば利

益の分配の時代から、負担の分配の今時代だと

いうふうに思っているところでございます。 

 そういった中で、先ほど申し上げましたよう

に、私としては、垂水市が発展をしていくよう

に、市民の皆さんが幸せであるようにというこ

とを考えておる中で、そのためには、いろんな

ことをやりたいんだけれども、まずは、その財

源の問題というのがやはり一方でありますので、

６次産業化と観光振興の中で一つはそういう財

源の確保をしながら、医療とか介護とか福祉の

ほうへ回していこうというのが基本的な考え方

であります。 

 庁舎に関しても、この庁舎に関しては、学校

施設等々と違いまして、有利な補助事業があり

ませんでしたので、行財政改革をやりながら、

今10億円を超える基金を積み立てております。

職員の皆さんを初め、議員の皆様を初め、市民

の皆様の御理解のおかげでやっとここまで来た

ということでありますから、そのことは急いで

できるだけ早くということで指示は出しており

ます。 

 まずは、どういうものをつくっていくのか、

場所はどこにしていくのか。今おっしゃるよう

なある程度集約化して効率よく運営をしていか

ないと、まともに既存なものを建てかえるとな

りますと、公民館等も含めて非常に難しい現実

があります。それぞれのお立場においていろん

な要望がありますし、そのことは全てできれば

かなえたいと思っておりますけれども、限られ

た財源の中で施策も集約していかなければなら

ないという現状がありますので、そういった意

味におきまして、今おっしゃるような、まずは、

その市役所の建てかえというのは必要じゃない

かというのはそのとおりであると思いますので、

今財政課を中心にそういう考え方を取りまとめ

て、近く私のほうに答申があろうかと思います

ので、そこを含めて議員の先生方、あるいは市

民の皆さんにこういう考え方でということを御

理解賜ればできるだけ早く進めてまいりたいと

いうふうに思っておるところでございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  多岐にわたって

おりましたので、漏れがあったら再度回答した

いと思います。 

 まず、ＳＰＣに関しての御質問でございます

けれども、ＰＦＩ上でＳＰＣが行う部分として

は道の駅事業で実施する拠点施設の設計建設、

15年間の管理運営を行う契約部分ということに

なります。 

 ＳＰＣと商社の関係でございますけれども、

仮に商社がＳＰＣへの手を挙げて参加を表明し

た場合には、構成企業としての一つとして出資

をすることになります。ですので、そのほかの

構成企業には設計を請け負うもの、建設を請け

負うものといったような部分の職種が参画され

るものと考えます。 

 また、そのＳＰＣと商社が同一になり得るの

かということでございますけれども、当然、参

画をされましてＳＰＣの企業としての公募の中

で採択をされますと、同一になることはあり得

ます。また、我々としても同一になることは非

常に事業運営のためにもいいだろうと考えてお

ります。 

 といいますのも、垂水未来創造商社の設立目

的からして利潤を追及するための団体ではなく

て、その観光振興でありますとか、地域産業の
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稼ぐ力の向上を目指すために、先駆的な立場と

して司令塔としての役割を持つ企業でございま

すので、よりこの目的に合致した会社がこの運

営を担っていただけるということでありますの

で、我々としては非常にそこが同一になること

はよいことではないかと考えております。 

 それから、ＶＦＭが９％から２％ということ

でございますけれども、これは、過疎債を充当

しなかった場合、９％のＶＦＭがあるというこ

とでございます。過疎債充当するとＶＦＭその

有利性は２％になるということでございます。

有利性が９％から２％に落ちるということでご

ざいます。 

 ただし、財源の一部として過疎債を使えると

いうことは非常に大きなメリットになりますの

で、過疎債を財源の枠の中で活用できることは

非常に大きいと考えております。 

 それから、民間メディアにおきまして、一部

の事務所がたくさんものを要求した場合には大

丈夫かという御質問でございますけれども、先

ほどもお答えをいたしましたけれども、エリア

内におきましては、地元の浜平地区での事業所

への配慮でありますとか、今既にコンビニエン

スストアでありますとか、果物の販売をなさっ

ている会社、それから、エビを使った事業を行

っていらっしゃる方等々、あのエリアにもそれ

ぞれの事業をなさっている方がいらっしゃいま

すので、その方への配慮、それから、エリア内

での同一の事業種が競合しないとかいったよう

な、そういう一定のルールを今積み上げており

ますけれども、そういうルールが適用される中

で、２区画が必要であるとか、６区画が必要で

あるという場合で、それも可能があれば、その

十分対応はできていくのではないだろうかと考

えておりますけれども、まだ現時点で出てきた

ら、何でも大丈夫ですよということは、現時点

では言えないのではないだろうかと。今後、よ

りこのルールにつきましては、精度を高める努

力が必要になると考えております。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  池山議員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 施設の命名権でありますネーミングライツに

つきましては、既に導入されている施設につい

て調査いたしましたところ、安定的な広告収入

が得られるというメリットもございますが、国

内におきましてはさまざまな課題も多いのが現

況でありました。 

 例えば、課題の１つ目は、企業や商品名が目

立ち、施設の設置目的や機能が利用者にとって

わかりづらくなること。２つは、ネーミングラ

イツの契約が日本では３年から５年が主流でご

ざいまして、契約の相手が変わった場合など、

施設の名称が変わることにより、利用者に混乱

を与え、地元の施設として定着しづらくなるこ

と。３つ目に、施設の名称や愛称等になれ親し

まれている住民の方に理解や合意が得られにく

いこと。４つ目に、契約した企業が社会的問題

を起こした場合のイメージダウンなど、さまざ

まな課題があることがわかりました。 

 そこで、社会教育課としましては、少しでも

管理運営費用の一助になる方策として、今全国

の野球場やサッカー場にありますような広告板

を参考にして、本市では移動式の広告板による

収入が得られないか検討しているところでござ

います。 

 このことから、今回の当初予算では、広告板

の土台となります長さ10メートル、高さ１メー

トル程度の三角柱を横にした形の枠の試作品作

成に要する費用を１台分計上させていただいて

おります。 

 この広告板は、表側と裏側の２つの側面に広

告を掲示することができ、大会が開催される際

には、その広告板にスポンサーである企業名や

大会のスローガンなどを掲示できますことから、

本会議で予算の議決をいただきましたならば、
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まずは試作品による活用状況を見きわめながら、

今後さらにランニングコストに資することので

きる方策を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  申しわけござい

ません。先ほどＶＦＭの部分の説明で、私、問

題が多くて混同しておりまして、何か発言の中

で、前金なしの場合が２％で、過疎債があった

場合が９％という方が正しい表現でございます。 

 現在、過疎債が活用できるという状況になっ

たので、先ほど言いましたとおり、非常に使え

ることは大きなメリットになるというふうにお

答えしたところでございます。済みません。 

○池山節夫議員  さっき逆やった、おおやった

ね、そう言ったんだ。 

 大体わかりました。これ以上聞くこともない

けど、教育長、ちょっと飛んだんですけど、そ

の給食費の無償化、持留議員も言われましたけ

ど、ぜひ努力して、一部補助からでもまず実現

していただくように要望しておきます。答弁は

いいです。 

 あと、ちょっと財政課長に、きのう川畑議員

のところで、国が過疎債を導入できるようにな

ったみたいなことを言われたんだけど、あそこ

のところがせっかくそういうのが導入されたち

ゅうのに、余り有利でないみたいな答弁された

んだけど、もう一遍説明できますかね。済みま

せん。 

○財政課長（野妻正美）  きのう川畑議員のと

ころの答弁で、公共施設等適正管理推進事業債

（仮称）でございますが、新たに創設されたち

ゅうことを答弁させていただきました。 

 これは事業費に対しまして90％が充当可能部

分で、交付税措置もございます。ただし、この

交付税措置が20％と低いということを申し上げ

たところで、通常、財政としましても有利な起

債を利用すると。過疎であれば70％の算入率、

辺地であれば80％と、有利なもので財源の編成

するわけですが、そういうところから見ますと

低いと。飛びつくような起債かなという疑問も

今現状ではあろうかと。ただ、これまではあり

ませんでしたので、あったということは、これ

は大きな財源の一助になります。 

 ただし、ここにつきましても、平成29年度か

ら平成32年度までと期限が切られております。

ですので、今、庁内の本年度に企画政策課で今

報告書を作成している。この後、外部検討委員

会なんかの第三者機関を29年度設置しますので、

ここが期間が間に合うかというのも心配してい

るところでございます。こういう総体的なとこ

ろで、ここがもうすぐにこれを利用するために

早めるべきかと。ここについてもちょっと協議

が必要ですが、財政課としては疑問が残るとこ

ろで検証が必要と考えているところです。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  終りますけど、そういうのが、

例えば、また国の方針が変わって、完全に70％

になったら、また取り急いで考えてください。

ＬＥＤに変えるだけでも年間で1,800万ぐらい

違う。10年で１億8,000万なんだから。電球を

変えるだけで、そのぐらい違ってくるちゅうん

だから、それはやはりぜひ早目に市民を大切に

する市政をやってほしいということで、私の質

問を終ります。ありがとうございました。 

○議長（池之上誠）  次に、１番、村山芳秀議

員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［村山芳秀議員登壇］ 

○村山芳秀議員  昨日から新規事業や南の拠点

事業を初め、昨年の台風16号災害復旧費など、

新年度予算に関するさまざまな課題や定義が先

輩議員からなされております。 

 本日の南日本新聞では、同じ養殖のまち、長

島町の地域おこし協力隊の特集記事が出ており

ました。協力隊は、県内で34市町に導入されて

おりますが、人と人のつながり、ソフト面の重
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要さ、人づくりの大切さを感じる次第でござい

ました。 

 新年度予算は、新規事業もハード事業を中心

に増加をしておりますが、先ほど持留議員の財

政課長の答弁でもありましたように、スクラッ

プ・アンド・ビルドを徹底され、事業効果のな

いものは、国同様３年後には廃止されるような

めり張りをつけて、職場環境を含め、職員の皆

様が生き生きと公務に当たられるようなふうに

進めていただきたいと思っております。 

 私も29年度を迎えるに当たり、いま一度市長

の公約と南の拠点事業、それと、２年間にわた

って計画づくりをされた公共施設等総合管理計

画案に絞ってお尋ねをいたします。先輩議員の

皆さんと質問等重複するところもあるかもしれ

ませんが、御回答のほうよろしくお願いいたし

ます。 

 まず、第１点目、公約の実現性についてでご

ざいます。 

 市長に就任されて６年が経過をいたしました。

まずは、人口減少が加速的に進行し、その市場

性や移転計画に基づくさまざまな関連施設の撤

退、あるいは廃止の方向でここ数年動いており

ます。 

 ３年前から牛根地区にあった牛根中央クリニ

ックを初め、医療、介護施設が撤退、ことしの

３月には、今月ですが、徳洲会病院、県の果樹

試験場が閉鎖をされ、垂水カントリークラブも

今月20日で閉鎖を余儀なくされるなど深刻な状

況に陥っているということでございます。 

 閉鎖される３つの施設の雇用者数だけを見て

も、徳洲会病院が92人、果樹試験場移転で職員

17名、臨時職員10名、ゴルフ場が職員14名、臨

時雇いが４名と。単純にこの合計数字だけを見

ても137人という、この職場がなくなり、転出

者はもちろん、市税や市内のこれまでの取り引

き業者などへの影響が本当に懸念をされる状況

でございます。 

 加えて昨年の台風16号災害からの市民の皆さ

んが立ち上がって暮らしていらっしゃいますが、

きのうの報告でもありましたように、まだまだ

離農者や本来の生活のリズムをとれない方が多

数いらっしゃいます。 

 今回の新年度予算に伴う公約は、毎年３つの

挑戦を主体に取り組まれ、掲載されております

が、その幾つかの状況を確認したく質問をさせ

ていただきます。 

 まず、公約の実現性について、お伺いします。 

 過去３年間、26、27、28年、今年度もあと１

カ月を切りましたが、ここ３年の進捗状況につ

いてお聞きをいたします。 

 まず、水産業、農業の６次産業化です。６次

産業化は、６次産業化法に基づく認定事業者へ

の経営支援を目的に、矢継ぎ早に整備をされ、

垂水市でも水産業を中心に二、三の事業所がブ

リの加工場等の建設に取り組まれました。 

 ただ、垂水市を取り巻く環境は、基幹産業で

ある水産業、農業そのものが厳しい現実に直面

しております。養殖ブリなどのえさの高騰、後

継者不足、耕作放棄地の増大などです。 

 このような中で、本来６次産業化が目指す地

域の雇用、所得をふやすこと、そして、若者た

ちが目を輝かせて農業、あるいは水産業の担い

手に参入をするといった状況をつくり出すには、

多くの課題があるのも現実です。ここ３年間の

成果をお聞かせください。 

 次に、交流人口です。交流人口については、

道の駅たるみずの状況を初め減少が続き、昨年

の台風被害などかなり減ってきている感がござ

います。現状をお聞かせください。 

 安心への挑戦ということで、毎年公約に掲げ

ておられます錦江湾横断道路、大隅横断道路の

進捗状況はどうなっているか、お聞かせくださ

い。 

 次に、南の拠点事業でございます。 

 昨日からさまざまな議論がございます。３点
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ほどお尋ねします。 

 先週さまざまな資料、先ほどありましたよう

に、実施方針の公表などホームページに掲載を

されております。北の拠点の道の駅たるみず、

中央の森の駅たるみず、今回の南の拠点ですが、

市長は、この３点をどう結びつけて周遊性を図

っていこうとしているか、お伺いします。 

 また、昨日からあります、今回初めて提示が

ありましたＰＦＩの事業負担金、急激な人口減

少に伴う交付税の減額などが予想される中で、

15年にもわたって3,400万円の債務負担行為が

発生するということで、大変危惧をしておりま

す。財政運営に影響をもたらさないのか。この

点は、副市長にお尋ねをいたします。 

 ３点目は、交流人口200万人達成と雇用、創

業の創出についてでございます。 

 先ほど申し上げましたように、雇用環境が非

常に厳しい状況になっております。どのような

方策で200万人の交流人口拡大と。昨年もお尋

ねしましたが、雇用、創業を考えていらっしゃ

るか、改めてお尋ねをします。 

 最後に、今回２年間にわたって計画づくりが

進められてきましたが、公共施設等総合管理計

画（案）についてでございます。 

 財政課が苦労されてでき上がったと思います

が、今後、パブリックコメントを終えて、修正、

公表となりますが、取りまとめた感想を財政課

長にお伺いいたします。 

 これで第１回目の質問を終ります。 

○市長（尾脇雅弥）  村山議員の過去３年間の

水産業、農業の６次産業化、交流人口の増加、

錦江湾横断道路から大隅横断道路ネットワーク

構想の現状と実現性についての御質問にお答え

をいたします。 

 私の２期目の公約であります経済への挑戦、

安心への挑戦、未来への挑戦については、それ

ぞれ３つの大きな柱がございます。 

 経済の挑戦の柱の一つであります水産業、農

業の６次産業化についてでございますが、平成

26年度からの３年間で両漁協を含め、７業者が

カンパチ、ブリを中心とした加工品を手がけて

販売をしております。農業につきましては５業

者、合わせて12業者が６次産業化へ取り組んで

いるところであります。 

 生産者が加工し、販売まで手がけることで所

得向上や雇用を生み出すためには、販路拡大が

重要な課題であります。販路といたしましては、

両漁協を中心として国内販売拡大だけではなく、

海外へ目を向けて販路拡大を行っており、平成

24年度は東南アジアや北米にカンパチ、ブリ、

垂水市特産品の市場開拓及び販路拡大を主とし

て、両漁協職員と同行し、トップセールスを行

っております。 

 垂水市漁協につきましては、東南アジアを中

心に、カンパチ冷凍ロイン、フィレを輸出して

おり、平成26年度では22トンの約3,800万円と

なっております。 

 市内漁協につきましては、北米を中心にブリ

冷凍フィレを輸出しており、平成27年度は

8,690トン、約70億円の生産高のうち、約42億

円、60％が海外へ輸出している状況でございま

す。 

 鹿児島県内の水産品海外輸出額といたしまし

ては、総額で約66億円であります。うち60％強

の約42億円が単独漁協では日本一であります牛

根漁協ということになります。私自身、アメリ

カへも出向きトップセールスを行いましたので、

成果の一つと考えております。 

 世界の水産物では、現在、サーモンが主流と

なっているところでありますが、年々右肩上が

りで増加をしておりますブリには、まだまだ伸

びしろがあるというふうに考えております。本

市経済発展へ向けての重要な役割を担っており、

さらなる売り上げ増加に向けて取り組んでいき

たいと思っております。 

 ブリが北米で人気がありますのは、油が乗っ
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ており、外国人の食に合っているのが大きな要

因であります。国内販売では、約５キロが主で

ありますけれども、海外では6.5キロ以上でな

ければいけないという現状もございます。通常

6.5キロ以上のブリを養殖するには、約３年が

かかりますが、錦江湾奥は特に海水温が高く、

冬場でもブリが活発に活動をし、餌を食べるこ

とにより、２年で6.5キロ以上成長します。そ

のことからわかりますように、海外輸出向けの

生産は適していると思われます。 

 海外販路におきましては、牛根麓にあります

水産業者が大半を担っており、年々規模拡大さ

れ、社員住宅も建設されるなど、雇用者も増加

しているところでございます。 

 生産者は、海外で好まれるおいしい魚を養殖

し、海外販路に力のある業者が加工し、販売す

ることも一つの６次産業化として本市経済発展

に向けて大きな役割を担っており、さらなる売

り上げ増が見込まれるものであると思われます。

私自身、６次産業化の必要性、さらには、水産

業から始めると申し上げたことは間違いないと

思うところでございます。 

 農業分野につきましては、個人や生産グルー

プが６次産業化へ取り組んでいるところであり、

販路拡大が重要な課題となっております。現在、

東京のレストランなどの利用が始まり、今後、

安定販路拡大につなげていきたいと考えており

ます。 

 あしたも東京の一流レストランでイベントが

開催される予定でございます。生産者が主とな

り、販路拡大を進めていく中で、必要である部

分については最大限行政として協力をしていき

たいと考えております。 

 また、本市の地形に合った新たな作物への取

り組みも強化しているところであり、生産者が

少しでも所得向上へつながるよう推進していき

たいと思います。きのうお話したミシマサイコ

の研修にもあした職員が参加の予定でございま

す。 

 次に、交流人口増加におきましては、平成26

年が約118万人、平成27年が約98万人、平成28

年が約115万人となっております。平成27年度

落ち込んでおりますのは、自然災害、桜島警戒

レベル４、深港橋の決壊の影響により、道の駅

たるみずの観光客が約16万人減少したことが大

きな要因であります。 

 平成28年につきましても、自然災害、熊本の

地震、台風16号、磯脇橋の崩落などの影響によ

り、道の駅たるみずの観光客の大幅な回復には

至りませんでした。 

 一方で、森の駅たるみずの指定管理者制度導

入によりまして、民間活力を最大限に生かし、

猿ケ城渓谷全体の来場者が２倍の約23万人とな

り、前年比の増加につながりました。 

 平成25年度の交流人口は123万人でありまし

て、それ以降、災害等の理由で、先ほど申し上

げましたように、年々減少傾向となっておりま

したけれども、平成28年には台風16号の災害等

の影響がなければ、森の駅たるみずにおきまし

ては、民間活力により大幅な来場者数増が見込

まれておりまして、交流人口は130万人を超え

ていたものだと思われおります。 

 道の駅たるみずにおきましては、売り上げ増

を図るために、指定管理者と出荷者協議会が一

体となりまして、さまざまなイベントの開催や

観光バス会社、旅行会社等へのＰＲ活動を実施

されるなど、来場者の増加に向けて取り組んで

おられます。先日も来場者900万人のセレモ

ニーも開催され、関係者の機運も高まり、期待

が持たれるところでございます。村山議員も出

荷者協議会のビワ部会長ということでございま

すので、今後もまた前向きな御提案をいただけ

ればというふうに思います。 

 森の駅たるみずにおきましては、指定管理者

制度導入によりまして、食、遊び、癒やしに着

目され、夏場は過去最高の来場者でにぎわって
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おりました。台風16号により猿ケ城渓谷、魅力

ある観光地づくりにより整備された公園などが

被害を受け、来場者が減少いたしましたが、冬

場の閑散期においても民間企業等の活力を最大

限に活用され、来場者の増加が見込まれたもの

だと思われます。 

 現在、整備されております南の拠点、道の駅

たるみず、森の駅たるみずの３つの拠点により

まして、交流人口200万人を目指し、本市発展

へ向けて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。垂水市発展にとって間違いない方向性と認

識をしておりますので、御協力をよろしくお願

いを申し上げます。 

 次に、錦江湾横断道路から大隅横断道路ネッ

トワーク構想についてでございますが、６月議

会で所管課が御説明しておりますとおり、整備

建設促進の早期事業化へ向けて４市５町の大隅

総合開発期成会の取り組みに加え、県市町会定

例会の要望事項にも盛り込んでいただいている

ところでございます。 

 なお、垂水市議会におかれましても、鹿屋市、

志布志市と連名により大隅横断道路の早期実現

に向けて県市議会議長会へ提案され、県へ要望

されていると伺っているところでもございます。 

 大隅地域住民の長年の悲願であります錦江湾

横断道路は、交通の利便性の向上や生活圏の拡

大をもたらすとともに、観光資源として全国に

情報発信することが可能となり、大隅地域のみ

ならず、九州南部地域の産業、経済、文化のま

すますの発展に寄与することとなることから、

早期建設を図らなければならないというふうに

考えております。 

 錦江湾横断道路と桜島から本市を経由し、高

隈を貫く大隅横断道路を高規格道路として整備

することにより、地域の特性や潜在能力を発揮

し、大隅の玄関口である本市経済の中心的物流

の集積地を目指す鹿屋市と大型バルク船に対応

した港湾計画の変更と特定貨物輸入拠点、港湾

への指定を目指し、近年飛躍的な木材輸出等で

東アジアへ輸出港としての地位を確立しつつあ

る志布志市との物流の促進を担うことになりま

す。 

 さらには、大隅を横断する東九州自動車道と

連結することにより、大隅を循環する幹線道路

ネットワークを形成し、鹿児島市とのアクセス

が最短となり、国道220号線の２路線を確保す

ることにより、物流の促進や災害時における交

通網のリスク分散を図り、より安定的で強固な

経済活動の推進を目指すためにも、広域的な取

り組みを推進させることで、早期実現化につな

げていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  村山議員の御質

問でございます。３つの拠点の周遊性につきま

してお答えをいたします。 

 まず、南の拠点整備事業は、市長公約の３つ

の挑戦のうち、経済への挑戦、６次産業化と観

光振興を実現するための重要な施策でございま

す。 

 南の拠点整備事業の基本的な考え方は、当初

から３つの拠点をつくり、それぞれをしっかり

と連携させ、３つの拠点の周遊性を高めること

を必須条件とし、このことから、交流人口の拡

大、そして、雇用や創業の創出につなげていく

ことを目的といたしております。 

 現在、垂水市の観光拠点として、北部に道の

駅たるみず、中央部に森の駅たるみずが整備さ

れておりますが、一方で南部地区には美しい海

岸という魅力ある観光資源がありながら、それ

に触れ合う場所がなく、交通の通過点となって

いる現状がございます。 

 今回、南の拠点を整備し、南部地区を通過点

から目的地として機能を充実させ、道の駅や森

の駅との連携や周遊性の向上を図り、観光交流

人口の拡大と経済波及効果を高めたいと考えて

おります。 
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 この目的地として、機能を持たせるための考

え方でございますが、多様な観光ニーズに対応

していくこと、そして、拠点ごとの魅力を高め

ることが必要ではないかと考えております。 

 多様な観光ニーズへの対応でございますが、

現在、価値観の多様化や個人のライフスタイル

の変化が顕著にあらわれております。こういっ

た多様な観光ニーズに対応した観光地づくり、

観光メニューの開発が必要でございます。 

 また、拠点ごとの魅力を高めることでござい

ますが、３つの拠点施設には、観光素材として

必要な癒やし、景観、遊び、食といった項目、

それぞれに特色がございます。これらの素材を

磨き、魅力ある施設となるよう整備、運営して

いく必要がございます。 

 さらに、シーズンごとの観光拠点である高峠、

垂水千本イチョウを初め、人気のイベントでご

ざいます垂水ふれあいフェスタ、垂水カンパチ

祭、垂水土人形展等のイベントの融合を図って

いくことも一つの切り口になると考えておりま

す。 

 これらの取り組みに対して、民間のノウハウ

を活用しながら、魅力ある垂水市の構築に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副市長（岩元 明）  私のほうにお尋ねにな

りました15年に及ぶ債務負担行為の影響につい

てお答え申し上げます。 

 今回、南の拠点整備事業を推進するに当たり、

総事業費約７億円のうち、市が準備する事業整

備負担金２億円と、それからＰＦＩ導入による

融資を受けようとする５億977万6,000円の債務

負担行為を当初予算に計上いたしております。 

 まず、ＰＦＩ事業を選択しようとする理由と

いたしましては、民間資金を利用することで、

当初の建設費等を抑制できること、例えば直営

の場合、公共単価で10億円かかる建設費が、民

間資金を活用することで、７億円程度に圧縮で

きるようでございます。 

 さらに、建設費等の事業費を負担金で平準化

することで、ほかの事業に対しての影響が少な

くなることが、大きな理由の一つでもございま

す。 

 次に、当初予算に計上した理由といたしまし

ては、民間事業者の募集をするに当たり、財源

が確保されていることを民間業者に提示し、多

くの民間業者について興味を持っていただく必

要があり、その業者の選定について、４月から

業務を開始することから、当初予算に負担金及

び債務負担行為を計上したところでございます。 

 議員が大変懸念されております金融機関から

５億円融資を受けた際の毎年度の償還負担

3,400万円が15年に及ぶ債務負担の影響でござ

いますが、例えば同様の事業費を最も有利とさ

れる過疎債で全額借り入れた場合、３年間は利

子のみの返済でございますが、その後は毎年

5,600万円ずつ９年間で返済することになりま

す。道の駅たるみずの場合が、４億5,200万円

の過疎債の借り入れでございましたので、まさ

にそれに近い形の返済でございました。参考ま

でに申し上げますと、今年度が最終返済年度で

ございます。 

 事業費の平準化を行うという意味では、ＰＦ

Ｉも起債もほぼ変わらないと思っておりますけ

れども、負担あるいはその返済期間が長期にな

る分だけ、ＰＦＩのほうが１年当たりの支出額

が抑えられますので、ほかの経費の使い道が広

がるということになると思っております。 

 なお、負担返済をできるだけ緩和するために

は、事業による売上利益金の財源として充てる

ことは当然考えられます。 

 また、ＰＦＩ運営負担金に関しましては、総

務省のＰＰＰ、ＰＦＩの抜本改革に向けたアク

ションプランで、地方公共団体が従来型事業と

して実施した場合と比較して、財政上不利にな

らないよう、地方財政措置を行うと明記されて
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おります。 

 このことは、負担総額に対して、従来型の事

業と同等の地方債の充当率や交付税措置率を勘

案して、交付税措置を行うということでござい

ますので、過疎債を借り入れた場合と同等の措

置として、ＰＦＩ運営負担金に対して、特別交

付税に算入されるため、財政負担も軽減される

ものと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  村山議員の御質

問でございます。交流人口200万人達成と雇

用・創業の創出についてにつきましてお答えを

いたします。 

 南の拠点整備に伴う交流人口200万人達成と

雇用・創業の創出につきましては、上位計画で

ございます垂水市まち・ひと・しごと創生総合

戦略において目標値を定めております。 

 交流人口につきましては、定住人口が減少傾

向にある今、交流人口を拡大させることで、定

住人口の増加効果と変わらない経済効果への活

力をもたらそうとするものでございます。 

 交流人口200万人達成の基本的な考え方でご

ざいますが、先ほどの周遊性の答弁と重複をい

たしますけれども、南の拠点、道の駅、森の駅

の３つの拠点を柱に、市内の観光施設や商店街

との連携を図り、多様な観光ニーズに対する観

光メニューの開発と、観光素材をそれぞれの魅

力を高めて取り組みを民間のノウハウを活用し

て進めてまいります。 

 雇用創出でございますが、この観光振興によ

る交流人口の拡大は、雇用機会や創業の創出に

つながり、さらには地域全体に大きな経済効果

をもたらす原動力になるものと考えております。 

 垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦略にお

きましては、平成31年度までには市内全域にお

ける雇用創出を110人、新規創業件数を５件と

目標設定いたしております。 

 南の拠点整備事業構想では、基本的な施設仕

様といたしまして、マルシェ、レストラン、物

販テナント、六次産業化支援のためのキッチン

スタジオやチャレンジショップなどを設定して

おります。 

 現在、ＰＦＩ事業の実施方針を公表し、特定

事業の選定に向けた作業をいたしておりますが、

ＰＦＩ事業を検討される企業の皆様に対しまし

て、新たな雇用創出と新規創業につながる計画

を御提案いただけるよう取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は１時15分から再開いたします。 

     午後０時５分休憩 

 

     午後１時15分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 １番、村山芳秀議員の質問を続行いたします。 

 財政課長の答弁を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  公共施設等総合管理

計画の御質問にお答えいたします。 

 この総合管理計画の背景や策定の目的につき

ましては、池山議員で答弁させていただいてお

りますので、割愛させていただきます。 

 まず、本市の公共施設の特徴としましては、

箱物と言われます建物系については、昭和30年

代から昭和50年代にかけて多く建設されており

ます。 

 インフラと言われる道路や橋などの土木系に

ついては、昭和44年度から整備が始まっていま

すが、平成２年度から平成10年度にかけて、集

中して整備を行っています。 

 また、上水道施設については、昭和36年に創

設許可を受けて以来、事業拡張を行ってきてい

ます。 

 その中、建物系は多くの建物が築30年から50

年を過ぎ、老朽化が顕著に見られてきており、

建てかえの目安となる公共施設の耐用年数60年
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を過ぎると、建てかえを考えなければならない

ことになります。 

 また、昨年の熊本地震でも話題になりました

耐震問題でございますが、旧耐震基準の昭和56

年以前に建てられた建物は、全体の52.3％と約

半分を占めております。 

 道路や橋は整備が始まったころの箇所におい

て、平成26年度から国の経済対策事業や社会資

本整備事業を用いて改良、改修が始まっていま

す。 

 上水道施設については、ほぼ石綿管などの老

朽管布設がえ工事は終わっていますが、今後耐

震管工事の実施が見込まれていることや、平成

10年に入り事業開始となった簡易水道事業や下

水道の排水処理施設など約20年経過し、今後老

朽化による管更新の布設がえ工事が予想される

ところです。 

 以上のことをまとめてみますと、今後多くの

施設が同時期に集中して建てかえや改修工事が

行われることが考えられるところです。 

 以上でございます。 

○村山芳秀議員  それでは、２回目の質問とい

うことで、一問一答でお願いいたします。 

 先ほどの公約の実現性、これ、非常に得々と

市長のほうが答弁いただきまして、時間があれ

ば、後でちょっと再質問ということでさせてい

ただきます。 

 まず南の拠点事業の件ですが、この周遊性の

点も含めますが、ＰＦＩの導入の件に質問を絞

って、させていただきたいと思います。 

 まず、この道の駅整備について、果たしてＰ

ＦＩ導入が有効なのかどうかという点でござい

ます。道の駅は確かに行政が仕掛ける地域活性

化としては、全国的にもまだ続いております。

しかしながら、昨年からの動きを見ますと、南

の拠点に関しては、まず初めにＰＦＩありきで

はないかというようなことで、ことが進んでい

る感がございます。 

 これこそ、道の駅の地域活性化、建設に伴う

地域活性化、これこそ一般の公共事業でやるべ

きではないかと私は考えております。ＰＦＩで

特定の民間事業者に設計施工から管理運営まで

一括して発注することでコスト削減を図って、

費用対効果を高めようということはわかります。 

 ただ、新年度予算でこれだけの債務負担行為、

まずはこの多額な建設費が必要なのかという素

朴な疑問でございます。 

 13年前に建設した道の駅のたるみずのレスト

ラン、それから加工施設、直売施設、私は担当

しておりましたけれども、建物内の重機や冷凍

施設、そういうのを一切入れても２億5,000万、

物価はまた違うかもしれません。２億5,000万

程度だったと思います。 

 もちろん温浴施設は別でございます。先ほど

副市長の答弁にありましたように、温浴施設の

ほうは地域間交流事業ということで、１億円ち

ょっと交付金がありまして、新山村のほう、農

林の事業の２分の１補助事業を使いました。２

億5,000万、あとが外構と温浴だったと記憶を

しております。 

 先ほど持留議員からも指摘がありましたよう

に、削減率を初め、どういう建物がどういう構

造で、これだけのお金がかかるんだという納得

のいく、私たち議員にまず説明がございません。 

 ＰＦＩ事業、県内でも進行中で、または過去

行われた例というのは、４つの事例がございま

す。今、大隅半島で鹿屋市と大崎町が進めてい

るＰＦＩ事業、これはいずれも公営住宅の建設

でございます。 

 この場合は、構造上、さまざまな建築の法規

やクリアしなければなりませんけど、家賃収入

がその後は入るという、私どもに昨年ＰＦＩ事

業導入の説明があったように、いわゆるゼロ系

といわれるＰＦＩ、市や町の負担を限りなくゼ

ロに近づけていくという方式でございました。 

 鹿児島市はプールを、このＰＦＩでやってお
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ります。それから、この前の回答でありました

ように、指宿市が14年ほど前に、ちょうど半年

ぐらい前に、垂水の半年ぐらい前に開設された

んですけど、それからいろいろと改正のＰＦＩ

の法律がございます。 

 道の駅というのは、本来、公共性、それから

収益性を持った施設だと思っております。指定

管理者の選定に加えまして、住民組織をいかに

中に引き込んでいくか、設立するか。人口がど

んどんどんどん減少する中で、いかに農林水産

を含めて、そういう人を巻き込んで、育成して

いくかという取り組みが必要なのではないでし

ょうか。 

 構想段階の、去年の構想の段階では、観光協

会を株式会社化というか、そういう形で地域版

のＤＭＯという形で、最初は話をお聞きしよっ

たわけなんですけど、途中から地域商社という

ようなことで、進んでおります。 

 観光協会がもしそういう受け手なりそういう

団体として、その組織のあり方でしょうけど、

今回のＳＰＣ、市も入ってつくられた７社、株

式会社垂水未来創造商社が上がっております。 

 この南の拠点の構想を読む限り、こうした先

ほどの地域住民の参加型とか、当然指定管理と

いうのは、その後の形なんですが、非常にこれ

まで10年の道の駅たるみずを見れば、すごく重

要なところでは、指定管理者、大事だと思いま

す。 

 この部分を全て事業目的会社がそういうとこ

ろで決めていく部分、任せる、それはこれから

人口が減少する中で、任せる方式はいかがかな

という思いでございます。 

 道の駅たるみずも、開設前は大変苦労があり

ました。出荷者協議会を初めとしまして、住民

や市内の農協、漁協、それから観光協会、そう

いうのを巻き込んだ取り組みを行ってきました。 

 総理府が調査した事例によりますと、このＰ

ＦＩ推進による行政評価の中で、税財源以外の

収入により、費用を回収する方式のＰＦＩはわ

ずかで、ＰＦＩ法本来の目的が必ず十分に達成

をされているとは言いがたいというような状況

でございます。 

 もっと垂水の状況に合わせた慎重に検討をす

べきだと思いますが、市長の見解をお伺いしま

す。 

○市長（尾脇雅弥）  担当のほうで答えをさせ

ます。 

○企画政策課長（角野 毅）  村山議員からの

御質問でございますけれども、道の駅にＰＦＩ

がなじむのかという大きな課題でございます。

ＰＦＩがなじむかなじまないかということにつ

きまして、我々としては可能性調査という形の

中で、事業実施についての可否を決定する調査

を実施しております。先ほどから出ております

けれども、ＶＦＭ9.0という形の中で、事業効

果のある形が見えているということでございま

す。 

 村山議員の持論の中で、ゼロ系はなじむけれ

ども、サービス型のＰＦＩはなじまないという

ようなお話でございますけれども、ＰＰＦによ

るＰＦＩ事業の類型の中でも、まず初めにサー

ビス型の購入のタイプ、それから独立採算型の

ゼロ系と言われるＰＦＩ、それから混合型、コ

ンセッション型といったような、さまざまな形

態がございます。 

 本市の場合は、サービス型購入という形の中

で、事業実施を考えていくという方向性の中で、

最も厳しいＶＦＭが出るであろうことを推計し

た中で、このサービス購入型を実施したらどう

なるか、歳入を入れないで考えたときに、果た

して効果があるのだろうかということで、可能

性調査を実施しております。 

 この中でも9.0というＶＦＭが出ております

ので、これは議員がおっしゃるようになじまな

いということはなくて、ＰＦＩとしての事業効

果は十分あらわれるものだというふうに考えて
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おります。 

 また、市民型が必要であるという御質問でご

ざいますけれども、村山議員のおっしゃってい

る市民参加型という部分につきましては、出荷

者協議会等の話ではないかと推測をいたします。 

 指定管理者の中で、今でございますと、企業

様が管理をされている。その中で市民の参画の

中では、出荷者協議会といったようなものであ

りますとか、そういった組織の中で市民の参画

というものがあると考えておりますけれども、

当然のこととしまして、今回建設をいたします

南の拠点につきましても、市民参加型という言

い方をすれば、当然市民の方にも参加をいただ

く中で、出荷者協議会といったような形になる

であろうと思いますけれども、御自宅でつくら

れた野菜等の販売でありますとか、そういった

ものも交流施設の位置づけの中では、非常に重

要な位置づけを占めるものだというふうに認識

しておりますので、当然そういう売り場も形成

をされます。 

 ということは、必然、市民の方々の参画とい

うものは、今後行われていくというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○村山芳秀議員  今の出荷者協議会の話が出ま

したけど、その当時は管理運営委員会という組

織をつくりまして、農協さん、漁協さん、観光

協会とかという市内の団体を含めた部分で、市

内の底上げを図っていくという部分で、各種団

体、長を含めた形の、まずはそこの意見を聞き

ながら、進めた経緯がございます。 

 今回、予算規模が公共事業ですれば10億と、

この根拠というのも、まだ示して、７億5,000

万というのが結局予算計上されているわけなん

ですけど、先ほど申し上げましたように、今計

画されているマルシェ、それから物販施設、内

容的には、詳しくはわかりません。わからない

というか、示していらっしゃらないわけなんで

すけど、道の駅のレストラン、直売所、加工施

設、そういうのが２億5,000万程度だったこと

を考えれば、規模、性能、発注内容もはっきり、

まだ私も今の時点でははっきりしないんですけ

ど、こういう事業が今回の高額な７億5,000万

でもなくて、いえば３億から５億の、一つの例

ですけど、そういう中であれば、公共事業でや

れるんではないかというような思いがしており

ます。 

 その当時、市内の企業とベンチャーで設計含

めてやったりした記憶があります。 

 この設計というか、この金額を今２億過疎債

を使って、５億が15年間分割と、そのままＳＰ

Ｃのほうに入っていくと。これを抑えると、建

設費を抑えるという考えはないのか、ここをち

ょっと。 

○企画政策課長（角野 毅）  村山議員の御質

問にお答えをいたします。 

 まず、道の駅たるみずでございますけれども、

当初管理組合等設置し、それぞれの団体の方々

で運営を協議しましたということでございまし

た。確かにそういう経緯がございます。そのこ

とで、経営状態が非常に苦しい状態という形に

なったことで、現在の指定管理制度に流れてい

っている経緯がございます。 

 こういったことを考えると、どういう形が適

切なのかということを協議した中では、現在の

我々が計画をしている方式が、より効果的では

ないかというふうに考えております。 

 それから、施設整備にかかる経費のお話でご

ざいます。本日も何回となく御説明をしており

ますけれども、現在２億円の過疎債の充当をお

願いして、その枠を確保していただいて、その

中で、残りの５億、施設の分について、ＰＦＩ

で実施をいたしますということでございます。 

 ただ、今後この施設につきましては、その用

途でありますとかといったようなことを、今も

う既に実施方針の公表という形の中で、ホーム
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ページ等で上げて、市内の業者さん方にもお話

をする中で、既に市内業者さん３社、市外業者

さん３社から問い合わせ、質問といったような

ものが、既に参ってきております。 

 非常に興味を持っていただいておりまして、

我々も少し安堵しているというか、方向性とし

ては間違っていなかったんだろうと思っており

ますけれども、今後この方々の質問等を受けな

がら、適切な、我々が望む施設がどの程度の経

費を用いてできていくのか。上限が今現在、Ｐ

ＦＩの上限額が設定されている状況でございま

すので、今後、この上限から下のほうで実際の

設計、それから施工、そして管理運営というこ

とが行われていくというふうに考えていただけ

ればと思います。 

○村山芳秀議員  今、道の駅たるみず、経営が

苦しくなって指定管理に移ったとございました

けど、実態としては、温泉施設の赤字をレスト

ラン、特に直売施設の分で補っていったという

のが正確なあれで、全体的に管理組合がやって、

その赤字の部分を補痾していたという部分はご

ざいます。 

 実際、開設する前の半年前までは、出荷者協

議会でレストラン、加工施設、直売施設を運営

しようと、結局そこが踏み切れなかった部分で、

全部を管理組合がやったという経緯もございま

す。 

 きのう、企画政策課長のほうからもありまし

た性能発注方式、市役所にとっても、また民間

業者にとっても、優位な方法であると思います。

施設の規模、機能などそういう性能のみを発注

しようとして、デザインや建築資材、こういう

のは、要求しないで、ＳＰＣのほうに任すとい

う発注方式です。 

 なるべくＰＦＩの事業者としては建築費を抑

えて、例えば安い工法を使うとか、材を使うと

か、市で従来の公共事業であった場合は、例え

ば垂水の材を使ったりとか、県産材も含めて、

そういう木造とか、今回予算に出ていますけど、

マリン施設と一体となったそういう設計も市の

ほうで可能だと思います。 

 建築に関しても、大変建築業者も土木のほう

は相当忙しい部分がありますけれども、そうい

う地元を配慮したような部分もできるのではな

いかというような、そういうベンチャースタイ

ル、道の駅たるみずをつくるときの、そういう

公共工事のあり方、そういうのも考えられます。 

 今回、ＳＰＣというのは、本当に公共事業で

あるがゆえに、本当にリスクが少ないと感じて

おります。既に市が出資をしている部分もあり

ます。先週実施方針が公表されて、公募をされ

たとしても、どういう結果になっていくのかと

いうのは、少し我々も見えるような気もします。 

 道の駅たるみずが先ほどありましたけど、市

の管理組合から民間の合同会社、今の芙蓉商事

にかわっておりますけれども、どんなことが起

こったかという部分で言えば、道の駅は本来、

地域活性化の拠点であって、公的な性格も強い

ところです。もちろん、収益性というのも兼ね

備えなければならないと思います。 

 民間の場合は、どうしても収益を保つために、

公益な部分が二の次になると。道の駅たるみず

を見ていると、従業員の不安定な身分もそうな

んですけど、給料カットとか人員削減とか、営

業時間を大幅に短縮したりとか、観光宣伝とし

ての道の駅の公的な部分の、最初のころ、管理

組合でやるころは、非常にそういう部分では、

観光宣伝等もやっていた経緯もございます。 

 副市長にお伺いしますけど、15年の債務負担

行為、独占的にＳＰＣに15年間やらせていると、

ずっと3,400万払い続けると。当然指定管理と

いうのは、別会社がなり、考えていらっしゃる

と思います。指定管理については。 

 今回、補正で国保に１億、それからコスモス

苑が6,000万、介護保険も6,000万と、法定外繰

り入れ、果たしてＰＦＩがいいのかどうか、財
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政経験のある副市長に簡潔に、先ほど答弁聞い

てますので。 

○副市長（岩元 明）  ＳＰＣに支払う負担金

なんですが、これは全く公債費の償還金と同じ

性格のものだというふうに捉えております。い

かにもＳＰＣに市が3,400万円ずつ支払うこと

にはなるんですけれども、要するに５億円とい

う資金を借りる、起債で借りようと、ほかの金

融機関から借りようと同じことでございまして、

ほかの金融機関から借りるから負担金という言

い方をしておりますけれども、公債費で言う償

還金と何ら変わらないわけでございます。 

 そういった観点からいきますと、公債費とい

うのは、新年度予算の中でも計上しております

ように、毎年約元金だけで９億円、それから利

子で7,000万円ほど、約10億円近く償還してい

るわけでございますので、例年これぐらいの償

還をしているわけでございますが、これに加え

てＰＦＩ事業による負担金3,400万が増加する

ことによって、直ちに財政運営に影響が出ると

いうものではないというふうに考えております。 

 ただ財政健全化の比率の一つでございます将

来負担比率が最大150％ぐらいあったのを、現

在15.6％まで改善されておりますけれども、こ

れにより、10％ほどは上がるのかなという試算

はされているようでございます。 

○村山芳秀議員  この続きは、予算委員会でと

いうことで、終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、13番、篠原炳則議

員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［篠原炳則議員登壇］ 

○篠原炮則議員  皆さんお疲れさまでございま

す。まず、先般第45代アメリカ大統領が誕生い

たしました。よし悪しは別といたしまして、大

変わかりやすいお話をされているようでござい

ます。執行部の皆さんも、わかりやすい答弁を

お願いいたします。 

 先般、１月13日、鹿児島市民文化ホールで市

議会議員研修会がございました。鹿児島県の多

くの自治体が、消滅可能都市であるという講師

の話がされておりました。その中で、市が４つ

ほどでしたか、消滅可能都市であるという中で、

垂水市が１番に呼ばれたものですから、こんわ

ろめと私も思ったんですけれども、ぜひ消滅し

ないように執行部、議会一緒に頑張っていきた

いと思います。 

 まず、一番関心を持っておりますのが、市民

所得に関する統計です。行政といたしまして、

市民の幸せを考えるのであれば、所得を上げて

いただく施策をしていただきたいと考えており

ます。 

 といいますのが、垂水市の市民で20歳以上、

所得なしが41.6％、特に若い20代、34.8％、30

代、26.5％、40代、20.7％、50代、23.2％、こ

ういう働き盛りの皆さんが所得がないというこ

とは、仕事がないということでございます。 

 ぜひそういうことも考えて、行政運営をして

いただきますようお願いをいたしまして、質問

をさせていただきます。 

 まず、南の拠点事業についてですけれども、

今後の流れです。一通り、もう大体今までの質

問でわかっておりますが、もう一度よろしくお

願いをいたします。 

 それと、土地交換について、市有地と垂水絹

糸跡地、民間取得用地の交換についてを改めて

お尋ねをいたします。 

 それと、交流人口について、平成31年度200

万人を目標に取り組まれているようですけれど

も、どういう施策で200万人の交流人口を得ら

れるか、お尋ねをいたします。 

 次に、清掃センターでございますけれども、

施政方針では、全く触れられていないようでご

ざいましたけれども、現状いろんな環境から含

めて、教えていただきたいと思います。 

 それから、６次産業でございますけれども、

市長は、まず水産業からということで、６次化
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の事業導入をされているところでございますけ

れども、整理やあるいは取引企業との関係性に

問題があるところはないのかと、そういうとこ

ろを順調にいっているのかというところをお尋

ねしたいと思います。 

 そうでないと、今後小規模の多い農業は、６

次産業の参加になかなか踏み切れないと、そう

いうふうに感じております。よろしくお願いを

いたします。 

 次に、安心安全でございますけれども、垂水

新総合防災マップを各世帯へ配付される計画の

ようでございますけれども、以前配付された防

災マップ並びに防災ラジオの利用度等の検証は

されているのか。余り使われていないような気

がするもんですから、行政のほうでわかってお

ればお尋ねをして、第１回目の質問を終わりま

す。 

○企画政策課長（角野 毅）  篠原議員の御質

問でございます。南の拠点整備事業の現状と今

後のスケジュールにつきまして、各項目ごとの

施設ごとにお答えをいたします。 

 まず、施設整備に必要な許認可に都市計画法

で定められる土地開発許可申請がございます。

こちらにつきましては、申請に必要な全体の３

分の２以上の土地所有者の事業同意をいただき

ましたことから、必要書類が整い次第、なるべ

く早い段階で申請を提出したいと考えていると

ころでございます。 

 次に、用地買収と建物補償でございますが、

こちらは現在、垂水市土地開発公社に業務委託

をいたしております。公社からは地権者の方々

の土地売買等に伴う税負担の軽減を図るための

租税特別措置法による税控除適用の事前協議を

行い、平成29年１月26日、税控除適用可能であ

るとの通知があったと報告を受けております。 

 また、今後のスケジュールでございますが、

取得予定地の不動産鑑定を終えたことから、不

動産価格評定委員会を開催し、買取価格の決定

を行った後に、用地交渉を開始するとの報告を

受けております。 

 次に、造成工事でございますけれども、こち

らも垂水市土地開発公社に業務委託をしており

ます。用地買収が終了し、土地開発許可申請の

許可があった後に着手をすることとなるようで

ございます。 

 次に、市が行う整備エリアでございます。レ

ストランや物産館が入る拠点施設につきまして

は、ＰＦＩでの整備を前提として取り組んでお

ります。現在、実施方針を公表したところであ

り、順調にいけば本年11月から工事に着手でき

るのではないかと考えております。 

 マリンスポーツ施設につきましては、国の地

方創生拠点整備交付金の交付決定がございまし

たので、これらを活用して、平成30年３月まで

に施設を完成させる計画でございます。 

 子供広場につきましては、どのようなレイア

ウトがふさわしいか、現在検討している段階で

ございます。平成29年度中の完成を目指してま

いります。 

 次に、国へ整備をお願いしている駐車場とト

イレ、情報発信施設でございますが、現在、整

備エリアや整備時期、それから建設構造のレイ

アウトについて、協議を継続しているところで

ございます。 

 次に、県にお願いをいたしております海岸部

分でございますが、平成29年度、魅力ある観光

地づくり事業へ提案をしているところでござい

ます。提案内容は、展望デッキの設置、海浜広

場の整備、遊歩道の整備等でございます。なお、

基本構想でお示しをいたしておりました桟橋で

ございますけれども、昨年12月の全員協議会で

御説明をいたしましたとおり、設置の許認可に

複数年を要するため、将来計画といたしており

ます。 

 次に、民間開発エリアにつきましては、市の

方向性との整合性を図りながら、適切な時期に



－150－ 

出店ルールづくりと出店者の決定方法を定めた

いと考えております。 

 全体といたしましては、平成28年第３回定例

会終了後の全員協議会で御説明いたしましたス

ケジュールに基づき、進行しているところでご

ざいます。 

 施設の開設につきましても、平成30年夏を目

標に変更はございません。引き続き議会や市民

の皆様への情報提供等に努めてまいりますので、

現状を御理解いただき、御協力を賜りますよう

よろしくお願いを申し上げます。 

 続きまして、垂水絹糸跡地に関する土地の進

捗状況というか、経過について御報告をいたし

ます。 

 ９月23日、全員協議会で篠原議員の御質問に

対しまして、そこにホテルが確定するようであ

れば、当該地を買う形で整備をしたい旨回答を

いたしております。 

 ９月26日、大和ハウスと個人との土地売買の

契約額とホテル建設のスケジュールが出たとい

うことを確認いたしております。 

 10月７日、当該地の農地転用申請を確認いた

しております。このことで、ホテル建設の事実

が確認できました。土地の買収、交換等の検討

にこの時点で入っております。 

 この情報を確認した後に、庁内の協議を行い

まして、ホテルが建設されると南の拠点施設へ

の国道からの入り口付近の安全性の確保など、

難しい面が発生することや、国への申請に変更

が生じかねないことから、垂水絹糸跡地と交換

できないか、検討に入る方向で調整方針が決定

したところでございます。 

 以後、財政課とホテル側との交渉になってお

ります。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  篠原議員の

交流人口についての質問にお答えいたします。 

 本市の交流人口増に向けた水産商工観光課の

取り組みにつきましては、観光振興施策を推進

することで、垂水市総合戦略にある交流人口

200万人を平成31年度に達成するために、さま

ざまな事業を展開するとともに、スポーツ合宿、

国内外の体験型教育旅行の誘致も積極的に推進

しているところでございます。 

 特に、道の駅たるみずと森の駅たるみずの２

つの拠点の来館者数は、本市の交流人口に大き

な影響を与えていると考えているところでござ

います。 

 現状において、道の駅たるみずにおきまして

は、桜島や台風等の自然災害が要因となり、こ

こ数年、目標とする年間来館者数80万人を達成

できていないのが現状でございますが、森の駅

たるみずにおきましては、先ほど持留議員の質

問にお答えいたしましたように、指定管理者の

積極的な取り組みにより、たくさんの皆様に猿

ヶ城渓谷を訪れていただく見込みでございます。 

 また、教育旅行におきましては、28年度は積

極的に誘致活動を行ったにもかかわらず、自然

災害の影響を受け、キャンセルが発生し、受入

が減少する見込みである状況でございますが、

一方スポーツ合宿におきましては、誘致活動の

成果により、昨年度よりふえる見込みでござい

ます。 

 今後につきましては、平成30年夏にオープン

予定の３つ目の拠点となる南の拠点と相乗効果

を生み出せるような施設運営をサポートするこ

とにより、平成31年度には交流人口200万人を

達成できるよう、指定管理者とさらに連携を深

め、積極的に取り組んでまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（田之上康）  清掃センターに

ついてお答えいたします。 

 御承知のとおり老朽化いたしました現施設で

業務を行っております。そのような中、特に就

労環境につきましては、清掃センターでは主に
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２カ所で業務を行っております。 

 シルバー人材センターの方々が、ペットボト

ルの仕分け作業をされている旧焼却炉棟につき

ましては、雨水が屋内に入り込み、床に水がた

まるというような御相談がございましたので、

雨水の流入と排水対策を施しまして、改善を行

いました。 

 また、休憩時間には管理棟の休憩室を利用し

ていただくよう案内しております。 

 次に、敷地中央にありますごみの分別作業場

のほうですけれども、夏場は暑く、冬は北風に

さらされると、厳しい環境の中、職員が作業に

従事しております。 

 このため、昨年送風ファンや冬場には暖房器

具が使えるように、電気配線や日よけを設置す

るなどの対応を行っております。 

 しかしながら、まだまだ満足できる状況では

ございませんので、現場の就労環境の改善に向

けまして、引き続き善処してまいりたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○農林課長（森山博之）  篠原議員の御質問に

お答えをいたします。 

 農林課で所管をいたしております６次産業化

及び企業農業創出事業につきましては、６次産

業化または企業農業を目標としております農業

者及び農業者グループ等に対し、先進地視察や

講演会を企画するなど、機運の醸成と着手に向

けての支援をするものでございます。 

 また、地元で生産されました農産物を原料と

して、新商品等の開発に必要な機械及び施設等

の整備に係る費用に対しまして、助成をするも

ので、ソフト、ハード両面から支援する事業と

して、平成26年に創設をいたしました。 

 これまで、本事業では、平成26年度はビワの

シロップ漬けなどの加工品の開発販売や平成27

年度には焼き芋を原料とした新製品の開発、販

売、平成28年度では熟成サツマイモの海外輸出

を視野に入れた新たな流通を開拓する取り組み

に対しまして、それぞれ補助金を交付をいたし

ました。 

 このように、小規模ではありますが、当該事

業が活用され、農業経営者の６次産業化への取

り組みに対し支援を行っております。 

 しかしながら、創設から３年が経過し、事業

を推進する上で、採択要件の中に商品そのもの

が企画性を有していること、原材料そのものが

先進性または独自性を有していること、製造工

程が先進性または独自性を有していることの３

要件があることなどにより、新たな商品、材料、

方法のいずれかでなければ採択ができず、後発

の取り組み事業の導入に支障を来しておりまし

た。 

 こうした状況から、この３要件を廃止し、採

択要件を緩和することにより、導入の拡充を図

るとともに、事業規模の大きい法人に対しまし

ては、補助限度額を増額したいと考えておりま

す。 

 なお、平成29年度におきましては、既に１件

の相談をいただいており、導入に向けて支援を

してまいります。 

 加えまして、これまで本事業においては、対

象者からの申請により内容を審査した上で、採

択をしておりましたが、更新された本事業を広

く周知するため、今後は各種会議等において広

報を行い、より一層事業の推進に努めたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  続きまして、

水産業における６次産業化についての質問にお

答えいたします。 

 本市の水産業の６次産業化に向けた取り組み

でございますが、現在150億円と言われる水産

業の生産高を６次産業化により上積みされる国

内外の500億円相当のマーケットの一角を確保

し、生産者がもうかる仕組みをつくることを基
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本的な方針として進めているところでございま

す。 

 これまでの水産業の６次産業化に向けた取り

組みでございますが、６次産業化推進整備事業

や、地域振興事業、水産業新商品開発、専属人

材雇用支援事業等の実施において、補助金によ

り支援を行ってきたところでございます。 

 その成果といたしまして、さまざまな６次化

商品が開発され、現在は東京都を中心とした本

市独自の物産展や商談会の開催、またふるさと

納税の返礼品としての取り組みなど、販路拡大

に向けたマーケティングに力を入れており、今

後は本市の特産品の販売システムの構築に向け

た取り組みを進めていこうと考えているところ

でございます。 

 また、新たな取り組みといたしまして、平成

29年度予算において、６次産業化施設整備補助

金の創設をお願いし、さらなる６次産業化の推

進を図ろうとしているものでございます。 

 事業内容につきましては、平成29年度は牛根

漁協管内の漁船漁業の活性化を目的とした新た

な取り組みである岩ガキの養殖に対して支援を

行おうとするものでございます。 

 そのほかには、本市全体の６次産業化の取り

組み等について、情報交換を行う場として、今

後垂水市商工会が主催する地域活性化懇話会の

協議題としてお願いしていくなど、６次産業化

の推進に向けて取り組んでまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○総務課長（中谷大潤）  続きまして、安心安

全防災マップ、防災ラジオの配付に関する検証

についてお答えいたします。 

 防災マップにつきましては、鹿児島県が指定

する土砂災害警戒区域をもとに、平成21年度に

土砂災害ハザードマップ、23年度に桜島火山ハ

ザードマップ、標高マップ、本城川洪水ハザー

ドマップを災害想定種別ごとに作成して、市民

に配付しております。 

 大判の１枚図で災害の種別ごと、地域ごとに

作成しているため見にくく、不便をおかけし、

また紛失されている方も多いようです。 

 新しく作成する防災マップは、総合型の冊子

に集約することで、見やすさも向上し、防災情

報を知る、使う、住宅地図としての便利さなど、

市民の理解を得られ、保管率も向上すると思い

ますが、目を通していただくことが肝要と考え

ますので、広報紙での案内、防災ラジオでの周

知、チラシ回覧等、これまで以上の周知啓蒙に

努めるとともに、出前講座や図上訓練の開催に

当たっては、資料として防災マップを活用する

など、少しでも多くの市民が防災マップに目を

通す機会を工夫してまいります。 

 防災ラジオにつきましては、平成26年度に公

共施設及び社会福祉施設等を含む市内全世帯へ

配付を行い、これまで災害対策における避難所

開設や気象、道路、イベント情報など、さまざ

まなことについて情報を発信することで利活用

し、本放送や試験放送、出前講座等により、防

災ラジオの有効性は広く市民へ浸透し、多くの

世帯で利用されているところです。 

 また、感度が悪い、乾電池切れやアダプター

の未接続などの理由により、防災ラジオが聞こ

えにくい、聞こえないとの問い合わせがあり、

その都度対応してまいりました。 

 乾電池切れやアダプターの未接続などの情報

が寄せられ、チラシ配付や広報紙において、ラ

ジオの利活用を啓蒙しておりますが、まだそう

いった市民がいらっしゃるのであれば、周知啓

蒙のあり方についての徹底を図り、未活用世帯

の解消に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  どうもありがとうございます。

実は、この通告の時点では、関係課長は入って

いなかったんですけれども、どこで入れていた

だいたのか、別に入れていただかなくてもよか
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ったんですけれども、今答弁された方は、市長

か副市長になりたい方かなと思っております。 

 それで、南の拠点事業から御質問しますので、

短く簡単にわかりやすく御答弁をお願いいたし

ます。 

 最初、雇用を110人と思っていたら、それじ

ゃないんだと。そこら辺を詳しく何人ほど予定

されているのか、雇用を。先ほど申し上げまし

たとおり、所得のない人が多いですので、雇用

をしていただきたいと。 

○企画政策課長（角野 毅）  南の拠点におけ

る雇用人数ということでよろしいでしょうか。

南の拠点の現在の雇用人数ということでござい

ますけれども、現在、基本構想から算出した数

字しか現在はございませんので、少なくとも現

在80人は雇用が生まれるのではないかと考えて

おります。 

 南の拠点整備事業における事業展開は、直営

ではございませんので、今後それぞれの出店、

テナント等の形態もしくはその業種が決まり次

第、具体的な人数はより明らかになると考えて

おります。 

○篠原炮則議員  次に行きますけれども、既存

の道の駅です、牛根の、それと森の駅、そこら

辺の影響はどうなるのか。それから、指定管理

者の了解を得ていらっしゃるのか。これと、先

ほどこの北、中央、南の周遊性を言われるわけ

ですけれども、現在の２カ所の施設、北、中央

の周遊性はどのようになっているか、教えてい

ただきたいと思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  篠原議員の御質

問であります影響といったものについてお答え

をいたします。 

 具体的には、南の駅と既存の観光施設でござ

います道の駅たるみず、森の駅たるみず等と総

合交流、それから垂水市商工会、垂水市観光協

会等々の関係機関との連携をとり、観光メニ

ューの開発を行ったり、交流人口の拡大を図る

ことで、お互いに相乗効果ということで経済効

果は上げられるものと考えております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  森の駅、道

の駅、周遊につきましては、森の駅は体験を楽

しむ場所だと考えております。道の駅は物産展

とお土産を買ったり、食をする場所だと考えて

おりますので、周遊性はあると考えております。 

○篠原炮則議員  最終的に、ＰＦＩ事業の導入

を図ったときに、本市は契約期間の均等負担と

か、負担で済むかということです。 

 それから、経済状況の中で、実施企業、民間

等に本市への補償等の不都合は発生しないかと

いうことをお尋ねいたします。 

○企画政策課長（角野 毅）  今後の完成後の

財政負担の部分についての御質問でございます

けれども、南の拠点施設につきましては、ＰＦ

Ｉ事業を実施して行うということになりますと、

15年間の管理運営の部分までを担う契約になり

ますので、その間における垂水市からの財政的

な支援というものは発生しないというふうに考

えております。 

 また、財政状況が悪くなったことによる財政

支援というのも必要性はないものだと考えてお

ります。 

○篠原炮則議員  いろいろの環境整備といいま

すか、調査をされていると思いますけれども、

一番大事なのは交通量だと思うんです。 

 そういう中で、先ほど出ました錦江湾横断道

路、大隅横断道路の計画にいっているようです

けれども、そういう中で、交通量をどういうふ

うに考えていらっしゃるのか、お尋ねをいたし

ます。 

○企画政策課長（角野 毅）  交通量につきま

しては、現状の数字の交通量につきましては把

握をいたしております。道の駅たるみずにつき

ましての約３倍程度の交通量の現状がございま

すけれども、道の駅たるみずでの来場者数等を
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考えますと、今度実施いたします南の拠点にお

きましても、新たな交通量をつくり出す、要す

るに目的地として設定をしていただくような取

り組みという形の中で、現在の交通量を上乗せ

していく考え方で整備をしているところでござ

います。 

○篠原炮則議員  大変かと思いますけれど、鴨

池・垂水フェリーの状況がわかっておれば、教

えていただきたいと思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  開設当時、調査

をいたしておりましたけれども、今、直近の数

字は手元のほうに持参しておりませんので、後

ほどわかり次第、議員のほうには御報告をいた

します。 

○篠原炮則議員  本当は知っているんですけれ

ども、実は大変利用者が少なくなったというこ

とで、近いうちか、いつかわかりませんけれど

も、昼間のダイヤ改正をするというような情報

が入っております。ということは、便数を減ら

すことになるんじゃなかろうかと、そういうふ

うに思っております、個人的には。そこら辺も

注視しながら、利用者側の交通量計算をしてい

ただきたいと思います。もう大分、桜島もこっ

ちも利用者が減っているとお聞きをしておりま

す。 

 それはそれといたしまして、南の拠点事業が

悪いというわけではございませんけれども、い

ろんな影響があるんではなかろうかと私は危惧

をしております。 

 御存じのとおり、垂水新城、コンビニが２店

舗閉鎖しております。商工会の職員のお話を聞

きますというと、年に４つから５つの事業が閉

鎖をしていらっしゃると、やめていらっしゃる

と。いろいろ事情はあるようですけれども、後

継者がいないとか、跡継ぎがいないとかいうよ

うなことで、垂水市の商工会といいますか、人

口減の影響が多々あるんじゃないかと考えてお

りますけど、逆にできた後に大変な影響がある

のじゃないかと考えておりますが、その辺をわ

かっておれば、どんな影響があるか。 

○企画政策課長（角野 毅）  現状の中で、本

市の産業の状況につきましては、非常に閉塞的

な状況が発生していることも確認をしておりま

す。 

 こういった状況の中で、手をこまねいて何も

手を打たずに、ただ現状を見守るという形では、

なかなか現状の打開というものは難しいだろう

と考えております。 

そういう中ではきちんとした計画を立てながら、

事業展開を進める中で、新たな交流の増を図っ

ていく取り組みといったものが必要になるとい

うふうに考えております。 

 また、あわせまして、現状の中での影響とい

うことにつきましても、それぞれがそれぞれの

中で相乗効果が生まれる取り組みといったよう

なものを考えていかなければなりませんし、近

隣で影響がある部分については、出店の部分で

どのような影響が発生する、そしてどのように

事業展開を考えておられるかを我々としても協

議、調整をしながら、ルールをつくりながら事

業展開を進めていきたいと考えておりますので、

好循環というか、いい影響が出るような取り組

みに持っていく努力を重ねていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  今、担当課長がお答えし

たとおりでありますけども、篠原議員がおっし

ゃるような懸念もあると思いますし、そこは当

然万全を尽くしていくということが基本にある

と思います。 

 ただ、現状を考えましたときに、人口減少に

伴って、いろんな面が衰退をしておりますから、

このまま何もしなければ、５年、10年先という

のは厳しい状況というのは見えているわけであ

りますので、我々が今予定をしている浜平の場

所を見ていただいてもおわかりのとおり、昔は
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いろんな商店があったり、パチンコ屋さんもあ

ったりしたわけですけども、ほとんど空き家と

いいますか、衰退をしている状況でありますか

ら、そこに今申し上げているような３つ目の拠

点を整備することによって、我々は今80万人と

いう数字を目指して対応策を講じていますけれ

ども、仮に10万でも20万でも来ることによって、

パイがふえるというのは、間違いないことだと

いうふうに思っておりますので、やはり人口減

少の中でパイを奪い合うということよりも、パ

イをふやして、そのことによって、定住人口は

今の推計からいくと減っていきますけれども、

交流人口をふやすことによって、経済の手助け

をしていくということを考えております。 

 先ほどの道路の交通量の関係は、正確なとこ

ろでありませんけれども、道の駅たるみずもま

さか、まさかという言い方は変ですけれども、

当初5,000台ぐらいでしたか、という推計があ

りましたので、先ほど村山議員がおっしゃった

ようないろんな方の努力で足湯の頑張りとかい

ろいろあって、今80万に、十数年安定している

と。 

 単純にこちらの220のほうは、１万3,000ぐら

いの交通量がありますから、単純に３倍弱ぐら

いの交通量がありますので、そのことが直結す

るわけではありませんけれども、その環境的な

有利性に加えて、６次産業化と観光振興で経済

を回す仕組みをつくって、それを目的に多くの

人たちにさらに、今フェリーが減っているとか

何とかという人がふえて集まっていただくよう

にしていきたいというのが、基本的な考え方で

あります。 

○篠原炮則議員  よくわかりました。しかし、

そっちも進めながら、進めていいのか悪いのか

わかりませんけれども、既存の商工会、いろん

な工場とか発展するように努めていただきたい

と思います。 

 それから、先ほどの土地交換の取得外のほか

に農地が、南の拠点事業の計画用地の中に、農

地が何筆ほどあるのか教えていただきたいと思

います。 

○企画政策課長（角野 毅）  筆数で20数筆ご

ざいましたけれども、現状の中で何筆が農地で

何筆が宅地であったかという、正確な数字を今

手元にございませんので、後ほど議員のほうに

お届けをいたします。 

○篠原炮則議員  何で質問、こういうことを聞

くか言いますけれども、これがスケジュールを

つくられた。しかし農地が17筆あと残ってます

から、転用とかあれこれする場合、農業委員会

が待ってよと言った場合は、前に進まないわけ

です。そこら辺も考えて、前向きに頑張るか後

ろ向きに頑張るかわかりませんけれども、とり

あえずスケジュールを考えた上で、畑は簡単に

は、農地法がありますから、いきませんよとい

うことは頭に入れていただきたいと思います。 

 次に、土地交換についてお尋ねいたします。 

 この問題については、先ほど申されましたと

おり、何かおかしいんです。きのうからの答弁

を聞いておりまして、期日から言って。ぶっち

ゃけて言いますけれども、私、この質問をする

に当たって、久しぶりに日記を見てみますとい

うと、平成28年９月23日、金曜日です。大体11

時５分ごろから全協委員会がありまして、南の

拠点についての説明がございました。 

 この土地交換については、私が耳にしたのは、

夏ごろでございまして、土地交換があると聞い

たところ、市長、副市長、そろってそういう話

はないと、ただ準備だけはしていくという答弁

でございました。 

 しかし、この日にちも余り合わん、そういう

話はないと、ただ準備はしていくんだと、どっ

ちをとればいいのかわからんわけですけれども。 

 それから、28年12月22日、これも全員協議会

で説明がございましたけれども、市長は出席で

ございませんでした。副市長が答弁されました。
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言えないこともあると。そういう仕事をなさっ

ていらっしゃるのかと。あっけにとられたわけ

ですけれども。ここら辺について、こうだった、

こうだった、こうだったと、もう長くは話さん

で、説明をお願いいたします。（発言する者あ

り）本当のことを話してください。 

○企画政策課長（角野 毅）  今の篠原議員の

御指摘のお話は、平成28年９月23日の全員協議

会での篠原議員からの質問に対する私の答弁に

ついての御質問だと考えています。 

○副市長（岩元 明）  多分その土地に関して

のことじゃなくて、南の拠点そのものの整備に

関するいろいろな議員の皆様方の御質問があり

ましたけれども、その時点では言えないことが

あるというような答弁をしたんだろうと思いま

す。 

○篠原炮則議員  ９月の分は、９月23日、金曜

日。課長でいいですよ。 

○企画政策課長（角野 毅）  ９月の23日の全

員協議会での篠原議員からの質問に対する私の

答弁でございますれば、確かに買収をさせてい

ただきますというような形でお話をしている部

分がございます。 

 議事録のほうを読ませていただきます。篠原

議員からここの左側の民間整備エリアは、地元

の話を聞くと、今回埋蔵文化財を直すから、こ

こと民間が取得された土地を交換するんだとい

うようなお話なんだけれども、そこら辺がわか

っていればという御質問がありました。 

 それについて、私のほうでお答えをしたのは、

今お伺いしたのは、垂水スズキ側の話だろうと

思いますけれども、このスズキ側の事業計画は、

本市としては南の拠点をつくるという形で進め

ておりますということでお話をしております。 

 今後、ここにホテルの建設のお話もあるとい

うことでございますので、そこら辺も民間が購

入された、そのときのお話で、土地を購入され

たという話でございましたので、多分そこら辺

は民間が購入された土地でございますけれども、

多分交換という形ではなく、その土地を買うと

いう形で買収をさせていただきますよと。土地

については、買う形で今整備を進めております

ということでお話をしております。 

○篠原炮則議員  私もまだ耳は割と遠くないん

だけれども、これは確かにそういう話はないと

言われたわけですから、ただ準備だけはしてお

くと。わけのわからん答弁をされたわけですか

ら、ぜひそういうことがあったということは、

わかっていらっしゃると思います。 

 それから、交換された、きのうの答弁では、

また５条申請をされるということでありました

が、もう進めていらっしゃるんですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  事業計画の提出

がまだ終わっておりませんので、事業計画の提

出ができる状況になりました時点で、農転の申

請という形になると思っております。ですので、

今現在準備をいたしている途中でございます。 

○篠原炮則議員  交換地にスズキ自動車さんが

車を展示してあるのは、売られたわけ、貸した

わけ。 

○財政課長（野妻正美）  旧垂水絹糸跡地と大

福コンサルタントと等積交換をし、残りを今回、

2,173万1,000円で売却しておりますが、そのと

きに賃貸借契約を前の旧垂水絹糸跡で結んでお

りました。 

 この１月31日で売買契約を取り交わしており

ますが、その後、そこの置き場所がなくなった

と。契約上、そこのところは生きていたもので

すから、今市有地として交換した部分について、

賃貸借を引き続いて今もし、そこに駐車場とし

て賃貸ししている状況でございます。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  2,742平米ありますけれども、

幾らほどで貸してあるのか。 

○財政課長（野妻正美）  今申しわけありませ

んが、その売買契約書の写しを持ってきており
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ませんが、その面積全てでは、必要な面積部分

ではなかったかと、このところも、申しわけあ

りません。そこのところの面積、契約書を確認

しないとわかりませんので、後ほど確認し、お

答えさせていただきます。お知らせいたします。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  わけがわからんと言えばわけ

がわからんです。当初、転用許可書は大福コン

サルタントということは、コンサルタントさん

はホテルはつくらんわけです。この申請からお

かしいなということで、農業委員会でもちょっ

ともめたわけですけれども、ということは、今

度改めて、垂水市は土地開発公社か垂水市かど

ちらかわかりませんが、農地法上の５条転用を

もう１回せんないかんと思っております。 

 ということは、私の考えであれば、団体用地

とか勝手に駐車場にしているという考えである

んですか。そこら辺はどういう見解でしょうか。 

○財政課長（野妻正美）  市有地ということで、

そこは地目は畑でありますが、畑としての使用

がなく、宅地としての評価も出ております。そ

こには平地ということで、駐車スペースとして、

これまでも継続できるということで、許可をし

ているところでございます。 

○篠原炮則議員  もうよかが。交流人口につい

て、かねてから市長が市民にアピールされてい

るのが、確かに外国人旅行者10人、国内旅行者、

宿泊者が26人、または国内旅行者、日帰り客83

人の地域での消費額は、定住人口１人当たりの

年間消費額124万円に匹敵されるということで

ありますけれども、垂水市にはどういう計算方

法で当てはめられるのか。計算方法がちょっと

わからんとですけれども、この外国人旅行者10

人、国内旅行者が垂水市民の年間消費額の124

万円に匹敵すると言われるわけですから、何ら

かの計算方法があると思いますけれども、わか

っておれば。（発言する者あり） 

○水産商工観光課長（髙田 総）  私もこの質

問の際に、いろいろ交流人口の効果とか調べさ

せていただきました。いろいろそういう、何人

で１人分になるかと、いろいろな数字がござい

ます。 

 ですから、今市長が申し上げているのは、交

流人口20人に対して定住人口１人という形で、

本市としては捉えているところでございます。 

○篠原炮則議員  課長の説明で、理解せいとい

えばしますけれども、実際ある程度の裏づけを、

だから200万人の交流人口がおれば、10万人の

定住者に匹敵するとかねがね言われるわけです、

でしょう。ということは、私はどういう計算で

200万人は交流人口が10万人の定住者に匹敵す

るということであれば、これが交付税の対象に

でもなれば、すぐわかるわけですけれども、あ

りがたさが、その辺を、もう答弁はいいですか

ら、今回からちょっとわかりやすくこれだけ来

たら、これだけの経済効果がありますよと、経

済効果がありますよと言っても、見えないわけ

です。税収でもぽんと上がれば、今日はよかこ

っちゃったと思うんですけれども、そこら辺を

今後もうちっとあるんですけれども、もういい

でしょう、時間もないですから。 

 次に清掃センターについてをお尋ねいたしま

す。 

 先ほど説明がございましたけれども、私が聞

きたいのは、垂水市一般廃棄物処理組合の役割

について、ちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

○生活環境課長（田之上康）  市内に一般廃棄

物をなりわいとされていらっしゃる業者さんが

３社ございます。３社さんで組合をつくって、

共同で市の業務なりを受注すれば、無駄な点が

省けるというようなことで、組合をつくられて、

市の業務を受注されているような状況でござい

ます。 

○篠原炮則議員  そこは理解いたします。それ

はそれとして、組合ができたことで、清掃セン
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ターで働いていらっしゃる方が、臨時職員とか

シルバーさんを含めて結構いらっしゃるわけで

すから、その方々が組合が全部仕事して自分た

ちの仕事がなくなるがというような不安を持っ

ていらっしゃいますので、ぜひそういうことは

組合の方、または清掃センターで働いている方、

お互い意思疎通して、大事に雇用していただき

たいと考えております。 

 それと、現場からいろんな要望が一つや二つ

じゃなくて、あると思いますけれども、私もち

ょこちょこ不燃物とかちょっと大きいのを持っ

ていくわけですけれども、あそこは風は強いし、

暑いし寒いし、大変なところでございますけれ

ども、とりあえず受け付けの場所とパッカー車

の間にちょっとスペースがあるわけですけれど

も、あそこに屋根はできないかというような御

相談が一番多いようです。その辺はお考えは。 

○生活環境課長（田之上康）  先ほども回答さ

せていただきましたけれども、作業する職員が

就労しやすいような環境づくりということを今

後検討していきたいと思います。 

○篠原炮則議員  プレハブやらも全部台風で飛

んでしまって、跡形もないわけですけれども、

仕事がしやすいように、屋根をつくっていただ

けると理解しまして、これは終わります。 

 それと、清掃センターで働いていらっしゃる

方々が、シルバーさんを含めて、煙突、母屋と

いうか、あそこはダイオキシン、アスベストと

の背中合わせじゃないかというお話を聞くわけ

ですけれども、健康面では全く大丈夫なのか、

御答弁をお願いいたします。 

○生活環境課長（田之上康）  アスベストにつ

きましては、廃炉になりました炉の中に密閉さ

れておりますので、アスベストのほうは問題な

いと考えております。石綿につきましても、使

用されているところについては、立ち入りしな

いようにということで封鎖しているというよう

な状況でございます。 

○篠原炮則議員  ぜひ働く方の環境、健康を害

しないような施設にしていただきたいと思いま

す。そういう面から考えますというと、いい場

所じゃない、もうそろそろ移転の考えも考えて

おくべきじゃないかと思いますけれども、副市

長も、12月の委員会で、ちょっとした候補地が

あるやの考えを言われましたので、移転につい

ての考えはないか。 

○生活環境課長（田之上康）  御提案の清掃セ

ンターの移転の件ですけれども、移転となりま

すと、移転先の周辺地域への影響でありますと

か、施設自体の必要性は認めるけれども、近く

にできたら困るというような迷惑施設でもござ

いますので、そのあたりの影響とかも検討しな

ければならないと思いますので、なかなか難し

い面もあるかと思います。 

 私どもといたしましては、周辺道路の整備で

ありますとかあわせまして、現在地での施設整

備を考えているところではございます。 

○篠原炮則議員  やることがいっぱい、役所は

あると思いますけれども、ぜひそこら辺も担当

課として、考えていっていただきたいと思いま

す。 

 それから、一番大事なのは、台風で道路が利

用できないということで、ここらの利用者はも

ちろん、それから農家の方が大変困っておりま

すけれども、そこら辺の御説明をしていただき

たいと思います。復旧の。 

○土木課長（宮迫章二）  篠原議員の御質問に

お答えいたします。 

 清掃センターへ通じる市道脇田市木線は、脇

田の国道の交差点から、上市木の市道、中俣市

木線との交点までの延長約４キロメートルのそ

の他市道でございます。この市道沿いには清掃

センターや台地の上には畑地帯が広がり、清掃

センターへの運搬車や農作業者の往来が多い道

路でもあります。 

 この市道の台風災害につきましては、12月議
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会で川畑議員の御質問にお答えしております。

その内容は、道路のり面の上部に大きな岩石が

露出し、落石の可能性も考えられ、非常に危険

な状態でありましたので、地元振興会長さんや

ら生活環境課とも協議の上、通行どめにしまし

た。 

 復旧につきましては、土地の一部が国土交通

省の所有となっているため、国土交通省に復旧

工事を依頼しておりますが、道路に隣接しまし

て、九州電力とＮＴＴの電柱が立っており、高

圧電線がかかっているため、電柱移転に６カ月

ほどかかるのではないかとお答えしております。 

 その後、ことしになりしまて、２月15日に再

度立ち会いをしまして、３月末には移転完了を

する回答を得ましたので、国土交通省へは早急

に工事着手していただけるようにお願いしてい

るところでございます。 

 通行どめが長期になり、地元の皆様方や清掃

センターを利用される方々には大変御不便をお

かけしておりますが、御理解と御協力をお願い

したいと思います。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  よろしく復旧をお願いをいた

します。もう６次産業も飛ばしまして、安心安

全ですけれども、垂水中学校の案件です。中止

になって、それぞれあったと思うんですけど、

現状はどうなのかとか、小中学校の遊具を含め

た安心安全は保たれているのかと。福祉施設に

対しても介護施設表示をすると。26年３月５日

の委員会で総務課長が言っております。 

 それから、小学校ガード設置、視線誘導反射

板の設置も検討していくと、土木課長が28年９

月議会で言っております。これは何でできんと、

報告が。市長。 

○議長（池之上誠）  篠原議員、時間になって

おります。 

○篠原炮則議員  終わりますけれども、報告が

ないということは、市長の支持率が下がるとい

うことですよ、皆さん、頑張ってやらんと、も

う終わります。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は２時58分から行います。 

     午後２時46分休憩 

 

     午後２時58分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 12番、川菷達志議員の発言を許可いたします。 

   ［川菷達志議員登壇］ 

○川萇達志議員  ３月の声を聞きました。12日

は大相撲の春場所です。稀勢の里の活躍を期待

をしたいと思います。それからしばらくします

と、春の選抜高校野球です。フレッシュな若い

人たちの躍動を春に見れる、すばらしいことだ

ろうと思います。 

 その間、我が国は、桜の便り、花見酒で浮き

浮きさんざめく季節であります。日本で一番い

い季節を迎えるのかな、そういうふうに思いま

すが、政治の世界では、トランプ大統領が誕生

し、金正男氏が殺害され、国内では、大阪の森

友学園の問題、それからきょうは石原元都知事

の会見、そして小池知事もやられる、政治の世

界は複雑で、私どもには全然わかりません。 

 そういった中、関係のない私は、春の大空を

飛ぶ白鳥の気持ちで、しっかりと垂水を俯瞰す

る質問ができればいいのかなというふうに思い

ます。執行部の誠意ある温かい答弁を期待をし

て、質問をしたいと思います。 

 まず、法定外の繰り出しについてであります。

これには前段がありまして、本市の税収、それ

から地方交付税、確実に減ってまいります。き

のうも堀内議員がファミリーサポート新規事業、

これにも社協に人件費とかれこれ出資をした。

それからきょうも出ましたけれども、給食費の

無償化の話、こういった事業には新規の財源が

要るんです。つくれつくれと言っても、財源が
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ないとできない。そういった観点からの質問で

あるということをお含みおきをいただきます。 

 まず、今後の市税の見通し、地方交付税の見

通し、これをお聞かせをいただきたい。 

 それと、一般会計に対して特別会計がありま

す。特別会計の性質、考え方はどういうものな

のか、まず改めてお伺いします。そしてこの特

会への法定外の繰り出しを含めた一般会計から

の繰出金の現状を教えていただきたいというこ

とであります。 

 ２点目、南の拠点でありますけれども、これ

については、先ほど市長がおっしゃったとおり

であります。篠原議員が消滅市ということをお

っしゃいました。そうであればあるほど、何か

やらないと、行政は成り立たない。当然のこと

であります。 

 しかし、このことについて、私どもの議会は、

不安なところ、説明不足のところ、これをしっ

かりと解消する説明をしていただかなければ通

すわけにはいかない。今いろいろ企画が企画、

段取りしておりますけれども、これに瑕疵があ

るとは思えないです。法律とか条例に基づいて、

当然計画書はつくっているはずであります。 

 ただ、そのことが将来垂水の役に立つかどう

か、ここが問題である、ここについての質問を

していきたいというふうに思います。 

 具体的にはたくさんあるわけでありますけれ

ども、とりあえず３点だけ、人員計画について、

何人採用する予定か。この質問は既に去年の９

月にしております。そのときに90名ぐらいだっ

たか、課長が答弁されています。後ろから紙が

入りました、110名というふうに変更がありま

した。 

 その後聞きますと、南の拠点だけではなく、

つくることによって垂水全体の波及効果で110

名という答弁に変わった。 

 こういう答弁をされると、信用ができない。

誰が垂水全体の雇用を質問しましたか。目先を

はぐらすような答弁は言語道断であります。 

 それで改めてお伺いするが、何人採用する予

定か。 

 それからマリンスポーツ、具体的にきのうお

っしゃいましたけれども、もう１回確認の意味

で教えていただきたいと思います。 

 それと、道の駅との競合の話がありました。

温泉施設にしてもそう、物販にしてもそう、片

方がよければ、片方は必ず沈みます。同じ条件

ではありません。そうしたときの影響について

はどのように考えているか。 

 先ほど篠原議員が、市のほかに及ぼす影響は

という質問がありましたけれども、全く答えて

ない。こういったことに答えていかないと、な

かなか前には進まないんだろうと思う。繰り返

し言いますけれども、我々の疑問について、誠

心誠意しっかりと答えていくこと、ここがない

と、きのうから続くように、企画課長にはずっ

と質問が集中します。 

 これは皆さん方にも申し上げておきたいんで

すが、企画課長だけの責任ではない。全庁的な

取り組みのはず、ぜひ一人一人が自分への質問

だという思いで、聞いていただければありがた

いと思います。 

 それから、ふるさと納税ですけれども、これ

については、前回も質問しましたけれども、非

常に使い勝手がよろしいという話を聞いており

ました。ところがなかなか使い勝手が悪いとい

うことに気がつきまして、ここに垂水市ふるさ

と応援基金、使途別基金残高一覧表というもの

があります。これは企画から頂戴をいたしまし

た。ここに１項目から７項目、それぞれ用途の

指定があります。 

 全部は時間の関係で読み上げませんけれども、

７番目、その他目的達成のために市長が必要と

認める事業、それから８番目が指定なしの事業

があります。 

 上から６番目までは残金がありますけれども、
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７番目と８番目は残金がない、全部しっかりと

使い切っている。 

 その額が9,600万円であります。28年度。企

画課長、ここの部分が全部消化されて、上の６

項目が消化をされていない、原因はどう考える

か、使い勝手が悪いんじゃないか、とりあえず

１回目の質問を終わります。 

○財政課長（野妻正美）  法定外繰出金につい

ての御質問にお答えいたします。 

 まず、特別会計でございますが、特別会計と

は、特定の分野について、一般会計とは分離し

て独立して運営をする会計で、特定の歳入をも

って特定の歳出に充てることを原則としており

ます。 

 特別会計の繰出金ですが、平成27年度実績で、

特別会計全８会計のうち、交通災害共済特別会

計と地方卸売市場会計を除く６会計に総額６億

9,641万7,000円を繰出金として支出しておりま

す。 

 その中で、国民健康保険特別会計と老人保健

施設特別会計の２会計へ法定外繰出金を支出し

ております。実績は国民健康保険特別会計が平

成24年度3,500万円、平成25年度9,800万円、平

成26年度１億2,500万円、平成27年度が4,900万

円、平成28年度も、補正予算第８号までで１億

700万円を計上しております。 

 老人保健施設特別会計につきましては、平成

26年度1,383万円、平成27年度3,000万円、平成

28年度が補正予算第８号までで6,000万円を計

上しております。 

 以上でございます。 

○税務課長（楠木雅己）  川菷議員の市税につ

いての御質問にお答えいたします。 

 市税の歳入実績といたしましては、平成23年

度が13億6,300万円、平成24年度が13億3,700万

円、平成25年度が約13億3,900万円、平成26年

度が約13億7,000万円、平成27年度が約13億

6,000万円とほぼ横ばいとなっております。 

 なお、28年度見込みは約13億7,300万円とな

っております。 

 今後の見込みについてでございますが、個人

住民税及び法人住民税並びに企業の設備投資に

よる償却資産の増加による固定資産税が若干上

向いてはおりますが、しばらくはこのまま横ば

いの状態が続くのではないかと予測しておりま

す。 

 今後も、研修等へ参加し、申告等での正確な

所得把握と資産把握に基づく、税の適正な算定

に努めるとともに、収納対策を強化し、悪質滞

納者等への差し押さえ等を実施し、収納率の向

上に努め、自主財源の確保に努めてまいりたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○市民課長（川畑千歳）  特別会計のあり方、

それと繰出金についての御質問だったかと思い

ます。国民健康保険の担当課長として御答弁を

いたします。 

 国民健康保険としましては、会計内で収支を

均衡することを原則として、法定外繰り入れに

よる一般会計の負担をできるだけなくすように

努力をしてまいってきております。 

 ただ、本市を初めとする国保特別会計につき

ましては、医療費の高騰や少子高齢化などの構

造的な課題により、これまで長い間、危機的な

状況が続いてきておりました。 

 特に基金が枯渇した平成23年度以降は、収支

が大きく悪化をし、平成27年度までの４年間で

総額３億700万円の繰り入れを受けているとこ

ろでございます。平成28年度におきましても、

ただいま財政課長のほうから答弁がございまし

たとおり、本議会に１億700万円の法定外繰り

入れを計上した補正予算を提案し、昨日議決を

いただいたところでございます。 

 以上が現状でございます。 

○保健課長（鹿屋 勉）  保健課所管業務にお

ける一般会計からの法定外繰り出しにつきまし



－162－ 

ては、先ほど財政課長からございましたとおり、

老人保健施設特別会計への繰り出しがこれに該

当するものでございます。 

 お尋ねの見込みについてでございますが、平

成28年度で申し上げますと、予算額におきます

と、先ほどありましたとおり6,000万円計上い

たしております。ただ、予算案上程後の入所、

通所の受け入れ状況から若干下がりまして

3,400万円ほどの一般会計繰り入れが必要とな

る見込みでございます。 

 一般会計からの繰り出しの大きな要因としま

しては、14億円を超えるコスモス苑の建設費用

に伴う起債の元利償還金が影響しておりまして、

平成28年度末で元金が約５億8,200万円、利子

が約9,078万円、合計６億7,278万円の未償還金

がございます。これを毎年度7,186万円ずつ、

平成37年度まで償還をし、最終年度の38年度に

2,600万円償還いたしまして終了することとな

っております。 

 また、別の要因として、介護保険制度そのも

のの問題がございます。皆様御承知のとおり、

コスモス苑は平成９年４月に老人保健法の適用

を受ける施設として開所した垂水市の施設でご

ざいます。 

 平成12年には適用法律が介護保険法に変更と

なりましたが、当初は年間7,000万円にも及ぶ

利益が上がった年度もございました。 

 しかしながら、３年ごとに実施される介護報

酬改定では、ほぼ毎回介護報酬の引き下げや基

準の厳格化が行われ、収益もそれと比例するよ

うに減少しているところでございまして、老人

保健施設特別会計の収支の中で、先ほど申し上

げました借入金元利償還金の負担が大きくなっ

ているところでございます。 

 なお、コスモス苑の運営につきましては、肝

属郡医師会を指定管理者としてお願いしている

ところでございますが、介護というマンパワー

に頼らざるを得ない業種で、人材確保が厳しい

状況の中、職員の処遇改善を図り、サービス体

制の維持に努めるとともに、各種維持経費につ

きましては、節減の努力を重ねていただいてい

るところでございます。 

 コスモス苑の事業運営状況につきましては、

起債償還金を含まずに見た場合、収支は黒字で

推移しておりまして、平成27年度は4,750万円

の利益が上がっており、28年度も3,800万円ほ

ど利益が見込まれるところでございます。 

 先ほどは平成28年度の見込みを申し上げまし

たが、今後の見込みといたしまして、やはり施

設運営の努力をいただいた上でも不足部分は発

生する見込みでありまして、この不足する部分

についての繰り入れが必要となると見込んでい

るところでございます。 

 以上です。 

○企画政策課長（角野 毅）  川菷議員の御質

問にお答えをいたします。 

 まず、人員計画について、何人採用する予定

かということでございます。現在の基本構想か

ら算出した数字では、少なくとも80人は雇用が

生まれるのではないかと考えております。 

 南の拠点整備事業における事業展開は、民間

活力を生かした形で。（発言する者あり） 

 続きまして、マリンスポーツ計画の内容につ

きましてでございます。浜平地区は錦江湾に面

し、桜島や開聞岳だけが臨めるなど景観にもす

ぐれ、錦江湾の豊かな海洋資源を活用したマリ

ンスポーツに触れ合う場所としては最適な場所

でございます。こういったことから、海洋観光

という新たな観光モデルを構築することで、経

済の活性化と交流人口の増加に寄与していくこ

とを目的に、南の拠点エリアにマリンスポーツ

交流施設を整備いたします。 

 取り組みにつきましては、サップを初めとす

る新しいマリンスポーツの紹介や、スポーツ経

営の観点を取り入れた施設整備と管理運営のあ

り方について、鹿屋体育大学と連携をして取り
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組んでまいりたいと考えております。 

 ３番目でございますけれども、道の駅たるみ

ずとは競合しないのかという部分でございます。

南の拠点整備事業のコンセプトは、市内３つの

拠点施設と連携でございます。（発言する者あ

り）単体の道の駅や公園としての整備だけでは

なく、地域経済密着にかかわり、産業振興を促

す機能を備え、各観光施設や地元商店街との連

携により、交流人口の増加と雇用創出、市内の

全事業所の売上高の向上を図ろうとするもので

ございます。 

 市としましてもこのことをＰＦＩ事業の検討

とされる企業の皆様にしっかりと伝えて、それ

ぞれの施設の特性を生かし、また機能相互補完

を行いながら、相乗効果を高めていける提案を

いただけるよう進めてまいりたいと考えており

ますことから、影響はしないものと考えており

ます。 

 ふるさと納税についてでございます。12月議

会におきまして、市長がふるさと応援基金をふ

やすことにより、使い勝手のいいように、市民

の皆様に喜んでいただけるよう担っていきたい

というような答弁をしております。 

 市長の答弁を受けまして、平成28年度はさら

なる増額を目指し、地元の参加業者の掘り起こ

しと季節や期間の限定など、魅力ある返礼品の

増加を図り、新聞等の広告媒体を活用したＰＲ

展開をしたことにより、ふるさと納税額は約２

億6,000万円を見込んでおります。 

 ふるさと納税額の増額に伴い、各項目の枠も

増加いたしております。充当事業もこの部分で

十分拡大できることとなっております。今後は

各課が市民の皆様の要望や意見等に耳を傾け、

市民の声を十分に踏まえた事業提案をするよう、

各課へ周知徹底をし、元気なまちづくりを進め

るために活用をできますように努めてまいりま

す。 

 以上でございます。 

○川萇達志議員  ありがとうございました。ま

ず、１番目ですけれども、私の質問の趣旨は十

分御理解をいただいたものと考えます。 

 その中で、以前国保は鹿児島県がというよう

な話もあったけれども、全体で、とても弱小自

治体ではもたないという話があったが、市長、

このことはどうなったんですか。例えば市長が

市長会等でしっかりと議題として県に要望する

とか、そういう動きはあったのかどうか、これ

を県に預けるために、県にお願いをするために、

それからこういう福祉問題というのは、弱小自

治体はもたないことは目に見えている。だから

そういうことについて、国県にどういう働きか

けをしていくことが肝要だろうと。 

 小手先のことだったら無駄。そういう動きを

されているかどうか。 

 それから漁集と簡易水道ですけれども、簡易

水道については、前回の委員会で本管をつない

だほうが安上がりでいいんじゃないか。上水道

にしたほうが。そういう質問をしました。 

 漁集についても、国との補助金の関係が終わ

ったら、やめて単独のそのほうが将来いいよね

と、そういうことも言ったことを覚えておりま

す。 

 やはりこういったものについて、抜本的に解

決していかないと、ずっと繰り出しをしていか

なくてはならん。繰り出しをしていくことによ

って、公平性が著しく損なわれる。財源がどん

どん少なくなって、それから新規事業で新規財

源を求めなきゃいけない。そういったときに、

ここに目を向けていかないと、お先真っ暗じゃ

ないかなという思いがあるから、この質問をし

ている。 

 漁集についてはいいんですけれども、水道課

長、そのことについて、ネックになっているこ

とがあったよね。そのことをまず、そのことだ

け、答弁をいただいて、あと市長、さっきの。 

○市長（尾脇雅弥）  今、川菷議員がおっしゃ
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った視点というのは、私も同じように認識をし

ております。少子高齢化人口減少の中で、こう

いう負担がふえていくわけですから、その分を

どうしていくのかと、それに対して、いろんな

ところでしっかりとものを申しているかという

ことに関しては、事あるごとに話をさせていた

だいております。 

 もちろん県の市長会、あるいは九州市長会、

さらには全国、私は今、青年市長会の副会長も

しておりますので、そういった場面でいろいろ

発言をしております。 

 一方の、先ほど話がありました牛根の漁集の

関係、以前からずっと。（発言する者あり）い

いですか。今はそういう状況になっています。 

○水道課長（北迫一信）  本市の水道施設は経

年劣化による老朽の高い施設も存在しており、

維持管理にかかる経費も年々増加傾向にありま

す。 

 一方で、水道料金収入のみでは経費が賄えて

おらず、一般会計からの繰り入れに依存してい

る状態が、将来も続くものと考えております。 

 したがいまして、事業事務の効率化やさらな

る経費節減を努めるとともに、水道料金の見直

しや上水道への統合も視野に入れて検討し、一

般会計からの繰り入れを少しでも減らせるよう

努力してまいりたいと考えております。（発言

する者あり）28年度に予算計上しておりました

小谷・段地区簡易水道を上水道に統合する計画

でございましたが、皆さん御存じのとおり、県

営事業垂水鹿屋地区におきまして、ＫＡＭ大隅

西部地区中山間総合整備事業の営農対策工事で

実施されるものでございました。 

 垂水市におきましては、事業完了の同意を得

ておりましたので、オーケーの了解を得ており

ましたが、鹿屋市におきまして、３分の２以上

の同意が得ていないということがわかりました

ので、今回垂水市におきまして、用水路への統

合は実施することはできなくなりました。 

 以上でございます。 

○川萇達志議員  市長、ありとあらゆる機会で、

そういう話をしているということです。それは

それでありがたいことだと思うんだけれども、

そのことを関係課ともしっかり協議をしていか

ないと、報告です。こういう話をしてきたから、

あなたたちも県に行ったら、こういう話をせえ

よと。ただあなたが発言されるだけでは、何の

効果もない。 

 ぜひそういうことについては、ちゃんと議会

にも、こういうことがある。関係課を通じてで

もいいんです。そういう機会をぜひつくってい

ただきたい。そうしないと、どこからどこまで

か、進捗状況もわからない。 

 県でという話も前もあったけど、その後全然

聞かない。ということは、検証していかないと

いけない。検証していかないと、みんなの心が

一つにならない。そのお願いであります。 

 それから、今、水道課長の発言ですけど、こ

こも市長の出番で、鹿屋の市長と直談判してく

ださい。垂水は繰り出しで毎月毎年2,400万円

～2,500万円出しているんでしょう。10年たて

ば２億4,000万、大変な金です。これを解消す

ることが、まず先なんです。多分関係課はしっ

かりと対応していると思う。 

 そのことを市長なり副市長がしっかりとあり

とあらゆる場で協議をしていくこと。しょっち

ゅう会われるわけですから、ぜひこのことに答

弁は要りませんけれども、したい、手短かに。 

○市長（尾脇雅弥）  そのことを担当から私も

報告を受けました。大隅振興局が多分担当だと

思いますけれども、そういう事情で、取り下げ

を願えないかということだったので、それはな

らんと。うちらはちゃんとまともにやっている、

問題は鹿屋だろうということをちゃんとしっか

り協議しなさいということで指示を出しており

ますので、今回は一旦取り下げるということで

すけれども、それが終わったわけではないとい
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うことであります。 

○川萇達志議員  市長、鹿屋の市長としっかり

語れちゅうことですよ。三角じゃだめ、直接。

相手が誰であろうと、ここが肝要だろうと思う。

相手の感触もわかるし、これははっきり言って、

あなたと鹿屋の市長との力関係ですよ。正論を

きちんと言う、そうすれば我々もまた、議長も

いらっしゃる、議長会もある。一緒に会って鹿

屋の議長とも話ができる。ぜひそのことについ

ては、前向きに検討して、繰り出しが１年でも

早く終わるように。 

 それから、漁集についても課長、どっちがい

いのかということです。これを早く定めて、そ

の目標に向かって、そうすればまたやり方が違

ってくると思う。しょうがないじゃなく。だっ

て人口がどんどん減っていくんだもの。毎年、

ここも2,500万～2,600万でしょう。そうであれ

ば、合併浄化槽にしたほうがどれだけ安いか。

一旦やった事業は撤退することも必要です。め

り張りのきいた対応をしていただきたいという

ふうに思います。少し長くなりました。 

 それで、南の拠点に移りますけれども、先ほ

ども言いましたけれども、ほとんど瑕疵はない

と思っております。方向性もこれがベストとは

言わないけれども、これも垂水が消滅しないた

めの一つの方策ではあろうというふうな見解で

ある。 

 そういうことで、前も言ったと思うけども、

80人採用するとおっしゃるけれども、80名本当

に要るのかな、前も言いました。このことが、

ほかの業種に影響を与えるとするならば、これ

は大変だよ。ただでさえ働く人がいない。全て

の業界で人が足りない。新規に80名なんて、そ

ういうのは成算があるのかどうか。 

 それから、マリンスポーツ、これについても、

いろんな方法があって、否定はしない。ただ心

配をするのは、垂水市の市民が、これで体力づ

くりとかそういうことができるのか。 

 鹿屋体育大の練習場にしちゃうのかという話

だ、市民にどういう好影響があるのか。それと

今まで漁協とどういう話をしたかもわからない

けれども、あそこは新城まで餌かせ船が朝晩通

る。そういった影響について、漁協とどういう

話し合いをしたか。長々と答弁しなくていいか

ら、したかしないか。漁協の反応はどうだった

か。 

 それと、道の駅とは競合しないというけど、

温泉でも必ず競合するんです。課長、温泉でも

必ず競合する。 

 それから、物販をするとすれば、物販も競合

する。みんな売れるほうしか出さない。片一方

は衰退します。ここいらについて、水産商工観

光課なり芙蓉商事と話をしたか。後ろを振り向

いて考えれば、そういうことも考えられるんじ

ゃないか。 

 まずこの３点をお伺いしたいが、もう一つ、

篠原議員の質問にもあったんですけれども、課

長は交流人口の話をしましたけれども、交流人

口、要するにこれは経済効果の話だ。交流人口

200万人目指すというけども、そのための南の

拠点なんだろうけれども、１人当たり幾ら金を

落とす、この基準がわからない。篠原議員の質

問も多分そうだったと思う。交流人口があって、

１人頭幾ら落とすのか。ここいらの具体的な数

字をどこから持ってきたのか、まずそのことに

ついてもお伺いしたい、４点とりあえず。 

○企画政策課長（角野 毅）  まず、雇用の確

保の面でございます。雇用の確保につきまして

は、市内における就労できていない数の調査等

も行っておりますけれども、それよりも転入促

進の事業の展開でございますとか、就地拡大事

業という形での就労の支援でございますとか、

将来を見据えた形で雇用の増加を図るための手

だてとして実施をしているところでございます。 

 マリンスポーツにつきましてですけれども、

市民の利用が可能かということでございますけ
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れども、お話をいたしましたとおり、このサッ

プというスポーツにつきましては、体幹を鍛え

るということで、年齢でありますとか性別であ

りますとかといったようなことにこだわらずに

できるスポーツでございますので、市民の方々

の利用が十分可能になってくると考えておりま

す。 

 それから、漁協との協議をしたかということ

でございますけれども、漁業権のことに関しま

して、昨年の10月19日の日に垂水漁協へ伺いま

して、この件については協議を行っております。 

 その際に、漁協のほうより、漁業権の設定と

いうものが引いてあるエリアであるということ

でございました。ただし、マリンスポーツ等で

海岸部分を使用することは自由使用の範囲内で

ありますことから、付近の海域での漁協の往来

がありますことから、特に漁業権の影響はない

ということでございます。 

 ただし、付近の海域では漁船の往来がござい

ますことから、事故の未然防止でありますとか、

水産等につきまして、水産商工観光課や漁協と

の連携、連絡調整を密に行って、事業展開を進

めていきたいと考えております。 

 それから、競合するという話でございますけ

れども、当然言われるように同じような形で同

じようなものを展開する形で競合していくんだ

ということでございますけれども、お互いが競

合しながら、いい相乗効果を得られるような取

り組みといったものについて、どのような方策

をもっていくかとか、どういう特異性をつくる

かといったような局面に注力をしながら検討を

進めていきたいということでございます。（発

言する者あり） 

○川萇達志議員  あなたたちはそう考えるけれ

ども、相手にしてみれば事情がわかってないか

ら、大変だよという話。あなたたちはそれでい

いんだ。僕が聞いているのは、関係先、影響を

及ぼすところに話をしているかという話。ちゃ

んと答えてくれよ。１回で。 

○企画政策課長（角野 毅）  今後調整は進め

ていきたいと考えております。まだ具体的な本

計画の最終的な規模といったようなものが、定

まっておりませんので、ここにつきましては、

事業展開を常に協議をしていく必要があると考

えておりますので、継続的な協議を進めていき

たいと考えております。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  先ほど篠原

議員の質問にもお答えしましたが、本市では宿

泊の交流人口20人に１人、それを１人の定住人

口。ですので、その概算値としましては、１人

当たりの消費料が120万円から125万円と計算が

されておりますので、それに掛けていただけれ

ば、経済効果は出てくると考えております。 

○川萇達志議員  人員計画80名何とかしなけれ

ばいけないんだろうけど、これは基本的には、

まさかパートとかそれだけで全部対応するつも

りじゃないんだよね。雇用というのは、わかる

でしょう、正社員ということ。そうしたときに、

垂水市のほかの業態を圧迫しないか、民業圧迫

にならないか、このこと、答弁をください。 

 それからマリンスポーツ、それはそれでいい。

ところが現実問題として、マリンスポーツは夏

場だけなの。しかもお年寄りは当然行かないわ

な、これ。若い人たちの仕事だよ。子供たちも

ことしは１年生が100人切るんでしょう。そう

いった中で、本当に垂水の市民が行こうか。こ

こが非常に心配。 

 まだウオーキング施設を整えたほうがいいよ。

そこいらが私とずれているところ。体育大学と

連携、非常にいいことです。鹿児島市から人を

呼ぶのも非常にいいことです。ところが現実問

題しっかり考えたときに、非常に心配でありま

す。ここは答弁は要らない。しかし、しっかり

と指摘をしておきます。 

 それから、道の駅との競合の話だけれども、

これも今から始めていかないと、あなたたちが
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全部計画ができてから、これは撤退はできない

んだ。そのとき、初めて芙蓉商事と話し合いを

してどうなる、芙蓉商事は。 

 前もってやっていかないと大変じゃないの。

普通考えればそうですよ。そしてその上で話を

しながら、調整をしていく。お互いがいいよう

に、そういう作業がないと、今課長が答弁され

たことは、絵に描いた餅、自分たちとは言わな

い、企画課の都合のいいとおり解釈している。

あなたたちがその時点で撤退ができればいいん

だよ、話し合いをする中で。 

 お互いに譲り合わないと共存共栄はできない。

反目が起こります、必ず、今の状況だと。その

ことも今回は指摘だけにしておきます。 

 まだまだ考え、一つ一つ考えていくと、本当

に大丈夫かよ。本当かよ。持留議員もおっしゃ

ったけど、我々が疑問点の質問をして、これに

しっかりと回答をしていただかないことには、

これはゴーサインは出せない。我々の後ろには

市民がいるんです。我々が市民に説明ができる

か。 

 それと課長、茶化した言い方をするけれども、

ＳＫＤってわかる。副市長わかる、松竹歌劇団

です。日本語なんですよ、日本語の頭をとった

だけです。松竹でしょう、歌のカでしょう、Ｄ

は団です。ＳＫＤ、ところが皆さん方、君らが

使っているのは英語の頭文字で単語も全然わか

らない。意味もわからない。１回聞いただけで

は何のことか全然わからない。まずここいらも

しっかりと書いた格好で、きょうはちょっとあ

ったけども、全部そうやって、まずそこから浸

透させなさい。そこでも行き詰る。まずそこが

理解を得るために、まだ小さいところまで気が

回ってない。前も指摘したはずです。前聞いた

かもしれない。久しぶりに聞くと、あれ、こげ

んとがあったけ、これはないかよ、日本語なら

いいんですよ、ＳＫＤで、ぜひここいらも納得

を得るためには、念には念を入れてやっていか

れることを望みます。 

 副市長、この道の駅でいろいろ言い足りない

こともあるようであります。ぜひ。 

○副市長（岩元 明）  南の拠点づくりの答弁

を、長々語らないという芸当はできそうにもな

いのですけれども、私、論点のちょっと整理し

ておりますし、こういった認識を持っていると

いうことは披露させていただきたいと思います。

少しばかり時間がかかります。よろしいでしょ

うか。 

 南の拠点づくりのキーワードは、交流人口だ

ろうと思っているところでございます。垂水市

の現状をどう捉えるかでございますけれども、

人口は県内の19市の中で最下位でございます。

１万5,000人でございますけれども、今月末は

恐らく１万5,000人を切ることになるでしょう。 

 川越議員とか堀内議員も懸念されておりまし

たように、老齢化率は県内ワースト３位、年少

率はワースト２位でございます。 

 それから篠原議員も懸念されておりましたよ

うに、消滅都市の第一候補ということでござい

ます。このような現状をどう捉えるかというこ

とでございますけれども、じゃ未来は明るいの

かと申しますと、人口の推移は23年後は１万人

を切る予想でございます。 

 これをどう打開していくかということでござ

いますけれども、このような現状に鑑み、市政

に携わるものは、これを肝に銘じておくべきだ

ということでございます。市長職にあるものは、

さらにプレッシャーであろうと察するところで

ございます。これは、どなたが市長職をやろう

とも避けては通れない課題でございます。 

 23年後は私は90歳になりますので、生きてい

るかどうかもよくわからないんですけれども、

尾脇市長は70歳前半だろうと思います。人一倍

危機意識が高いのはもっともだと思っていると

ころでございます。 

 そのどう打開していくかにつきまして、施策
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や考え方はさまざまあるかと思うところでござ

いますけれども、今市政を任されている市長は、

定住人口の増加は難しいんだろうけれども、交

流人口の増加ならできそうだと。まず交流人口

をふやし、雇用を確保し、定住化へつなげる戦

略を考えているところでございます。これによ

り、少なくとも穏やかな減少率にしたいという

ことでございます。 

 ところで、交流人口とは何ぞやということで

ございますけれども、私は人の行き来だろうと

思っております。本市の交流人口は、流入と流

出のつり合いがとれていないと思っております。

鹿児島、長くなりますので、ちょっと読ませて

いただきます。鹿児島、鹿屋、霧島市へは垂水

市民はよく行くんですけれども、そちらからは

ほとんど来ない現状でございます。 

 錦江湾奥を取り巻く人口は約80万人いますが、

私はこれを環錦江湾奥と呼んでおるんですけれ

ども、この県内の半分が占める環錦江湾奥の80

万人を、本市へ来てもらうことだけはそう難し

いことではないだろうというふうに考えておる

ところでございます。 

 そのために、新たに人が呼び込める核となる

施設が必要で、市内全体に波及効果を及ぼすも

のでなければならないと考えているところでご

ざいます。それをどこにつくるかとなったとき

に、遊休地がございます、そして交通アクセス

がよいなどの好条件がある浜平の土地を有効活

用しようとするものでございます。 

 土地取得はどうするかといいますと、土地開

発公社でいたしまして、国土交通省に売却する

もの、それから民間に貸し付けるもの、行政財

産として保有活用するものというふうになると

思います。 

 その次、資金はどうするかとなりますと、こ

れは先ほどから申し上げておりますように、従

来の公共事業ではなく、ＰＦＩ方式を導入した

いと。一番有利とされる過疎債よりもさらに有

利と判断しているところでございます。そして、

導入できるかの判断基準はクリアしたと思って

おります。 

 その次、どこが運営するのかということにな

りますと、特定目的のために設立されるＳＰＣ

が担うと、ＳＰＣは営利を目的としない会社と

認識しております。管理運営だけはするんです

けれども、営利を目的としない。 

 そのＳＰＣに地域商社が加入すると、さらに

そのことが反映されるのではなかろうかと。そ

して売上金の一部を償還に充てられるという図

式が成り立つものだと思っております。 

 その次、運営に問題はないかということでご

ざいますけれども、これは経営上成り立つかと

いうことも関係してくるわけでございますけれ

ども、行政が直接かかわらないことにより、プ

ロ集団に任せることによって、それは運営に影

響は出てこないというふうに認識しております。 

 そして、どのような施設になるかといいます

と、物産館、レストラン、加工場、マルシェ、

グランピング、マリンスポーツ等を整備しまし

て、そして国土交通省は災害拠点としても整備

予定でございます。 

 次に、市の財政に影響はないかということで

ございますけれども、現在でも公債費を毎年10

億円近く償還しております。直ちに影響するこ

とはないと考えております。ただ、将来負担比

率は、先ほども申し上げましたように、10％程

度は上昇すると思っておりますが、特に気にす

る数値ではございません。 

 今回、ＰＦＩとかＤＭＯとかＳＰＣとかＶＦ

Ｍなど、なじみのない単語が続出しまして、混

乱させておりますけれども、私がＰＦＩを知っ

たのは40代前半でございますが、それほど垂水

市には縁がなかったというか、機会がなかった

ということでございます。 

○議長（池之上誠）  副市長、発言をやめてく

ださい。 
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○川萇達志議員  手短かにと言ったのに、読ん

でもらってまで、そういうことは前もってわか

っているのよ。一連のことで、一つ忘れてた。

商工観光課長、１人120万と言った。120万とい

うことはよく考えてごらん。まず普通で考えて、

積算根拠として宿代だよ、食事、お土産、大体

これが交流人口で僕たちが都会に行くとき落と

す金ですよ。垂水で、それだけ落ちるかな。宿

もそんなになしで、やはり積算根拠というのを、

次にはもう１回垂水バージョンをつくってさ、

言ってくれないと、交流人口が200万にします、

経済効果は東京と一緒じゃないかなと思われた

ら損です。具体的に、市長、もう１回答弁は要

らない、次回はぜひその数字も教えていただき

たい。鹿児島市ではなく垂水で、そうしないと

いけないと思います。 

 それから、ふるさと納税に入りますけれども、

さっき企画課長、７番目、８番目、ここが３億

1,000万のうちの約１億近く9,600万、市長が必

要と認める事業として、ここも市長の、ここで

使っております。 

 ほかのところが、全部残っている。市長のと

ころだけ全部使い切っている。市長は、平成28

年だから去年、ここの赤のところだけ、ここだ

け使い切っている。上は使い切っていない。こ

れはなぜなのかという質問をしたい。 

○企画政策課長（角野 毅）  まず、７番、８

番のその他目的達成のために市長が必要とする

もの、それと指定のない部分につきましては、

昨年度、各公民館の改修工事に約１億円の事業

計画を社会教育課から提出されまして、それを

実施したために、ここの部分の経費は使用され

ております。 

 なお、ほかの部分の残金が残っている部分に

ついては、この項目に対する各課からの使用要

請というものをいただければ出せるということ

です。 

○川萇達志議員  この質問をあえて質問したか

というと、これが出ちゃうと、市長が選挙運動

に使ったと思われても仕方がない。そういった

ことをしっかり説明していかないと、市長のと

ころだけ全部使い切って、ほかは残っていると

いうことは、市長だから使えたと捉えても仕方

がない。この数字だけ見ると。これが心配、市

長が恣意的に使ったと思われちゃいけないよ。

ここが心配。絶対そういうことはないと俺も確

信はしている。見る人が見れば、うがった目で

見ればそうなる。しかも、指定なしの分まで使

っちゃっているわけ。市長がそうとられないよ

うに、こういうのをしっかり書いておかないと、

説明を。 

 それと、各課長さん方が、本当にこの制度を

理解しているのか。ここが疑問、理解してたら

もう全部使い切っているはずだよ。それと、も

う一つ問題があるとすれば、企画の説明も足り

ていない。使っていただくため、どういう努力

をしているのか。そしてほかの課長さん方は、

自分のためにどうやって使うのか、納得できる

起案書を書かなきゃ、３億1,000万のうちに１

億7,000万残っている。 

 ことしの当初が４億あるんです。さっきから

給食の話いっぱい出ているけど、まずこの金は

毎年使い切っていいんです、ぐらいの気持ちで

ないと。 

 だって、今生きている人たちが、欲しがって

いるんだもん、これは皆さん方の決断で使える

金です。別に残す必要はない。前も申し上げた。

これを使い切ることが、市民の不平不満を少し

でも和らげて、よくやっているなと思われるこ

とになる。こういう金の使い方というのを、も

う１回、市長、みんなで検討して、努力してく

ださい。２分、1分。 

○市長（尾脇雅弥）  ２分いただきたいと思い

ますけれども、今おっしゃることはよくわかり

ます。ふるさと応援基金というのはふるさとを

応援するというお題目がございますから、当然
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そういう形で地域の活性に使っていただきたい

という思いだろうと思います。 

 一方で納税ということでもありますから、税

金でありますから、そこはちゃんとルールをつ

くってやっていくと。 

 先ほど担当課長が申し上げたような、現行は

ルールに従うとそうなると。また、昨年度は公

民館の１億円程度は使ったわけですけれども、

単年度に使い切らなきゃいけないというルール

が今のところありますから、その辺のところ、

当初3,000万ぐらいが応援基金の財源でござい

ましたので、昨年あたりから億という大きなお

金が出てきましたので、歳入確保という意味で

は、そういう意味では、今安定して４億6,000

万、６億2,000万程度のものが見えてきました。

これも担当課の何よりの努力ですから、集める

部分と使い方の部分というのは、市民ニーズを

よく捉えて、今後しっかりと体制も含めて協議

をして、指示をしてまいりたいと思います。 

○川萇達志議員  総務課長、前も新聞でも出た

けれども、学校のトイレの洋式化の話です。子

供がどんどん減っていく中で、１日でも早く洋

式にしてよ。生まれたときから洋式なんですよ。

こういう金をスピーディーに使っていくことが

大事なんだ。本当は、国の補助金をもらえば安

上がり、ところがいつもらえるのという話だ。

スピーディーにこういったことまで、ほかにい

っぱいあると思うんで、ほかの課長さん、どん

どん言って、なるだけ企画も使い勝手がいいよ

うに、特段の御配慮をお願いしたいと思います。 

 これで終わりますけれども、通告にはありま

せんけれども、答えられたら答えていただきた

い。実は、ここのところ、毎回企画課長の答弁、

非常に問題を抱えている。まず、土地開発公社、

ふるさと納税、それから南の拠点の整備事業、

それから総合計画、この４つの事業は、普通の

ノーマルの事業とは別なんです。今これを全て

抱えてある。今回の10人ぐらいの皆さん方が企

画に質問をした。答弁時間、それに費やす努力、

大変なものがある。 

 今、電通の自殺事件があって、国でも働き方

改革の議論、民間企業も人手不足を解消するた

めに、クロネコヤマトもそうでしょう。それか

ら日本生命も人を集めるために新入社員の基本

給を上げた。こういった環境の中で、しっかり

と企画の皆さん方の御苦労、これを軽くしてや

らないといけない。先ほど篠原議員からありま

したけれども、まず市役所がしてみせないと、

人をふやすとか、仕事を分けるとか、４月には

人事異動がある。ここいらでやらなければ、多

分課長、角野課長の後で俺が企画をやるという

人が出てきますか。ここは大きな問題だろうと

思います。 

 総務課長、あなたのところだと思うがどうか。 

○総務課長（中谷大潤）  今おっしゃられたよ

うに、現在企画課では多岐にわたりいろいろな

議論もしているので、職員に過多の負担をかけ

ていることは重々承知しておりまして、増員に

つきましては、今回４月１日の定期人事異動に

策定中のところでも検討しているところではご

ざいますが、内示前で申し上げにくい段階であ

るんですけれども、新規採用職員予定者から辞

退の申し出が相次いだことやら、１月と２月に

また早期の退職者が出たこと、それから今年度

29年度は後期高齢者医療広域連合事務組合への

職員派遣もあるということ、それから育児休暇

などの休職者が数名いることなどから、非常に

職員の配置に逆に苦慮している状況であります

ので、今のところ４月での増員は困難ではない

かと思いますので、在課年数の長い職員を対象

とした配置がえ、人員刷新で対応したいと考え

ております。 

 ただ、４月以降につきましては、引き続きこ

の業務の、企画政策課の業務については引き続

き注視して、業務内容の見直しや組織のあり方

を検討を続け、年度途中での増員、業務移管な



－171－ 

ど視野に入れた改革を進めてまいりたいと考え

ております。 

○川萇達志議員  市長、内向きの内政のことに

ついても、特段の御配慮をいただくようにお願

い申し上げて私の質問を終わります。 

○議長（池之上誠）  以上で、平成29年度施政

方針並びに各会計予算案に対する総括質疑及び

一般質問を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となってお

ります議案第21号から議案第31号までの議案11

件については、13名の委員をもって構成する予

算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査

することにしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第21号から議案第31号までの議案11

件については、13名の委員をもって構成する予

算特別委員会を設置し、これに付託の上審査す

ることに決定しました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました

予算特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により、村山芳秀議

員、梅木勇議員、堀内貴志議員、川越信男議員、

感王寺耕造議員、堀添國尚議員、持留良一議員、

池山節夫議員、北方貞明議員、森正勝議員、川

菷達志議員、篠原炳則議員、川畑三郎議員、以

上13名を指名いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  御異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました13名を予算

特別委員会委員に選任することに決定いたしま

した。 

 ただいま選任いたしました予算特別委員会委

員の方々は、次の休憩時間中に委員会を開き、

正副委員長の互選を行い、その結果を報告願い

ます。 

 ここで暫時休憩いたします。 

     午後４時０分休憩 

 

     午後４時０分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 予算特別委員会における正副委員長の互選の

結果について報告がありましたので、お知らせ

いたします。予算特別委員会委員長、北方貞明

議員、副委員長、堀内貴志議員、以上でござい

ます。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（池之上誠）  明４日から３月16日まで

は議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は３月17日午前10時から開きます。 

   △散  会 

○議長（池之上誠）  本日はこれをもちまして

散会いたします。 

○事務局長（篠原輝義）  御起立願います。一

同、礼。 

     午後４時１分散会 
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平成29年３月17日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △諸般の報告 

○議長（池之上誠）  日程第１、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、平成29年１月分の出納検査結

果報告及び平成28年度定期監査の結果並びに平

成28年度財政援助団体の監査結果報告がありま

したので、写しをお手元に配付しておきました

から御了承願います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   △議案第１号～議案第11号及び議案21号

～議案第31号並びに請願第５号一括

上程 

○議長（池之上誠）  日程第２、議案第１号か

ら日程第12、議案第11号までの議案及び日程第

13、議案第21号から日程第23、議案第31号まで

の議案22件並びに日程第24、請願第５号の請願

１件を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第１号 垂水市空家等対策協議会条例 案 

議案第２号 垂水市地域包括ケアセンター条例

 案 

議案第３号 垂水市長等の給与に関する条例の

一部を改正する条例 案 

議案第４号 垂水市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例 案 

議案第５号 垂水市企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正する条例

 案 

議案第６号 垂水市職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例 案 

議案第７号 垂水市情報公開条例等の一部を改

正する条例 案 

議案第８号 垂水市個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例 案 

議案第９号 垂水市税条例の一部を改正する条

例 案 

議案第10号 垂水市報酬及び費用弁償条例の一

部を改正する条例 案 

議案第11号 垂水市社会体育施設の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例 

案 

議案第21号 平成29年度垂水市一般会計予算 

案 

議案第22号 平成29年度垂水市国民健康保険特

別会計予算 案 

議案第23号 平成29年度垂水市後期高齢者医療

特別会計予算 案 

議案第24号 平成29年度垂水市交通災害共済特

別会計予算 案 

議案第25号 平成29年度垂水市介護保険特別会

計予算 案 

議案第26号 平成29年度垂水市老人保健施設特

別会計予算 案 

議案第27号 平成29年度垂水市病院事業会計予

算 案 

議案第28号 平成29年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計予算 案 

議案第29号 平成29年度垂水市地方卸売市場特

別会計予算 案 

議案第30号 平成29年度垂水市簡易水道事業特

別会計予算 案 

議案第31号 平成29年度垂水市水道事業会計予

算 案 

請願第５号 就学援助制度の入学準備金の支払
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いの改善を求める請願書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  ここで、各委員長の審査

報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長川越信男議員。 

   ［産業厚生委員長川越信男議員登壇］ 

○産業厚生委員長（川越信男）  おはようござ

います。 

 去る２月17日の本会議において産業厚生常任

委員会付託となりました各案件について、３月

６日に委員会を開き、審査いたしましたので、

その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第２号垂水市地域包括ケアセン

ター条例案については、終末医療としての看取

りも当初案に入っていたと思うが、どうなって

いるのかとの質問があり、地域包括ケアセン

ターに常駐している肝属郡医師会の訪問看護ス

テーションと垂水中央病院在宅医療支援部が対

応していくことになるとの回答がありました。

審査の後、本案の採決を行ったところ、原案の

とおり可決されました。 

 次に、議案第10号垂水市報酬及び費用弁償条

例の一部を改正する条例案については、垂水市

鳥獣被害対策実施隊隊員を任命した際、勤めた

際の勤務形態はどうなるのか。月二十日間程度

となるのか、必要に応じてやっていくのかとの

質問があり、イノシシや猿が出てきたとの連絡

があるときなど必要な際に出動要請を行い、出

動していただく。実働時間にかかわらず、１回

につき日額4,000円と考えているとの回答があ

りました。また、委員より、有資格者を市職員

として雇用し、所用事務に組み込んで対策して

いくのはどうだろうかとの意見もありました。

審査の後、本案の採決を行ったところ、原案の

とおり可決されました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、総務文教委員長堀

内貴志議員。 

   ［総務文教委員長堀内貴志議員登壇］ 

○総務文教委員長（堀内貴志）  おはようござ

います。 

 去る２月17日の本会議において総務文教常任

委員会付託となりました各案件について、３月

７日に委員会を開き、各案件の審査をいたしま

したので、その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第１号垂水市空家等対策協議会

条例案につきましては、原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第３号垂水市長等の給与に関する

条例の一部を改正する条例案、議案第４号垂水

市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例案、議案第５号垂水市企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例の一部を改正する条例案、

議案第６号垂水市職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例案、議案第７号垂水市

情報公開条例等の一部を改正する条例案、議案

第８号垂水市個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例案、

議案第９号垂水市税条例の一部を改正する条例

案及び議案第11号垂水市社会体育施設の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例案に

つきましては、いずれも原案のとおり可決され

ました。 

 最後に、請願第５号就学援助制度の入学準備

金の支払いの改善を求める請願書につきまして

は、前倒しで支払いをする場合には２年度前の

所得が基準になるという認定上の課題などが上

げられましたが、本制度の趣旨に照らし、検討

すべき課題等を乗り越えた上で進めるべきとい

った意見が述べられ、採択するということで意

見の一致を見ました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、予算特別委員長北

方貞明議員。 

   ［予算特別委員長北方貞明議員登壇］ 

○予算特別委員長（北方貞明）  皆さん、おは
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ようございます。 

 去る３月３日の本会議において予算特別委員

会を設置し、委員会付託となりました平成29年

の各会計予算案について、３月８日・９日及び

10日の議案に対する質疑、13日は市長への総括

質疑の計４日間にわたり委員会を開き、審査を

いたしましたので、その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第21号平成29年度垂水市一般会

計予算案につきましては、南の拠点整備事業に

かかわるＰＦＩ事業負担金の債務負担行為を削

る内容の修正動議が提出されたものの、修正案

について、挙手による採決を行った結果、賛成

少数により否決されました。次に、原案につい

て、挙手による採決を行った結果、賛成多数に

より原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第22号平成29年度垂水市国民健康

保険特別会計予算案につきましては、異議があ

ったため、挙手による採決を行い、賛成多数に

より原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第23号平成29年度垂水市後期高齢

者医療特別会計予算案につきましては、異議が

あったため、挙手による採決を行い、賛成多数

により原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第24号平成29年度垂水市交通災害

共済特別会計予算案、議案第25号平成29年度垂

水市介護保険特別会計予算案、議案第26号平成

29年度垂水市老人保健施設特別会計予算案、議

案第27号平成29年度垂水市病院事業会計予算案、

議案第28号平成29年度垂水市漁業集落排水処理

施設特別会計予算案、議案第29号平成29年度垂

水市地方卸売市場特別会計予算案、議案第30号

平成29年度垂水市簡易水道事業特別会計予算案

及び議案第31号平成29年度垂水市水道事業会計

予算案につきましては、いずれも原案のとおり

可決されました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論の通告がありますので、発言を許可いた

します。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  おはようございます。 

 それでは、議案第22号と議案第23号について、

反対の立場で討論をいたします。 

 最初は、議案第22号平成29年度垂水市国民健

康保険特別会計予算案について、反対の立場で

討論をいたします。 

 審査の中でも確認しましたが、住民の支払い

能力をはるかに超える国保税の実態があり、高

過ぎる国保税を完納できない世帯も増えてきて

いるのが浮かび上がりました。こうした事態を

強化した元凶は、1980年の国保法改悪で国保の

国庫負担を引き下げたのを皮切りに、国保の財

政運営に対する国の責任を後退させたことです。

1984年度から2014年度の間に市町村国保の総収

入に占める国保支出金の割合は50％から24％へ

と半減し、それと表裏一体に１人当たりの国保

税が引き上がりました。もう一つの要因は、加

入者の所得減、貧困化です。非課税世帯が７割

以上を占めるようになってきています。 

 このような中、厚生労働省においては、国保

の都道府県下一帯に3,400億円の公費が投入さ

れ、効果としての国保税の軽減や伸び幅の抑制

が期待できるとしています。引き続き、国は、

来年度も支援金1,700億円を導入する方針です。

国保は実施事務であり、一般会計下での繰り入

れを制度上、禁止されないことは政府も明言し

ています。私自身も長年訴えてきたことであり、

本市の取り組みを大いに評価をしています。市

民の生活実態や負担能力を超えた国保税から、

市としても一般会計からの繰り入れは今後も維

持すると言明されました。問題は、国からの支
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援金をどのように活用するかということです。

これまで本市の取り組みとしては、一般会計か

らの法定外の繰り入れを抑制することに活用さ

れてきました。 

 しかし、この支援金は加入者世帯の生活実態

からも、国保税の引き下げに使用するのが本筋

ではないでしょうか。審議では活用しないと明

言されました。本当にこのような取り組みで市

民の暮らしを、命を守ることができるのでしょ

うか。市民の生活を支える支援であってこそ、

本来の自治体のあるべき姿ではないでしょうか。 

 市長は、施政方針で「安心安全で住んでよか

ったまちづくり」と「市民の皆様の幸せを実現

できるように努めていく」と述べられましたが、

この姿勢に反することになるのではないでしょ

うか。このような理由から、議案第22号平成29

年度垂水市国民健康保険特別会計予算案につい

ては、反対をいたします。 

 続いて、議案第23号平成29年度垂水市後期高

齢者医療特別会計予算案について、反対の立場

で討論をいたします。 

 後期高齢者医療制度は、国民を年齢で区切り、

高齢者を別枠の医療保険に強制的に囲い込み、

負担増と差別医療を押しつける希代まれの悪法

です。2008年の制度導入以来、既に４回にわた

る保険料の引き上げが実施され、高齢者の生活

を圧迫する重大な要因となっています。この制

度の導入時、国民の規範にあって低所得者の保

険料の特例減税、軽減の仕組みをつくりました。

国民の世論に追い詰められ、負担増を緩和せざ

るを得なくなったのです。 

 ところが、安倍政権は骨太方針2015年で特例

軽減の打ち切りを表明し、2017年度から実行す

ることになり、来年度予算に盛り込まれ、７月

から段階的に試験されることになります。特例

軽減がなくなると後期高齢者医療制度に移って、

２年以内なら５割減額、３年以降は全額負担の

適用となり、保険料は現行の５倍から10倍以上

にはね上がります。まさに、低所得者、低年金

の高齢者を狙い撃ちにした大負担増です。予算

案の審査でも明らかになったように、市の高齢

者の年金収入は平均で約５万3,000円、平均支

出額は総務省の家計調査によれば約15万円とな

っています。 

 このようなことから、ひとり暮らしであれば、

毎月４万円から７万円の不足を貯蓄の取り崩し

か節約主導で確保するしかありません。高齢者

は、命を削るような思いで生活をせざるを得な

いのです。特例軽減措置が方針どおり実施され

れば、保険料を払えない状況をますます深刻化

させ、後期高齢者医療制度でも厳しい取り立て

が加速しかねません。このようなことでよいの

でしょうか。これでは生活そのものを壊しかね

ません。高齢者が安心して医療にかかる土台を

堀り崩す保険料のアップは中止をするべきです。 

 このような理由から、議案第23号平成29年度

垂水市後期高齢者医療特別会計予算案について

は、反対をいたします。 

 以上です。 

○議長（池之上誠）  以上で、通告による討論

は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 最初に、議案からお諮りいたします。修正動

議が提出されております。 

 議案第21号及び御異議がありました議案第22

号並びに議案第23号を除き、各議案を各委員長

の報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第21号、議案第22号及び議案第23号

を除き、各議案は各委員長の報告のとおり決定

いたしました。 
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 次に、議案第21号に対しては、持留良一議員

ほか１名から修正の動議が提出されました。提

出者の説明を求めます。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、よろしくお願いし

たいと思います。修正案の動議の提案理由の説

明をしていきたいと思います。 

 改めて私は、問題点を整理し、修正動議の提

案理由の説明をしたいと思います。 

 第一には、議会へ丁寧な説明や審査に対する

資料の提供等がされたのかという点であります。

ＰＦＩは、変化の激しい時代に民間事業者に行

政、地方自治体等の関係を数十年という長期に

わたり固定化する制度です。今日、官から民へ

で、経費削減もサービス向上も実現できるとＰ

ＦＩは万能であるかのような説明がされてきま

したが、全国的には失敗や導入段階で問題等が

あり、断念したケースもあります。議会は、失

敗事例等によってＰＦＩ絶対説が壊れているこ

とをありのままに見て、ＰＦＩ採用の検討は慎

重の上にも慎重に行うべきであり、長期にわた

る公共施設の管理運営のあり方もしっかりと議

論をするべきであると考えます。このようなこ

とから、議会への丁寧な説明や資料の提供が必

要だったというふうに思います。 

 第二には、ＰＦＩの構造的な欠陥が明らかに

なったことです。ＰＦＩ事業は公共施設等の建

設、維持管理・運営等に民間の経営ノウハウと

資金を活用し、効率的かつ効果的に公共サービ

スの提供を行うための一つの方法であると言わ

れています。効果としては、丁寧かつ良質な公

共サービスの提供、ＰＰＰパートナーシップの

形成、民間の新たな事業機会の創出による経済

効果、財政負担の平準化と言われています。 

 そこで、以下の３点が問題と考えます。 

 一点目は、初期投資に莫大な財政資金を投入

しないで済むだけであり、サービス購入型のた

め、長期にわたって建設費、維持管理費、運営

費等の支払い義務を負うことになります。15年

の間には、これまでもそうであったように景気

変動や物価変動、それに伴う金利の変動も起こ

ってくることは十分予想できます。また、法令

の変更やそれに伴う経済政策の変更も予想され

ます。そうなると、主張されている効率的で効

果的な公共サービスの提供が困難であるという

現実が見えてきます。さらに、債務負担行為は

事業期間全体にわたり、恒常的な後年度負担が

生じ、逆に財政の硬直化を招くおそれがありま

す。全国の自治体でも懸念する共通の課題にな

っています。 

 二点目は、ＶＦＭの適切な評価は実現されて

おらず、ＶＦＭの検証は事後的にしかできませ

ん。ＶＦＭを選択する根拠が問われていて、内

閣府も建設費や維持管理費の算定については、

それぞれの費用を厳格に積み上げる方式が必要

であると。20％前後の削減率を包括的に適用す

る方法が多いため、ＶＦＭを適切に評価できる

か否かは不明であると指摘をしております。こ

のようなことで、適切にＶＦＭの結果を評価で

きるのでしょうか。問題です。維持管理・運営

業務では、コスト削減効果があった場合、雇用

人数は当然減少することが想定され、地元雇用

効果は少なくなることになります。必然的に公

共サービスの担い手の処遇は、大きく引き下げ

られ非正規労働者が拡大されることも懸念され

ます。 

 三点目は、ＰＦＩは地元経済に不利であり、

地元経済の発展に貢献できない現実があります。

各自治体の課題としても、ＰＦＩは総合的なマ

ネジメントができ、大企業や系列会社しか参加

できない、地域の中小企業への発注はなくなる

可能性が高い、地域産業はこの面からも打撃を

受ける可能性があると上げています。市は、努

力すると述べていますが、保証はありません。 

 四点目は、情報公開が制度的にはありません。

ＶＦＭや財務、事業に関する情報が公開されず、
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事故や経営破たんなどの被害が拡大するおそれ

が懸念されます。このようなことは、自治体と

しての事業のコントロールが難しくなるという

問題点もあります。これらの理由から、ＰＦＩ

ではなくて、本来の公共事業の方法で南の拠点

事業を進めていくことを改めて求めます。ゆえ

に、上程されている債務負担行為を修正するこ

とを提案いたします。議会の見識が問われる問

題だと考えます。議員の皆様の賢明な判断を求

めたいと思います。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

○議長（池之上誠）  ただいまの修正案に対し、

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  それでは、私は、今提案をさ

れました平成29年度垂水市一般会計予算案に対

する修正動議に、反対の立場で討論をさせてい

ただきます。 

 ただいまの修正案動議は、本来の公共事業の

方法で南の拠点事業を進めることを求めており

ます。 

 そして、その提案理由のまず一点目に、議会

への説明不足という御指摘がありましたが、こ

れまで数回にわたり議会は丁寧な説明を受けて

まいりましたので、この御指摘は当たらないと

考えます。 

 二点目に、ＶＦＭの適切な評価がされていな

いという指摘がありますが、総務省は平成20年

１月にＶＦＭ算出の客観性及び透明性を確保す

るための支援方策を充実させるよう勧告をし、

これに基づいて支援方策が実施されてから、既

に８年が経過をしております。ＰＦＩ事業を効

率的かつ効果的に推進する体制は整備されてい

ると考えます。南の拠点事業を従来の公共事業

で整備した場合の施設整備費に対して、ＰＦＩ

整備手法で施設整備した場合の施設整備費80％、

維持管理費90％という採用削減率は妥当性、合

理性及び信憑性において客観性が確保されたも

のであると言えます。 

 三点目に、ＰＦＩは地元経済に不利であり、

地域経済の発展に貢献できないと御指摘をされ

ておりますが、本来の公共事業の方法なら、地

域への経済効果を低下させないという論拠には

なっておりません。むしろ、ＰＦＩ事業による

民間のノウハウを生かした事業展開こそが、今

の垂水経済を活性化する起爆剤になると考えま

す。 

 最後に、ＰＦＩ事業は本来、民間資金、技術

などを使い、公共施設の整備を進めるものであ

り、ＰＦＩ事業により南の拠点整備事業を進め

ることは、まさにこの目的に合致していると考

えます。交付税措置のある有利な過疎対策事業

債を活用し、初期支払いを行うことで行政への

支払い負担軽減を実現し、債務負担行為により

財政負担額の平準化を可能とした議案第21号平

成29年度垂水市一般会計予算案は、市民の負託

に応えるものと確信をいたします。 

 したがって、平成29年度垂水市一般会計予算

案に対する修正動議には反対をいたします。賢

明なる同僚議員の皆様の御賛同をお願いいたし

ます。 

○議長（池之上誠）  ほかに討論はありません

か。 

   ［村山芳秀議員登壇］ 

○村山芳秀議員  私は、上程されている債務負

担行為の修正案動議に、次の２点の理由で、賛

成の立場で討論を行います。 

 第一点は、ＰＦＩ可能性調査、いわゆるＶＦ

Ｍの最終の調査結果を待たずして採決を行うと

いう執行部側の拙速さでございます。先週よう

やく中間報告が、市議会に対して行われました。
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最終報告は今月25日になると、予算特別委員会

の中で明らかになりました。南の拠点事業の根

幹をなすＰＦＩの可能性調査の最終報告がなさ

れ、市議会として速やかに調査・検証を行い、

結論を得るということが常道でございます。可

能性調査は、ほぼ１年かかると言われておりま

す。中間報告で導入に関し、結論を出すという

ことは、ＰＦＩ事業そのものに大きな禍根を残

すことになります。 

 二点目は、ＰＦＩ事業負担金の債務負担行為

の年度は、再来年度の平成30年度から始まりま

す。本議会で採決を行わなければならない理由

は一切ございません。最終報告がなされ、検証

の結果、ＰＦＩ事業で行うこととなったとして

も、29年度の市議会定例会あるいは臨時議会等

の早い時期での採決を行うことが可能です。 

 商工会員を初め、市民の皆さんは市議会の動

きを注視しておられます。最終報告を待たずに

結論を出すということは、今後の公共施設等の

公共事業へのＰＦＩ導入の検討にも大きな影響

を与えるほか、市議会の見識も問われます。先

輩議員の皆様の賢明なる御判断をよろしくお願

いいたします。 

○議長（池之上誠）  ほかに討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 これから、議案第21号平成29年度垂水市一般

会計予算案に対する、持留良一議員ほか１名か

ら提出された修正案について、起立により採決

いたします。なお、起立されない方は否とみな

します。 

 それでは、本修正案に賛成の方の起立を求め

ます。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（池之上誠）  起立少数です。よって、

修正案は否決されました。 

 次に、原案について、起立により採決いたし

ます。なお、起立されない方は否とみなします。 

 それでは、原案に賛成の方の起立を求めます。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（池之上誠）  起立多数です。よって、

議案第21号平成29年度垂水市一般会計予算案は、

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第22号は、起立により採決いたし

ます。なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。 

 それでは、委員長の報告のとおり決すること

に賛成の方は起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（池之上誠）  起立多数です。よって、

議案第22号は委員長の報告のとおり決定いたし

ました。 

 次に、議案第23号は、起立により採決いたし

ます。なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。 

 それでは、委員長の報告のとおり決すること

に賛成の方は起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（池之上誠）  起立多数です。よって、

議案第23号は委員長の報告のとおり決定いたし

ました。 

 次に、請願をお諮りいたします。請願第５号

を委員長の報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、請願第５号は採択とすることに決定いた

しました。 

   △議案第32号・議案第33号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第25、議案第32号及

び日程第26、議案第33号の議案２件を一括議題

とします。 

 件名の朗読を省略します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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議案第32号 垂水市副市長の選任について 

議案第33号 垂水市教育委員会教育長の任命に

ついて 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  議案第32号垂水市副市長

の選任について御説明を申し上げます。 

 副市長であります岩元明氏より退職願が提出

され、平成29年３月31日付をもって辞職される

ことから、新たに長濱重光氏を副市長として選

任しようとするものでございます。 

 選任しようとする長濱重光氏の住所は垂水市

錦江町１番地45、ウルーズ・メゾン201、生年

月日は昭和26年12月８日でございます。任期は

４年となります。なお、この議案の上程は地方

自治法第162条の規定に基づき、議会の同意を

求めるものでございます。御同意いただきます

よう、よろしくお願いを申し上げます。 

 次に、議案第33号垂水市教育委員会教育長の

任命について御説明申し上げます。 

 垂水市教育委員会教育長であります長濱重光

氏より退職願が提出され、平成29年３月31日付

をもって辞職されることから、新たに坂元裕人

氏を垂水市教育委員会教育長として任命しよう

とするものでございます。 

 任命しようとする坂元裕人氏の住所は鹿児島

市武岡１丁目13の10、生年月日は昭和33年３月

16日でございます。任期は通常３年でございま

すが、任期途中での辞職に伴い、前任者の残任

期間となりますので、任期は平成29年４月１日

から平成31年11月６日までとなります。なお、

本議案は地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第１項の規定に基づき、議会の同意

を求めるものでございます。御同意いただきま

すよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ここで、暫時休憩します。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。 

     午前10時38分休憩 

 

     午前10時45分開議 

○議長（池之上誠）  会議を開きます。 

 先ほど議題としました議案２件に対し、これ

から質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 まず、議案第32号については同意することに

御異議ありませんか。 

   ［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  御異議がありますので、

議案第32号は投票により採決いたします。本案

について同意することに可とする議員は「賛

成」と、否とする議員は「反対」と記入願いま

す。 

 これより採決いたします。この採決は無記名

投票により行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

   ［議場閉鎖］ 

○議長（池之上誠）  ただいまの出席議員は13

人です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第31条

の規定によって、立会人に持留良一議員、池山

節夫議員及び北方貞明議員の３人を指名いたし

ます。 

 投票用紙を配ります。 

   ［投票用紙配付］ 

○議長（池之上誠）  投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

   ［投票箱点検］ 

○議長（池之上誠）  異状なしと認めます。 
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 ただいまから投票を行います。なお、投票中、

賛否を表明しない票及び賛否の明らかでない票

は、会議規則第72条第２項の規定により否とみ

なします。 

 それでは、１番議員から、順次投票を願いま

す。 

   ［議員投票］ 

○議長（池之上誠）  投票漏れはありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。 

 これより開票を行います。 

 先ほど指名いたしました持留良一議員、池山

節夫議員及び北方貞明議員は、開票の立ち会い

をお願いいたします。 

   ［開票］ 

○議長（池之上誠）  投票の結果を報告いたし

ます。 

 投票総数13票のうち、賛成８票、反対５票、

以上のとおり賛成が多数です。よって、議案第

32号は同意することに決定しました。 

 次に、議案第33号について、同意することに

御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第33号については同意することに決

定しました。 

 出入り口を開きます。 

   ［議場開鎖］ 

   △副市長挨拶 

○議長（池之上誠）  ここで、副市長と教育長

からの発言の申し出がありますので、これを許

可いたします。 

○副市長（岩元 明）  まずもって、本議会に

提案されました全ての議案を可決していただき

まして、そのことに感謝を申し上げます。 

 ただいまの人事案件にもございましたように、

私、本年度末をもって退任させていただきます。

最後の最後まで、私に端を発したことで皆様方

を混乱させましたことを、深くおわび申し上げ

たいと思います。（発言する者あり） 

 これまでも二元代表制の一方の議員の皆様方

の御意見、御要望を真摯に受けとめ、市長以下、

職員とともどもできるだけの対処をしてまいっ

たつもりでございますけれども、なおも及ばな

かったことも多々あったと思っております。に

もかかわらず、全ての議員の皆様方には大変懇

意にしていただきました。これからは在野にあ

りまして、垂水市政の行く末を見守ってまいり

たいと考えております。皆様方も、まずは御健

勝で、その上で御活躍いただけますように祈念

申し上げ、御挨拶といたします。お世話になり

ました。（拍手） 

○教育長（長濱重光）  議長にお許しをいただ

きましたので、一言御挨拶を申し上げます。 

 私は今月末をもちまして、一身上の都合によ

り、垂水市教育委員会教育長を退任させていた

だくことにいたしました。顧みますと、24年11

月７日の日に教育長に就任して以来、議員の皆

様方には多大な御支援と御協力を賜りましたこ

とを、心からお礼を申し上げます。 

 きょうまで教育長職の責任の重さを毎日、

日々感じながら務めてまいりました。教育長と

いう立場で、一方では、ふるさとの子供たちの

ために、また保護者、地域住民のために仕事が

できましたことは、この上ない喜びでございま

した。御期待に沿えるような仕事はできません

でしたけれども、市長並びに副市長から御指導

を賜りながら、そしてまた優秀な教育委員会、

職員の御支援をいただきながら、さらにはいろ

いろなイベントにおいて市長部局の課長を初め、

職員の皆様方に御協力を賜り、その職を全うで

きることになりました。いろいろなことが思い

出されますけれども、平成26年度から子供たち

に意味を持たせる教育を柱にして、自分が思い

描いておりましたことをいろいろ形にできまし
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たことは、少しばかりは充実感を感じていると

ころでございます。 

 そしてまた、就任いたしましたときに陸上競

技場の廃止に向けまして賛否両論がある中で、

どうすれば理解を得られるのか、どのような手

当を講じれば理解が得られるのか自問自答いた

しました日々が、きのうのように思い出されま

す。このような事業を推進できましたのも、議

員の皆様の御理解と御支援があったからこそで

ございます。本当に感謝の念でいっぱいでござ

います。 

 また、先ほどは私の人事案件につきまして御

承認いただきました。微力ではありますけれど

も、４月以降になりますが、全身全霊を傾けま

して、これからも精いっぱい頑張ってまいりま

すので、よろしくお願い申し上げます。本当に

ありがとうございます。（拍手） 

○議長（池之上誠）  以上で、本日の日程は全

部終了いたしました。これで、本定例会に付議

されました案件は全部議了いたしました。 

 お諮りします。閉会中、各常任委員会及び議

会運営委員会の所管事項調査を行うことに御異

議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、閉会中、各常任委員会及び議会運営委員

会の所管事項調査を行うことに決定いたしまし

た。 

   △閉  会 

○議長（池之上誠）  これをもちまして、平成

29年第１回垂水市議会定例会を閉会いたします。 

     午前11時８分閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。 

 

 

 

 

         垂水市議会議長 

 

 

 

         垂水市議会議員 

 

 

 

         垂水市議会議員 
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